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奈良国立文化財研究所では現在その仕事の重点を諸々の文化財の

基礎調査と綜合研究とに置いている。 ここに基礎調査とい うのは,

例 えばどこかの寺院にある建築とか彫刻とか絵画とか工芸 とかを,

それぞれ一つ残 さず小 さな断片までも精密に調べあげて, それ等に

ほぼどんなものがあるかとい うことを明 らかにするもので, これま

でにこの研究所で実施 した基礎調査の主なるものに9唐招提寺にお

ける建築,彫刻,絵画夕工芸,吉文書等の調査や)西大寺の絵画,

古文書類の調査などがある。また綜合研究とは,一つの研究題目に

建造物や美術工芸や歴史等の各部門のもの達が寄 り集つて, これを

各方面から考究するもので, これまでの綜合研究には,東大寺大和

尚南無阿弥陀仏重源に関する研究や,西大寺興正菩薩叡尊の研究な

どがある。そしてこれ等の基礎調査と綜合研究とを兼ね合わしたも

のに,飛鳥寺,川原寺の調査研究や,平城宮跡の発掘調査などがあ

る。これ等の調査なり研究なりは,奈良とい う文化財の宝庫のまん

中にある研究にしてはじめてなし得 られるものであるか 銹, こんな

や り方は今後ともずつと続けてゆきたいものと念願 している。

ただこうした研究の成果を世に問 うための学報なり史料集なりの

出版については,こ れ等があま りに地味なものだけに,な かなか思

うようにいつていなかつたといつてよい。ところがこの五1月 十二日

ｉヽ



における研究所の十周年記念式典に際 して会長中山正善氏,副会長

赤坂頼磨氏,同越智岩太郎氏,同橋本凝胤師,幹事長和田軍一氏等

による奈良国立文化財研究所十周年記念事業後援会の絶大な援助に

よつて,たまたま研究の各研究室ですでにでき上つていた四篇の研

究を一度に出版することができたのは,ま ことに喜ば しい限りとい

わなければな財ない。た しかにこれ等の研究は, それぞれの専門分

野において必ずやその並 々ならぬ努力のほどが認められるものと信

じて疑わないし,ま たそれは後援会を通 じてこの記念事業に協賛 さ

れた方々の要望にも応えることができるものと自負 している久第で

ある。

因みにこれ等の学報がこうして出版 されたについては, そこに天

理の養徳社のまつたく厚意そのもののような献身的な努力があつた

ことを, とくに申し添えて置きたいと思 う。そしてこれ等の辛報の

内容なり出版なりについて何かと御心添を賜つた方々に心から御札

を申し述べる。

昭 和 37年 4月 10日

奈良国立文化財研究所長

/Jヽ     林      剛
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1 本学報第15冊は奈良市佐紀町の特別史

跡「 平城宮跡」における第 2・ 4・ 5・ 6次発

掘調査の報告であって,平城官調査に関する

学報としては第 2冊 目にあたる。

2 平城宮の発掘調査は,歴史研究室と建

造物研究室を中心に研究所が総力をあげてお

こなっている事業であるが, さらに文化財保

護委員会をはじめ東京国立文化財研究所,奈

良国立博物館,正倉院事務所ぅ京都大学人文

科学研究所,奈良県教育委員会その他の協力

援助を うけて調査の万全を期している。また

発掘調査を進める上に地元佐紀町の方々には

多大の御迷惑をかけているにかかわらず,深

い御理解のもとに絶えざる御協力をえている。

ここに厚 く感謝申し上げたい。

3 本報告書の作製には歴史・建造物両研

究室の全員が分担してこれに当ったが,上記

諸機関のほか特に岸俊男,直木孝次郎,阪倉

篤義,小原二郎,布 目順郎,丹信実,西村兵

部,槍崎彰―,松岡樹,木村捷二郎氏等の御

助力をえたことを銘記して謝意にかえること

とする。

一一一日
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平 城 宮発 掘 調 査 報 告 Ⅱ

官 衡 地 域 の 調 査

由

平城宮跡は,奈良市佐紀町に位置し,奈良時代の大内裏の跡 として特別史跡に指定されている。

奈良国立文化財研究所は, 昭和 30年夏以来, 文化財保護委員会および奈良県教育委員会の援助の

もとに,その一部の発掘調査をおこなつてきた。本報告書は,昭和34年夏の第 2次,昭和35年夏の

第 4次,昭和35年冬の第 5次および昭和36年春の第 6次 の 4回にわたつて調査したたがいに隣接す

る地域の発掘成果を一括収録したものである。

1 発掘調査事業の発足

平城宮跡は大正11年以来史跡に指定されていたが,H召和27年 3月 新しい文化財保護法第69条第 2

項の規定によつて特別史跡に指定された。この指定地内の北部を東西に貫通する法華寺 と西大寺を

結が狭い道路の拡幅工事が,昭和28年秋におこなわれることになつた。これは当時法華寺北方にあ

つた米軍キャンプの要求で, 日米行政協定によるものである。これに対して文化財保護委員会は,

施工にあたつて路面を削らぬこと,万一遺構を検出した場合工事を一時中止して指示をまつことを

現状変更の条件 とした。工事の開始にともなつて,遺構の存在を注意していた ところ,11月 末に道

路の側濤工事掘 りかた中に掘立柱の痕跡を検出した。そこで文化財保護委員会は一時工事を差し上

め,奈良県教育委員会に命じて調査をおこなわせたところ,遺構は東西に長 く側溝にそつて存在す

ることがあきらかになつた。この調査の重要性にかんがみ,急速原田淑人を回長 とする平城宮跡発

掘調査会が組織され,科学研究費の交付を受けて国営発掘をおこな うこととなつた。平城宮跡の大

規模な発掘調査はここにはじまつたといえる。

調査は昭和29年 1月 11日 から26日 まで,道路予定地 0.1んαについておこなつた。その結果,現在

国有地になつている朝堂院跡の北方地域に夕東西 100mを こえる回廊状の遺構が,同 じ位置で 3回

以上にわたつて重複していることが明らかにな り,平城宮跡発掘調査の必要をあらためて認識させ

ることとなつた。またこの調査に関連して平城宮跡の正確な実測図の作成が企画され,東京大学生

産技術研究所,地理調査所の協力をえて,航空測量によるわが国ではじめての千分ノー大梯尺地図

が作成された。これは史跡保存の目的で航空測量を利用したはじめての例である。

昭和29年の調査の結果,平城宮跡の調査ならびに保存の必要性が痛切に感ぜられ, この調査事業

の援助を目的とする「飛蔦・平城宮跡保存会」が地元を中′いに結成され,調査の実務は奈良国立文

化財研究所を中心にして,進めることになつた。そして昭和30年から10カ 年にわたる宮跡全域の調

序土早第 I

戦後調査の
発端

昭和29年の
調査



第 1次調査

昭和32,33
の行政調査

平城宮発掘調査報告 1

査計画がたてられたが, この頃農林省によつて大和平野農業用導水路の開整がおこなわれることと

な り, ここでも重要な遺跡をいそぎ調査する必要にせまられるにいたつた。そこで両者を綜合した

大規模な調査計画を立案したが,当局の認めるところとならず,昭和30年度は科学研究費の交付を

うけて,平城 と飛£両地区の調査を消こな うこととなつた。

研究所 としての平城宮跡の第 1次調査はこの科学研究費によつたもので,昭和30年 8月 に大極殿

回廊の東南隅の発掘をおこなつた。*こ の調査はごく小規模なものであつたが,平城宮大極殿の一廓

が,今までに古図などから復原されていた平安宮のそれ とかな り異なるものであることを明らかに

して,平城宮の解明に貴重な資料を提供した。しかし平城宮跡の調査はここで一度中止され,急を

つげる飛鳥地方の調査に主力を注がざるをえないこととなつた。

この間行政協定により拡幅整備された道路は,米軍キャンプの廃絶後も一般の利用度が高まり,

佐紀町の住民で,道路ぞいのより便利な地へ進出を希望するものが続出するにいたつた。その第一

として昭和32年にこの通称一条通 りから佐紀東町に分岐する道路の角地に,住宅を建設するための

現状変更申請が提出された。 この位置は昭和 29年の発掘で検出された回廊の東端にあたる。文化

財保護委員会はこの地の事前調査を奈良県教育委員会に命じ,県教育委員会はこれを研究所に依頼

したが,当時研究所は飛鳥寺の調査をおこなつていたため, この依頼に応じえなかつた。そこで県

教育委員会による短期間の発掘がおこなわれたが,その結果凝灰岩雨落溝の一部や,そ の他に掘立

柱 1カ所,細い 2条の濤などが発見された。しかしこれだけではなお結論をえられなかつたので,

8月 末にあらためて浅野清を主査 として研究所員が参加し, 1週間の調査がおこなわれた。その結

果,凝灰岩の雨落濤や, 2条の細い溝の状況が切らかにされたほかに,幅 2mほ どを玉石で葺いた

池の東岸が発見された。池はこの地区から西北にひろがる大きなもので,時期的に一番古 く,それ

を埋めて,何回かにわたる建物が造営されたものである。これは29年調査の東端地区に新知見を加

えたもので,平城宮跡遺構の複雑性をより強 く教えたものであつた。キ*

この調査の結果,現状変更が許可されたために,地元の人々はター条通 りぞいの地域でも建築が

許可されるものと解し,次 々とこの地区の現状変更申請を提出す るにいたつた。H召和33年 1月 に,

昭和29年調査地域の西方,関野貞が内裏 と推定した地域の道路ぞいに, 3件の現状変更申請が提出

された。文化財保護委員会は,摩たたび県にこの 3件の地区の事前調査を命じ,県教育委員会はま

たこれを研究所に依嘱した。研究所は同年 9月 1日 から2週間にわたつて,発掘調査をおこなつた

ところ, 3件の うち東端の地区では,南北方向の上塁状遺構が検出され,こ れがこのブロックの東

縁にあたることを明らかにした。一方,西方の 2地区では 3列の掘立柱列が東西に通 り,両地区が

一連の遺構であると判断されるにいたつた。この結果は内裏推定地域に,かな り大規模な遺構が存

在することを確認したのであつたが,こ うした小範囲の調査では,その全般的な性格を究明するに

いたらないことが痛感された。そして大規模な発掘によつて,早急に遺跡の解刀をおこな うべ く,

文化財保護委員会でもその計画を推進することとなつた。

ところが地元では,急速な農村の都市化につれて,史跡指定地域外の地価が刻々に高騰して,多

大の利益を うけつつあるに比べてぅ指定地内は現状変更をなし難い とい う制約でこの売買も所有渚

の意にまかせられない点が大きく問題 とな り,土地冴布者の間に,町の発展が阻害され,彼等だけ

半 『平城官跡第 1次発掘調査報告』 (奈良国立文化財

研究所学報第10冊)昭 36

β

淋 浅野清 `伊達宗泰「平城宮跡J(奈良県文化財調査

報告,理蔵文化財篤 2)昭 33

地元の要請
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が周辺の発展からとり残されてゆ くのではないかの不安感が強まつた。そして前記 3件の小地域の

現状変更にも, 1年近 くの年月を要する事務手続の繁雑さに くわえて,調査によつて自家の土合を

掘 り返えされる現状を目のあた りにしては,そ の不満がさらに強まつた。ついに年をこえた昭和34

年 1月 11日 に,佐紀町々民 150名 による町民大会が開かれた。町民大会では史跡解除促進の線が打

ち出され,史跡解除要望の決議書が, この大会にまねかれた県文化財保存課長に手渡された。同時

に史跡解除促進小委員会が結成され, 6人の対策委員を選任した。

このころにいたつて,昭和34年度に平城宮跡発掘調査費の認められることが判明して 1月 末,研

究所 と地元委員との懇談会を, 県教育委員会の斡旋でひらいた。 この席上で発掘事業の内容, 時

期,人夫および,発掘地の土地補償費の算定規準などについての説明乏おこない, これに対する地

元の要望を聞いた。当初地元は要望の目的は解除にあつて,調査の協力など考えられぬとして強硬

であつたが,数次にわたる県文化財保存課長の説得により, 3月 にいたつて,解除するかどうかの

資料を得るためにも,ま ず調査に協力すべきであるとの結論が出され,ま た発掘調査は道路の北側

の,現状変更申請の多 く出る可能性のある地区からおこなわれたい, とい う地元の要望が伝えられ

た。 これはまた,現状変更申請に対して,行政的判断を下す資料を求めた文化財保護委員会からの

要請にも合致し,そ の具体案は研究所によつて立てられることとなつた。

2 調査計画と組織

調査は平城宮跡内の通称一条通 りにそつた,東西 1.2kmにわたる地域,約 12んαを, 5カ 年で発

掘する計画で出発した。この地域は,昭和29・ 32・ 33年の発掘資料から,種々の遺構が複雑に重な

り合つて存在することが予想されながら,それがどの程度の規模のものかの判断もついていない。

そのために最低限全域の30%を 発掘するのでなければ夕遺構の性質についての責任ある判定 も不可

能であ り, この面積を 5カ 年で調査し,妥当な判断を下すには年間約 0,7んαの発掘が必要 と考えら

れた。 この計画の遂行には多額の予算と調査人員を必要 とし,その要求をしたのであるが,全額は

認められるところとならず,初年度は発掘調査を遂行し うる程度の額にとどまつた。この点で調査

は当初の予測 とくいちがい,あ らゆる面で困難が生じたが, とりあえず初年度は調査事務所の現地

開設などの計画を放乗し,すべてを発掘調査に投入することとなつた。 3月 末に文化財保護委員会

事務局 との打合せにあたつて,地元の要望をいれて道路の北側を調査する場合に,指定地域の東西

いずれから始めるかが問題 となつたが, 事務局記念物課からは, 西方から始めたい希望がのべら

れ,その理由は東半では29年の調査の知見がとりあえずみられるのにたいして,西側の内裏推定地

は33年調査の結果だけからだとその概況さえ全 く不明なためであつた。また,発掘実施の技術的な

面でも夏期は特に排水の便が第一の条件 とな り, この 2点を考慮にいれると,西に佐紀池がある内

裏推定地西端部が適当と考えられ,こ の地域から発掘を行 うこととした。

またこの調査を推進するために,遺跡の重要性にかんがみて,重要事項を調査審議する諮問委員

会を研究所内に組織することとなつた。昭和34年 5月 22日 ,東京において第一回の「特別史跡平城

宮跡調査委員会」が開催され,委員長は互選によつて原田淑人,委員長代理に藤田亮策を選任し,

委員には下記の12名 を委嘱した。

∂

調査計画

平城官跡調
査委員会
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平城宮発掘調査報告 Ⅱ

委 員 長 (文化財専門審議会第 1・ 第3分科会専門委員) 原 田 淑 人

委員長代理 (  同   第 1,第 3分科会専門委員) 藤 田 亮 策

委   員 (同第 1・ 第3分科会専F目委員)石 田 茂 作   (同第 1,第 3分科会専門委員)梅 原 末 治

(同第 1分科会専門委員)  末 永 雅 雄   (同第 1分科会専F日委員)  水 野 清 一

(同第2。 第3分科会専門委員)藤島亥治郎  (同第2分科会専門委員)  村 田 治 郎

(同第2分科会専門委員)   大 岡  実   (同第2分科会専F日 委員)   関 野  克

(同第2分科会専門委員)  福 山 敏 男  (同第3分科会専門委員)  坂 本 太 郎

この委員会に 5カ 年計画および昭和34年 の第 2次発掘調査の具体案,調査実施要頂,調査員の組

織などの諸案件が上程され, 委員会の了承をえた。 ここにおいて発掘調査は, 研究所員を主体 と

し, これに昭和29年以来の発掘調査員の参加を求めて,昭和34年 7月 17日 から開始することとなつ

た。 7月 21日 現地において鍬入式がおこなわれ, 河井文化財保護委員長, 調査委員会の原田委員

長,藤田委員長代理,村田,藤島,末永の各委員,田崎記念物課長補佐,石田研究所長事務取扱,

小泉奈博学芸課長,県会議長,教育委員長代理,市会議長,薬師寺管長,唐招提寺長老ら約70名 の

参列があつた。式後佐紀町公民館で簡単な祝宴がひらかれ,そ こで平城宮跡調査 5カ 年計画が正式

に発表された。第 2次調査から第 6次調査にいたる調査員は次のとお りである。

調査員 調査責任者  奈良国立文化財研究所長 藤 田 亮 策

石 田 茂 作同所長事務取扱

調 査 員  歴史研究室   粧本亀治郎  坪井清足  田中 稔  田中 琢

岡田茂弘   狩野 久  河原純之  寺田崇憲

建造物研究室  森  蘊   浅野 清  杉山信三  鈴木嘉吉

工藤圭章   牛川喜幸

第 2次調査には奈良国立博物館 小泉顕夫,稲垣晋也,奈良県教育委員会 日名子元雄,小島俊

次,溝辺文和,伊達宗泰,網千善教,および釣田正哉,第 4次に青山賢信の諸氏が参加された。

当初の 5カ 年計画には,後に多少の修正が加えられた。それは予算額から云つても,発掘地域を

指定地域にかぎらざるを得ないと考えられ た か らで,まず一条通 りぞいでも西方にある未指定部

は,計画からはずすことを余儀な くされた。そこで新しく調査予定地域を,指定地内道路ぞいの南

北各 100m幅の地域 としたが, この面積は 10んαに及が。しかも第 2次調査では予期以上に錯雑し

た遺構が検出されたので, この全域の60～70%ま では発掘しなければ,遺跡の性格が明らかにされ

ないと考えられ, 年間 1.2～ 1.5んαを調査することとした。 この計画は第 2年度でも十分な予算上

の裏付けを得るに至らず夕昭和35年度発掘面積は 47α に止まつたが,漸次拡張されて,昭和37年

度には 1んαを予定している。 これでもなお当初計画地域は, 5カ 年内に完了しえないことが明ら

かであるから発掘地域を一条通 り北側のみに 限 定 し て,地元からの要望が最も強いこの地域だけ

は,計画年次内に終了する予定である。こうした当初計画の遅れ と, さらにこの間にも急速に開発

されてゆ く平城宮跡内の他の地域の問題をか くめて,平城宮全域の保存計画に対応する長期の調査

計画の必要が認識され,緊急調査計画を第 1次 とする前後15年の 3次 5カ 年計画によつて,全域の

調査をすすめる案が立てられている。第 2次計画では平城宮の宮域を確認するために,朱雀門以下

の諸門とそれに関連する外郭地域の調査をおこない,第 3次計画では中央部の主要遺構を調査し,

15年間に 30んαの発掘を予定している。

ど

計画変更と
今後の予定



第 II章 平城官の沿革と現状

1   1空学 革

A 平城 官 の造 営

平城遷都が行われたのは和釦 3年 (710)3月 のことである (続紀)。 これよりさき和銅元年 (708)

2月遷都の詔が発せ られ,平城の地が「四禽図に叶い,三山鎮を作し,亀欽並び従 う」絶好の場所

であることを賞し, また「制度の宜しき,後に加えざらしめよ」 と都城の計画的な造営が提示され

た。ついで同年 9月 造平城京司長官以下が任命されている。「長官」正四位上阿倍朝臣宿奈麻呂,

従四位下多治比真人池守,「次官」従五位下中臣朝臣人足,小野朝臣広人,小野朝臣馬養,「大匠」

従五位下坂上忌寸忍熊,ほか判官 7人,主典 4人である。 これらの うち,阿倍朝臣宿奈麻呂が押勝

伝に「大納言阿倍少麻呂に従つて算を学が」 (続紀宝字8,9)と あるように算術にたけた人物であつ

たことは注意されるし, また次官の中に小野氏が 2人 もはいつているのは異例のことである。*岸

俊男はその理由を小野氏はフエ氏 と同族であるから,平城宮の地に特別な関係 (本貫地P)カミあつた

ことによるとした。**

平城遷都を策したものはよくいわれる如 く当時右大臣の地位にあつた藤原不比等である。大宝律

令の編纂に象徴的にみられる律令体制の確立とそれをおしすすめる新興貴族の拾頭,そ の最頂点に

位していたのが不比等であつた。

飛鳥古京を去つて,平城に都城が造営されることには大和旧氏族の激しい抵抗があつたと推測さ

れるだけに,平城遷都のもつ革新的意義は高 く評価しなければならない。当時漸 く全国的な視野に

たつ都城が要請されていたのである。調席物の収取一つを とつて考えても,畿内にしか交通網をも

たない狭除な飛鳥では,その貢進は不便極まるものであつたが,淀川・泉川の 2大河川を利用する

ことによつて,平城京は全国の交通路 と結びつ くことができたのである。和釦 4(7■)・ 5年 (71つ

の両年にわたつて,律令制度の徹底化を示す詔が発せられていることも偶然なことではなかろ う。

(続紀和銅4・ 7,和銅5o5)

造平城京司は,都城の設定 。整地 。街路害」などをつかさどつた臨時の官である。 和釦元年 (708)

11月 宮城内に入る菅原の地の民90余家を遷しているなどは,造京司の仕事である。これに対して宮

殿の造営・修理をつかさどるのが常置の造宮官 (職 。省)である。***造宮官が活動を開始したのは,

平城宮地の鎮祭が行われた元年 (708)12月 以後のことであろ う。

2年 (709)に入つて 8月 から9月 にかけ平城宮行幸のことがあ り,造宮に関係したものに授位賜

物のことがみえるから, この頃におそらく内裏に関した建物は一部できあがつていたのであろう。

催造司監にも小野朝臣牛養が任ぜられている。

(続紀天平2・ 9)

岸俊男「フエ氏に関する基礎的考察」大阪歴史¥

会篇『律令国家の基礎構造』昭36

キ**井上薫「造宮省 と造宮官」『 日本古代の政治と宗

教』昭36

平城遷都

不比等と平
城京

造平城京司



聖武朝の平
城宮

孝謙朝の官
城復興

平城宮発掘調査報告 1

2年 (70の 12月 再び平城宮行幸があつて還幸のことがみえないことをもつて, 翌 3年 (71o)の 元

日朝儀につかわれた大極殿を平城宮のものとする説があるが*, 僅々1年程で大極殿・朝堂の竣工

を考えることは無理ではあるまいか。和銅 3年 (710)3月 遷都後,大極殿のみえる最初の記事が,

下つて和釦 8年 (霊亀元年715)元 日朝賀であることも参照すべ きで あ る。 和釦 4年 (711)9月 の

「今宮垣未だ成らず,防守備らず」とか,和釦 5年 (712)正月の「諸国の役民郷に還るの日云々」

とい う続日本紀の記事や三代実録元慶 8年 (884)5月 29日 条に

'1用

されている和釦 6年 (713)二 月

の官宣などを参照すると,大極殿・朝堂の竣工は和銅 5年 (712)頃 とすべきであろう。

宮城の整備にともない, 儀式における殿舎利用が多様化してくるのイよ聖武朝以後である OU表 5

参照)。 元日饗宴に中宮と朝堂が併用され, 前者では侍臣以上の宴が, 後者てはその他の五位以上

の饗が行われ, 山水宴 (3月 3日 )騎射 (5月 5日 )に多 く松林苑が使われ, 冬至宴に南苑が利用さ

れるなど,天平期の平城宮殿舎利用には或る程度の定式化がみられるのである。

B 平城官の中断

天平12年 (74の 10月 九州に起つた広嗣の乱の最中,聖武天皇は突如関東出幸の勅を発して平城宮

を去つた。伊賀 。伊勢から美濃 。近江と転じてその年の暮近 く,右大臣橘諸兄の別業のある山背国

恭仁郷に都城を造営する旨を詔した。これは明らかに広嗣の乱に影響されたものであ り,同時にこ

れを契機に諸兄が勢力仲長をはかつたものであろう。天平12年 (740)平城宮の大極殿と歩廊を壊し

て恭仁宮にもち運んだが,恭仁宮大極殿が竣工したのは,遷都 3年 目の天平15年 (743)の ことであ

る。14年 σ42)8月 には甲賀離宮が造営されたが, 16年 (744)2月 難波に遷るまでこの地に都城が

営まれた。 この間の平城京の荒廃が りは万業集にもみえているところである (1044～ 49)。 天平17年

5月 ,再び平城に還都するまで平城宮留守がおかれていたが,漸久留守官人の帯する官職と位階が

低下していく。この時期の平城宮の地位と比重を物語るものとして興 味深 い。 天平17年 (74の 5

月, 4年半がりに平城宮に還幸なつて中宮院を御在所とした。

C 平城還都 とその復興 (孝謙朝)

還都後 3年の天平20年 (748)の 元旦饗宴に朝堂が使用されているところをみると,朝堂一郭もこ

の頃にある程度復興されたらしい。しかし,恭仁遷都によつてラ大極殿および歩廊がもち運ばれた

事情を考慮すると, これが大極殿も含めた朝堂全域の完成であるか否かは疑わしい。大極殿は天平

勝宝元年 (749)7月 の孝謙天皇即位にみえるから,こ の時には大統殿も出来上つていたものである

う。しかし,そ の後孝謙朝において大極殿が本来使用されるべき元日朝賀に一度もその用例がみあ

たらないのはどうしたわけであろうか。天平勝宝7年 (755)。 9年 (757)の 諒聞廃朝 (宮子太皇太后・

聖武太上天皇の崩御による), 5年 (753)の 廃朝 (理由不明P), 大安殿において朝賀の行われた 2年

(750),大 宮改修中の天平宝字2年 (758)を 除 く天平勝宝 3年 (751)・ 4年 (752)。 6年 (754)。 8年

(756)の 元旦朝賀は全 くその記事を欠いているのである。 単にこれを続日本紀の記事の省略と解す

るよりは, のちにのべるように孝謙朝において全般的に殿舎利用が不安定なことを考慮に入れる

と,やはり異例の事態であり,宮城内復興が全体的に著しくたちおくれていることの反映とすべき

ではなかろうか。

* 大井重二郎『上代 の帝都』昭19,福 山敏男『大種殿の研究』昭31

σ
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大極殿出御を通例とする元日朝賀が大安殿で行われ (こ の大安殿と宝字9年 (76の の西宮前殿が奈良時

代を通じて元朝出御の場所が大極殿でない2つの例外である。別表5参照),朝堂・ 内裏で行われるべき元日

饗宴が中務南院で行われていること (勝宝5年), さらに朝堂についてみても, これが常例の儀式,

饗宴に用いられたことはなく,孝謙朝にみえる2例の朝堂は,新羅・渤海使など外国使節賜宴の場

合である (勝宝 4・ 電 同 5・ 5)。 続日本紀編者は外国使節を饗する場所として慣例的に朝堂と表現し

たもので, この特殊な用例をもつて, この時期に朝堂が整備されたものとすることはできないであ

ろう。むしろ孝謙朝に集中的に大極殿南院 (或は単に南院)と いう用語のみえていることに注目した

いのである。これを朝堂域の別称とすれば完成した形の朝堂が存在しなかつたために, このような

変則的な用語が生まれたものであろう。

孝謙朝において, このように殿舎利用が不安定であるのは何故か。孝謙天皇の即位には大極殿が
 響碍

遥延の

使われているから,聖武末年には大極殿は完成をみたものであろう。ところがさきにのべたように

その後の元朝に大極殿は利用されず,勝宝 2年 (750)に 大安殿で朝賀を受けていることか らす れ

ば,孝謙天皇は還都後聖武末年に改修した殿舎をそのままうけつがなかつたのではなかろうか。ま

た天皇の背後には太上天皇・皇太后がおり,中でも政治上の実権は光明皇太后―紫微中台 (仲麻呂)

が握つていたから,天皇の御所はむしろかつての東宮ではなかつたかとおもわれる。このような変

則的事態が,孝謙朝の殿舎利用を不安定にした理由であろう。孝謙朝末年,仲床呂の主導ではじめ

られる天平宝字の改修が,聖武太上崩御の翌年であることは上の事情を裏書きするものである。

D 天平宝字年間 の改修

いわゆる天平宝字の改修とは,続紀に 2度にわたつてつぎのようにみえることを指す。*

1 勝宝 9年 (757)5月 辛亥条「天皇 (孝謙)田村宮に移御す,大宮を改修せんが為なり。」

2 宝字 5年 (761)10月 己卯条「平城宮を改め作る為に,暫 く近江国保良宮に移御す。」

1について。田村宮はい うまでもな く,仲麻呂の私宅田村第を,仮宮にしたてたものである。当  大宮改修

時仲麻呂は右大臣の兄些成についで大納言の地位にあり,皇太后宮一紫微中合の長官さらに中衛大

将を兼任していた。前年 (758)5月 聖武太上崩じ,そ の遺詔によつて新田部親王の王子道祖王が皇

太子の位についたが,仲床呂はこの道祖王を 9年 (757)3月 に至つて「身諒闇に居て志遅 縦 に在

り,教勅を加 うと雖も曽つて改め悔ゆることなし」との理由で廃し,直ちに以前から私宅 (田村第)

に住まわせていた舎人親工の王子大炊王を立太子させた。しかも田村官に移つて半月後に,仲床呂

は内外諸兵事を掌握し,大臣に準ずる紫微内相の地位についた。やがてこれが橘奈良麻呂の乱を誘

発し,豊成の排斥,孝謙天皇の譲位,大炊王の受禅即位となつて,仲床呂の専断政治に道を拓いて

いくのである。大宮改修はこのようなあわただしい政情の中で行われた。この改修を主導したのも

消そらく仲麻呂であり,彼が擁立した淳仁の立太子にともなつて,孝謙へ奉仕したものと解されな

いであろうか。 大宮は内裏を指すと考えられるから, この改修は朝堂には関係しないものであろ

う。また,改修という表凱からすれば,新造ではなく疑存殿舎の修理であつたと思われる。**

* 平城官改造を伝える数少い文献的徴証として,早

くから重要視されているものである。 しかし宮跡の

発掘が進行するにしたがつて,文献には示されない

宮内造営が確認されてきた現在ゥ平城宮改作をこの

時期にのみ限定することはできない。 (こ の点の詳

細は第Ⅶ章にゆずる)

*‐ 営繕令私第宅条の「営造」 と「修理」を,集解吉

記は「新造」「旧造」 と解 している。
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2について。 1が旧内裏の修理にとどまる程度のものに対し, この場合が「平城宮改作」と表現

されるように, 宮城内全域にわたる改造であることは, つぎのような諸事実によつても証明され

る。第 1は,そ の時に東朝集殿が唐招提寺に移建されているから,*少 くとも朝堂に関してはその全

面的な改造が行われたことを推測させる。第 2に,工事の開始は宝字 4年 (760)の 後半と推定され

るから,**録良移幸にさきだつ 4年 (760)8月 の小治田岡本宮の遷幸もこの時期の造営に関係した

もので,諸国当年の調庸を便宜上,小治田宮に収納するように命じていることからすれば,諸官衛

にも及が規模の大きなものであつたことが推定される。工事が宝字 4年 (760)後半に始められてい

るとすれば,光男皇太后の崩御直後にかか り,先の内裏修理が聖武太上の崩御の翌年におこなわれ

たこととあわせて,興味深いことである。

仲麻呂の発議にもとず く宝字年間の改修は,孝謙朝に造営の著しくおくれていた宮城内を,ほ と

んど根本的に改造し直したものである。宝字 7年 (763)の元日受朝に大極殿が使われているから,

少くとも大極殿・朝堂は 6年中には完成をみたものであろう。同年 ∈62)5月 ,高野天皇と淳仁天

皇は宮内造営のため遷御していた保良離宮から平城に還つているが, これは工事の終了を待つて行

われたものではない。この事情を続日本紀は伝えて,「高野天皇,帝 と隙有 り,是に於て車需平城

宮に遷る」(宝字6・ 5)と している。帝 (淳仁天皇)は中宮院に,高野天皇は法華寺に入つて各々御在

所とした。間断をおかず高野天皇は,朝堂に五位以上の官人を喚集して,別宮すなわち法華寺に居

なければならない特別な事情を説明して, 政治の大権 (国家の大事・賞罰)は 自分が握 り,つねの小

事のみ帝が行えばよいとい う異常事態を宣言した (宝字6・ 6)。 法華寺は周知の如 く光明皇后の宮寺

であり, 2年前の宝字 4年末には,光切皇太后御願にかかる阿弥陀浄土院が,寺内西南角に華麗な

装いをこらして建てられていた。***

平城還都の時には,大極殿・朝堂など中′b建 /1/2の大部分は,完成されていたであろうが,諸官行

群の造営はなお終らなかつたであろう。高野天皇と淳仁天皇の対立事態は,ついに解消されること

なく, 2年後の宝字 8年 (764)9月 ,高野天皇はまず淳仁天皇と結が仲麻呂を追放し,翌月中宮院

に淳仁天皇を四んで廃位させ,みずから重稚して帝位についた。高野天皇がその期間中法華寺に留

まつたと推定される点は後述する。****

E 称  徳  朝

保良宮遷御中,高野天皇の信任を うるようになつた内道場の僧道鏡は,仲麻呂が失脚するや直ち

に大臣禅師の位につき,翌年には治都省の印の代 りに道鏡の印を用いることによつて教界の支配権

を握 り,ついで太政大臣禅師に任ぜられて僧俗両界の最高位についた。天平神護元年 (765)寺院以

外の墾田私有を全面的に禁とするなど僧侶の勢力によつて貴族の立場を圧停1した。

この時期の殿舎のあらわれ方は,前後にその類をみない特異なものである。内裏関係については

* 浅野清「平城宮朝集殿の復原」 (『大極殿の研究』

lrD32)

■* ①束朝集殿施入時期は,移建別当文屋真人智努の

出家 (僧 名 。浄三)年時からして,天平宝字 4年 6

月から5年正月の間である (続紀)②当時造営中で

あつた法華寺阿弥陀浄土院の造寺料施入物中,内壊

および坤宮官からの施入が天平宝字 4年 5月 乃至 7

8

月以後なくなる。 (福山敏男『 日本定築史の研究』

p.219)

ホ**福 山敏男前掲書 p207
料キヤ 或は今少し早 く,宮城内に入つたのではないか

とも考えられるが,天平宝字の改修が,淳仁一一仲

麻呂の線ですすめられたものであることから考えて

無理であろう。
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東院 。東内・西宮がみえ,神護 3年 (767)4月 には,瑠璃瓦を葺いた東院玉殿が竣工している。東

院が表向きの儀式に利用されるのに対して,西宮は天皇の居所 としての私的な場所である。東院・

西宮は,文字通 り宮城内の東あるいは西に位置するものであろ うが, これが以前の内裏と事実上連

続するのか,或は全 く別のものなのかは,なお慎重な検討を必要 とする (第Ⅶ章参照)。

F光 仁・桓 武 朝

称徳天皇が崩御すると,皇嗣が定まつていなかつたので夕藤原百サ||は永手や良継とはかつて,天

智の孫にあたる由壁玉の立太子を強行し,やがてこれを即位させた (光仁天皇)。 道鏡は称徳天皇の

崩御まもなく,造下野薬師寺別当に追放された。光仁・桓武朝は官制の整理と農民負担の緩和策に

示されるように,律令制の全般的な再建を目指しているところにその特色がある。*しかしそれは以

前の律令制そのままの再興ではなくその縮少版である。

この時期の殿舎利用は,別表 5にみる如 く全体的にきわめて安定している。元日饗宴に内裏,前
 蓉釉

た殿

殿, 朝堂が使われていることは, 天平期の場合と同じである。 元日朝賀の大極殿出御が宝亀 5年

～8年 (774～777)を のぞいて全般的にみられるほか,節宴 。儀式が常例化し,それぞれに使 う場所

が定まつてくる。延暦元年 (782)4月 ,「今は宮室居に堪え,服観用いるに足る (中略)。 宜しく造

宮・勅旨の二省を罷むべし」 (続紀)と 詔されていることによつても,宮城の安定した状態を推察す

ることができる。

ところがこの詔の発せられた翌々年 ∈8o, 突然平城京は廃され,山背国乙訓郡長岡に都城が造  長岡遷都

営されに至つたのである。 宝亀10年 (779),光仁・桓武両天皇の推載に尽力した藤原百川が亮ずる

と, その遺功により弟の田麿は大納言からさらに右大臣にすすみ, 甥の種継は一躍従三位に特進

し,中納言に昇官した。このような藤原式家の優勢は,藤原氏内部のあつれきを招き,さ らには大

伴・佐伯など旧氏族との対立をひきおこした。一方にまた前代, ことに道鏡の政権以来,実力を蓄

えてきた平城京内諸大寺の勢力にも,あなどりがたいものがあつた。

このような政情の中で,種継はみずから造宮使長官になり,山背北部の豪族秦氏の財力に依存し

て長岡遷都を強行したのである。**か くして7代70余年つづいた平城宮の歴史も終 りをつげた。

延暦10年 g91)2月 ,越前・丹波・播磨・美作 。備前・阿波 。伊次の諸国に命じて,平城宮の諸

F]を長岡宮に移建させた。 延暦■年 σ9り, 諸衡府に平城旧宮を守らせているところをみると (紀

略),長岡移幸後も平城宮城内の建物は,全面的に移建乃至破壊されたものではなかつたのであろう。

G 平城上皇 と平城宮

平城宮が内裏乃至宮城 として再び史上に姿をみせるのは,平城上皇の時である。上皇は大同4年  平城還都

(809)末平城宮に行幸し, この地を御在所とした。 これよりさき同年 4月 に,平城天皇は病気を理

由に皇太弟 (嵯峨天皇)に譲位した。 この譲位はしかし, 前々年の平城天皇の弟,伊予親王の謀反

事件に関係があり,さ らにその背景には藤原北家と式家・南家の対立が存していた。

上皇が移幸された大同4年末には,ま だ平城宮の宮殿はできていなかつたらしく,仮 りに故右大

臣大中臣清麻呂の家を御所 とした。直ちに摂津・伊賀 。近江・播磨・紀伊・阿波などの米稲を造平

十 宝亀11・ 3,延暦元 。4(造宮・勅旨2省以下の廃  ** 喜田貞吉『帝都』p.227

止)な ど
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城宮料に充て,畿内諸国の工および夫2500人 を雇つて造営を開始しているから,こ の再建は相当な

規模の工事であつたと考えられる。翌弘仁元年 (810)に入 り造営はかな りの進捗をみた (紀略)。 こ

の年 9月 ,長岡京遷都の主唱者で遷都の翌年暗殺された種継の子,仲成および薬子は,勢力挽回を

はかつて平城上皇を うごかし,上皇の復位をすすめたが,嵯峨天皇側の機敏な処置によつて不成功

におわつた。 太上天皇は川口道をとつて東国に入る計画であつたが, 嵯臓側の兵力にさえぎられ

て,平城宮にもどり,弟↓髪入道した (後紀)。

その後も平城宮には諸衛官人がつめていたが,彼等は宿衛を勤めず (類乗国史・紀略弘仁2・ 7),太

上天皇は弘仁14年 (823)に至 り,平城宮諸司を停止する旨を伝えた 銀 乗国史 。紀略弘仁 14・ 4)。 天

長元年 (824)7月 太上天皇崩ずるに及んで事実上平城宮は終焉した (類乗国史・紀略同年同月)。

類乗符宣抄 (第六雑例)は天長 2年 (825)の ものとして,「平城西宮事」を載せているがそれによ

ると平城太上の親二等に意に任せて西宮を使 うことを許している。この西宮が,以前の称徳朝の西

宮 と同じものか否かは,にわかに断定できない (第Ⅶ章参照)。

承和 2年 (83の には,平城旧宮水陸地40余町登,平城第 3子高岳親王に賜わつているから(紀略),

10年後には宮城内の一部も田畝に変つてしまつたのであろ う。翌年には平城京内空閑地 230町を,

太皇大后朱雀院にあてている。 くだつて貞緻 2年 (860)に は,京中水田55町余を不退・超昇両寺に

施捨したことが三代実録にみえ (同年10)夕  当時の平城京の状況を大和国司は 「延暦 7年長岡に遷

者る,そ の後 77年,都城の道路変じて田畝 となる。 内蔵寮田 160町, その外私縮の墾開田往々数あ

り」 と伝えているほどである (三代実録貞観6・ 11)。

2遺 跡 の 現 状

平城宮跡は,】ヒに奈良山歌姫丘陵,東に春 日高円の諸峯,西に矢田山をひかえた大和盆地の北端

にあつて,北か ら南にゆるやかに傾斜する, よく解析された台地の周辺部にあた り,そ の東および

南は佐保川,西は秋篠川で境される。宮跡は現在奈良市佐紀町に属し,佐紀集落を北端 とする方約

lkmの地域を占めている。 この地は成務, 日葉lll姫 2陵を中心 とした楯列古墳群の東につらなる

丘陵が南東に張 り出した台地部 と,西から南東にかけてのひろい平坦都からなつてお り,現在その

大半は水田となつている。 この水田の畦畔や道路をたどれば,平城宮跡に接する東西の一坊大路や

南限の二条大路の痕跡が整然 と見られ,こ れにより宮の東・南 。西の境界はきわめて明確に指摘す

ることができる(PL.1)。 宮跡内部の水田の形状からも宮内の区劃の大略を知ることができるが, こ

れ とともに主要な場所には多 くの上壇,土塁が遺存していて,宮内の各宮殿,官行の位置をも推測

することをたすけている。これらの事実から早 くFIB治40年に関野貞の復原的考察がなされ*,今 日の

平城宮跡保存の基礎がきずかれたのであるが,いま一度これを跡づけてみたい。

平城宮跡の中央正面,朱雀大路 と二条大路の交点にあたる地点に,今は用水池が穿たれ,その北

岸に朱雀門が予想されるが,瓦の出土を知るのみで,地上には何らの遺構がみられない。宮跡中央

部は小学荒池で, 平城宮中軸線上を南北に通る小径があ り, それを中ィいにして東西約 215mの地

割 りが,南北約 530mつ らなつている。 この中軸線に対称に,東側には南北 150mにわたつて一

線上に土壇が並び,西側にもほば同じ幅の南北に細長い田がつ らなつて, ここにもかつて同様な土

* 関野貞『平城京及大内英考』 (東京帝国大学紀要 工科 3)明40

7θ

中央部の現
状
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壇があつたことを示している。関野はこれらの上壇から,東西に相対して並が殿堂を想像し, この

位置が宮域南部にあり, また平安宮豊楽院に似た配置であることから, この一郭を南苑跡と推定し

た。この荒池以北は小学東大宮で, 二条大路の北縁から 530mへだたつた位置で,地害よりを示す

両側の畔は東西幅 180mにせばまり, この幅で東大宮地区の北端まで 280mほ どつらなつてい

る。この畔は東で特に顕著な土塁となつている。東大宮地区北半は南半より2mほ ど高 くなつた台

状の地形 となつて為 り, 東大宮から北の寺前にかけての宮域中央部を, 関野はその高燥な地形か

ら,内裏と推定した。

この中央の荒池 。東大宮地区の東側に,幅 70mの小学分田地区をへだてて,現在国有地となつ

ている神明野地区がある。この地は東西の幅が 185mで,その中央線上,二条大路北縁より120m

に 1土壇があり, さらに北 130mで 今一つの上壇がある。 関野は この南のものが平安宮の応天

門に,北のものが会昌門にあたると推定した。これより北の神切野地区には,10カ所の上壇がなら

び,そ の北で一段高 くなつた地域の中央に高さ2mを こえる「大黒の芝」または「大黒殿」とよば

れる大きな土垣がある。これらは十二堂と大極殿の遺構であるとして,平城宮朝堂院跡と推定され

た。なおこの地区には,十二堂の外郭北半都に土塁があり,大黒の芝の東西および北に小土壇が遺

存しているが,関野はこれを東西楼,お よび平安宮の小安殿にあたる後殿とした。大極殿周辺地区

の一部では,大正13年 の平城宮跡保存準備工事による周濠開整に伴つて遺構が発見され,大極殿周

囲の回廊雨落濤が発掘されて,関野の推定を裏付けた。*こ の朝堂院跡北方の欄木地区は,東大宮北

半 と同じく1.5mほ ど高まつた地で,そ の西側には土塁が残つている。この4F3木やその北の松本の

両地区は,地形上からは他になんの遺構も予測できないが,宮内に占める位置から,関野はこれを

東院の地に比定した。欄木地区の東西では,同様大正13年の工事で数個の礎石が発見されている。

これらの上壇や土塁および畦畔から知られる顕著な 2群の遺構に対して明確な遺構の指摘できな

い広い地域が西方にある。その西端の通称一条通 りの南の一劃は,「大 り宮」 とよばれ,称徳天皇

の西宮に関連があると推定されるが, この地区には旧一坊大路に接して,二条町の「弘法井戸」か

ら南100mの 地点に, 1土壇がみられる他は, 日立つた遺構はない。この土壇は宮門の一つと考え

られる。 ところがこの地域も畦畔によると,西緑には幅 120mの 田が南北につ らな り,東縁の地域

とも似た地割 りであることが知られる。このことは朝堂院,内裏をめ ぐる官衝地域の地割 りの名残

りを示す ものと考えられよう。

このほか 2箇所に相対する顕著な土壇が,宮域の東南隅の一劃にみられるが,後述するようにこ

の附近が太政官院の跡 と推定されるので,こ れに関連ある遺構であろ う。また宮域東緑の小字相]木

と小字石田の中央に, 2枚 の田が南北に細長 くつながつた地割 りがある。 この細長 く連続する2

枚の日は, 】ヒの水上池に連 らなつてお り, その東側の田から昭和 3年に玉石積みの浩が発見され

た。**こ の地害Jり は,東側地区の官行の区言」割 りを示すものとして,重要な意味をもつ。

また宮域の西南の隅に,小学谷田とよばれる秋篠ナ||の 氾濫痕跡を示す地形がある。この一部の金

池の地を,関野は「西南の池亭」にあてた。この付近で周辺よリー段低 くなつた現在の地形は,宮

の廃絶後の氾濫で,その部分の遺構が削られた可能性のあることを示している。

このほか宮域の中央西北に古 くからある御前池の中には,土塁状の地形が残つているが, これが

十 上国三平『史蹟名勝調査報告』 (史蹟調査報告 2)

昭10

‖ 岸熊吉「平城宮遺溝及遺物の調査報告」 (奈良県

史蹟名勝天然記念物調査報告12)昭 9

東部の現状

西部の現状



現状と遺構
の関連

平城宮発掘調査報告 I

東に断続的につらなる状況は,喜田貞吉によつて平城宮の北限を示すものと指摘されている。*ま た

御前池の堤防には, 造 り出しをもつた10数個の凝灰岩製礎石が存在することも, 周知の事柄であ

る。このほか宮域内各所に凝灰岩切石が整然とならんでいることを,耕作者が伝えているが,佐紀

池と道路をへだてた南側で,東大宮に西接した未指定地内の田から,大きな凝灰岩切石が掘り出さ

れたことなどは,そのなかでも顕著なものである。また佐紀池 。二条町集落の中央を南北に流れる

小川と,通称一条通 りとの交点からも,地覆石状のものが地下約 2mか ら発見された。

現状で知られる平城宮の遺跡は以上のようであつて,今回発掘された諸遺構は全 く地形上からは

予測できないものであつた。 ところが大極殿周辺の一郭では, 発掘調査によつて発見された遺構

と現状が示す地形とは,かなり密接な関連があることがわかつた。例えば,相木地区西辺の上塁は

大正13年の発掘でしられた礎石列の延長に当つており,昭和35年の発掘で, この礎石列のある土塁

は築地回廊を構成するものと考えられるに至つた。その結果,方約 170mの回廊が相木地区を取囲

むように廻つて, ここが内裏であることが判つてきた。また大極殿前面では,旧回廊の規模をその

まま伝える形状で,土壇が屈曲している点も,昭和30年の発掘によつて確かめられた。これは現状

で認められる地形と遺構の関連を,等閑視しえないことを教えたものであるが,実はそれだけ平城

宮跡が現在までよく保存されていることを示している。したがつて宮城内で前述のように推測され

る各地区の遺跡から ,ヽ発掘調査による重要遺構の検出は,十分に期待できるといえる。

* 喜田貞吉「平城京及大内裏考評論」 (歴 史地理12-5)明 41

ど″



第Ш 章 調 査 経 過

1概 要

今回報告する発掘調査は,特別史跡「平城宮跡」の一部,奈良市佐紀町字寺前の地で行われたも  6 ABO区

ので, 5カ 年計画による継続調査として,昭和34年度より開始された。

調査が行われた 6ABO区 は, この南に接する東大宮の地 と合わせて,前述のように,関野貞に

よつて,内裏跡 と推定されてお り,宮城内でもかな り重要な位置を占めている。この地域は通称一

条通 りと佐紀町に狭まれる南北 80m東西 210mほ どの水田地帯で,西は佐紀池に接し,区域南端

は一条通 りに沿つて東西に住宅が並び, ヨヒ端は道路および灌税用水路で限られる。 中央を南北に

通る道が, ほぼ宮域全体の中心線と一致し, 6 ABO区はこの道によつて東西の 2地区に分けられ

る。両地区の地形はやや異な り,東半地域がほぼ平坦な水田の連続であるのに対してぅ西半地域は

水田一筆ごとに段があ り, 東から西に進むにつれて, 順次低 くなる。 地形を隣接地 との関係でみ

ると, 北に接する 6 ABN区は 6 ABO区 より全体 として一段高まつてお り, 南の 6 ABP区 は

6 ABO区 とほぼ似た状況にある。

6 ABO区の発掘に当つては, 遺構の所在を全 く予見することができず,ま た小範囲の調査では

その性格を明らかにすることが到底不可能なので, 毎次少な くとも 30α を全面にわたつて発掘す

る計画を立てた。発掘期間については,発掘に就労する人夫の確保に地元農家の協力を必要 とする

ので,農繁期を避け夏冬の 2回が計画された。発掘作業の進行には排水の便が大切であ り,調査は

佐紀池に接する地区より漸次東進することになつた。

昭和34年度は,同年春に飛鳥板蓋官の発掘調査をおこなつたため,経費の上から夏期の調査のみ

に限られた。この第 2次調査では 6ABO tt N～W地 区を発掘した。最初の発掘でもあつたため,

遺構の検出に至るまで長時日をついやし,実測を終えて埋め戻し開始までにはぼ90日 を要した。発

見した主な遺構は,掘立柱建物 8棟・濤 6条 。掘立柱柵 2列・池 1所 。遺物の堆積した土壊数所な

どであり,それぞれの重複関係を検討して, これらが前後 7回にわたつて造営されたものと認めら

れた。さらに 6 ABN― V地区も一部を発掘したが,遺構は検出されなかつた。この第 2次調査の

結果,遺物が多数出上し,そ の整理と保管のための場所が必要となり,それに加えてその後の調査

は年間を通じてほとんど継続されるため,現地に調査事務所が建設されることになつた。

昭和35年度には,春 。夏・冬 3回 の調査を行つた。春の第 3次調査は事務所建設予定地の事前調

査 として,国有地東北隅の 6AAQ― A地区で始められた。発見遣構は掘立柱建物 3棟 と築地回廊

である。この築地回廊は昭和29年冬,一条通 り改修工事の際発見された遺構と一連のものと判断さ

れ,古図に示される平安宮内裏の回廊と構造・規模が近似するので, この築地回廊でかこまれた地

区を第 2次内裏跡と推定するに至つた (PLAN l)。

夏の第 4次調査は第 2次調査地の東に防接する 6 ABO tt K～ M地 区で行われ, これで 6ABO

昭和34年度
調査

昭和35年度
調査



平城宮発掘調査報告 と

区西半地域の調査は終了した。 あらたに発見した遺構は掘立柱建物 9棟・溝 1条・井戸 1所・池 1

所・遺
/7/J出 上の上城数力所で, これらは 8期にわたつて造営された と認められた。これを第 2次調

査の結果 と対比検討して, 6 ABO区西半部においては10期の造営があつたと考えられた。冬の第

5次調査は 6 ABO区の】ヒ部西半の A～ c地区一部 と I地区で行つた。新しく発見した遺構は掘立

柱建物 9棟・掘立柱柵 1列 。遺物を含む上壊数所で, このうち 1土壊より41点 の木簡が出上した。

木簡には宝字 5。 6年の銘をもつたものもあつて, 遺構や遺物の実年代を決める手がか りとな り,

また記或の内容によつて, この地区にあつた官行の名称をも想定し得るに至つた。その点で, この

発掘の成果は葺1期的なものといえよう。また柵の発見 と隣接する地区の遺構や遺物の出土状況から

6 ABO区中央に道路の存在が推定され, 官衡群の区き」が考えられるようになつた。

昭和36年度  昭和36年度の調査は前年度同様春 。夏 。冬の 3回行つた。 春の第 6次調査は 6AAQ―A・ c地
調査

区と 6 ABO一 J地区で行つた。 前者は遺物保管倉庫建設予定地の調査で, 事務所西隣 りを発掘し

た。発見遺構は築地回廊に取付き内裏中心南部を画す掘立柱回廊の一部 と5列 の掘立柱列である。

第 3次調査 とこの調査と合わせてもこの地区の発掘面積は広いものとはいえないが,発見遺構は全

く想像もできなかつたもので, この地区の遺跡の重要さを改めて認識させるに至つた。 6 ABO― J

地区の発掘は,第 5次調査終了の I地区と同一の水田の南半部で,排水の便を考え夏季の調査に先

立つて行つたが,掘立柱建物1棟 と山折する石敷濤1条,遺物出上の上壊等が発見された。

ついで夏の第 7次調査では, 6 ABO区東半地域の南部 D・ F・ G地 区を発掘して,掘立柱建物

15棟・掘立柱柵 1列 。井戸 2所を発見した。このうち建物には身舎の梁間 3間のものや,側柱通 り

の柱間 3間分を開放にしたものなど, 異例の規模のものがあつた。 井戸からは平城上皇時代の平

城宮に関連すると思われる遺物を検出し,平安時代の平城宮を遺跡の上ではじめて確認した。また

6 ABN― M地 区の一部を,史跡地現状変更の申請にもとづ く事前調査 として発掘した。 この地区

では遺構は検出されず,柵は北に延長しないことが判切した。なお,現在第 8次調査が,6ABO区

A～ C地 区において行われつつある。

現在までに行われた発掘調査の概要は,以上のとお りであるがぅ今回の報告では主として昭和34

・35両年度の 6 ABO区 の調査の結果を収め36年度の第 6次調査の一部もこれ と密接な関係がある

ので一括した。各調査地域の発掘期間 と面積は Tab.1の とお りである。

調査方法と
作業能率

これらの調査を通じた発掘方法として,発

掘開始に先立ち遺構造物の出土地点標記のた

め 3m ttH長 で地区を設定し,各水田毎に 9～

12mの間隔で土層観察用の畦畔を残し, そ

のほかは全面にわたつて掘 り下げた。

調査面積は当然経費に制約されるが,他方

全面発掘するので排上の集積場所にも影響さ

れた。また発掘作業は,水田耕土・床土 。各

盛土層を順次平面的に反復して掘 り下げる方

法をとつたので,作業能率は専 ら排上の運搬

に左右された。排上の運搬法 として試みたの

は,ブル ドーザー,ベル トコンベーアー, ト

」を

6 ABO区 1 調 査 期 間

第 2次調査

第 4次調査

第 5次調査

第 6次調査

34. 7. 17-34 12. 20

35. 7. 11-35. 10. 20

35,11. 21⌒ v36.  3. 10

36. 4.  1-36.  6. 15

29,72

27.0

13.4

5,9

十 第 2次 の

耕土除去は

ブル ドーザ

ー使用のた

め除外した

Tab 2 1α 当 りの所要人員

__人/α
J全 期間

肝
土除

引
埋決し

第 2次調査

第 4次調査

第 5次調査

第 6次調査

第 7次調査

83.4ノヘ、

75.5

737

708

24.2ノ(

24.8

33.5

21.3

一

・
・
２

０
・
８

・
・
０

０
，

８

Tab l 調査期間と発掘面積
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Fig.1 6ABO区地区割および発掘経過指示図

十二●」●―型.1ド
Mi L

6ABN
IG  ‖

ロッコの機械の導入であるが, ブル ドーザーは遺跡破壊の難点があり, トコッコ敷設には地層観察

のために残す畦畔が障害になつた。そのため現在ではベル トコンベーアーを使用している。

各調査の発掘作業人員の lα 当 りの比率は Tab.2の と消 りである。これには遺物整理等の人員

は含まれていない。但し,第 5次埋戻しには,土躾発掘の人員が重複している。

2発 掘 経 過

A第 2次 調 査

第 2次発掘調査は 6ABO区 における最初の発掘であ り, 当然遺構の所礼  埋没状況は予測でき  調査計画

なかつた。そこで調査方針 としては,調査地全域にわたつて トレンチを設け,そ の知見にもとずい

て発掘を拡大してい くことにした。このうち MoN地 区は南北に細長 く続 く水田であつて,こ の地

形は遺跡 と関連するもので ないかと考えられ, さらに前年の 6ABP一 I地区の検出遺構 とどのよ

うに関連するかも問題であつた。そこでN地区については当初から全面発掘することに決した。ま

た S～V地 区は関野貞が推定した内裏跡の西端であ り,東端の 6ABP一 A地区に前年の発掘で発

見された土塁がこの地区にも対称的に存在することが予想されたので,V地 区も全面発掘する予定

であつた。

まず調査地各地区を通るように,束西方向に 2,南北方向に 6の トレンチを設けた。遺跡全般の トレンチ調
査

傾向としては,水田床土下に入工的な盛土層がみられたが, この層は南西に進むにつれて厚さをま

す。 そして東北では地山が高 くな り, 6ABN一 V地 区 tよ水田床土の下は直接地山であつた。

トレンチではじめて発見した遺構は, W地区南部の SA 121掘 立柱夢j北端の柱穴である。 当初

は盛土層上でやや異る土質のものとして認められ, 掘立柱掘 りかた (以下柱穴と略記する)の輪郭は

不明瞭であつたが, この地区の盛土層がごく薄 く,す ぐに地山になつたので地山まで削 り下げ,柱

穴輪郭を確認することができた。 結果的にみれば この トレンチは偶然 SA 121の 掘立柱列と同位

置にあつて,当然南のO地区でも柱穴を発見しえた筈だが, トレンチ内にところどころ異質土を認

めても,明確に柱穴 と決定することができなかつた。O地区北西部では,土器片が混入する異質土

ｒ
Ｎ
‐
寸
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大
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を広範囲に認めたので トレンチを拡げ,多量の土器が埋没した SK 140の 土装を発見した。また V

地区南部は北から掘 り拡げ,東西方向の 2条の濤を発見した。溝の西南は佐紀池に続いて地盤が低

下し,当初予想した南北方向の上塁がないことを確認した。南端は近世の厚い推積を認めたので掘

り拡げなかつた。上記のように トレンチ調査で遺構検出面が判明したので,最初に予定した N・ V

地区とともに,検出面が高 くて,遺構が存在しそ うな O・W地 区を全面発掘することにした。W地

区では SA 121の 柱穴を手掛 りに, この検出面を拡げて他の遺構を探索したが発見できず,更に掘

り下げて SB 143建物の東半 と,SA 120掘立柱列の柱穴を発見した。

全面調査   NoO両 地区では,発掘作業の能率化のため, ブル ドーザーを使用して耕土を除去したが,機械

の性質上,耕土 と床土が攪乱され,畦畔も大部分破壊されたため,水田所有者の要望により使用を

中止し,床土排土遺構検出作業は トロッコによらざるをえなかつた。床土の下の含礫茶裾色土面は,

ブル ドーザーのキャタピラの攪乱で凹凸になつたところもあつたが,ほぼ平坦であつた。この最初

の上層面からは,北から続 く SA 121掘立柱列の南半や凝灰岩の埋没された SK 137・ 138の土残

を発見したのみである。その後,降雨に備えて東西に排水溝を掘つたところ,偶然含礫茶褐色上下

から SB l16の柱穴を検出し,さ らに南司ヒにも トレンチをいれてみると合礫茶褐色上下に古い旧地

表面があつて,それに遺構が伴つていることが判明した。そこで,第 2回 日の検出作業に移 り,含

礫茶褐色土を削 りとり, SB l12～ SB 145の諸遺構の柱穴を漸 く検出しはじめた。 これらの うち

SB■6建物の柱穴は他のものと重複することが多 く, その重複状況から各建物の造営時期の先後

関係を判定しえた。柱穴が掘られているこの土層は,上層の合礫茶褐色土と同様整地盛土による人

工的なもので,柱穴の埋土も同質の土であつた。そのため,一部の地区では 4回に及が肖」り下げの

結果,漸 く柱穴輪郭を引確にすることができた。したがつてこれらの柱穴輪郭は,結果的にみれば

当然 SD 130の 石敷 と同じ高さで検出しえた筈であつたが,実際は更にその下まで削 り下げて確認

できた。特に SB l12・ ■3建物の柱穴の識別はきわめて困難であつて,ほ とんど発掘終了間際に発

見できたような状況であつた。

遺構追求   N地 区南部では,上層の合礫茶褐色土面から, SD 108・ S A 109の 濤を発見した。 SD 108の

溝底下では木炭の散乱面を検出し, この面から埋没された礎石を発見した。一方調査地西南では,

0地区で検出した SB 131建物を西に追求して R・U地 区の トレンチを掘 り拡げた。U地区では合

礫茶褐色土層下の盛土から SB 131建物 と並摩同規模の SB 145と ,それに重複する SB 146建

物の南妻を発見した。 SB 146は西側柱を北へ追求して北妻を検出し規模が判甥したので,排土盛

土下に想定される東側柱列の検出は行わなかつた。これ と前後してW地区発見の SB 143を西に追

求してQ地区を掘 りひろげ,そ の西半部の柱穴を検出し,そ の南側柱列を S地区北部で追求して,

桁行13間になることを知つた。Q地区南半では,上層の合礫茶褐色土面に掘られた南北幅 60cmの

溝状遺構に,多数の瓦が堆積しているのを検出したが下層からは遺構を発見しなかつた。

地層調査   調査地北端の 6ABN― V地 区は 2本の トレンチをいれたが, なんらの遺構をも発見せず,地山

が 6ABO区 より高 くなることを知つた。 また T・ U地 区の トレンチ内では遺構を認めず問題が

なかつたので,発掘期間の関係上掘 り拡げるに至らなかつた。地層調査は,主 として各遺構の柱穴

壁面で検討し,地曲が西南にかけて低下し,そ の上に 2回 に盛土整地した燃土層があることを確認

した。N地区南端では地層調査の トレンチ内で,現在の一条通北側溝に接して SD 106の 構 と,そ

れを埋めてその上に築成した SA 105の 上塁を発見した。 また SA 121の 掘立柱穴底では,腐植土

Fδ
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とその中に密生した草本植物の茎が検出され,盛土整地前に地山が低いこの地域は,池状の湿地で

あつたものと推測された。

発見遺構の造営時期の先後は,遺構検出面の層序や重複状況で決定され,重複しない建物は配置

関係や柱間寸法の異同などをもとにしてまとめられて,次のA～ Gの 7群に分類された。*

A:  SD 130,    B:  SB l12・ 131。 143。 145,    Ci  SB l13・ 135,    Di SB l16,

E:  SA 1209     F:  SA 121,     G:  SA 109,SK 137～ 140

B第 4次 調 査

第 2次調査の結果,遺構がこの地区のほぼ全域にわたつて存在すると予測されたので地層観察の  全面調査

ために畦を 9～12m間隔に綻横に残すのみで,最初から全面発掘にとりかかつた。

まず調査地を南北に 2分し,それぞれ東南より併行して掘 りさげ,順次柱穴を検出して13棟の建

物遺構を発見した。遺構の検出に当つては,盛土整地層上では一般に柱穴の輪郭は判然とせず,結

局地山層まで洸1つ て確認したものが多い。地山は SD 126以北は礫質であつて,順次南へ粘土質,

礫質と71層 に変化していた。発掘地中央部はゥ丁度礫質層に相当し,応土層との違いが判然とせず

SB 176の南妻附近の柱穴の検出は特に困難であつた。 SB 176と SB 177の 柱穴を検出してその

重複状況を調査中,地山に掘られた SD 141の浩を発見し,これがこの地区で最も古い遺構である

と認められた。 建物以外の遺構としては地区中央部で径 5mの羨を検出し,一部を掘 り下げたと

ころ井戸枠木材が出土し SE 168を発見した。しかし井戸の掘 り下げは,掘 りかた埋上の運搬処理

上一時中止して,遺跡全面の撮影実測後に行 うことにした。またK地区中央部でも遺物を含む大き

な羨 SG 180を検出した。 この疲の埋土は底部に近 くなると有機質を多 く合む泥土となり,ま た,

城周辺の SB 141・ 177・ 194の 建物は意識的に残を避けて造営されているよう■ これらの建物と共

存する池であつたと考えられた。SG 180の 北では東西に走る SD 126の清を発見し,掘 り下げて

底が 2重にあることを認め,清が 2時期にわたることを確認した。第 2次調査に SB 143の北で検

出した溝はこの延長都に当る。 なお SD 126の 中央には, 重複して中世の井戸があつた。

発掘地西南では, 黙土整地層が上下に 2層検出されて, 第 2次調査で発見した SD 130の 石敷

は,下層の盛土層上に設けられ東に続いているのを再確認した。下層の盛土層は西に進むに従つて

厚 くなるが,第 2次調査と同様にこの層で柱穴の輪郭を切確にするのは容易でなく,やや削 り下げ

てようや く判然と検出された。実測終了後井戸の発掘を再開し, はじめに 4隅に柱を立てて方 lm

ほどに組んだ井戸 SE 168-Cを 発見したが, さらにその下から,番付塁書された井戸枠を方 2m

の井籠状に組む大井戸 SE 168-Aを発見した。Aの井戸は底をさらつたらしく遺物が なか つ た

が,Cの井戸の底では平安前期以後に属する土器片が出土した。なお,上の井戸を BoCの 2時期

のものとしたのは井戸隅柱が 2種あつたためである。

地層調査では,盛土整地層を 3層確認した。最初の盛土整地層は調査地の東北部にのみあつて,  地層調査

南西には認められなかつた。第 1期盛土はほぼ全域に認められ,第 Ⅲ期感土は南西部にのみあつた。

発見された遺構は,第 2次調査と同様,柱穴の重複によつて造営の先後を決定できるものを基準

とし,検出面の層序や配置上の類似を考慮して, 8時期に分けられた。この中第 2次調査のA群に

属していた SA 130の 石敷は,第 4次調査地の第 1期盛土層上で検出され,第 2・ 4次両調査を比

半 この分類は「昭和34年平城宮跡第 2次発掘調査概要」 (奈文研年報1960)に 使用した。

」7
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較関連させる基準 となつた。以上の

結果,新しく第 I期の盛土層上に造

営された 2群 と,それ以前の地山上

に直接造られた 1群計 3群の遺構が

考えられ,第 2次調査とあわせて10

群に消よが造営が行われたことが憩

定された。これらの遺構群を,第 2

次調査時の分類 とあわせて示せば,

Tab.3の とお りである。
*

代 表 遺 構 群 1群 代 表 遺 構

SD 126

SD 130

SB l12 SB 131

SB l13

SB l16

SA 120

Sp(121

SA 109

A

B
C

D
E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SD 141

SB 176

SD 126-A

SD 130   SB 170

SB l12   SB 177-A
SB 177-B SB l13

SB 191

SA 233

6B16の

SB 166は 第 4次調査時にどの群に属するかの判定ができなかつた。

C第 5次 調 査

第 4次調査同様地層観察の畦を残し,調査地東半南部のC地区より全面の掘 り下げを開始した。

C地区では水田床土直下で,土器・瓦を合む堆積層を検出し,こ の面で遺構を探求したが,特に取

り上げる必要のあるものは発見できなかつた。更にこの層を掘 り下げ,下に盛土層Cを検出した。

C地区南部ではこの層の下にさらに崇J離する2層が認められ,そ の各々の象J離面を DoE面 と仮称

した。E面は地曲面にあたる。C面では掘立柱建4/48棟が発見された。 A・ B地区ではこのC面か

ら SK 217～ 226の 土壊が掘られてお り,その北に SD 126の清があつた。これらの疲の埋土は粘

土質であつたため,浸透した水によつて泥化し,こ の羨に重複する柱穴輪郭の確認は困難を極めた。

D面には,SB 205が あつたが, この建物の身舎内北よりには,輝を混入した盛上が認められ, こ

の建物の掘 りかたはその輝を切断して掘られていた。この他にこの面から始まる遺構はなかつた。

なお SB 205が D面に属することを確認したのは地層調査の際であるが,発掘当初も柱穴重複から

この付近で最も古い遺構と認められていた。D面は北に進むにしたがい象J離 しにくくなつていた。

地山面 (E面)は調査地南都ではよく象」離して検出され, この面で SD 141を発見した。地山面

は北の SD 126ま では平坦だが,SD 126以 北は 20 cmほ ど高くなつていた。また SD 141以北

では地山面の手↓離はよくなかつた。

I地区の発掘では,水田床土直下の盛土層で土器を埋没した SK 234・ 238を発見し,SK 234を

掘 りさらえてその下から SA 233,SB 236東 側柱の柱穴を発見した。 I地区も東半都同様 C・ D・ E

面と順次削 り下げ SD 126。 SD 141が続 くことを確認したが, D・ E面の象」離性はC地区ほど顕

著でなかつた。 I地区で発見された遺構は第Ⅲ期の整地に関係する最も新しいもので,それをさか

のばるものはなかつた。 したがつてそれ以前には, I地区は南北に長い空閑地であつたと考えら

れ,その位置がほぼ宮域の東西中心に当ることや,後にその東辺にそつて柵が設けられたことから

すると,こ の柵以西は地区を限る道路のような性格をもつていたと思われた。

遺構実測後土残を掘 り下げて遺物の出土をみたが,そ のうち特記すべきものは SK 219出 土の木

簡で,細片を含め塁書を有するものが41点 にのぼつた。SK 219の 上層埋土は全 く遺物を含まず,

土残を埋没するためのものと考えられ,重複して検出された柱穴はこの上に掘られていた。この埋

* 第 4次調査の分類は「昭和35年平城宮跡第3o4,

5次発掘調査概要」 (奈文研年報 1961)に 用いたも

どじ

のを細分した。すなわち V巧・6, Ⅵ-7, Ⅶ 9。 10に

当 り,第 2次調査時の分類と異なる。

Tab.3 調査期別遺構分類対照表

第 2次 調 査  1 第 4次 調 査

土疲の調査
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上下は檜皮片の散乱する面で,木fHa,土器, 自然遺物等力含む層があつて地山にいたる。自然遺物

中潤葉樹の実身は緑色のまま検出された。木簡は空気にかれると刻々黒変し,早急な記録が必要 と

なつたので一点毎にただちに現地事務所で写真撮影実測を行つた。この撮影ではモノクロウムフィ

ルムと赤外線フィルムを併用したが,結果には著しい差はなかつた。

木簡のなかに天平宝字 6年の紀年銘のあるものが 3点あ り,諸々の事情をあわせ考えると, この

SK 219の 埋没時期はそれをあまり降 らないと思われた。また記載事項からこの附近の建/2」 は食物

を扱 う官衝の一部と推定された。 発見各遺構の造営時期についてはこれまでと同様層序, 重複状

況,配置などから判定した。

D第 6次 調 査

第 6次調査では,6 AAQ区のほかに夏季には排水不良のため調査不能の 6ABO一 J地区を調査  全面調査

した。」地区は I地区と連なる同一水田でありぅ この調査は第 6次 というより第 5次の延長として

の性格をもち,遺構の出土状況も前回と全 く同様であつた。

発掘は CoDoE面 と順次掘 り下げて行い,西側では床土直下で前回の SK 238の連続部を検出

した。C面では発掘地中央で SD 244の石敷を発見し,その下から第 2・ 4次調査で発見した SD

130の延長に当 り南縁に玉石を並べた幅 50 cm程の溝 (SD 24の を発見した。この濤はさらに幅約

4mの素掘 りの溝 (SD 242)と 北縁を同じくして重複していた。南端の発掘では,第 2次調査で発

見した SA 109の 延長部を予想したが, その痕跡すらなく, 最南端で 東西 6m南北 2mの溝

を発見した。これは SD 106の 東端にあたる。遺構の造営時期については,すべてこれまでの調査

で知 りえた結果から類推した。

3調 査 日 誌

第 2次発掘調査 昭不Π34年 7月 ～12月

7・ 17 器具器材運搬,地区設定。

7・ 18 鍬入式場整備。

7・ 20 鍬入式。 終了後ただちに作業開始。 S・

T・ U・ V地区に南北 トレンチク N・ O・ R・ U地区

に東西 トレンチ各幅 1.5mを いれる。

7・ 21 N地区に南北 トレンチ,W・ Q'S地区に

東西 トレンチ,W'O地区東よりに南引ヒトレンチ,

各幅 1.5mを いれる。

7・ 22w・ o地区東 トレンチ内末土排土,床土

下は礫を混じた茶褐色上である。

7・ 23w,Q・ s地区 トレンチの床上下は西半で

含礫茶褐色土,東半は砂又は粘上の地山となる。

7・ 24 Q・ R地区西よりに南北 トレンチ。 V地

区 トレンチ内北部の床土下の合礫茶褐色上で,濤

状のおちこみを検出した。西に平行に トレンチを

いれ,北端で間をつなぐ①

7・ 25 Q・ R南北 トレンチは床上下の合礫茶裾

色上に導する。 W・ 0地区酉よりに南北 トレンチ

をいれる。

7・ 27 、v・ O地区西より南北 トレンチは床上下

で合礫茶褐色土に達した。O地区北端部で3m程

度の範囲の上器を含む土城 SK 140を検出し,東

西限界探査のため掘り拡げる。V地区北部で東西

に走る濤 (SA 109)を確認。

7・ 28 o地区北部の上城 SK 140は東西 45m

南北 6mほどで,東に別の土壊 SK 139がある

らしい。V地区北部の SA 109の 南ヘ トレンチを

延長。SA 109か ら土師器出土。

7・ 29 o地区北部 SK 140内 にはほぼ完形の状

態で多量の土師器が埋没している。W地区南北 ト

レンチ南よりで柱穴 SA 121を 検出し,西へ掘 り

拡げる。 V地区 SA 109を西へ追求。 合深茶裾

色土が低下して濤も浅くなる。 6ABO区の西端

を限る南北方向の遺構は認められない。

7・ 30 v地区 SA 109の南は約 3m程の平坦

都で,その南もあずかに濤状にくぼむ。両側に簿

を配した土塁状遺構である。以南は含礫茶Itra色 土

が低くさがり,茶裾色上の下は沼土状灰色泥土と
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なる。

7・ 31 トレンチの結え 調査予定地の北東都を

除くほぼ全域に,合礫茶褐色上が認められ,それ

より上の耕床土はブル ドーヂーによる除去可能と

判断,導入した。土地所有者の要望により,N・

O地区の耕土排上のみにおわつた。O地 区北 都

SK 140内清掃完了。写真撮影,上器取上げ開始。

U地区東西 トレンチで,含礫茶掘色土上面に瓦の

散布やや多く,状況確認のため トレンチを拡大。

8・ l u地区 トレンチ拡張部分を含礫茶褐色土

層まで掘りさげる。

8・ 3 この部分の合礫茶褐色土面に は遺構 な

しЭV地区束西濤 SA 109内 出上の灰釉陶片がO

地区北都 SK 140内 出土土器と接合し,両者が同

時期のものと判舅。

8・ 4w地 区南半の調査地を拡大。柱穴が 3所

東西にならぶ。U地区西ヘ トレンチ拡張。

8・ 5 u地区 トレンチ西拡張部で合映茶褐色土

上面に玉石を配列せる遺構 SX 155を 検出DN地
区南部より床土排上開始D

8・ 6～7N地区床土直下の合礫茶梶色土面検索。

8・ 8 u地区 トレンチ合礫茶裾色土上面清掃。

8。 10 o地区東南隅から床上の〕

'上

を開始。

8・ 1l o地区北部 SK 140内土器取上げ完了。

ほとんど土師器で1000個体以上にのばる。N地区

東辺中央南よりに濤状のおちこみを検出。V地区

の濤と連続するものか。

8。 12 N・ O地区床土排土。

8・ 17 排水濤を掘る。O地区で東西排水濤中に

柱穴を検出。合礫茶褐色上下の遺構である。

8・ 18 NoO地区床土排土①

8。 19 N地区中央南よりの濤の南 5mほ どにさ

らに 2条の濤があるらしい。

8。 20 N地区に 3条の東西濤を確認。

8・ 21 N地区合深茶裾色土上面清掃開始。

8・ 22 N地区の3条の濤中,最南の薄底より礎石

を検出。一層下の黄褐色上に上娠 SK 107を 穿ち

埋没したもの。土器を伴出す。

8。 24 N地区の含礫茶褐色土面で南 北 小孔 列

SA lllを検出,同面上清掃完了。

8。 25 N地区東西濤掘りさげ開始。土器出土。

3。 26 o地区廉土排土完了,凝灰岩を埋めこん

だ上壊 SK 137。 138検 出。含課茶裾色土面清掃。

8。 27 o地区西よりに南北の柱穴列 SA 121が

あるらしい。

8o28 o地区含礫茶褐色土上面を清掃すると各

所に床上の落込んだ部分があるが,大部分は柱穴

でないらしい。

8・ 29 o地区含礫茶梶色Jt面清掃完了。この面

では柵列 SA 121と 土羨 SK 137・ 138,139・ 140の

ほかに遺構なし。Q地区東南隅から含課茶褐色土

面の検索開始。

2θ

8。 31 o地区に幅 lmの南北 トレンチを2本い

れ,含礫茶褐色上下が黄褐色粘土質上となり,そ
の間がよく剣離することを認む。

9,1 前日の所見にもとずき, O地区東南隅よ

り茶褐色土を除き,文混色土上面での遺構検出に

努める。

9。 2 o地区東南部に多数の柱穴を発見。

9。 3～5o地区文褐色土上面での検索を続行。

9・ 7 N地区で合礫茶褐色土層を除き始める。

9・ 8 N地区北西部に南北濤 (後に SB l16の

雨落濤と判明)あ り。南では浅 くなって消滅する。

O地区中央西よりで束西にならぶ 3柱穴 SB 135

を検出っ

9。 9 0地区束南部で,西廂付南北棟建物 SB

l16の存在が確認されたが,桁行関数はなお不舅。

その南よりに季大の礫を用いた東西方 向の石敷

SD 130が ある。その南はバラス敷面。N地区中

央附近で東西にならぶ柱穴 SB H2を検出。

9。 10 0地区南端の SD 130は N地区にも連続

して検出。O地区 SB l16は 5問×3間 となるこ

とが確定。O地区南部に遺構が多いので,R地区

の トレンチを南へ拡げる。W地区南部地山上面清

掃開始。

9・ 11 0地区西南部に東西の柱穴列 SB 131あ

り。N地区中央で 9日検出した東西柱穴列の北約

6mに も柱穴があって,束西棟建物 SB■2と 推

定。その北側柱東よりの 3所の柱穴では南に別の

柱穴が重複。

9,12 R地区南部では合礫茶褐色土に達するも

遺構なく,その下屑を検索し始めた。

9。 14 Q地区茶裾色土上面の清掃を開始。

9・ 15N(区 南都で束西 3m間隔にならが 6箇

の柱穴を検出。対応する北側柱列を求めて北に掘

り拡げる。

9。 16 o地区東南隅の SB l16に重複して 2列

の柵列 SA 120・ 121があり, それがW地区まで

南北に長 く続 くらしい。含際茶裾色土上で検出さ

れた柵列 SA 121はその西のものにあたる。柱穴

輪郭検出段陪で写真撮影。柱穴内の掘 りさげ開始。

9,17w地区で,約 6mをおいて並ぶ 2列の東

西の柱穴列 SB 143が確認された。そのさらに北

に旧lmほ どの東西濤がある。

9。 18 R地区南部でも柱穴を検出。

9・ 19 柱穴の重複によつて,O地区東南都 SB

l16が SA 120ょ り古いことが半Jtto O地区中

央附近土城 SK 134ょ り上師器出土。

9。 21 w地区南都建物 SB 143を Q地区北都ヘ

追求し,南側柱列にあたる4柱穴を検出。N地区

中央附近 SB l12の西妻中央住を検出し,柱穴の

重複で SB l16ょ り古いことを確認cU地区南部

の合礫茶掘色土を除き始める。実測準備開始。

9・ 22 o地区西南都 SB 131の 西妻中央柱を陛



畔下で検出し,束西棟 5× 2間建物と認定ЭU地

区南都で含礫茶裾色土と下の文褐色上の境界面で

万年通宝,神功開宝銭言113枚 を発見っこれで含礫

茶裾色土を盛土した時期の上限が限定される。

9・ 23 R～U地区にかけて束西柱穴列を検出

し,東西棟 5× 2問建物 SB 145と 推定。R地区

にはなお別な柱穴がある。

9o24～ 10。 5 写真撮影, 遺構実測, 併行して

料ヨ部検討を行 う。

9。 26 年後発掘調査報告会D台風の余波で風雨

強く佐紀公民館で説明会のみ行 う。

9。 28 o地区南西部 SB 131の南側柱列東より

1・ 2柱穴を検出。

9o29 N地 区中央で SB■2の北側柱列と重複

した柱穴に対応する束西柱穴ア」を検出, SB■ 3。

9。 30 SB■3の西妻中央住を SB■6の雨落

濤下に検出し,梁間 2間桁行 2間以上の東西棟建

物と判明。

10。 1 0地区中央西よりでは約 3.5mをへだて

て平行する柱穴列 2条を検出。梁間 1間東西棟建

物か。Q地区南部の茶裾色上を除き始めた。

10。 3 Q地区で含礫茶褐色土中に上器埋没土城

SK 148と瓦を埋没した南北濤 SD 147を検出。

この盛土層の下には遺構なし。R地区南部を精査

して,南北棟 5× 2間建物 SB 146を検出。

10・ 5 遺構実測ほぼ完了。上層調査用のトレン

チを掘り始める。

10。 10 S地区で SD 143の 西妻を追求し,桁行

13間で終ることを確認。

10・ 1l N地区南部の トレンチで現道路下に基壇

状築土層 SA 105があり。その封とに黄褐色粘土質

土で埋没された束西簿 SD 106を 検出。

10。 13 土居実沢J完了。埋めもどし開始。

12・ 20 埋めもどし完了し,調査終了。

第 4次発掘調査 昭和35年 7月 ～10月

7。 ■～20 トロッコとベル トコンベーアーを併

用して耕土除去。

7・ 21～25 床土排土っ

7・ 26 L地区南部で,床土下の合礫茶梶色土に

おおわれた束西の石敷を確認,第 2次調査地llk南

部の石敷の延長部分であろう。

7・ 27～8・ 2 床土排土。

8。 3 床土排上の段階で各所に柱穴の存在を予

想させる盛上の乱れが認められたが,判然とせず。

L地区南部とM地区北部から地曲面上で,遺結を

検索することにした。M地区北部は床土直下が地

山で,東西にならが各 3個 の柱穴が 2列検出され

た。 これは第 2次調査地域北部の東西棟建物 SB

143と ほぼ柱列が通る。L地区西南部は地山がか

なり低くなってゆく。

8・ 4 M地区】ヒ部に幅約 70 cmの束西濤あり。

第Ⅲ章 調 査 経 過

SB 143の 雨落濤か。 L地区西南部に柱穴らしき

ものを数力所認めたが,盛土層上面の汚染が著し

く,輪郭は不粥瞭。

8・ 5 M地区中央附近で 3m間隔で東西になら

が各 3個の柱穴列が,3mお いて南北に 2列あ

り,東西に長い建物 (SB 186北 廂)か。

8。 6 M地区南寄 りに 3m間隔で東西に3ヵ所

土器のおちこんだ穴が,南北に 2列ある (SB 186

南廂)じ  LI也区北東部で束西にならぶ 6個の柱穴

を検出 (SB 170南 側柱列)。 L地区は中央附近よ

り西南にかけて地世|が さがり,合深茶褐色の盛土

が厚 くなる。

8。 8 6日 にL地区】ヒ部で検出した東西柱穴列

の】ヒ約 3m。 9m・ 12mの K地区内に,平行する

3列の柱穴を認め,同一建物のものと考えたが,

建物規模はなお不明 (SB 170)。 L地区南西より

に東西にならぶ 3個の柱穴が検出された。第 2次

調査発見の SB■3の東半部か。

3・ 9 6。 8両日に K・L地区で平行して発見さ

れた 4列の柱穴は束西棟 5× 4間建物 SB 170と

なることを確認。その身舎内西寄りに小さな柱穴

が並が南北棟 3× 1間の構造/1/7」 SB 171を検出。

8・ 12 K地区中央に束西濤 SD 141を検出。こ

の濤を横断して南北に 2列の柱穴 (SB 177西 廂)

あり。】ヒ方ではM地区北部から続く2列の東西柱

穴列が検出され,あわせて 6間分が確 認 された

(SB 194)。 この束に大きな土城(SG 180)がある

らしい。

8。 13 これまでに発見した柱穴内部をすべて20

Cmほ ど掘りさげるЭ

8。 16 SD 126の K地区への連続を確認。

8・ 17 M地区北部からK地区北西部へ続く SB

194は,束妻中央柱検出により東西棟 7× 2間の建

物であること。その柱穴は前後 2回のものが南北

にずれて重複し,そのうち北側柱列の新しい柱穴

ヤまSD 126を埋没した上に掘りこまれていること

が判明。 K地区東半部で南北棟西廂建物 SB 177

を桁行 5聞分確認したが,南北妻は未検出。

8・ 18 SB 170西妻中央住を検出,東西棟 5× 4

間建物と判明。K地区西南部で SB 186の東妻中

央柱を検出。この建物の柱穴は北に新しいものが

重複する。K地区中央の上羨 SG 180は,深さ80

cmほ どでなお底に違せず。

8。 19 K地区西部で SK 180の 埋上に掘りこん

だ梁間 2間 の南北棟建物 SB 191を検出。

8o20 SB 186は 梁間 2間の身舎に南】ヒ廂のつ

く東西棟建物で,その身舎では同規模の新しい建

物が少し北にずれて存在することが判切。

8。 22 K地区 SB 177の 南妻中央柱を検出。こ

の南に一部重複して存在する SB 170は,柱穴の

重複で,前者より古い時期のものと判明した。ま

た,その西に一部重複する南北棟建物 SB 176は
,
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北半部が SG 180で破壊されていて,規模は未確

認。K地区中央の束西薦 SD 141で ,濤と柱穴の

重複から,SD 141・ SB 176・ SB 177 Bの順に新し

いことが判明。

8・ 23 K地区の清掃,柱穴の掘りさげを開始。

8o24 K地区中央東よりの SB 176北妻中央柱

を,SD 126の北で検出。建物は 9× 2間 となる。

L地区東南部で発掘地域外に南側柱列がある東西

棟 5× 2間建物 SB 166と , この附近から北へ延

びる小柱穴列 SB 167を 2列検出①この小柱穴西

列中央附近で,方 5mほ どの上城を発見したが,

材木が埋没土中に突出しており,井戸と推定され

る。

8。 25 SB 186は M地区を精査し桁行 6問まで

確認したが,まだ西妻中央住を検出せず。第 2次

調査で西半部を発掘した SB■2の東妻中央柱を

検出。これでtFD行 7間 と確定。その北に一部重複

する SB l13は桁行 6問で柱穴が終るが,西妻中

央柱を久く。

8・ 26 M地区中央で SD 141の 西延長部分を検

出したが,西 よりで次第に浅くなり消失する。

8。 27 写真撮影開始。年後発掘調査報告会。来

会者約 160人 。

8・ 28 井戸掘りさげ開始。

8・ 29 井戸は 4隅に柱を立て横木を通し,その

外に側板をいれたものが 2重にあるらしい。底部

の堆積泥土中から黒色土器等検出。

8・ 30～ 9・ 2 実測準備。

9・ 3～10 遺構実測。

9,6 井戸で 4隅の柱の外に, 幅 30 cmほ ど

の厚板を井籠組にした井戸粋を確認。古い井籠組

粋の上部をこわして,柱貫組式の新しい井戸粋を

内部に造ったものと推定。

9・ 7 新しい井戸粋を取上げたが,下に青灰色

の堆積泥上があり,それをさらえた結飛 当初の

井戸は下都 3段分の粋を残し,底は礫を敷いたも

のであることを確認。当初の井戸からの出土品は

全 くなかった。湧水が若しい。

9・ 10 細部の再検討。 SB 186の 西妻中央柱を

畦畔下で検出。

9・ 五 井戸粋引上げ。粋材の実測 。写真ほ影。

全域埋めもどし開始。

10o20 埋めもどし完了し,調査終了。

第 5次発 掘 調 査 昭和35年11月 ～36年朗

11・ 21 トロッコ線路組立。排水濤開撃Э

ll・ 22～30 耕土排土。

12・ 1～2 地区設定。

12o3 耕土排土完了。仄土排土と併行して遺構

検出開始。C地区東南部で床土直下に土器を含む

堆積層検出Э旧地表か。

12・ 5 c地区東南部庶土排土し,南北 3列の柱

クタ

穴を検出。

12・ 6 c地区東南都で床上下地山までに土層を

2層検出。各土層の境界は砂が溜 り,明瞭に上下

の土層が剣離する。各境界面を C・ D・ E面 と仮

称ЭE面は地山面にあたる。

12・ 7 c地区床土排土ほぼ完了。全面に 3層の

旧地表があるらしい。西南部に柱穴あり。

12・ 8 c地区西南部では梁間 2間 の南北棟建物

SB 206の 北妻 1間分確認Э南の未調査地域に主

体部があるらしい。他に柱穴の重複でより古いこ

との判明する2列 の平行す る南北柱穴列 (SB

205) ありじ

12・ 9 c地区内で SB 206の 北約 6mに南妻

のある南北棟建物 SB 209を桁行の2間,2列の

南北柱穴列 SB 205を 5間検出。この 2列 の掘り

かた列間でD面上の盛土中に郎を検出。原位置で

なく,盛上に混じて置いたもの。C地区北部 4m
ほどの部分はE面 (地山面)の剣離不良Э

12・ 10 c地区東部の南北の 3列の柱穴が,各 4

カ所 2列の古いもの (SB 20の と1列 5柱穴の新

しいもの (SB 201)か らなることを確認。

12・ 1l B地区木土排土。

12・ 12 早朝藤田所長逝去。雨。現場作業中止。

12・ 13～14床土排土。

12・ 16 c地区西南部で,E面から始まる幅約 1

mの束西濤 SD 141を検出θ I地区南都より遺

構検出開始。仄土直下に上器を埋没した土壊 SK
234を演出。

12・ 18 SD 141を 束端まで検出。 D面形成時盛

土で埋没されている。SB 205・ 209の柱穴はその

埋没上を切って掘られていた。B地区西都で SB

205・ 209の もののほかに, D面から始まるかと

みられる大土壊SK 219・ 222・ 223ゃ柱穴 (SB 211)

を検出。 I地区の SK 234は北へ連続し, その

東に 3柱穴 (SA 233)を南北に検出。

12・ 19 B地区に主体郡のある建4/7」 SB 211は束

西棟の身舎に南廂のつくもので,廂柱穴には浅 く

て小礎石を持つものがある。桁行関数不切。C地

区から続く SB 209は 桁行 6間までB地区で検

出。SB 205は 妻中央柱穴を検出せず。

12。 20 故藤田所長の研究所葬をおこなう。現場

作業中止。

12・ 21 SB 211は桁行 5間 と確定。 SB 209の

北妻中央柱をA地区西部で検出,南北棟 7× 2間

と確定。

12・ 22 B地区東北部に柱穴 (SB 212・ 213)検

出。A地区中央で巾約 lmの濤を検出。濤以】Llよ

遺構なく地山高し。 I地区束半 の SK 234・ SA
233を北端まで追求cI地区北部でA地区の東西

濤の連続都検出。

12・ 23 A地区で SB 211の北廂柱穴を検出。中

央の東西濤を東端まで追求,東端部で柱穴を検出



し′B地区北束部の柱穴と共に梁間 2間のおそら

く東西棟の2棟の建物 SB 212・ 213の西妻部分に

なると推定され,C地区束部の SB 220・ 221と 妻

通 りが一致す。 I地区北の SD 126は 西端まで検

出された。第 4次調査のK地区北部の濤に続 くも

のであろう。なお,濤底は上下 2層ある。

12,26 1地区中央部でE面に掘 りこまれた東西

濤 SD 141を 検出。 C地区および第 4次調査K地

区中央の東西濤に連なる。SK 234下に東側柱列

のある南北棟 5× 2聞建7/J SB 236を 検出。西南

都道路わきに土器を埋没した土城 SK 238を検

出。SK 234出土土器には切高台つき皿形緑釉陶

器が混入している。

12・ 27 調査全域E面にいたる。発掘を 1月 11日

まで中断。

1・ 11～14 排水,清掃作業。

1・ 16～26 写真撮影。遺構実測。土層実測。

1・ 23 土層検討により,E面では SD 141, D

面でヤよSD l16・ SB 205が あり, SK 219を 含

むその他の遺構はC面乃至それ以上から始まるも

のであることを確認。埋めもどし開女台。

l。 23～2・ l B地区西南部上残 SK 219を掘 り

さげる。

1・ 24 SK 219内 では遺物を含まない埋土 (漸

次下ほど灰色にかわる赤褐色粘土質土)があり,

その下に上器・木製品・自然遺物を含む灰色砂質

土(厚さ 20～30 cm)と 泥上 (厚 さ約 10Cm)が

ある。埋上と灰色砂質上の間に檜皮がかなり多量

に存在し,灰色砂質土から木簡 1を検出す。

1・ 29 天平宝字 6年銘の木簡出土。

2・ l SK 219を 掘り終った。多量の上器・自

然遺/2Jと 共に紀年銘をもつ 4枚を含む木簡41枚を

検出し, この地区の性格および年代決定に重要な

第阻革 調 査 経 過

資料を得ることができた。

2・ 2～3 B地区の他の上城 (SK 217・ 218。 220・

221。 222・ 223)を 掘 りさげ, 少量の上器類の出土

をみた。

3o10 埋めもどしを完了して現場作業を終る。

第 6次 (6ABO区 )発掘調査

昭和36年 4月 ～ 6月

4・ 1～ 4。 25 耕土排土,地区設定。

4・ 26～4・ 29 床土排土。

5・ 1 遺構検出を始め,北部で掘立柱検出す。

第 5次調査地域で検出した C'D・ Eの各面はほぼ

J地区にも続いているらしい。北部の掘立柱は南

北棟 5× 2間建物 SB 246に なることが判明。東

通路ぎわに上器を埋没する土壊が南北にあるらし

い。第 5次発掘 I地区西南隅の SK 238の南への

連続であろう。

5。 6 南西部で束西にのびる濤 SD 239を 検出

C面形成時の盛上にはおおわれているらしい。

5・ 8 SD 239は 東へのびず約 6mで終る。

5・ 9 南%の地域をE面 までさげる。

5。 11 中央南よりに幅約4mの東西濤 SD 242

あり。この濤を埋め,北辺にそって新たに初石の

ある幅約 50 cmの 簿 (SD 243)が設けられてい

るらしい。 この SD 243は第 2・ 第 4次発掘の

SA 130石敷濤の東延長上にあたる。この部分の

み構造がかわるのか。

5,14 SD 243は東へのびる。東ではこの濤を

埋没し,その上に石敦濤とバラス敷 (SX 244)が

設けられている。

5。 15 全域E面に連する。

5,17～18 遺構実測。

5。 20～ 6o15埋めもどし。調査完了。



遺構の種類

第Ⅳ 章 遺

1 発掘遺跡の概観

6 ABO区の遺構は中央の道路状地区をはさんで, 束西 2群に大別される。本報告ではその西方

区(K～W地 区)と 中央区(IoJ地区)を主 として扱い,東方区(A～ G地 区)は一部分だけを取上げ

た。東方区はまだ全貌を検出し終つていないので,報告の重点を遺構の層序別分類や出土木簡の問

題におき,個々の遺構やその配置などについては,A～G地区全体 として後 日に改めて記したい。

A遺 構 の 概 要

6 ABO区 でこれまでに検出された遺構には, 建物・井戸・柵 。土塁・浩・ 池および各種の土壊

などがある。これらの遺構は発掘地域のほば全域に分布してお り,野井戸やごく一部の土残をのぞ

けば,その大部分が平城宮に関連するものであることは,遺構 自体の建築的性格や伴出遺物によつ

て明瞭であつた。遺構の主体をなす ものは建物跡である。その規模は多様であるが,方位は大多数

が真東西もしくは真南北に合つてお り,相当な大きさのものだけで44棟がこれまでに検出された。

これらの建物はいずれ も礎石を用いない掘立柱式で,地区によつては,何重にも重複しているが,

これは何棟かずつが一組になつてぅ数時期に分れて造営されたからで,それがこの区の遺跡の大き

な特色となつている。建物跡 とよく似た掘立柱式遺構に柵跡がある。これには極めて小規模で造営

時期を判定し難いものもあるが,主要なものは,南北方向に走る 4条である。これらの柵は中央の

I・ 」 地区を東西両区から区分するだけではな く, 東西両区をも夫々2分して, 6 ABO区 を 5区

画に仕切つている。柵が南北方向の境界線であるに対して,東西方向の境界線 と思われるものに溝

及び土塁がある。溝は礫敷の 1条を除けば,すべて簡単な素掘 りで,こ の地域の北縁に沿つて 1,

その少し南方に 1,南縁に沿つて 4の計 6条がある。このうち南縁の 2条は土塁の両脇に付属する

ものであ り,礫敷の溝 も土塁の如きものの雨落溝 と考えられる。なお,い くつかの濤は東西両区に

連な り,両区の遺跡が密接な関係にあることを示している。また以上の柵や濤の方位は,建物 と同

じく真南北あるいは真東西を示す。 こうした建物群 とその境界遺構以外に,井戸,池,土渡などが

ある。井戸は建1///Jと 関連して配置され,西方区に 1,東方区に 2の計 3カ 所設けられているが,平

城宮にかさわしくいずれも厚い檜材を井籠組にした大きなものであつた。池は西方区のみに 2カ 所

検出されたが,そ の一つはかな り広いもので,西方区のほぼ西半分を占めていた。これは初期の敷

地が原地形にあまり手を加えなかつたため生じたものであ り,後には池を埋めたてた上にも建物が

造られた。他の一つはK地区にあ り,池 とい うよりは放置された大きな土壊の感がある。土躾には

土器片やその他のゴミを廃柔するために掘つたものと,礎石などの廃材を埋め込んだものとがある

が,大部分は前者に属し,中央区両側 と東西区の北半に多い。この うち最も注 目すべきは木簡の出

土をみたB地区西部の上壊で,前にも記したようにこの上残は遺跡の性格や年代を決定する基礎 と

24
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なつた。その他にもO地区西北隅にあつて 1000個体以上の土器を埋没した上壊や, IoJ地区両側

の長大な土城などは包合する遺物が多量な点において他を引離している。以上が第 7次調査までに

明らかにされた 6 ABO区 の遺構の大要で,そ の種類 と数量をまとめて記せば次のとお りである。

掘立柱建/1B-44(東西棟-25・ 南北棟-19)・ 柵-4・ 溝-6・ 土塁-2・ 井戸-3・ 池-2・ 土残―約

20。 なおこれらの遺構を通じて,そ の廃絶の原因が火災であつたような形跡は全 くみられ な か つ

た。

B 6ABO区 西 半部の遺跡

この地区は南と東を道路,北を濯槻水路,西を佐紀池の堤でそれぞれ限られた東西約 100m南北

約 80mの地域で,南側の道路沿いに住宅が数戸あるほかはすべて水田である。水田は K～Wの 12

筆に区分されるが,1筆毎に段溶があり, 地形は全体としては東北から西南に低 くなつている。そ

の高低差はK地区の水田面を 0と した時,0地区で -43 cm,U地区で -88 cm,v地区で -126

cmと なつて,かなり大きい。調査によつて検出された遺構は,掘立柱建物20棟,同柵 2条,清・

土塁 6条,井戸 1所,池 2所,土娠数所が主たるもので,その他にごく小さな柱穴で柵状に連なる

ものや,野小屋状に並がものなどが数力所ある。個々の遺構についての詳細は次節にゆず り,こ こ

では遺跡の一般的な状況を各地区毎に記しながら,遺構の前後関係を考察しておきたい。

KoM地 区 (PLAN 6,PL.12～ 18)

この地区には建物 9棟,溝 2条,池 1所があり,今回の報告中で最も複雑に遺構が重複する地区

である。遺構は水田面より約 50cm下がつて床上のす ぐ下から検出されはじめた。その面は北方で

は地山面であり,南部では盛土層上面であつた。地山は東北から西南にゆるく下がるので,盛土層

も南西に進むにつれて,少しずつ厚 くなるが,こ の地区内では 15cm程度にとどまる。そこでこの

地区では全面的に地山まで掘 り下げ,全遺構を現わした後に,地層を検討する調査方法をとつた。

遺跡の説男にもそのほ うが都合よいのでぅまず比較的簡単な SB 186か ら記述を進めよう。

SB 186ィ よ K・M両地区にまたがつてその南端に存在する。西妻柱通 りは畦畔の下にあたつたの

で,そ の柱穴の検出は中央柱位置だけにとどめたが,東西 5列,南北 8列に並が方約 1.2mの柱穴

によつて 7間 ×4間切妻造 り建物であることが知られる。棟通 りに小さい穴があるのは床東跡と思

われる。これらの柱穴のうち,身舎にあたる7間 ×2間分には,南北 2つの柱穴の複合が見られ,

掘 りかたの重複状況によつて北の柱穴が後に掘られたことがわかつた。この 7間 ×2間切妻造り建

物が SB 18併Bでゥ先の 7間 ×4間建物 SB 186-Aの後身と考えられる。これには床束跡は見当

らない。建物の北側柱通 りに2カ 所の土器を埋没した浅い土残があつたが,柱穴はその底から検出

されたから土娘は建物が廃絶した後のものであることが判引した。

SB 186のゴヒに,約 12mへだたつて,SB 194が ある。建物は東西 7聞 ×南北 2間切妻造 りで,

梁行方向の柱通 りが前記 SB 186と そろうことが注意される。また両妻中央柱と北側柱列ですべて

の柱穴に重複がみられ,それらの重複状態から,北の柱穴が後に掘られていることが分つた。この

重複は南側柱列にはないから,の ちに造営した建物では同じ柱穴を使つたらしい。この梁間の広く

なつた SB 194-Bが , SB 194-Aと きわめて密接な関連性をもつ後身であることは,明 らかであ

ろう。 また柱列の一致や仕事の類似性で, SB 186-Aと SB 194-Aが 同一時期の遺構であり (前

章の5群,以下同じ),そ の次の期に SB 186 Bと SB 194-Bカミ並存した (6群)こ とも容易に推定

6ABO区
西半部

K・ M区地
区の遺構

の・８

Ｂ

Ｂ

と

Ｓ

Ａ
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Ｂ

Ｂ

と

Ｓ
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s B 194の
造営期

平城宮発掘調査報告 Ⅱ

される。

この SB 194と 重なつて SB 191がある。 これは南北 5間 ×東西 4間の建物で,西入側柱列の

柱穴が SB 194の柱穴 と重複し, SB 191の 柱穴がのちに掘られていることがわかつた σ群)。

また SB 191の東側の柱穴が池 (SG 180)の 埋土中から検出されたことも重要な事実で, これか

ら SG 180は 6群 もしくはそれ以前 と判明した。 なお SB 191の身舎内南寄 りに小さな柱穴が 3

行 4列に並がが GB 192),そ の造営時期は分 らない。

次にその東側をみると,池のす ぐ東側に南北方向に並が柱穴列は,一見しただけでは何棟分かわ

からないほど重複している。しかしよくみると,柱穴には 3種類あつて,そ の うち 1種類はやや方

向を異にし,北の方では他の柱穴と全 く重なつているのに,南へゆ くにつれて少しずつ東へ離れる

ことが分る。そして他の 2種は,南北 2つの柱穴が同じ間隔で重なつてならがもので,】ヒの柱穴が

みな新しいから,こ れは 2棟分であると判断された。 方位の振れをもつた柱列 の建 物 が SB 176

で,常に重複する柱列の建物が SB 177の Aと Bである。SB 176で これ と対になる柱列は,約

6m西 にあつて,SG 180上 に重なる部分は柱穴がな く, 北に 2,南に 3個の柱穴をとどめる。そ

してこの両列の南北両端中央に妻柱穴があ り, この建物が南北 9間 ×東西 2間 と知られる。 一方

SB 177は ,東端道路沿いに並が柱列が,同 じように南北に 2個の柱穴が重複するものであるから,

これ と対になつて,南北 7間 ×東西 2間の建物にまとめられる。 以上が SB 176と SB 177の主

体部であるが,SB 176に は東西両面に廂がつき,東廂の小柱穴が SB 177の 内部中央に,西廂は

SG 180の南 と北 とに認められる。また SB 176内 部の南北列 5個の柱穴は,SB 177-Aの 柱穴 と

並列し,こ れがその西廂であつたことが分る。しかしこの廂柱列は SG 180の北に及ばず,重複も

していないから,SB 177-Aのみに南端 4間分の西廂があつて,SB 177-Bには廂が付かなかつた

ことになる。

SB 176及 び 177の南端に,こ れらと重なつて SB 170が ある。 その東北隅部分では 4棟分の

柱穴が混在しているが,その中から SB 170の北側及び北入側柱列の柱穴をより出す ことは,重複

しない南側の柱列を対照してたどれば比較的容易である。なお SB 170の 身舎内西端に,小柱穴の

SB 171が あるが両者の関係は SB 191に おける SB 192と 類似している。 また SB 171の 東方

に,以上の 4棟に属さない柱穴が数個あるが, この うち SB 170の 棟通 りにあるものは, この建物

の床束穴かも知れない。 ところでこれら 4棟の前後関係は,SB 176と SB 177の柱穴の重複から

は前者が古 く, また SB 170と SB 177西 廂の重複からは前者が古い。 しかし, SB 176と SB

と
の

Ｂ
Ｂ
複

Ｓ

Ｓ

重

の・７０
期

Ｂ
合

Ｓ
複

遺構の前後 170は重複す る柱穴がないので, これだけでは前後関係が決め られない。改めてこの地区の遺構全
関係

体をみると,まず SB 177と SB 194は , A・ Bの 2時期共にそれぞれ北側柱列がそろい,柱穴

の重複状況もよく似ているので,同時期 (5。 6群)と判断される。SG 180は , 6群以前だから建物

と並存してもよいわけで,そ う考えて池の形に注意すると,5o6群 の SB 177・ 186。 194及びそれ

以前の SB 170と は並存し うるが,SB 176と 並存しないことが分る。そ うすれば同じ 5群以前で

あつても,SB 176は SB 170(4群)よ り古いことになるが, これは SG 180と の並存を前提 とす

る仮定であつて,ま だ決定的なものではない。この決め手は地層の検討によつて得られた。

最初に述べたように, この地区の西南部には地盤の低下を補 う藤土層が存在するが, これに第 1

期 と第 1期の 2層がある。 第 1期の盛土層は地山に接し, ほば SB 191西北隅と SB 170東 南隅

とを結んだ線から西南にあつてその西限は SB 191の 西側柱列延長線,南は SB 170の南入倶1柱列

?δ

2回の盛土
層



Ｎ
Ａ

Fig.2 遺構複合状況詳細図-1(g3狂:°

177)
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延長線附近でとどまる。すなわち,こ の盛土

は,東北を頂点とした三角形に現われている

地山に対して,ほぼ対称的に,頂点を西南の

SB 186中 心都付近においた三角形を形成し

ているわけである。この後,第 1期盛土層上

を合めて, 6 ABO区 西半部全域にわたる盛

上が行われた。それが第 I期 と名付けた盛土

層である。この第 1期盛土層は,ほぼK地区

の西北隅と東南隅とを結んだ対角線より西南

に存在し,第 1期盛土層上を うす くおおい,

第 1期盛土がな くなるところから厚 くなる。

これは西雨へ進むにつれて低下する地山上に

盛土して平らにするため順次厚さを増してゆ

検討してみると,SB 176の 柱穴のみ第 1期

盛土層上面から始まり,第 1期盛土におおわ

れるが, 他の SB 170・ 177・ 186な どの柱

穴および SG 180は ,いずれも第 1期盛土層

上面から掘られていることがわかつた。すなわち,遺構は地層によつて第 1期 と第 1期に大きく分

けられ, SB 176はその第 1期に,以下の建物や池はすべて第 1期に属するのである。 SB 176 o

群)が SB 170よ り古いことはこれで明瞭であろう。こうした地層による分類は,結果だけを見れ

ば実に簡単であるが,実際にはなかなか難かしい。それは場所によつて土層の残存状態が異なるか

らで,こ のK地区の場合でも,第 1期盛土は,大部分が水日のために置1ら れ,部分的にごく薄 くし

か残つていなかつた。したがつて2回分の盛土は,第 1期盛上のなくなつたところから第 1期盛土

が始まるといつた主に平面的な関係で検出されたわl‐Iで,よ く似た土層を 2期に分類すること自体

が困難であつた。第 1章でも述べたが, この盛土層の分類は第 5次調査にK地区と位置的に対称的

なC地区の調査を行つて,始めて明瞭になつたもので,先の結論はそれを基にして当地区の盛土層

を検討し直して得られたのである。

なお KoM地 区の遺構としては, 他に溝が 2条 (SD 141及び SD 126)あ る。SD 141は第 I期

盛土層の下にあつて,地山に直接掘られており,SB 176の柱穴との切合いからも,済の方が古い

ことがわか り,こ の地区では一番古い遺構 (1群)である。また SD 126は濤底が上下 2重になつ

ており, 上のもの (B)は第 Ⅱ期盛土に掘られ下 (A)は地山に直接開塗されていた。 したがつて

SD 12併Aは第 I期をくだらず (3群)Bは第 と期に属するが, SB 194-Bの 柱穴が高Bの埋土に

掘られているので,そ の下限は 5群 となる。

L・ N地区 (PLAN 7・ 8,PL 8・ 19-21)

ここでは KoM地区の南で,O地区の東端にある柵附近より東方の地域をあつか う。ここで検出

された主な遺構は,建物 6棟,井戸 1所,濤 盈 柵や土塁 3条,土壊 3所である。これらは層位に

ょつて3時期に分けられるので,ま ずこの地区の地層について述べよう。

く。こうした 2回 の盛土層 と遺構 との関係を
 書

構と盛土

S D 141と
S D 126

み撞撻
地区
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前項で記したようにこの地区では第 I期盛土層はなくな り,地山上に第 1期盛土層がある。この

盛土は地山の傾斜を補つて南西に進むにつれて厚 くな り,そ の上面は平坦にならず,ゆるい斜面を

なしている。この第 1期盛土層の傾斜をさらに緩和するために行われたのが第Ⅲ期盛土である。こ

の盛土層は,O地 区の西北隅とL地区の南縁中央入隅とを結んだ線付近から西南に存在し,第 1期

盛土層同様,西南にゆ くにつれて少しずつ厚 くなる。この緩和の状況を 1 第 Ⅱ層がごく薄いL地

区の東北隅, 2 第 Ш層が始まるN地区北部, 3 0地区の西南隅 の 3地点で比較してみると,

第 1期盛土層上面は大約 1を 0と して, 2で -30 cm, 3で -70 cmであるのに対して, 第 Ⅲ期

盛土層が加わると2で -20cm, 3で -40 cmと なる。*

遺構は地層 との関係で次のように分類される。(N地区の南部は後述する。)

a 第 Ⅲ期盛土層から検出されたもの。  SA 121・ SA 109・ SK l15

b 第 Ⅱ期盛土層から検出され,上面を第 Ⅲ期盛上によつておおわれるもの。 SA 120。 SD 130・

SB l12。 SB l13・ SB l16o SB 182

C 第 1期盛土層上で検出されたが,第 Ⅲ期盛上の存在しない地域のもの。   SB 166 o SE 168・

SK 183・ SI)184

d 第 Ⅱ期盛土におおわれているらしいがやや不確実なもの。  SB 167

これを簡単に説切するとaは KoM地 区にはなかつたもので,こ の地域で一番新 らしい遺構であ

るが,相互に重複していないから,全部が同時期か否かは判定し難い。 bは aょ りも古 く,その遺

構は相互に重複しているから, これがまた何回かの造営期に分類される。 Cには a,b両期のもの

が混入している可能性があ り,判別は別の基準で行 う必要がある。 dは SB 167の柱穴が非常に小

さく, この付近の第 Ⅱ期盛土層が薄いために地山上でようや く確認したもので, これが第 Ⅱ期盛土

以前の建42yで あることは,北方K地区の SB 176と の関連で明らかにされた。第 1期盛土層の範囲

が限られているから,K地 区以外でこの時期に関連した遺構は地山上に直接造営されて ヽヽ るわ け

で,こ の SB 167が それに当る。

次に全体の配置や各建物の規模などは,実測図によつて知られるから,各遺構について主要な点

のみをまず記そ う。SD 130は 第 1期盛土層上面に造られた石敷の溝で東から西へ流れる。その高

低差はL地区にある東端を 0と した時O地区の西端で -65 cmを 測る。 溝の南側には,玉石を並

べた縁石があ り,そ の南にはバラスを敷きつめていた。しかし,北側には縁石はな く, この部分が

削平されたような状態であつたから, もとは北側に一段高いものがあつたと推測された。

SB l12・ SB l13は ょく似た建物が一部重複して南北に並ぶもので, 両者の梁行柱通 りがほぼ一

致する点が注 目される。なお SB■ 3の東妻中央柱位置の柱穴は見当らなかつた。SB 182は 西側

柱列が畦畔の下にあたつたので,その柱穴では調査し得なかつた部分もある。SB■6は周囲に雨

落濤をめぐらした建 1///Jで, 6 ABO区 では現在までのところこの種のものは唯一つである。**こ の

雨落清は浅い素掘 りのもので,南部ではかろ うじて痕跡のみをとどめているから,掘 られた時の旧

地表面はのちに多少削られたことがわかる。濤底は SA 130の石敷のす ぐ上にあるので,先に SA

130の ところで述べたことと考え合わせると,旧地表 (第 1期)は SA 130の 北 と南で 10 cm程度

* Lと Oと は水田面で40cmの差がある。したがつ

て現状は割合よく第Ⅱ期盛土層にならつている。

淋 推定内裏内部にあたる 6 AAQ一A地区では, 細

28

殿を前においた 5間 4面建物が発見され,その周囲

に浅い澪をめぐらせていた。



Fig.3 遺構複合状況詳細図-2(SD 130,SB

S A 120

S2

* SA 120の 掘 りかた内を精査して, 円形にわずか

に埋上の色が変る部分を検出したが, これを柱痕跡

とするとこの位置は SB■6の柱穴を復原した輪郭

線と切合 う可能性がある。したがつてこの柱痕跡を

認めれば,SA 120は SB■6ょ り後に掘られたも
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のと判断された。

** ただし SB■ 3は桁行柱間 3m(梁 行は 2.7m)

なのに SB 166は それが 2.7mであること, 柱穴

がやや小さく不整形なことなど多少異なつた点 もあ

る。
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の差をもつていたと推測される。なおこの建物内部に小さな柱穴がかな りあるが,棟通 りに並が 5

個は身舎の床束穴かも知れない。

SB■6の中央を柵 2列 (SA 120。 121)が平行して通る。棚列は柱位置が東西にはぼ一致してい

るから,同時期のようにみえるが,前述のように SA 121は 第Ш期盛土層より検出され,SA 120

は第 1期盛土層から始まり1時期異なつている。

遺構が最も重複している SB l16南都附近についてみると (Fig.3), まず SD 130に 重複して
 是息鍵 畠

SB l12・ SB l16の柱穴があるが, tヽ ずれの柱穴についてもS D 130の 石敷が丁度その柱穴掘 りか 係

たの大きさだけ失われていたから,SD 130は これら建物のどれよりも古いことがわかつた。次に

SB■ 2西妻中央柱穴 と SB■6の身舎南妻中央柱穴 とが,SD 130に 重なつて切合つてお り,SB

■2が古い。この関係は SB l16の東側雨落濤でも確かめられ, この溝は SB l12の柱穴の埋土

上に掘られている。 雨落溝は SB l13の西妻柱穴埋土上をも通るので, SB■3は SB■6よ り

古いことがわかる。この SB l12と SB l13の前後関係は, 両者の中央附近柱穴の重複状況から

前者が古いことがわかつた。SB l16と 柵の関係は,SB 121と 3カ 所で柱穴が重複してお り,いず

れも SB■6が古いことがわかる。これは地層からみても当然である。しかし SB■6と SA 120

とは SD 130に 重なつて 1カ所だけで重複してお り, しかも両者の埋上がよく似ていたので, 判

定は非常に困難だつたが,SB■ 6が先行すると考えられた。*

また SB 182の 柱穴は, SD 130と の重複で濤底の礫を掘 りとつているので濤より新しいこと

は H」lら かであつたが,畦畔のために SB■ 2。 113と の切合いを検討することが出来なかつた。しか

し, SB l16と 南側柱列を揃えぅ また棟の方向も一致するので同時期 と推定して誤 りない。

以上で地層での分類 bの遺構を終えたからCに移ると,SB 166は SB■3の東に並んでお り,

北,西の 2辺しか調査し得なかつたがぅ建物の規模を知るにはこれで足 りる。その造営期は,桁行

の柱列が SB■3と ほぼそろ うこと,そ の方向が真東西よりやや振れているが SB l13も 同じ傾向

があることなどから SB l13と 同期 とした。**
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井戸 SE 168は 中古まで野井戸として用いられていたもので,内部が 3重になつていた。そのた

め周囲の地層が荒され,本来は Cの分類にもはいりえず時期不刀とするほかないものである。しか

し, この井戸の上を第 1期に属する SB 167の柱列が通 り, 井戸掘 りかたで柱穴がこわされてい

る。したがつて SE 168は第 1期以降の造営と推定されるが, ここで注意すべきは北方にある SB

170と の関係であつて,井戸はこの建物の正面中央に位置をしめている。これと同じような関係は

6 ABO区東半部で SE 311と SB 200と の間にもあつて,井戸と建//Jが 対応して配置されたと考

えられ, さらに SB 170と SB 200は同時期の建物と判定されるので, これらすべてを同時期の

造営になるものとみなすことができる。

なお SK 183は一部に凝灰岩断片を埋没した浅い穴で, 土器類はほとんどなかつた。その北の

SD 184は ごく浅いT字形の浩である。この両者は全く時期不明であるが, SD 184は 南北溝の延

長が SB 182の東側を通るから,或はこれと関係するかもしれない。

以上の遺構分類を柵を除いた建物だけで K・M地区と比較すると,K'M地区では 2,4・ 5。 6・

7群の 5回であつたが, ここでは (167)(112)(113・ 166)(116。 182)の 4回ある。そして南北

の配置をみると, 2群の SB 176と SB 167以外に,5群の SB 186と SB l12は柱列が一致し

ていて, 柱穴の大きさなどもよく似ていること, 7群の SB 191と SB 182も 同じような関係に

あることが注目される。また SB l13は SB l12と 密接な関係があつて, これはAからBと 変つた

5群に対する6群の状況と類似する。また第 1期盛土層上で最も早い SB 170(4群 )と SD 130は

当然同時期となる。これは別表 1に一括したが,一応の整理を行つておくと次のとおりである。

2群―SB 176・ 16Ъ 4群―SB 170。 SD 130。 SE 168,5群 ―SB 186・ 194。 177各 A・ 112,6群 ―

同前各 B・ SB l13。 166,7群 ―SB 191・ 116・ 182,8群 ―SA 12釘 9群―SA 121そ の他。

次にN地区南部の遺構について述べよう。ここでは第四期盛土層から始まる2条の濤を発見した

が,濤にはさまれる幅約 3mの部分は,やや固い土が高 く残 り, これは両側に濤を伴つた土塁 SA

109と 推定した。北濤の中には,土器がかなり多量に落ち込んでいた。SA 109ょ り以南では,第

Ⅲ期盛土層上面およびその下層の整地面からは遺構を検出しえなかつたが,SA 109を検討してい

るうちに,前記地層の下から礎石を埋めこんだ土躾 SK 107を発見した。交石は上面のみを平坦に

削つた花前岩の自然石で, これは恐らく南方の宮域中心部附近から運んで廃乗したものと想像され

るが, これを埋めた SK 107の 周壁には,炭化4/Jの 薄い層がある点が注目された。そこでこの附近

に南北方向の深い トレンチを入れ,地層を検討したところ,南端の道路に近接して基壇状の構築4//4

SA 105と その】ヒ側に濤 SD 106を発見した。これを Fig.4に 示した地層によつて簡単に説明す

ると,SA 109以北では,後述する0～U地区の地層と類似しているが,土塁のところにB/層 があ

る点が異なる。 この B′ 層は普通ならば第Ⅲ期盛土層Aが存在するはずで, 実際にも2条の溝から

Fig.4 N地区南部地層南北断面図
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外方は,南北共にA層であつた。 SA 109以 南では,炭化物散乱面が上 。下 2面あつて,下面は深

い濤状をなしている。南端ではその面の上に築成上壇が存在するが, これらの地層は他の地区と異

なつていて, 炭化物散乱面上の B′ 層以外は他 と同定しえない。 地層の状況からこの部分の遺構の

変遷を判断すると次のように考えられる。

まず地山に掘られた溝 SD 106 Aが一番古 く, この上の炭化物が築成土壇 (SA 10の 下方に及

んでいるから,土壇はその後造られた。そしてこの上壇の時にも濤は幾分浅 くなつて存続したらし

い(SD 106 B)。 この濤を埋めたのはB/層 の時期である。この時に土壇がその上になお残つていたか

否かはわからないが,土塁 SA 109が 同時に造られているから,恐らく平lFIに されたであろ う。こ

れらの上部をA層で整地し,全 く平坦な地表が形成された。こうした変遷を既述の盛土工事 との関

連でみると, ここには第 I期盛土層 Bがなく,第 Ⅲ期盛土層のA層 の下にはそれに代るB/層 がある

点が注 目される。 するとここでは第 Ⅱ期に 2回 の造営があ り, その最初のものは SA 105と SD

106B,第 2回は SA 109なのではあるまいか。SA 109は 第Ⅲ期にも存続してお り,溝は現状では

第Ⅲ期盛土層より始まつているが, これは掘 り直したと考えられる。 ヽヽずれにせよこれは 6 ABO

区遺跡の南境界が,時期によつて変化したことを示してお り, このことは宮城内の建物群の配置関

係を考察する上に,重大な問題を提起したものといえよう。

0～W地 区 (PLAN 9。 10,PL 3～ 7,9～■)

2条の柵から西方は夕検出された遺構の数が少 く,重複状況も簡単なので,0～囀誕 区として一

括する①この地区に遺構が少いのは,第 1期盛土工事以前はここが低湿地であつたためである。

6ABO区 西半部では, 地山が東北から西南に向つてさがることは, 既に くり返して記したが,

その傾斜は全域一様ではな く,途中にかな りの差をもつた段がある。地層調査は主に建7/」 の柱穴を

利用して行つたので,連続した下降線を得るには至らなかつたが,大様を知ることはできた。 W・

Q地区にまたがる SB 143で 判明した地山下降状況を西方の K・M地 区とも関連させて記せば次の

とお りである。 (数字は第2次調査水糸と0と してそれからの下がりを cmで表わした。)

K地区東北部 5,M地 区北部 12夕 SB 143南側柱東の 1 15,同東の 3 17,同東の 5 21,

同東の 6 46,同 東の 7 78,同東の 8 120,同東の10 142。

すなわち,Kか らW地区の西端附近まではゆるやかな傾斜であるが,W地 区西端から約 8mの間

に lmの高低差があ り,そ の先はまた割合ゆるく下るらしい。この地山の途中の段は南の LoN地

区 SB l16。 SB l12・ SB■3附近でも検出されたので,部分的なものではな く,W地 区西端 とL地

Fig.5 N～W地区地層束西断面図
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区西北隅とを結んだ線上で,全体にわたつて存在したものと予想し,0地 区の中央部で トレンチを

掘つてこれを確認した。この段から西南方の状況 として SB l16附 近では,柱穴の底に密生した草

本植物の茎痕を認めたので, ここは池状の低湿地であつたと推定された。その池底の水準は約 120

cmを淑よるから, この想定は前記地山下降段より西南方一帯にあてはまるものである。

この池を埋めた盛上の状況を, 南部のNoOoR・ U地区の柱穴位置で地層を検出し, それらを結

が断面図 (Fig.5)に よつて記せぼ,次のようである。

1 地曲は段から西方はゆるい傾斜で下る。これは北方の S地区と等しい。 2 地山上の灰色粘土

質土層が池底となつた一時期がある。全体の地形からみて地曲は西にいくにつれてさらに低下し,

佐紀池におよがが,灰色粘土質土層がそ うした斜面上に位置することは, これが人工的な置土であ

ることを示す。上質が地山と類似しているから, これは段より東北方の地山を削つて整地した排土

と推定された。 3 第 1期盛土層は西にゆ くにつれて厚 くなるが, このことは前にもふれた。その

上面の高低差はL地区東端附近での水準が大体 0であるから,U地 区までの間約 90mに対して 1

rnと なる。*4 第 皿期盛土層も西で厚 くなつて,第 1期 の傾斜をさらに緩和するがラ現状はそのよ‐

面を水田床上によつて削 り取つている。特にU地区はそれが甚だしい。なおU地区では,第 1期盛

土層上面で万年通宝銭 2枚,神功開宝銭11枚がさしを通したように一連になつて発見された。これ

は第Ⅲ期盛土施工時期の上限を示す。

これらの地区で検出された遺構は,第 Ⅲ期盛土層上面では, SK 138～ 140,SK 148な どの上壊

類のみであつた。 このうち SK 137・ 138は , 恐 らく1組であつたと思われる凝灰岩製の八角柱沓

石を埋没したものであ り,SK 139・ 140は多量の土器を廃乗した穴である。第 1期盛土層では, 5

棟の建物 と4条の浩ク上塁が検出されたが,後者はいずれも既に L・ N地区で述べたものの延長部

分である。 建物は 2棟のみ重複しているが, 柱穴が 重複していないので造営時期の先後を決め難

い。SB 131お よび SB 145は SB l12と 柱通 りを揃え, 柱間寸法を等しくし, 各建物の間隔を

柱間 3間分に揃えているから, これら3棟は同一計画で造営されたと考えられる。 また SB 143も

その位置が SB 131治 よび 145と 対応して,同様計画的に造営されたとみなせよう。 SB 135お

よび 146は全体の規模,柱間寸尺,柱穴の大きさなどからみて, 7群 と考えた。なお SB 143南側

柱列の東延長上に妻から約 3m隔 てて存在する柱穴や,SB 143の約 3m南 方にあつて 3m間隔

で並が 2個の柱穴などは,時期 。1隆格 ともに明らかでない。

またV地区は現在の水田面がかな り低 く,土塁もわずかに東半のみ残存する程度であつた。土塁

の部分を除 くとこの地区の大部分は,かな り深 くまで近世に破壊されてお り,特に南端の道路附近

では大きな満があつて,水田面より 2mさ がつても,ま だ底にいたらなかつた。こうした状況は,

現在T地区から佐紀池に入る用水路が, もとは U・ V地区の西端を通 り,道路をこえてさらに南下

していたことと関連するのであろう。

c 6ABO区 東半部の遺跡

この地区も西半部と同じく,南側道路沿いに宅地があるほかは,すべて水田で, これを全面的に

発掘した。水田面の高さは, 西半都で基準にしたK地区を0と した時, BoGoI地 区はいずれも

+12 cm,D地区は -lCmで,西半部に比し全体としてかなり高 く,ま た概して平坦である。

* この差は盛土施工後の沈下を考えれば,当初はもうすこし少なかつたであろう。
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第Ⅳ章 遺  跡

遺跡の状況によつて, I・ J地区とA～ G地区にわけられることは既に記したが, 後者で今回特

に問題としたいのは,遺構分類の基礎となつた地層状況なので,始めに I・ J地区を合めてG地区

東側畦畔より西方一帯の地層について記そう。

遺 跡 の 層 序

C地区では水田床上の下から,順次 3時期の盛土層が明瞭に検出された。その状況を調査経過で 3回の盛土
層

用いたA・ BoC・ D・ Eの呼称によつて示せば次の通 りである。A層は床土下にあつて厚さ10cm程

度, 少量の上器や瓦片を含む。 上面は耕作によつて削 り取られている。 これが第Ⅲ期盛土層であ

る。B層はごく薄 く,しかも部分的にしか認められない。これも第Ⅲ期盛土層に属す。C層は第 Ⅱ

期盛土層で厚さは約 10cmほ どで,その上面は旧地表面にあたる。D層は第 1期盛土層で,厚さは

5～ 10 cm程度。 上面でよく象↓離し, 一見これが地山面のように見える。旧地表面が残存している

のである。盛上の高さや範囲を検討するために,以上のA～ E層の上面の高さをいくつかの地点で

記すと,次の表のようになる。 (数字は第5次調査水糸よりの下りを Cmで示す。なおこの0は第2次調査

水糸より 50 cm高 い。)

この表によつて判切する盛土層の状況は

次のようにまとめられる。

1 地山の高 低 差 は, 最大 15cm程度

で,一方に傾斜することもなく,割合平坦

になつている。削平したのであろうか。

2 第 1期盛土層は,北は B・ I地区の

中央部,南は G・ J地区の中央部付近に限

られる南北幅約45mの地域だけに存在し,

上面の水準高は 35～40 cm程 である。

3 第 1期盛土層はJ地区南端部を除いて全面的にあり,現存する上面の水準高は 20～35cmで

ある。しかし, これは部分的な高低差であるから,当勧は水平に盛土されたと考えられる。

4 第Ⅲ期膝土層は現存しない部分もあるがこれは耕作によつて削られたためで,当初は全面的

に存在したと推定される。その上面は少くとも水準高 15 cm以上であつた。

I・ J〕也EE(PLAN 4・ 5,PL.24・ 27・ 28)

ここでは建物 2棟,柵 1列,濤 4条,土娘数力所が検出されたが,東西の地区に連続する濤を除

けば,すべてが第Ⅲ期盛土層に設けられた点に大きな特色がある。細部で問題になる点を記すと,

南端の濤 SD 106は ,上部を第Ⅲ期盛土層におおわれ,地山に直接掘られている。この附近には第

1期盛土層がないから,その時期は第Ⅲ期以前としかいえない。溝の位置がN地区南端部のSD 106

と一線上に並がから,両者は連続しているものと判断された。なお溝はこの地区の途中でと り,東

方へは続かない。SD 130は既述の石敷済の東延長部分であるが, ここではそれに付属した 2遺構

が新たに検出された。 南側の SD 242は 地層を検討すると, 第 1期盛土層上面から掘られ, SD

130はその中に造られたと認められた。すなわち両者は一連の工事として行われたわけで,6 ABO

区西半部の SD 130に おいて,溝の南側に現存最大幅 3m程のバラス敷面があつたことを考えあ

わせればゥSD 242は そのバラス敷面の幅を示すものではないかと推定される。また SD 130上に

重複する SD 244は ,石敷下に SD 130を 埋没しているから, 明らかに 2次的な仕事で,恐らく

∂θ
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平城宮発掘調査報告 Ⅱ

SD 130と 共存したと考えられるが,そ の

壽密
の形成 施工時期は不明である。建物および柵は,

北方の長大な土残 SK 234で ,そ の一部が

おおわれてお り,柱穴は土娠の底で検出さ

れた。この土壊内の遺物 と柱抜取 り穴内の

遺/4/2と が様式的に一致するから,建 4//」 や柵

の廃絶と同時に土躾が形成されたと考えら

れた。西端の土嫉 SK 238も 遺物からみて

同時に形成されたものである。

A～C地区 (PLAN 4・ 5,PL 24～ 27)

第Ⅲ期の遺  ここで検出された遺構は検出面の層位 と
構

遺構相互の重複によつて,明瞭に造営期別

に分類された。第Ⅲ期感土層面から発見さ

れたものには,C地 区の南部で平行して東

西に走る 2条の小柱穴列 SA 203と , この

西端のIEl畔 に接して南北に並ぶ数個の浅い

穴がある。

第1期の遺  第 1期応土層面からは,建7/J7棟,土城
構

数力所が検出されたが,特記すべきは,A・

B地区における建物 と土城の関係である。

ここにはSK 217～ 220の上壊とが密集し,

Fig.6遺構複合状況詳細図-3(SD 130。 242・ 244)

さらに重複する SB 209お よび SB 211がある。 これらの前後関係では重複する建物の柱穴がい

ずれも土城埋土に掘られてお り, 土城が最も古いことが判る。 さらに SB 209と SB 211と は柱

穴の切合いによつて,前者が古いと判断された。 土城のうち, SK 217お よび SK 219では,そ

の埋土直下に檜皮の層があ り,そ の下から土器その他の遺物が見出された。SK 219では,出土遺

物が木簡をはじめとして特に多種多量であつた。これらの上城は明らかにごみ溜めで,遺物の埋没

状況から短期間のものと判断されたが,そ の中に天平宝字 5・ 6年銘の木簡がある点は最も重要で

ある。 これによつて SB 209の 造営時期の上限が捉えられ,遺構の時期別分類に始めて絶対年代推

定のよりどころが与えられた。 第 1期盛土層から検出された建物には, 前記の SB 209。 2■ 以外

に, SB 200。 201,212。 213・ 206の 5棟がある。 このうち SB 206以外は全規模を検出していない

が, SB 200お よび SB 201は 2辺が判明しているので, 建物の規模だけは判る。 柱穴の重複は

SB 200と SB 201,SB 212と SB 213の 間で見られ,いずれも前者が古いと判断された。またこ

れらの 4棟は南北にそれぞれ対応して造営されたらしく,SB 200と SB 212は柱筋がよく通 り,

SB 201と SB 213も 同じことが云える。そ うした建/1/2の配置からみると,SB 206は SB 209と

東西側柱列が揃い,SB 209の 北妻が SB 213の北側柱列と一線に並がから, 結局これに SB 201

を加えた 4棟が,全部一組のものとして造営されたと考えられる。すると第 1期盛土層上の建物群

として, ここでは (SB 200・ 212)(SB 201,213,209・206)oB 211)の 3時期があつたことになる。
期の遺

第 1期盛土層から検出された遺構はSB 205のみで,建物としては最も古い時期のものである。

9`
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第Ⅳ章 遺 跡

また 2条の溝は,いずれも既述の延長部分であるが,北方の SD 126では, 2重になつた底面が明

瞭に検出された。下方は地山に直接掘られているが,溝の南綴で一部に第 1期盛土層と類似した地

層があり,それを切つているので一応第 1期盛土以後の造営と考えられる。*

以上の遺構分類を既述の 6ABO区西半部との関連でみると,ま ず SD 141は両者に共通して,

これが最も古い (1群 )。 次に第 I期盛土層から検出された建物は, どちらも1時期に限られている

から,同時期のものと考えるべきである (2群 )。 SD 126も 一連のもので, これは 3群 とした。こ

の後は第 Ⅱ期盛土層から検出された遺構となるが, ここで注意されるのは,西半部で 5群 とした一

連の建物群と, この地区での SB 201以下の建物群との類似性である。 これらは建物群としての

配置関係だけでなく,その柱間寸尺や柱穴の大きさなどにも共通点が多い。したがつて SB 201以

下は 5群 と判定され, SB 200・ 212が 4群 となる。また西半地域で6群 としたものは, 5群 ときわ

めて密接な関係のある建物であるが, ここではそ うしたものはないから, SB 211は 7群 と考えら

れる。

なお次回に報告する予定の第 7次調査で検出したD・ F・ G地区の遺構のうち,今回報告する遺構

と密接な関係があるもののみを,次に簡単に記す。その 1は SD 130で, この石敷溝は, 6ABO

区の東端まで連続しているが,D地区の中央やや西寄 り部分から東方は,土中に凹形の木材を埋め

込んだ濤になり, この部分は暗渠と推定された。既述のように,SD 130は,地区の境界線を示す

遺構と思われるが,暗渠の部分では,その境界の性質がやや異つていたことを教える。その2は F

地区西方の井戸 SE 311で SB 200の正面にあたる配置が,西半地域での SB 170と SE 168の

関係に類似している点は,前にもかれた。ところでこの SE 311は井戸が 2重になつてお り,第 1

次の井戸枠は SE 168と 同様, 檜材厚板のを井籠組にしたもので, 底の礫敷面上から, 奈良時代

末期の土器や木製品類とともに万年通宝銭 3枚,神功開宝銭 3枚計 6枚を発見した。これはこの井

戸を使用した大体の下限を示唆する。また, この井戸から「羮所」と墨書した甕が出上したが, こ

れは井戸を含む一郭の性格を暗示するものといえる。第 2次の井戸は第 1次井戸枠の下 2段を残し

て上部を取 り去 り,新たにやや小さな丼戸枠を組上げたもので,その底から多量の上器,木製品類

と共に,隆平永宝銭 1枚を検出した。またここでは「御匝殿」と記した木簡を発見した。これは,

この井戸を含めたこの地区が,平安時代に入つてからも宮の一部として使われたことを示す点で,

きわめて重要であり,平城上皇時代の平城宮を遺跡の面から始めて立証したものといえよう。

D 6ABO区 の北 お よび南地区の遺跡

6ABN区は 6ABO区に北接する区域であつて,そ のうちの2地区について トレンチを掘つて調

査をおこなつた。両地区共に遺構を検出しえなかつたが,むしろそのことに意味があると思われる。

後述するように 6ABO区の北縁に道路があつたと推定されるのである。

6ABN―V地区は第 2次調査の際に南北方向の トレンチを2本入れたが,水田床土下は,ただちに

地山であり, この上面ではなんらの遺構をも発見しなかつた。水田面は南の 6ABO W地 区より

30 cm高 く,地山面も約 40 cm高 い。

* 南方の滞 SD 141は , 上部に第 1期盛土層があ

つて,そ れより古いことがはつきりするが,SD 126

附近ではこの盛土層が明陳ではないので,満の造営

期も決定し難いのである。
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Fig,7 6ABP― F,I地区実測図

6ABN一M地 区は現状変更の事前調査 として,第 7次調査の際に発掘した。南の 6 ABO― I地区

にある南北につらなる柵 SA 233乃ミ,当然この地区まで延びていると予想されたの■ かな り広範

囲に発掘したが,水田床上下はす ぐ地山でまつた く遺構を検出しえなかつた。水田面は南の I地区

より約 60 cm高 く, 地山面も約 70 cm高かつた。 なおこの地区では調査後に現状変更が許可さ

れ,現在アパー トが建設中である。

6ABP区

6ABO区南方の遺跡 としては,昭祠32年 9月 に発掘した通称一条通 り南沿いの 3地点についての

知見がある。これは第 1章でもかれたように,奈良県教育委員会より委嘱されて,本研究所員が調

査した。東端の 1カ 所は 6ABO区東端部の遺跡 と深い関連があるのでjその報告の時にゆず り,

ここでは西方の 2ヵ 所について記すこととした。

6ABP― I地区西半部 6ABO―N地区の東南にあたる東西約 10m,南北約 15mの地域で,調査

当時は水田であ り,ほば全域を発掘した。ここは水田床上の下がただちに地山とな り,遺構はすべ

て地山面から検出された。地山はほば平坦で, その高さは第 2次調査水糸より約 9cm下である。

発見された遺構は,掘立柱柱穴 6個,溝 1条,小柱穴 3個である。柱穴は東西方向に 3個ずつ並び

南北 2列あるが,その距離は 6mへ だたる。これらの柱穴はいずれも上方に径 0.8mの ス リ鉢状

の凹みをもち,そ の中に礎石の根固め石状に凝灰岩片や瓦が埋没していた。これは柱の抜取 り跡で

はな く, まつた く同位置で掘立柱式を礎石式に変えたものと思われる。*

* 普通ならばこれは抜きとり穴とみられるが, この

場合にはやや状況が異なる。6ABO区では SB 145

の据 りかた上部にこれと類似の状況が見 られ た。

9δ

SB 145も あるいは柱の抜きとり穴ではなく, 礎石

に代えた時期があつたのかもしれない。



第Ⅳ章 遺   跡

南の柱ア1では,柱大の大きさは 1.5× 1.2mほ ど,東西間隔は約 2.5mであるが,北の柱列は柱

穴の大きさが方約 lm, 東西間隔も 3.Omで,両列は一組のものではない。濤は北柱列の北 4m

にあ り,幅 70 cm,深 さ約 40 cm,東から西へ流れる。濤には少量の瓦や上器が埋没し,底に砂の

堆積がみられた。この濤の北に約 1.2m今だたつて,東西に並が小柱穴 3個がある。いずれも径約

40 cmの 円形で,相互の間隔は 4mある。 この小柱穴列から北端道路際までの間は,遺構はない。
*

6ABユ■E地区西北隅部 ここは 6 ABO―」地区の南側にある住宅敷地で, 庭の一部に トレンチ
 離 彊権

を掘つて調査した。現在の地表面は周囲の水田よりかな り高いが,こ れは宅地造成盛上によるもの

tそ の下には旧水田の耕上があつた。遺構は先の I地区と同じく,旧水田耕上下の地山面から検

出されたが,そ の高さは I地区より約 5cm高い程度であつた。ここでは東西に並ぶ柱穴 3個を発

見したが, 柱穴の状況は I地区とよく似ていた。 とい うよりもここで注意されたのは, この柱列

が地区の北方柱列と一直線にあることであつた。柱間寸尺を10尺 として I地区から割 りつけてくる

と, この地区の 3個がよく適合するから,両者は一連のものとして誤 りないであろう。 この柱穴の

北には遺構はなくI地区の北方の濤は, ここまでは延長していないらしい。以上の遺構はいずれも

まだ全部を発掘していないから, これが如何なるものであつたかは,明らかでないが, I地区から

F地区に連なる柱列は, その南北約 7mの 範囲でこれ と対になる柱列がない点で注 目され, 建 4//J

ではな く柵であつた可能性が強い。なおこれらの遺構 と 6 ABO区での各時期別遺構 との前後関係

も全 く不明である。

2 造営期別の遺構

前節で述べたように遺構は何重にも重複しているが, これは数時期にわたつて行われた造営の結

果である。 ここではそれらの遺構を造営期別に分類し,各期のものを一括して記述する。

A 遺構 の分類 と組合 せ

遺構は地層によつて大きく4群に分けられる。この地域では, 3期の盛上による整地がおこなわ

れ,各整地層に遺構が存在するが,さ らにそれ以前の地山上に直接造営された 1遺構がある。この

整地状況は,前節で各地区別に記したが, ここで全体をまとめてお くと次の通 りである (Fig.o。

まず地山は全体として東北から西南に向つて低下するが,途中で一度段があ り,一般に傾斜は割合

にゆるい。特に I・ J地区附近はほぼ平坦になつているが,こ れは自然地形そのままではない。す

なわち整地作業の第 1段階は,地山の肖1平で,そのフ,上を西南の低い部分に盛つたが,土工量はあ

ま り多 くなかつたので, この一帯はなお低地 として残つた。第 I期盛土は, この削平された地山の

比較的高い部分のみにおこなわれた。この盛土は厚さ 5～ 10 cm程度の薄いもので,その範囲も広

くない。しかしその上面が地山の高低差を消ぎなつてほば水平になる点は注 目すべきで, これは地

山をざつと削平した後に,建物の造営に必要な範囲のみを改めて整地したものと考えられる。第 1

期の建物が廃絶した後に調査地北部に東西濤 SD 126が設けられ次期に及が。この濤をのぞき第 1

期盛土は調査地全域にわたつておこなわれた。この盛土は,現状で一番高い IoC地区附近の残存

地山の状況

第 1期盛土

キ 溝 と重複して西方にある大きな娠はきたいな埋上がつまり,濤はこの上に造 られている。

第 Ⅱ期盛土
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Fig.8 整地層模式断面図

W

||1 地山削平排土

ユ|｀さ剌 第H期盛土層

第I期盛主層

第Ш期盛土層

状況からすると,第 1期に盛土した範囲を含めて地盤の比較的高かつた地域では, 10cmほ どの厚

さであ り,地盤が低 くなるにつれてその厚さを増してゆ く。したがつて前期に低地 として残された

西南方の地域では,それを埋めたために厚さが約 80cmと なつたが,こ の盛土によつて全域が水平

に整地されるまでには至らず, この時期の地表面も西南に向つてゆるく傾斜していた。第Ⅲ期盛土

はこの傾斜をさらに緩和する形で行われた。この盛上の存在する範囲は, 6 ABO区西半部では,

かつて低地であつた西南部附近だけに限られるが,比高の大な 6 ABO区束半郡にも見られるから,

もとは恐 らく第 Ⅱ期盛土上全域に土盛したもので,のちに上面を耕作によつて削られた と思 わ れ

る。そのため施工時の地表面の状況を知 りえないが,現地形から考えればこの時期にも全域は水平

にならず,やは り西南にゆるく傾斜していたであろう。 盛上の厚さは I・ C地区附近で 10 cm未

満,西南の R・ V地区附近では 40 cm以上である。

整地工事と検出された遺構 との関係で注意されるのは,第 1期盛土以前のものが 6 ABO区の中

央北寄 りを東西に通る溝 SD 141に限られる点である。 しかもこの時は後述するように, つF水濤

の役割を果していたものとは考え難 く,ま た存続期間も短かかつたらしい。これは整地された地山

面に,地割のために設けられたものではないかと思われる。その当否はともか く, この時期に建物

の本格的な造営が行われなかつたことは明らかである。したがつて, この濤は地山の整地工事の一

部 としてあつかい,溝のみを 1時期の造営として,分類しない方がよいと考えられる。すなわち,

遺構は層位によつては 4群にわけられるが,造営期では第 I期盛上のものを第 1期 とし,以後盛土

層ごとに第 I期,第 Ш期に大別することが適当である。

遺構の造営は各盛土層上で数度おこなわれている。同じ盛土上の遺構分類は,主 として遺構相互

の重複状況から推定される前後関係によるが,そ の補助的手段 としては,遺構の配置や規模の類似

性 と包含遺物の比較が用いられる。 これは広範な地域に存在する遺構を同一時期 とみなしうるもの

はできるだけ一括し,分類を最小限にとどめるためにも欠かせない。類似性には種 々な点での比較

が考えられるが,前節でかれたように,建物の配列で方位や柱通 りが一致すること,建物内部の柱

間寸尺や柱穴の大きさが同じことなどが主要な事項であつた。また包含遺物の比較は,層位による

分類 とならが有力な手段であるが,比較的短期間に造営された遺構を分類する場合には,かな り難

かしい。しかも個々の建物に直接関係する遺 7/Jは, SB l16の 周囲の雨落濤から出土した 1例を除

けば,柱穴から検出されたものに限 られ,普通当初の埋上ではな く柱の抜取穴の埋土に包含されて

いた。 したがつて, その遺/1Bは 建4/2の 廃絶期をしめし, 造営期の分類には直接関連 しない。 また

SB■ 6の周囲の雨落溝も同様造営期に関連 しない。 しかし, この遺跡の遺構は建物が主であるた

め, 遺構の分類は柱穴の重複 と配置 。規模の類似性 とを主 としてもちいることによつて, 2・ 3の

上城を除いてほとんど分類が可能であつた。なお造営期別分類では,盛土整地期に大別し,さ らに

θ∂

甥
Ⅷ

第Ⅲ期盛土

造営期の決
定

時期分類法



第 1期のものは細分して Ⅱ-1,2,乳 3

りである。

Tab.5 造営期と遺構群の対照表

第Ⅳ章 遺  跡

とした。前節で10群に分けた遺構との相互関係は次のとお

この表を説明すると, 1群は本来第 I期以前であるが,前述のとおりこれだけを 1時期とする程

の意味がないので,第 1期に含めた。第 1-2/期は第 ニツ 期建物A群と密接に関連し,その改築と

考えられる建物B群を主とし, この改築は K,L,M,N地 区に限られ, 6 ABO区全域にわたつ

たものではなく, 改築後の 第 Ⅱ-2′ 期建物は他の第 1-2期建物 と共存したと考えられ,こ れを独

立した 1時期とするのは適当でない。 したがつて, 2/と して大きくは第 Iセ 期に合めた。 8群の

SA 120は ,第 I期盛土層面から検出されたから,第Ⅲ期に含めることには大きな問題がある。し

かし, SA 120と 同時期の遺構が他に見られず, むしろ 9群の SA 121と 密接な関連があるらし

いから,こ こではか りに第Ⅲ期にいれることとした。新しい分類によつて,各遺構の属する造営時

期を示せば次表のとお りである。

Tab.6造 営 期 別 遺 構 分 類 表

西 半 都 の 遺 構 造営期 1   東  半  部 の 遺 構

149

: :::     |: |::_A

I

D 141

126-AD

B 205  B 269

B 317

G 180

E 168-A

B170  1::::唸

I-1

D 130

D 1064

D 126-B

D 244

B 212

B 200

Ｋ

　

Ｋ

E 311-A

E272A

E 168-A K 107

K 134
Ⅱ-2

B 209  B 298

B 206  B 299

B213

B 201

E311-A

E272A

E168-A

:::: :::憂

lξ

:|:―B Ⅱ-2′

B209  B201

B206  B293

B213  B299

E311-A

E2724

E 168-A

::::  :::〔

:: |: :|:

ュー3

B21l  B 285

B327  B273

B314  B268

B 321

E311-A

E272-A

３７
　
櫛

Ｋ

　
Ｋ

A 109

A 120

A 121

Ⅱ

A 233

A 304

B 236

B 246

K 234

K 238

K 335

E311-B

E272-B

分類の理由

第 1期 劉 ■ 期
1劉

翌 期
1劉

?期 創 弓 期 第
翌

(束半部の遺構には,次国に報告する第 7次調査のものも含めた。)

θθ
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B 第 1期の遺構

地山に造営された遺構 として SD 141が あるが,ま もなくそれを埋める第 1期の整地が行われ,

この上に 3棟の掘立柱建物が造られた。SB 176と SB 167は南北 5,5mへだてて対にな り, これ

に対応して 27mほ ど東に SB 205がある。建物廃絶後に SB 176の北端部を通る SD 126-Aが 掘

られた。 またこの地区の西にある SG 149は低湿地で 80× 80mほ どの広さがあつたものと推定

される。

SD 141  幅 lm,深 さ 20 cm, 現状では全長 80mほ どの東西の構状遺構で,調査地の中央や

や北 よりにあ り,西は地山が低下するため消える。底面は東西ほば水平で,流砂とみなすほどの堆

積や遺物の出土もみられず,概して深質の地山土に似た土で埋められていた。溝の存続はごく短期

間と考えられ,こ れと併存する遺構もないので,造営当初の地害よりに関係したものかもしれない。

SG 14υ   調査地西南の低湿地であるが, その底は西方にす ぐ接する佐紀池に比べれば, 約 2m

も高い。SG 149が 相当量の水を湛えた池であつたか否かはわからないが,低湿地 としても,佐紀

池 との間に人工的な堤を必要 とする。発掘範囲内では痕跡を見出さなかつたから, この堤は現在の

ものと一致して,そ の下方にあつたのではあるまいか。*一方この南縁は,6 ABP― I地区の地山面

が高い点やぅそのす ぐ北に SA 105が 造 られることから考えて,一条通 り附近であつたと思われる。

SB 167  L地 区にあつて掘立柱柱穴は方 60 cm,深 さ 20 cmほ どで小さくて浅い。南北柱列の

柱間は 295 cln等 間で,真北 よりやや西に偏つた方向をもち,東西 585cmへだてて2列に並が。南端

は調査地外,北端は畦畔及び近世掘つた穴のため確認できなかつた。この畦畔下に北妻を想定する

と, 7間以上の南北棟の建物を推定することができる。東西 2列 とも重複した柱穴があるから,西

南に 40 cmほ ど移した同規模の造替が認められる。

SB 176  K地 区にある南北棟 9間 (26.52 nlj× 4間 (12.00m)の東西両胴付建物t 桁行柱列の

方向は SB 167と 同様真南北に対して北がやや西に偏つている。しかし梁行方位には偏差がないら

しく,同一建物で梁行桁行両柱列が直交しない形 となる。桁行柱間はター部に不同があるが,大部

分は全長を 9等分した 295 cmである。身舎柱穴は方 70cm,深さ 40 cmほ どで,径約 30 cmの 柱

痕跡の残るものもある。東西両面の廂は身舎 と等しく染間 3mであるが,柱穴は小さく方 40 cm,

深さ20cmほ どである。柱穴の浅いことか ら,掘立柱をたてた胴でな く,あるいは賛の子縁を設け

たものとも思われる。SB 167・ 176は南北に約 5.5mへだたつているが,柱列はたがいにそろい
,

同様に方位の偏差が認められるのでセッ トとして造営されたものであろう。

SB 205  B,c両 地区にまたがる南北棟 7間 (20,30m)× 2間 (5.80m)の 建物で, 桁行柱間は不

同であるが, 染行柱間の 290 cmを 10と すれば,各柱間は 12・ ユ・ 10。 8の比をもつている。柱

穴は方 lm,深 さ 65 cmほ どで,径約 25 cmの 柱痕跡の残るものもある。この建物の内部,南 よ

り5間 日では数十個の簿を混入した盛上があ り,柱穴は埠を切断していたからこの盛土は掘立柱埋

め立て前に築かれたものと認められた。簿は盛土の下詰めとして用い,こ の盛上で建 4//」 内部北半の

床面を,一段高めていたものと考えられる。なお,北妻中央柱の柱穴は,後に掘られた SK 219の

上残のため失われていた。

* 6ABO V地 区の項で述べたごとく,佐紀池の東   と思われる。 これを SG 149が 浅い池であつたこ

側に近年まで用水路があつた。 この用水路は御前池   とと関連して考えると,両者が同時期であつた可能

からのもので地形から見てもかなり古 くからのもの   性がある。

イ0



Fig.9 SD 130詳 細図
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SD 126-A  SB 176の廃絶後この北妻から南側に幅約 lm,深さ20 cmほ どの濤が掘 られる。現

状で全長 ■3mほ ど東西に連なつているが,西は地推の低いQ地区で消える。底の高さから溝は西に

流れたものと認められた。溝は東部でやや北に偏 り,濤 より北では約 20 cm地山が南より高まる。*

C 第 1-1期の遺構

3棟の掘立柱建物と3条の濤が造営され, 井戸もこの時期に造られたと推定される。 A・ B両地

区では多 くの上娘がこの時期に掘られていて, この残の一つから天平宝字 5・ 6年銘の木簡が出土

し, この残の掘られた年代をほば知ることができた。SB 200と SB 212は南北 15m隔ててセッ

トになり, これに対して西に 43.8m隔てて SB 170カ あ`る。井戸は SB 170の 正面 14mに掘ら

れている。 敷地は SD 126-Bと SD 130に よつて南北が限られ, その間隔は 55mである。 ま

た SD 130の 南 16mへだてた位置に SD 106がある。

SD 106  J・ N両地区南端にある幅 2 nlほ どの濤で,東から西に流れる。 これは SD 130と  境界の濤

平行し, J・ N両地区のものが同一線上にあるので,

同じものと考えた。濤は J地区の東半まではのびない

が, ここに南北の通路があつたのであろ うか。

SD 130  調査地南部にあ り, 全域にわたつて東西   石敷濤

に連なる幅 80 cmほ どの石敷濤で, 検出した長さは

約20011xに および,東に進むにしたがつて,す こし北

に偏る。濤は余大の礫を中 くばみに敷きつめたもので,

南縁では初 として同種の礫を一列に並べ,南は幅約 3

mの 間にバラス敷面をとどめていた。北縁には翻石も

な く,その外は南のバラス敷に対応する旧面を久 く。

これはもと溝に接して北側にあつた地盤面の高まりが

濤1平されたためとみられ,塀か土塁のごとき構築物が,

この石敷の北に接して設けられていたと推測される。

なお,J地区ではこの音を埋めたのち幅 80 cmのSD

244の石敷濤がつ くられる (Fig.9)。  これは SD 130

とよく似た構造で濤の東 。北にはバラス面がある。そ

のつ くられた時期や性格は明らかでない。

永田床上

第II期盛土層

SD 126-B 第 1期から存続する調査地北辺の溝で

ある。これは第 1期の整地後も存続しているが,濤の

埋土を第 I-2期の建物の柱抜取穴が切つているのt

第 1セ期の建物が改築された第 五-2/期には,すでに埋

も満が古 くなり,そ れが一時中断されて,第 1期盛

土層から,再び始まるとい う矛盾が生ずる。SB 167

と SD 126-A との前後関係が決定し難いことは,

すでに記したが, この問題は第 8次調査による検討

後に改めて記したい。

2時期にわ
たる濤

尺

* 満の南北で地山の高さが変る点を重視すると,整
地の第 1段階において, この清が整地地域の北限で

あつたと考えられる。 満より】ヒには 6ABN M地

区を合めて,ほ とんど遼構が見 られず, この附近は

後述するように道路と思われるので,その可能性は

かなリノくきい。 しかし, こう身考えると SB 176よ り
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Fig,10 遺構複合状態詳細図-4

没されていた。しかし,第 と-2期 の改築前には存続する可能性はある。この SD 126か らは瓦・土

器の出土をみたが,ほ とんどがこのB濤からである。なおこの濤に重複して中世に径 1.5mの掘 り

かたをもつ方 60cmの SE 196の井戸が作 られている。

SB 170  K地区にあつて SB 176南半に重複す る東西棟 5間 (1485m)× 4間 (12.46m)の 南北

両廂付建物である。 桁行柱間 297 cm等 間,梁行柱間は身舎が 2間等間の 267 cmゥ 廂が南北両面

共 356 cmで ある。柱穴は方 lm,深 さ 70 cm。 身舎中央には東西方向に 50 cmほ どの浅い穴があ

り,床束痕 と思われる。身舎東より5間 目に径 50cm,深 さ 20cmの小柱穴による桁行 3間 (3.63m)

×梁行 1間 (126m)の 小規模な遺構がある。その時期やどのような構造4//Jか は切かでない。

SB 200  C地区で一部発見された東西棟 7間 (1990m)× 4 PHR(1080m)4面 廂付 の 建 物 で あ

る。この規模は第 7次調査によつて確認できたもので,今回の調査で発見した建物の中では切妻造

りでない唯―のものである。柱間は桁行梁行 とも 230 cm等 間,柱穴は方 130 cm,深 さ 50 cm。

SB 212  A・ B地区にまたがつて一部分が発見され た束西棟 7間 (19.90m)× 2間 (540m)の建

/1/2である。この起物は大半が未発掘地にあ り桁行は確認できないが,西妻は SB 200と そろい,南

北 15mほ どへだたつて対応するものとみ られる。

柱穴は方 80cm,深さ 50 cmで SB 200に比べやや小さいが,建物の規模の大ノjヽ によるためであ

ろ う。

SK 134  0地 区中央附近で東西 80cm南北 70cm深 さ 50 cmの 上城が検出され,娠底に土器が

埋没されていた。この上城は第 1期 の盛上に掘られたもので,層位的には下限が限定できないが,

遺物からみてほぼこの時期に属するものと考えられる。

SK 217  東西 3.5m南北 6.5m深 さ 0.6mほ どの上城で, 2度 にわたつて掘 られたもの らし

く,城底に境があつて南 と北に分れていたが,埋没は同時である。残底から少量の上器 と檜皮が出

土した。

SK 218  幅 1.5m長 さ 3.5m深 さ 0.4mほ どの土城で,城底から土器が検出された。

SK 219  東西 3m南 】と3.5m深 さ 1.Omの北半部 と,東西 3m南 北 2.5m深さ 1,Omの南

半部にわかれるが,堆積土に差がな く,同一個体の上器の破片が北 と南にわかれて出土しているこ

をク

SB

檜皮の出土



第Ⅳ章 遺 跡

とからも, 南北 とも存続・埋没は同時であつたと考えられる。 壊内は, 埋土とおもわれる厚さ約

40 cmの遺物を含まない赤褐色粘土質の下に,厚 さ20～30 cmの灰色砂質土 と厚さ約 10 Cmの 泥土

があ り,そ の下が粘土質地山の城底となる。遺物として檜皮が灰色砂質上の上面で,木簡 。瓦・土

器 。漆製品・木製品 。自然遺物のほとんどが灰色砂質土中から,少量が泥土中から検出された。土

器がHJlら かに破損したものであることや,城の周囲からなげこんだことを暗示するように同一個体

の破片が別々に城底 と疲壁上部には りついた状態で検出されていることや,燃えさしの木片や割つ

て中身を抜取つたクル ミの殻の出土などから判断して, この上壊は一時期の塵芥処理のためのもの

であつたと考えられる。

SK 220  東西 2.5m南】ヒ2m深 さ lmの 上城■ 壊底から少量の上器の出上をみた。

SK 221・ 222・ 223  遺物の混入のみられない土城で,埋没土は SK 219と 同様な赤褐色粘土質土

である。おそらくこの附近の一連の上猿はほぼ同時に埋没されたものでなかろうか。

SE 168-A(PLAN 12 PL 21～ 23)

L地区にある井戸で,方約 3m深 さ 2mほ どの掘 りかたの底に礫を敷いて井戸枠を据える。井

戸枠は長方形の枠材の端部を柄さしにし,それを径 4cmほ どの楔で回めて内法約 2.lmの 井籠組

の各段をつ くり,段のつなぎに太柄を埋めこんで,上下に重ねたものである。枠材は長さ約 2,6m

幅約 30cm厚 さ 9cmほ どのヒノキ材で, 楔はカツ属の材である。*残存していた井戸枠は下段 3

段分で,各材外面中央にそれぞれ「従底南一」・「従医南二」。「南三」,「東一」。「東二」・―・・,「西

一」……,「北一」・……等組上げ番付の墨書があつた。他に丼戸枠残欠や楔が発見され,地表 との関

係から当初は10段ほどあつたものと推定された。この井戸は平安時代前期に方 130 cmほ どの井戸

に改造され,そ の際に一度底をさらえたらしく底の礫層上に堆積物がな く遺物も出上しなかつた。

SG 180  K地区中央にある東西 18m南北 17mにおよ摩不規則な形をした池で,最深部の深さ

は約 80cmである。底部には有機7/Jを含む堆積層があ り,瓦,土器が出上した。南の突出都は北に

くらべて浅 く,東の突出部には土器の出上が多かつた。池北には幅 40 cm,深 さ 20mの小濤があ

つて SD 126 Bと 連絡している。

D ttI-2期 の遺構

最も多 くの遺構が発見された時期で,建物も■棟におよが。調査地西部にもこの期になると建物

が存在し,各建物は整然と配置される。 これらの建4///Jの うちには, 前記 SK 219の 埋土に柱穴が

掘込まれたものがあつて, この造営時期の年代は天平宝字 7年を下るものであることが判明した。

K・ LoMoN地区にあるこの期の建物はすべて改築されている。井戸SE 168-Aゃ 池 SG 180は こ

の期も存続したものと考えられる。調査地南端の溝 SD 106-Aは埋められ新しく同地点に土塁 SA

105が 設けられている。

建築遺構は東半 。西半の 2群に分れる。 東半は, 南北 11.5mへだてて並が SB 201・ 213と ,

南北 5.9mへだてて並が南北棟 SB 206・ 209があつて,その東西間隔は 10.8mである。西半は,

SG 180の 池の東に SB 177があつて,池を扶んで東西棟の SB■ 2・ 186・ 194と ほぼ東西 9.5m

へだてて汁立している。 SB l12・ 186・ 194は ほぼ妻をそろえ, それぞれ 20.6m,■ .5mの 間隔で

並が。 これらの西には 8。9mへ だて SB 13Ⅲ 145と 143が 南北 44.6m離れて並び, その柱列は

木簡の出土

井戸

池

卜 井戸枠外で遊離して発見された楔にはヒノキのものがある。
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SB l12,194とそろつている。

SA 105  調査地南端にある東西方向の上塁で SD 106の 溝底より互層に築成され,築成後 SD

106は浅 くなつている。この遺構はせまい トレンチ内で存在を認めたのみで,南限は一条通 り下に

およびその幅も不明である。築成当初の高さも不明だが,現存部分は lmに およが。*

SK 107  SA 105ゴヒ方約 7mの位置にある礎石を埋めこんだ土壊で,濤 SD 106の埋土面から

掘られている。礎石は上面のみを平坦にした花闇岩自然石で, 上面は 90× 70 cmほ どの長方形状

である。その周囲からは土器を検出した。

SB l12  L・ N両地区にまたがる東西棟 7間 90,79m)× 2間 (5,94m)の 建物で SD 130に重複

する。柱間は桁行梁行とも 297 cmの 等間で,柱穴は方 120 cm深 さ 80 cmで ある。柱穴には抜

きとり痕がなく径 30 cmほ どの柱痕跡を残したものも    Fig,■  掘立柱詳細図-1

ある。この建物はとり壊され一部重複して SB■3が

建てられるが,そ の際柱は地上で切断されたものであ

ろう。

SB 131  o地 区にある東西棟 5間 (14.85o× 2間

(5.94m)の 建物で SD 130に重複する。柱間は桁行梁

行ともに 297 cmの等間で,柱穴は方 120 cm深 さ80

Cmほ ど,それぞれ柱抜きとり痕跡がある。北側柱列の

柱抜きとり穴内には,礎盤状に石が埋めこまれていた

が,礎盤を用いた建て直しがあつたとするより,むし

ろ抜きとりの際埋めこまれたものと認定した。

SB 143  w・ Qos地区にわたる東西棟13間 (39,39m)

×2間 (6.06m)の 建物で, 柱間は桁行梁行共 303 cm

の等間である。 柱穴は方 120 cm深 さ 80 cmほ どで

底で木片を検出したものもある。各柱穴には柱抜きと

りの痕跡が認められた (Fig ll)。 なお,東妻中央柱に

あたる位置には掘立柱穴がなく,浅い掘 り込み中に礎

石根回め状の石があつた。そしてこの状況は,東より

3間 日,及び 6間 目の各棟下柱位置にもみられたから,

3間 ごとに間仕切の柱があつたかもしれない。

SB 145  R・ V両地区にわたる東西棟 5間 (14.85m)

×2間(594m)の 建物で,平面規模は SB 131と 全 く

等しい。西妻中央柱では径 40cmの掘立柱根が残存し

ていた (Fig.12)。 この柱穴の底は著しく深 く170 cm

もあつた。**

キ 現存部分の上面は第 2次調査水糸より44 cm下で

あるが, これはこの地点と一条通 りをへだてた 6A
B卜I地区の地山面の水準高 9Cmょ りかなり低い。

SA 105の 性格がわからないので全くの報像となる

FF

が,当初は少くともその程度の高さがあつたろう。

料 柱穴の底は,地山面よりあずかに下がる。この附

近では盛上が柔いので,他 より深く地山章で掘りさ

げたのであ/Dう
9

Fig,12 4/P立柱詳細図-2
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SB 17をA  K地 区にある南北棟 7間 oO.夕9m)× 3間 (8.91m)の 西廂付建物で,北より3間には

廂を久 く。これは池に規制されたためであろ う。柱間は桁行・梁行・廂共 297 cm等間である。柱

穴は身舎の方 lm深 さ 90 cmに たいし,廂では方 80 cm深 さ 40 cmで,後者はやや 小 さ く浅

い。身舎柱穴には柱抜きとりの痕跡があ り,改築され SB 177-Bと なる。

SB 186●A  KoM両 地区にある東西棟 7間 (20,79m)× 4間 (11.88m)の両面廂付建物で,柱間は

すべて 297 cm等 間である。柱穴は方 120 cm深 さ 100～ 120 cm,身 舎柱穴には柱抜きとりの痕跡

がある。身舎中央桁行方向に約 3m間 隔に径 30 cmあ まりの床束掘 りかたとみられる浅い穴があ

つて, この建物は床を張つていたと推定される。

SB 194-A  K・ M地区にある東西棟 7間 (20.79m)× 2聞 (5,04m)の建物で,桁行柱間は 297 cm

等間,梁行は 252 cm等間である。柱穴は方 120 cm深 さ 80 cmで,柱抜きとり痕跡がある。

SB 201  c地 区で一部発見された東西棟 7間 (20.79m)× 5間 (15,73 1njの 建物 で, SB 200に

重複して同位置に建つ。第 7次調査の結果,平面規模が確認され,それによると南北に廂があ り,

南面には更に梁間 386 cmの孫廂がとりつ く。主屋の各柱間は桁行梁行とも 297 cm等間である。

柱穴は方 lm余 り深さ約 lmで ぁる。

SB 213  A・ B地区で一部発見された東西棟 7間 (2079m)× 2間 (5.94 1njの建物で,SB 212に

重複して同位置に建つ。大半は未発掘であるが, SB 201と 南北約 11.5mへだて対応しているの

で,SB 201と 桁行柱間は同様 と推定した。柱穴は方 131n深 さ 90 cmほ どである。

SB 206。 209  G地 区および A・ BoC地区にある南北棟 7間 (20,79m)× 2間 (5,94m)の 建物で,

各柱間は 297 cm等間,SB 209とよ大半が SK 217～20の 壊に重複し,壊埋土に柱穴が掘 られる

が両建物の柱穴は全 く同じで,方 lm深 さ 80 cmほ どである。両建物は柱通 りをそろえ南北に並

び,その間隔は柱間 2間分に相当し,一群の建物 として計画造営されたものとみられる。

E ttIW′ 期の遺構

K・ LoM・ N地区に認められる改築は 3棟であるが, この時期に新しく2棟が造営されている。

この新しく造営された建物は 2棟 とも東西棟で,真東西より東がやや南へ偏る方位を示す特徴があ

る。井戸や池はこの期も存続したであろう。各遺構の建て直しのものは当然同じ位置だが規模を縮

少したのもあ り相互間隔は異なる。SB nttBと 西の建築群のへだた りは 14mぅ SB■3,186-B,

194-Bは ゃは り妻がほばそろい,それぞれ 20m13.9mと なる。なお新築された SB■ 3と SB

166は東西 4.9mへだたつているが,棟方向はともに東で南に偏る。

SB l13  L・ N地区にある東西棟 6間 (17.82m)× 2間 (56411■jの建物で SB■2の北約 5mの

位置に一部重複して建てられた。桁行柱間は 297 cmの 等間,梁行柱間は西妻で 282 cm等 間であ

るが,東妻は妻中央柱がない。柱穴は方 lm深 さ 80 cm,柱穴中には径約 30 cmの 柱痕跡の残る

ものもある。

SB 166  L地 区にあつて, SB 167南端 と一部重複する東西棟 5間 (13.37m)× 2聞 (594m)の

建物で,桁行柱間は 267 cm等 間,梁行柱間は 297 cm等 間である。柱穴は方 80 cm深 さ 50cm

程度。SB■3と は東西にはば 5mへ だた り,南側柱列が同一線上になるように造営されている。

SE 177-B  南北棟 7間 9079m)× 2間 (5,94m)の 建物で,SB 177-Aの西廂を撤去して,そ の

まま北に lmは ど移して建てられた。身舎の規模はA建物 と等しい。 柱穴はA建物の柱抜きとり

床張り

孫廟付建物

掘立柱建物

3棟の改築
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穴 と重複し,方 lm,深 さ 70 cmほ どでA建物よりも浅い。なお,北妻の柱穴は全 く SB 176柱

穴 と重複する。

SB 186-B  東西棟 7間 (20.79m)× 2間 (5,94m)の 建物で, SB 187-Aの 南北両廂を撤去し,

北に lmほ ど移して建てたものである。規模はA建物の身舎と全 く等しい。 柱穴はA建物に比ベ

小さく,方 lm深 さ 70 cmで ある。

SB 194-B  東西棟 7間 (20,79m)× 2間 (5,94m)で ,SB 19牛Aの梁間を拡張し,南側柱通 りを

北に 50 cm移 した建物である。
ネ各柱間は桁行梁行共 297 cm等間で, 柱穴は方 lm深 さ 70 cm

でA建物より深 く,柱抜きとり穴に重複して掘られている。
**

F 第 13期 の遺 構

この期にはK地区の池は既に埋められ,その上に建物が造営された。発見された建物は 6棟で 3

群に分けられる。何れも掘立柱の抜きとられた痕跡が明らかに知られるものはない。南端の土塁と

濤 (SA 105・ SD 106 B)はな くなつて,その約 10mゴヒに新しく土塁 SA 109カミ造られた。

建築遺構は大別して 3群にわけられる。東半には SB 211そ の他があ り,こ の西に 46mへだて

南北に並ぶ南北棟の SB 182・ 191が ある。建物間隔は 29.lmで東側柱列がそろう。SB 182の 西

には SB■ 6・ 135。 146の 一群の建物があ り, その相互間隔はそれぞれ東から 10.2m, 6.4mで ,

SB l16・ 146の北妻は SB 135の南側柱列 とそろ う。 SB■ 6。 146の 間隔は 24.4mである。また

SB l16・ 182は 10.3mツヘ、だたつてやヽる。

SA 109  南北に溝を配した幅 3m余 りの東西にのびる土塁で,NoV両 地区の南部で発見され

たが,J地 区には延びない。北溝は幅約 3m深 さ約 50 cmほ ど,南溝は幅約 2m深 さ約 50 cmほ

どで,いずれも溝底は東が高 く西へ低い。土塁は上部を削平されている。主 として北溝底から土器

の出上がみられた。この SA 109と 平行して約 4a■ 南に幅 lmの SD 108がある。

SB l16  N・ O地区にあ り,南妻が SB l12妻 中央柱穴に重複す る南北 棟 5間 (13.60m)× 3間

(8.22m)の 西廂付建物で,桁行柱間は 272 cm等間,身舎梁間は 242 cm,廂の染間は 337 cmであ

る。柱穴は方 80 cm深 さ 70cmほ どで, 大部分に径 30 cmの柱痕跡が残つていた。この建1/4は

床があつたらしく,径 50 cmの 床束穴が身舎中央南北に約 3m間 隔で並が。建物の周囲に側柱心

より 120 cmへだてて雨落濤 とみられる幅 30 cmは どの濤がめぐつている。 この溝には多数の土

器が埋没されていた。

SB 135  o地区にある東西棟 3間 (7.88m)× 1間 (3.51m)の 建物で,桁行寸尺は中央間が広 く

272 cm,両脇間は 258 cmで ある。***柱穴は方 80 cm深 さ 40 cmで ,径約 30 cmの 柱痕跡が認

められ,中に柱根を残すものもあつた。

SB 146  R地区にある南北棟 5間 (1115m)× 2間 (4.46m)の 建物で, 各柱間は 223 cm等 間で

ある。柱穴は方 80 cm深 さ 50 mc程度。以上の 3棟の建物は,北妻 と南側柱の柱通 りがほぼそろ

い, 1組のものとして計画されたようで,SB l16建物は西廂を正面にしたものと考えられる。

* 南側柱列は A.Bの柱人が全 く重なつているが,

柱間寸尺を完数の10尺 (こ こでは天平尺)と 仮定す

ると北側柱列との関係で50cmずれたことになる①

Ⅲ* 日0述 の SB 143ャ k, この SB 194-B と′ュぼ柱通

りが揃 い, まだ梁間も SB 19牛Aょ りとしろ Bに

どε

近似している。 この点を考慮すれば,第 Ⅱ翌
′
期に

造営されたものともみられるが, SB 13Ⅲ 145に対

応している点を重視して第 Ⅱ翌期のものと考えた。

*:キ この建物は西妻を確認していないが両脇間に比べ

て中央間が広いので,桁行は 3間 と考えられる。
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SE 182  L地区にある南北椋 5間 (11.44n■D× 3間 (3.56m)の 東廂付建物で, 身舎柱間は桁行梁

行共 223 cm等 間,廂の梁間は 327 cmである。柱穴は身舎で方60 cm深 さ 70 cm,廂で方 50 cm

深さ 40 cm。

SB 191  KoM両 地区にある南北棟 5間 (11,87m)× 4間 (1158m)の東西両廂付建物で, 身舎の

桁行柱聞は 237 cm等間テ梁間は 223 cm,廂の梁間は両面共 356 cnfIで ある。柱穴は身舎方 lm

深さ 60 cm,廂方 50 cm深 さ 20 cmで小さい。 身舎中央南端に 3間 (408m)× 2間 (272m)の SB

192が ある。柱穴は径 50 cm深さ 30c魚 ほどである。以上 2棟の建物は南北 29.lmへだた り束

側柱通 りが比較的そろうので,東を正面とする1群の建物 として造営されたものであろう。

SB 21l  A・ B地区にあ り,SB 209と 重複する東西棟 5間 (11.88→ ×4間 (11.58 1njの 両面廂付

建物で,桁行柱間は 238 cm等 間,梁行柱間は身舎 238 cm等 間, 北廂 359 cm, 南廂 326 cmで

ある。柱穴は方 80 cm深 さ 15～ 50 cmだ が南廂柱穴は慨して浅い。南側や束妻の一部の柱穴底に

は径 30 cm余 の上面の平な石が礎盤状に据えられていた。この建物は第 7次調査で発見された SB

327建物 と桁行が等しく妻柱通 りもほぼそろい,一群の建物 として造営されたものであろう。

G 第 Ⅲ期 の遺構

この整地層上で発見できた建物は僅かに 2棟で意外に少なく,他は 3列の柵である。

柵列の東西間隔は,時期的に異るが平行する SA 120。 121は 1.5m,SA 121・233は約 62mあ

る。SA 233柵は 6 ABN区の調査では発見されず, 6 ABO区北限の道で終るものとみられる。

調査地の中央を通る道の下にも同様な柵の存在が想像される。 2棟の南北棟建物は西面を正面 とし

たらしく西側柱がそろう。 相互間隔は 8.8mでぅ西側柱列は柵より 7.9mへだたつている。なお

南端の土塁 SA 109は この期にも存続した。

SA 120  0。 W地区の南北に連なる掘立柱列で,方位は真南北に対し北でやや東偏する。柱間は

不同でほぼ 300 cmである。北は SB 143。 194の 南側柱列に至 り,南は調査地外までのび,検出し

た長さは 38mに及摩。柱穴は方 80 cm深 さ 50 cmで径 35 cmほ どの柱痕跡が認められた。

SA 121  0・囀地 区にあ りSA 121の約 1.5m西に平行し,柱列の方位は真南】ヒに対して】ヒでや

や東に偏つている。柱間は不同だが SA 120同様ほぼ 300 cmである。柱穴は 80 cm× 100 cm深

さ 50 cmで ,径 35 cmの 柱痕跡の残るものもある。

SA 233  1地区にある南北に連なる掘立柱列で,柱間は等間の 297 cmで ある。6 ABN区 の発

掘では北の延長部分が検出されず, 柱列は北にのびていないことが確認された。 柱穴は方 lm深

さ 50 cmで ある。造営時期が異つているが,東の SB 206。 SB 209と 柱位置がそろつている。

SA 203  C地区南端にある2列の小掘立柱列で,南北に 5.7mi/kど へだたつている。柱間は130

cmほ ど, 柱穴は径 50 cm弱,深 さ 10 Cmで ,なかに径 14 cmの柱痕跡を留めるものがある。

SB 236  1地区にある南北棟 4間 (1128m)× 2 Flal(534m)の 建物で,桁行柱間は中央 2間,252

cm,両端 2間 312 cm,梁間は 267 cmで ある。柱穴は方 80 cm深 さ 50 cmほ どである。

SB 246  」地区にある南北棟 5間 (11.88m)× 2間 (446m)の建4/2で,柱間は桁行 238 cm, 梁行

223c五
´
等間である。 各柱穴は方 80cm深 さ 50 cmで 径 25～30 cmの 柱痕跡がある。 北妻には

238 cmへだて,柱通 りに揃 う柱穴があ りぅ方 1間分の小部屋が付属したのであろう。

SK 234  SA 233・ SB 236東側柱列に重複し柱穴を被 う東西約 6m南 北約 33m深 さ約 40 cm

礎盤状の石

掘立柱建物

IHH
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の長い土羨で,上器・瓦などが出上した。おそらく塵芥処理の土残であろう。

土躾   SK 238  1地 区西南隅からJ地区西辺へ連続する土残で,西辺は現道路下にあ り南北は約 44m

である。土器・瓦・麻布片が出土してお り,SK 234と 同時期同性格のものであるう。

SK 137・138 o地 区中央に   Fig。 13八 角 柱 香 石 実 測 図

15mほ ど隔たつて東西にあ

る方 1.5m深 さ50 cmほ どの

城で,一辺に 6角形を三分し

た形の切欠きのある約 55 cm

厚 さ 25cmほ どの四角な凝灰

岩が埋没されていた。 2つ の

切欠きを相対して並べ,間に

小さな石を仮定すると,33cm

の方形を大面取 りし,面内20

多量の上器
の出土

cmに作つた形の穴が考えられる。 この使途は不明であるが,八角柱をはめこんだ沓石状のものと

思われる。なおこれと同種の凝灰岩が SB 131の 東 1南 3の柱穴からも出土したが, この方は穴が

円形 (径 30 cm)で ある (Fig 13)。

SK 140  東西約 3.8m南北約 5.6m深 さ 35 cmの 土羨で, 壊内から,流入した少量の上砂の

ほか,土師器を主体とするほぼ完形の土器のみが,周囲から投げこまれた状況で多量に発見された

束の SK 139も ほぼ同様な土躾だが完掘にいたらなかつた。

SK 148  Q地 区中央附近にある径 lm深さ 20 cn■ ほどの上疲で, 羨内から土器が出上した。

SK 147  Q地区の西よりにほぼ南北にのびる溝状遺構で多量に瓦の出土をみた。】ヒ端が とざさ

れていて濤とは考えられず,性格はよくわからない。

H 平城宮 以後 の遺構

以上記述した遺構は直接平城宮と関連あるものと考えられるが,その他明らかに時期のお くれる

遺構で,特に著しいものを以下述べよう。

SE 168 B・ C  L地区の井戸はその後 2度にわたつて改造されている。出土土器や第 7次調査発

見の井戸 SE 272 BoSE 31l Bと の構造上の差異から, 9世紀前半以後に改造されたものとみられ

る。*SE 168-Bは ,A井戸枠組の下 3段を残して上部を取 りはらい,底部をさらえて,枠組内 4隅

に径 20 cmの 丸太材を掘立て,そ の隅柱の上部に胴貫を通し枠を組み, 枠外にA井戸残存部分に

接して横板を並べ,その外を竪板で押えた構造のものとおもわれる。SE 168-Cは 内法約 lmほ ど

で, さらにB井戸の内側に造られた。隅に方 15 cmの 角材を掘立て,上下 2段以上に胴貫を通し,

井戸底より竪板を並べたもので,各面筋違いを入れ変形を防いでいた (PLAN 12)。 C井戸材はB井

戸材を一部転用したらしく類似の材も使われていたが,主構造材をなす柱 。竪板はアカマツで,B

井戸のヒノキと異なる。 BoC両井戸からは次のような建築廃材の転用材が認められた (Fig 15)。

1 床板 (B井戸横板)長 171.5cm幅 27 cm。 両側に千切のための 6.5× 2.0× 5.5～ 7.Ocmの 柄穴

改造された
井戸

半 SE 272,SE 311の 改造B井戸は, 各々のA井戸   隅柱式のものでない。

と同様に丼籠組であつて,SE 168 B,Cの ような4

を8

転用建築材
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Fig.14井 戸 出 上 転 用 古 材
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があ り,復原長は 209 cm以 上である。

2 柱 (B井戸隅柱)長 198 cm径 20 cm。 井戸の胴貫楠穴の他に 5,0× 5.Ocmの 壁聞渡穴が 60 cm

間隔にある。もとは径 33 cmほ どの柱で,片方が壁であつたと推定される。

3 極 (C井戸胴貫)長 さ 1.2cm断面 5,6× 7.Ocm。 上面に 66c血 間隔に 5,0× 5.0× 2.5cmの え

つ り穴あ り,端部に旧木口及び茅負釘穴が残 る。桁に とめた釘穴がないから旧軒出は 115 cm以上

であつた と考えられる。

4 長押 (C井戸竪働  長 147.5cm幅 12.6cm厚 3.Ocm。 長 61c伍 幅 12.2cmの 2枚がある。

径 21 cmの 柱にとりつ く切 日長押 と考えられるが, 端部下端の 7.0× 4,Ocmの 仕日切 りかきは用

途を定め難い。

5 扉 (c井戸竪板)長 83.5cm幅 31 cm厚 1.3cm。  2.6× 2.2cmの鍵孔があ り,幅 3cmの端

喰がつ く。喋番取付痕も残 り,扉全長 96 cmほ どと推定される。厨子の扉であろうか。

F石  .: :          .~

撃9



食料の請求

竹波命婦

第 V章 遺 物

今回報告する 6ABO区の発掘調査において出土した遺物は,土羨・濤 。柱穴さらに盛土中から

発見されたもので,最も啄著な木簡をはじめとして,各種類にわたる多量の瓦類や土器類があ り,

他に少量ながら,金属・繊維・漆・木の各製品と自然遺物類がある。これら遺物の整理はなお未完

了であ り,今後の調査にまたねばならない点が多いが, これまでに知 りえたところを報告する。

1木   筒

木衡はすべて SK 219か ら出土した。細片を含めて 41点 あ り,形態によつて 7型式に分類され

る。*以下,木簡に遺物番号をつけ,各型式にまとめて記述する。

A 601型 式 (PL 29～ 31)

短冊形のもので,表裏ともに墨書のあるものが多 く9点ある。

木簡 1(PL.29)  表  寺請 小豆一斗醤一十五升大床所酢末醤等

裏  右四種物竹波命婦御所  二月六 日

長 さ 25.9cm・ 幅 (1.9Cm)**・ 厚さ 0.4cmで下部がわずかに薄 くな り,裏面下端部に擦痕があ

る。左辺は割れている。表裏 ともに同筆で,某寺 より竹波命婦御所の用料 として小豆・醤・酢・末

醤等***の支給を請 うたものである。この木簡には紀年を欠いているが後述する他の木簡 との関連

で,宝字 6年 σ62)をあまリヘだたらないものと思われる。この事を前提にして,こ の木簡の記或

事項を検討してみよう。「竹波命婦」については,『続紀』に常陸国筑波郡の出身で筑波条女 と呼

ばれている壬生氏の小家主なる人がみられる。****月、家主は木簡の推定年代である宝字年間の後半

には外位ながら従五位下にあ り,おそらくこの木衝の竹波命婦 と同一人であろ う。続紀によれば小

家主は神護景雲 2年には掌膳であ り,高野天皇 (孝謙上皇)の側近に侍したものと考えられる。「寺」

はこの竹波命婦の名とともに書かれているから,高野天皇に関連して求むべきであろ う。そこで続

紀に よつて宝字 6年 5月 ,高野天皇が近江国保良宮より,平城京に帰 り八られた法華寺がこの「寺」

と考えられる。いいかえると,高野天皇が法華寺に留まつておられたのは,宝字 6年 5月 以降であ

キ 材質は木術20.21の スギの他はヒノキである。

キヤ カソコ内の数字は現存部の最大寸法である。

***吉原精行「豆味F営 と溜」 (日 本醸造協会雑誌56-

1)に,正倉院文書に「末替」とあるのは吉代 の醸

造法が粉末仕込であつたことによるもので,「未醤」

と記すようになつたのは奈良時代末から平安時代初

期のことという。

****『続紀』にみえる小家主の記録を以下に記す。

O宝字 5年 (761)正月戌子 (2日 )

正七位下壬生直小家主女,外従五位下を受 く。

σθ

。神護元年 (765)正月己亥 (7日 )

外従五位下壬生連小家主女,従五位下記五等を受 く。

。景雲元年 ∈68)3月癸亥 (14日 )

常陸国筑波郡人従五位下壬生連小家主女,宿爾姓を

賜 う。

。同 2年 (769)6月 茂寅 (7日 )

掌暗常陸国鎮波釆女従五位下勲五等 壬生 宿禰 小 家

主,本国国造に任ぜられる。

O宝亀 7年 (776)4月 丙子 (19日 )

従五位上壬生宿禰小家主,正五位下を受 く。
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つて,宝字 8年10月 にはかたたび天皇の位につかれているから, この木簡に記された「二月六日」

は宝字 7年か 8年のいずれかになる。
*「大床所」については明らかでないが, これ と関連のあ りそ

うな「大床子」の記事は,平安時代に入るとい くつかみられる。**ま た古記録中には「大床子御膳」

とい う名も見えているが,こ れは天皇の「清涼殿昼御座の御膳のことで,大床子に着御,馬頭盤を

すえて,一御台以下七盤の供御を進める」ものであるとい う。***こ のように大床子は天皇の御座 と

関係あるもので,あるいは「大床所」もこれ と関連す るものかもしれない。もし「大床所」が大床

子 と関係があるのならば,大床所は天皇の御膳を作る所である。「大床所」は「醤一十五升」のみ

にかかるものか,他のものにまでかかるかは,「大床所」 と「竹波命婦御所」との関係にかかわる

問題であるのでiあ らためて後に記すことにしたい。
(部 )

木簡 2(PL.29)  表  主殿寮 請火事 殿□匠正三三

裏  十二月十二日

長さ (23.7cm)。 幅 2.5cm・ 厚さ 0.4cmで,下部は折損している。文面は表裏同筆であるが,

折損のため「殿部」****以下はわからない。「火」とい う抽象的な表現を用いているので,その実体

はとらえがたいが,主殿寮から火種を請求したものであろうか。裏面は月日以外に文字はない。
(謹 啓ヵ)(請 )

木簡 3(PL.3の   表 画□ □
十一一~T

裏  七十

長さ (24.6cm)。 幅 3.4cm・ 厚さ 0,8cm。 下部は斜に切断されているが, 原形は短冊形であつ

たろ う。 表裏 ともに保存状態が悪 く, 文字も殆んど判読しえないが,「謹啓」「請」は偏 と芳の一

部から推定した。物資を請求したものであろうか。

木簡 4(PL 30)  表
(詢
亀 □□□□所 請菜端事 裏  墨書なし

長さ (17.lc伍)。 幅 1.3cm。 厚さ 0.5cm。 上端は斜にけずられているが, 原状であろ う。下端

は折損しているが,文面は完結し,「□万□□所」が菜端の支給を請 うたものであることがわかる。

第 3字は芳が「久」で,「敷」や「数」に類似す るところもあるが,断定困難であ り,第 5字は卿

冠の字らしいが判断し難い。

木簡 5(PL,31)  表  正三三十請常食朝夕芥三斗

裏  正三三十□□□十三正三十受女H件高」飯□送

長さ (20.8cm)・ 幅 (上端 1,7cm。 下端 2.7cm)。 厚さ 0,3cm。 下端 と左辺は原状で上端 と右

辺は折損している。表裏 ともに薄 く削 りとつた痕が認められ,断面は矩形にならず,やや丸味をお

びている。表面の保存は良好だが裏面はかな り朽ちている。文字は薄 く削つた上に書かれ,表裏同

筆であるらしく,朝夕の常食料 として合計 3斗の支給を求めたものであるが,**料
*裏面の文意は判 常食の請求

然 としない。裏面には文字のほかに下端郡にやや著しい墨痕がある。なお,木簡 6と 比較すると,

「請J以上に若千文字があつたのかもしれない。

木簡 6(PL.31)  表  =コ ロ常食朝夕十三正三 裏  墨書なし

大床所

主殿賽から
の請求

キ 高野天皇が入 られた寺関係のものとしては,宝字

元年(650)の 「薬師寺宮」などもあるが,同時に出

上した他の木価からこの木簡が宝字末年のものと考

えられるので, この場合には考慮する必要はない。

十* 例えば北山抄巻 2, 6月 項には「朔日忌火御飯を

供するの事,内膳司,早旦 (御 粥以前)禾 女 に付

し,大床子御座においてこれを供す,御大盤一VNlを

用 う」 とある。

**半 奥野高広「宮廷の食鎮」『日本歴史』91 昭10

*半■* 養老職員令主殿寮条に殿部40人がみえる。

****十 職員令集解大炊寮条の朱説によれば,諸司は朝

夕常食を給 うものである。
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長 さ (■ .5cm)。 幅 (1.8cm)。 厚さ 0.5cmで,上端 と左辺上部は原状だが,以下の各辺は折損

し,墨書も左半を残すのみである。木簡 5と 同じく,朝夕の常食の支給を請 うたものであろ うが,

「常」以上の若干の文字は判読出来ない。残存都裏面には文字はない。

木簡 7(PL.30) 表  肥前国日正八位上矢□□E正三三

裏 〔筑〕前〔ロカ〕十三正三十従八位上矢田部|

官位の記載 i長さ (14,Ocm)・ 幅 1.3cm・ 厚さ 0.45 cmで下半が腐朽している。 表裏は別筆で, 表面は国 。

官位・姓が読まれ,裏面もほぼ同様かと考えられるが,上部約 6字分は一度字を書いた上に直接訂

正を加えており, 判読困難である。 表裏共に矢田部姓らしく, 同一人物に関するものかもしれ嬢

が,表裏の官位に差があり,木簡の用途も不明であつて疑問が残る。

本簡 8(PL.31)  表   |□ □□|

(知 ヵ)

裏 三正三 |□一回 I

長さ (18,2cm)。 幅 (2.25 cIIn)。 厚さ 0。9cm,上下左右の各辺は腐朽甚しく,表面も荒れ,判読

困難である。表第 2字の芳は「五」であり,人偏かもしれない。裏第 4字は「知」らしく,第 6字

は「仮」または「段」に類似しているが決し難い。木簡の用途も不明である。
(毛 )

木簡 9(PL.35)  表  阿万留止□宇乎弥可々多    裏

万葉仮名

長さ 17.lcm。 幅 1.4cmで厚さは 0.15 cmと 極めて薄 く,601型式の他のものとはやや異つて

いる。 各辺共に削つた面で, 中央の一部と下左端のみ折損している。 上右端は斜に削 り落してい

る。表裏は薄 く削りとつた痕跡が認められる。 本来記入のあつたより厚い大形の木簡 (601型式 P)

を半分に割 り,表面を削 りとつて新しく記入したものと推定される。表の文は万葉仮名で記されて

いる。文字は第 4字を「毛」とするのにいささか疑間があるほかはすべて朔瞭である。文意は判然

としないが「宇」は語の第 2音節以下にはあらわれないものであり,「弥」は万葉仮名の分類で甲

類の「 ミ」である。「弥」 が甲類とすれば, 動詞「み (る )」 あるいは名詞「み (か)」 (甕)な

どの意である。「弥」を動詞「みる」とすれば。「宇子弥」の意味は「魚見」あるいは「鵜を見」

であろう。その場合「可々多」はつぎに踊字を補 うと「カタガタ」 (芳)になるから,「宇」以下

の意味は「魚見 (鵜を見)芳」であろうか。しかし「カタガタ」 (芳)は上代語にはあまり用例を

みない。また「弥」を名詞「み (か )」 (甕)の意とすれば 「宇乎弥可」 は「魚甕」 であろうか。

この場合全体の意味は「余るとも魚甕かた」である。いずれにせよ, これだけでは文意はな消不明

で,多分前後に文のある字句であるう。*裏面にも墨痕が認められるが,左半を欠き判箭できない。

B 603型 式 (PL.3の

短冊形の材の上下両隅を圭頭状に切久き,上下両端左右に切込みをいれたもので, 5点ある。

木簡10(PL.32)  表  紀伊国日高都財郷| 1矢田部益占調塩
(マ マ〉(五ヵ)

裏  三斗  天平字宝□年十月

長さ (20.6cm)o幅 2.2cm。 厚さ 3.5cm。 下端は腐朽し,表裏共に部分的に荒れている。 下端

の原形は上端 と同様であつたであろ う。上端切込み部分には横に圧痕があ り,組で括 りつけた痕 と

おもわれる。表裏同筆で,文面は完結しているようである。この木簡は調 として貢進した塩につけ

十 万葉仮名については阪倉篤義氏の御教示を得たQ

ワ

紐の圧痕
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たもので,表に貢納者の国都郷名・姓名を,裏に数量および収納年月が記されている。国郡郷名は

紀伊国日高郡に財部郷があ り,そ の書き誤 りであろ う。現在和歌山県御坊市の西都に財都があり,

御坊市に東接する川辺町の一部は最近まで矢田村であつた。この木簡にみえる郷名や人名は,こ れ

ら現存地名 と深い関係があるとおもわれる。「部財郷」 と「矢田部益占」の間には約 2字分の朽損

がある。上の字は墨痕から推して「戸」 と推定され,賦役令の調の貢物には「具に国郡里戸主姓名

年月日を注せよ」 とある規定からみて, この 2字は「戸主」であると考えられる。
*裏面上部の「三

斗」は,賦役令の規定にある正丁 1人の調塩の量であつて, この木簡は矢田部益占の戸から納めら

れた正丁 1人分の調塩に付けられたものと解される。「天平字宝」は天平宝字の書き誤 りである。

次の字は数字であるべきだが,墨痕では下の横棒が明瞭で「三」又は「五」と解され,一部に縦棒

が認められ るから,「五」 と推定される。
(後筆ヵ)

木簡11(PL.32)  表  「甲斐国」山梨郡雑役胡桃子一古

裏  天平宝字六年十月

長さ 12.Ocm・ 幅 2.Ocm。 厚さ 0.25 cm。 わずかに下端左右が欠けている。表裏主文は同筆だが,

「甲斐国」は細字で「国」が「山」と重なつており,後筆とおもわれる。詳細な説明は木簡12と 一

括して述べる。
(後筆ヵ)

木簡12(PL.32)  表  「甲斐国」山梨郡雑役胡桃子一古

裏  天平宝字六年十月

長さ 12.9cm。 幅 1.9Cm。 厚さ 0.4cm。 完形である。両端が方頭である点を除けば,形状,文面

や表裏主文が同筆で,「甲斐国」が後筆らしい点などが, 木衝■と一致し,筆跡も類似している。

甲斐国山梨郡から宝字 6年10月 に貢進した雑役の胡桃子につけたものである。貢進物につけられた

ものであるから,墨書にみえる「雑役」は調庸と同種の地方貢進物の税目表示である。律令制下地

方からの貢進物には調庸のほか,中男作物・交易雑7/」 などがあり,臨時の別勅で官の必要にしたが

つて貢進を命ぜられるものもあるっ「雑役」という税日は令の規定やその後の記録には存しない。**

雑役の「雑」は正統に対する正統ならざるものの謂であ り,確定に対する不確定なものの総体を意

味する。四等官などの長上官をのぞく下級官人を雑色あるいは雑仕とよが用法と同じことである。

「役」は力役で,人民の労働力収取を意味する。 したがつて雑役は文字通 りには,「正統ならざる

不定・雑多の力役」とい うことであろう。地方からの貢進物の正統は調庸であるから,雑役は調庸

以外のものと考えられ,役 とあるから人民が労働力を提供して調達するものを指す。

延喜主計式によると,甲斐国中男作物の中に「胡桃油」があ り,こ の木簡の品日と一致する。中

男作物は養老元年に設けられた税目でありその設定の勅には次のように述べられている。「今より

以後,宜しく百姓人身の副物および中男の正調をのぞくべし,それまさに官主の用ゆべき料などの

物は,所司宜しく年別用度を支度し,並びに郷土の出す所に随つて,国に附して中男を役し進めし

めよ。若し中男の功に足らざれば即ち以つて人夫を役して雑径を折げ」 (賦役令条解調絹純条所引養老

キ 正倉院に現存する調の墨書銘中には,戸国の姓名

を記したものもある。 こ/Lは房戸主の場合と考えら

れるが,そ の場合も必ず「戸主某戸口某」 とあり,

戸主 (郷戸主)の名を記さずに「某郷戸口某」と来

ることは考え難い。

松島順正「正倉院古製銘文集成 (結)」『書陵部紀要』

第 3号

*キ 雑役の用語については,山 田孝太郎氏所蔵の宝字

4年 3月 19日 付丸部足人解 (寧楽遺文 p.701～ 2)

類乗三代格天平勝宝 5年 10月 21日 付官符の事書 (新

訂増補国史大系後編 p.553)に みえる。いずれも国

郡司が徴発する力役である点で共通するが, これは

木簡の雑役のようなある種の税目を示すものとは異

なるものであろう。

調塩の荷札

ミの荷

雑役

ク
札
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元年勅)。
*す なわち,中男作物は 1,そ れまでの正丁の高」物 と中男の正調を併せたもので, 2,賦

課単位は中男個人ではなく,国 ●隅)と する (実働の中心は中男である)。 したがつて,中男の労働力

が不足 した場合は,正丁 (老丁を含む)の雑密で補 うものである。「山梨郡」の上端に細字で甲斐国

が後書 されているのは,郡ごとに徴集したものを,国衛にあつめた時に書き加えたものであろ う。

中男作物の実例は正倉院に 1点現存している。布袋の墨書銘に「信濃国水内郡中男作物芥子弐舜

天平勝宝二年十月」 とみえるが,調のように貢進者個人の姓名が記されず,国郡のみを冠するのは,

上に述べた中男作物の賦課形態 と符合するものである。この木簡も上の中男作物墨書銘と全 く同じ

書式なのである。品目が一致し,しかも賦課形態が同じであるとすれば,雑役は中男作物の別称で

はなかろ うか。 中男作物が国 ●卜)単位に,部内百姓の労働力収取 (中男の力役および正丁,老丁の雑

待)に よつて調達されるものであるとすれば, それがまた雑役 と呼ばれても不思議ではあるまい。

中男作物 と雑役が同じものとすれば,両者がどのように使いわけられるのかが問題である。しかし

この点に関しては現在のところ不粥である。 この木衛は地方貢進物の一つに,「雑役」 と呼ばれる

ものがあつたことを示す貴重な資料 といわねばならない。「古」は「籠」の普通で, クル ミは籠に

納めて貢進され,こ の種の木簡がつけられていたことがわかる。

雑役と中男
作物

中男作物の
荷札

(後 筆)     (郡 )

木簡13(PL.32)  表  「甲斐国」山梨 □|

(天 )

裏  □匠

ウエの付け
札

長 さ (4.3cm)。 幅 (1,OCm)。 厚さ 0,3cm。 木簡11と 同形品の左上部の断片である。切込み部の

両面に圧痕がつき,その上に組の断片かと考えられる繊維物質が付着している。文字は完全でない

が,筆跡は木簡■ (12と 類似している。おそらく同じ文面のものであろ う。
(国)  ●悟)    (物 ヵ)

木簡14(PL.3り    表  | |□| |□中| |□ | 裏  墨書なし

長さ (15.5cm)。 幅 2,8cm o厚さ 0,3cm。 中央で 2つに害Jれてお り,出土時は表面を内側にして

重なつていた。 下部は腐朽し, 表裏共に著しく荒れてお り, 特に出土時に外側になつていた裏面

は, 墨痕すら認められない。 上端は方頭で左右に切込みがあ り, 下端も同様であつたとおもわれ

る。某国某郡貢進の中男作物につ l● られたものであろ う。「国」「郡」「物」は右半都,「郡」は痛芳の

各 々一部が残存してお り,それによつて推定した。国郡名を墨痕から読みとるのは困難である。裏

面には,おそらく年月日が記されていたと思われるがぅ知るべ くもない。

c 604』 聖式 (PL.33)

上端を圭頭状に切久き,上部左右に切込みをいれ,下端登直角に切断したもので, 1点である。

木簡15(PL.33)  表  森甲扇 裏  墨書なし

長 さ 8,3cm・ 幅 1.9cm。 厚さ 0.4cm。 下都は直角に切断されている。「萩 甲扇」はウニで,**そ

の容器につ1/jら れた木札であろ う。ウニは賦役令に調の雑物 としてあげられているが,調の貢進時

の荷札なら賦役令の規定によつて,貢進した国郡里 。戸主姓名 t年月日が記されるはずである。こ

の木簡にはそれがないから,平城宮内で保管した際の付け札であろ う。

D  605 型式  (PL.33)

痛平な長方形の材の下半の両側を削つて尖らせたもので塁書は表のみにあ り, 4点ある。

*『続日本紀』養老元年 二月22日 条には, 最後のと

ころが「即ち以つて雑得を折げ」 とある。

留

*卜 賦役令義解にはウエと訓が摩 られている。



木簡18(PL.33)  表  未滑海藻

長さ 11.lcm。 幅 1.7cm・ 厚さ 0.3cm。

役令には調の雑物にあげられている。

木簡19(PL.33)  表  撫滑海藻

長さ 11.2cm。 幅 2.5cm・ 厚さ 0.2cm。

がいかなるものか実体を明らかにしえない。

* 延喜神祗式践誇大嘗祭条の神御雑物中にある「長

女柏」に,「ナカメ」柏 と訓がかられている。また

延喜造酒司式に供奉料と東宮料のなかにも長女柏が

みえる。柏は青植や千柏 として菓子雑肴を盛つた り

(例,延喜大膳式・松尾神祭雑給料条),器物の口を

覆つた りする (例,延喜大炊寮式・平野祭料)の に

柏の付けホし

裏  墨書なし

完形である。「未滑海藻」は海藻の一種 のカジメで,賦 海藻の付け
木し

裏  墨書なし

完形である。海藻につけた木木しであろ うが,「撫滑海藻」

重ねてしば
つた木簡

用いられたらしい。相には長女柏の他に播磨柏や三

津野柏 (例,廷喜造酒司式)な ど,延喜式では種別

があるが,そ の差異はわからない。

キ半 墨書がないから,後に一括 した墨書のない類にもヽ

れるべきかもしれぬが,木簡20と 明らかに関連する

ので,木簡としてここで記述する。

第 V章 遺   物

木簡16(PL.33)  表  長女柏     裏  墨書なし

長さ 13.5cm。 幅 1.45 cm・ 厚さ 0.25 cm。 完形である。

木簡17(PL.33)  表  長女柏・「H把 裏  墨書なし

長さ 11.lcm。 幅 1.6cm。 厚さ 0.3cm。 完形である。「長女柏」はナカメカシワと訓む。*

E 606型 式 (PL.34)

方頭で上下と中央に小孔が穿たれている長大な木簡で2点ある。

木簡20(PL.34)  表    |□ | 裏  墨書なし

長さ (47.7cm)・ 幅 3.2cm・ 厚さ 0.4m。 下半は腐朽している。上端より約 2cm下左寄 りに横
 建発慮髯?

に 2子Lあ り, この 2孔の中央下 0.5cmに 1子とがある。 上端より 18.6 cJInと 35。2cm下 の左辺寄 木簡

りに各 1孔ク 35.9cm下 に上 2子とよりやや右寄 りに 1孔がある。中央の 1孔は斜に,他はすべてほ

ぼ垂直に穿たれている。孔は径約 0.3cmほ どで, 上端 2孔の左のものと最下の 1孔には繊維物質

が残存し,最上段 2子とを結が延長線上で表面 と右側辺に下から2孔目の孔嶽の右から横に圧痕があ

る。墨痕は表面にかな り認められるが,面が荒れて,芳の「合」がわかる 1字のほかは判然 としな

い 。

木簡21(PL.3の    表  塁書なし 裏  塁書なし

長さ (25,8cm)。 幅 3.4cm・ 厚 さ 0.4cm。 上右端は斜に切久かれているが, 左端は折損してい

てわからない。下部は切断されている。孔は上端から 3.4cmに 左右に 1列 3孔,その下 O.5cmに

1孔あ り, 垂直に穿たれている。 上 1列 3孔の下方 16.6cmに左狽1辺にかかつた小孔が認められ

る。正痕は表裏共に一切認められない。小孔のある木衛20を上にして両者を重ねると,木簡20の下

2孔を除き,小孔が完全に一致し,木簡20の表面の圧痕 と小孔中の繊維物質からみて,両者を重ね

て小孔を穿ち,それに組を通してしばつたものと推定される。木簡20の裏面に圧痕がないから,さ

らに多 くのものを重ね合せていたものであろ う。用途は不明だが,材が他と異 リスギであること,

形状が特殊なことが注 目される。**

F 608型 式 (PL.3Ⅲ 33,34)

折損 。腐敗その他によつて原形の判明しないもので, 8点ある。原形は以上にのべた他の型式に
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属したであろ うが,便宜上一括して述べることとした。

木簡22(PL.33)  表  海藻根 裏  墨書なし

長さ (7.55 cm)。 幅 1.6cm・ 厚さ 0.5cm。 上下端を欠き, 裏面下半は一部に旧面を残すほかは

肖!り とられている。「海藻根」は「マテカヒノネ」
*ま たは「マナカエ」

**と訓み,「海藻」がワカメ

のことであるから,「海藻根」はフカメの茎にできる成実菫 (メ カブ)の ことではなかろ うか。***

賦役令には調の雑物の うちにあげられている。原形は他の海藻類 と同様 605型式かもしれないが,

決定し難い。

木簡23(PL.34)  表  コ慕慕以□阿悦悦益匠 裏  墨書なし

長さ (29.Ocm)。 幅 (1.8cm)。 厚さ (0.lcm)。  右辺 と左辺下部が原状かとみられるほかは,上

下左の各辺は欠損している。文意は判然 とせず,あるいは習書であろ うか。木簡 9の如 く,よ り大

きな木簡を削 り,記入したものか,あるいは 609型式のような削 り暦なのか判定し難い。

木簡24(PL.33)  表  馬馬馬馬馬 裏  墨書なし

習書 長さ (15。 lcm)・ 幅 (1.3cm)・ 厚 さ (0.2c血 )。 全周辺は折損し,裏面は荒れてお り,原形を判

定できない。習書であろう。

木簡25(PL.31)  表  □ 裏  墨書なし

長さ (8,7cm)・ 幅 (2,Ocm)。 厚 さ 0.45 cm。 上端 と右辺および表裏面は原状だが, 左辺 と下端

は折損している。文字も右半のみで,判然 としない。原形推定不能である。

木簡26(PL.31)  表  真□ 実  墨書なし

長さ (5.2cm)。 幅 (6.4cm)・ 厚 さ 0.6cm。 右辺が原状か と考えられるのみで,上下左辺は折損

している。表面左寄 りに「真」があ り,そ の右にわずかに墨痕があるが,文字か否かもわからない。

特に幅広であることが注意される。

木簡27(PL.33)  表  □□ 裏  墨書なし

長さ (6.2cm)。 幅 (1.8cm)。 厚さ (0.3cm)。 表面に 2字分ほどの墨書がかすかに認められるの

みで,他はすべて腐朽していて,原形を知るすべもない。

木簡28(PL.34)  表  □ 裏  墨書なし

長さ (19.9Cm)。 幅 (1.25 cm)。 厚さ (0.3cm)。 中央やや下にわずかに墨痕を認めるのみで,他

はすべて削 られている。撮存状態は良好で,埋没時すでに削 られて墨書を失つていた例である。

木簡29(PL.33)  表  □□□ 裏  墨書なし

長さ (9.lCm)・ 幅 (1.5cm)。 厚さ (0.6cm)。 表面のほかは焼けて原状を失つている。第 2字は

「田」もし くヤよ「 日」らしいが,他はわからない。焼痕をもつ唯―の例である。

G 609型 式  (PL.30・ 35)

極めて薄 く,**料 多 くは小片で,表面 とまれに周辺の一部にのみ原状部を残して,裏面は削つた

面 とな り, したがつて文字も表面のみで裏面にな く,原形は判粥しない。木簡を再使用するために

削つた時にできた削 り居 と推定されるもので,12片ある。

焼痕ある木
簡断片

キ 賦役令義解中の訓である。

** 延喜主計式中の訓である。

***ワ カメなどの葉部を採取したのこりの根部で,現

5δ

在でも食用に供することがある。

*半十■ ほとんどすべて 0.lCm以 下の厚さである。
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木簡30(PL.30)  表  国 大豆二升直十二文匡=
長さ (9.9cm)。 幅 (0,7cm)。 最上部の墨書は文字かどうか疑間がある。 あるいは円のような図 大豆の値段

形風のものではなかろうか。下部は2行に分けて記されており,右上第 1字の「使」の他はわから

ない。中央部は大豆 1升が■文であつたことを示している。大豆 1升が■文であつたのは,宝字7

年 3月 12日 から同 8年 3月 4日 の間にあた り,*こ の本簡の記載のあつたのもその1年間であろう。

物価が記されている点は他の木簡とは類を異にする。

木簡31(PL.35)  表  山背国 裏  塁書なし

長さ (4.lcm)。 幅 (1.9Cm)。 上端は左右辺,上部は原形の側面を一部留めているらしい。木簡

上端部の削 り暦であろう。国名を記したものである。

木簡32(PL.3の    表  大天平宝字六 裏  墨書なし

長さ (7.lcm)・ 幅 (1.4cm)。 上端 と右辺は原形の側面を留めているらしい。 おそ らく木簡上端 記年のある
もの

右半部の削 り暦であろ う。年号を記したものだが,第 1字の「大」の意味はわからない。

木簡33(PL.30)  表  □ 十六日 裏  墨書なし

長さ (5,65 cm)。 幅 (0,9Cm)。 全周辺 ともに原状でない。上端左右に墨痕があるが,1字なのか, 日付のある
もの

左右各 1字になるのか切らかでない。

木簡34(PL.3の    表  宰宰□ 裏  墨書なし

長さ (8.lcm)。 幅 (1.3cm)。 右辺は原状を留めているらしい。 同一文字の反復で,習書した木

簡の削 り暦であろうか。

木簡35(PL.35)  表  故     裏  墨書なし

長さ (1.9cm)。 幅 (1,3cm)。 全周辺ともに原状部分なく,かろうじて 1字「故」を留めた小さ

な削 り暦である。

木簡36(PL.35)  表  口老     裏  墨書なし

長さ (3。9cm)。 幅 (1.7cm)。 周辺はすべて原状を留めていない。第 1字は耳部の文字らしい。

木簡37(PL.35)  表  □□□□□ 裏  塁書なし

長さ (5,3cm)。 幅 (1.5cm)。 周辺はすべて原状を留めていない。表面も部分的に削られている。

5字分ほどの墨痕が認められるが,第 2字がル冠であることのほかはわからない。

木簡38(PL.35)  表  □□□ 裏  墨書なし

長さ (5.Ocm)。 幅 (2,3cm)。 右辺に 1部原状が認められる。 表面も一部削つているらしい。第

1字は左に寄 り,第 2・ 3字 とずれている。第 1字 と第 2字の最終画は同じで,あ るいは同文字か

もしれない。

木簡39(PL.35)  表  □□□     裏  墨書なし

長さ (4.9cm)・ 幅 (1,3cm)。 右辺に一部原状を残すらしい。太 くて角ばらない書体である。第

1・ 3字は右半部,第 2字は左半部の各 1都を残すのみである。

木簡40(PL.35)  表  □□     裏  墨書なし

長さ (5,2cm)。 幅 (0.7cm)。 周辺はすべて原状を留めていない。文字も断片で,あ るいは1字

* 天平宝字 7年以後の物価の急激な上昇の中で,大

豆 も高騰している。当時の大豆の値段をあげると次

の知 くである。天平20年 (748)11月 4日 5文 (大 日

第 V章 遺   物

裏  墨書なし

古10-p.84),宝 字 7年 (763)3月 12日 8文 (同 16-

p.349), 宝字 8年 (764)3月 4日  17.5文 (同 16

-p.479),宝 字 8年 12月 29日 20文 (同 16-p.565)。
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かもしれない。

木簡41(PL.35)  表  □□ 裏  墨書なし

長さ (4.9cm)。 幅 1.OCm。 周辺はすべて原状を留めていない。 第 1字は墨痕のみで,形状は知

るべ くもないが,第 2字は「ダ」痛かともみられる。

以上は 6型式41点の木簡について述べたが, 同じく SK 219か ら出土したものに, 墨書はない

が形態が類似し,おそ らく木簡 として使用するのを予定していた と考えられる木札がある。

木札 1 603ま たは604型式の上部の破片 と考えられ,長さ (5.6cm)。 幅 (2.5cm)・ 厚さ 0.3cm

で,下部と右辺は割れている。*

木札 2(PL.33,Fig 17 7) 604型 式に属するものだが,下部を斜に一方から切 りおとして尖

らせている点に特色がある。長さ 11.5cm。 幅 1.3cm。 厚さ 0.2cmで ある。

2瓦 。 導

6ABO区 の4回にわたる発掘で, 全地域から多量の瓦類を採集した。 軒丸瓦・軒平瓦 。丸瓦 。

平瓦を主とするが,他に鬼瓦 。焚斗瓦・面戸瓦等の道具瓦や尊も若千みられる。

A 軒  丸  瓦 (PL.37～ 4悦 層u表 3)

22型式31種 の軒丸瓦をえた。その出土個体数および各部寸法は,別表 3の とおりである。**

単弁蓮華文  612Ъ 6131は ともに単弁である。6127は径の大きな中房のまわ りに 2重の輪郭線で表わした単

弁を12弁配し, 幅のせまい殊文帯をへて, 素文の低い外縁におわる。 これと近似した文様のもの

は,唐招提寺 。西大寺西塔跡・山町廃寺などでも知られているから,奈良時代末期の型式と考えら

れる。6131も 外区幅が狭いが,外縁には凸鋸歯文が施されている。内区には弁区よリー段突出した

径の小さい中房のまわ りに16弁の単弁を配している。類例は大安寺***か ら出上している。6133は

内区に菊花状の単弁をもつ蓮華文軒丸瓦で,さ らに文様細部の差異によりAからHま での8種に分

けられる。このうち A・ B・ Cは,いずれも弁が短かく平板な文様で,外区は間隔の広い殊文をめ

ぐらした内縁と素文の外縁からなる。瓦の作 りは 3種 とも同じで,瓦当と丸瓦との接合部内面を指

でおさえて密着させ,瓦当裏面をほぼ平坦に削つたものである。 D・ Hは弁が細長 く外縁と内縁と

の間に圏線がない。文様構成は全 く同じで,作 りも瓦当裏面をへらで深 く肖1り とつている点などよ

く似ている。Dと Hの違いは,中房の作 りにあ り,Dの中房が弁区と同一平面にあるのに対し,H
では一段突出している。Fは6133の 中で最も面径が小さく,各弁が 2本の界にかこまれ,外緑には

線鋸歯文がほどこされる。Gの弁をとりまく界線は間弁のような形 となり,外緑には線鋸歯文がめ

ぐらされ,瓦当裏面は深 くえぐりこまれている。 6133は,軒丸瓦の中で6282と 共に出土量の最も

十 この木本Lは墨書のある木簡上部の断片かもしれぬ

が,現存部に墨痕が認められぬので, ここで扱 う。

群 記述の都合上,他の地区および 6 ABO区の第 7

次発掘で検出した型式の中のあるものを加えた。別

表の中で欄体数が 0に あたるものがそれである。な

おこれは軒平瓦についても同じである。

十*Ⅲ 6127については「昭和35年度唐招提寺総合調査目

σじ

録」奈文研 昭36「唐招提寺総合調査概要」 (奈文研

年報1961)昭 36。 以下文中にある唐招提寺の例はこ

れによる。「西大寺束西両塔」(日 本建築学会論文報

告集54)昭 31。 山陶廃寺は若井孝次『古瓦集英』岩

井珍品堂昭12,PL 27参 照。6131については大岡実

他「大安寺南大 F日・ 中門及び画1廊 の発掘」 (日 本建

築学会論文集50)昭 30。



第V章 遺   物

多いものであるが,その うち A・ Cが大半を占めている。類例は西大寺や檜隈寺などで出土して

いる。6134Aも単弁八弁蓮幸文であるが,各弁の間に聞弁がはいる。6133よ りさらに線表1に近い

平板な文様である。瓦の作 りは他の型式のものと比べると,瓦当裏面が非常に深 くえぐりとられ,

丸瓦のそ りが非常に強い特徴がある。*6208は複弁八弁蓮華文であるが,中房が大きくて,弁区よ 複弁蓮華文

リー段突出すること,内縁がないこと,弁の雄健なことなど奈良時代前期のものであろ う。

6225は従来平城宮跡で最も多量に発見された型式で平城宮式 とも呼ばれるものであるが,6ABO

区では少量しか検出されなかつた。なお類例は唐招提寺からも発見されている。 6235-Bは東大寺

式 と呼ばれるもので,類例は東大寺 。興福寺 。荒池瓦窯跡などから数多 く発見されている奈良時代

末期の代表的なものである。6241は 幅広い素文の直立緑キ*を有する瓦であ り,内区の複弁八弁運幸

文は線刻で表わされた平板なもので,中房は弁区より1段突出している。作 りの鈍重な点や,文様

からみて奈良時代末期のものとおもわれる。 627併Cは鋸歯文殊文縁複弁八弁蓮華文で,古い様相

を示し,類例は薬師寺で知 られている。 6281-Cは 径の大きい中房の中に 1+4+8の 蓮子を入れ

た複弁八弁蓮華文で,密な殊文帯 と線鋸歯文帯を外区にめぐらしている。同型式のものは藤原宮跡

から多 く出土している。

62821よ 6281か ら変イとした型式 と考えられるもので, 内区は界線でかこまれた平板な線刻に近

い複弁八弁蓬華文で,外区には殊文帯 と線鋸歯文帯を配する。この型式はさらに 6種に細分され,

その中でAが 6281に 最も近 く,径の大きな中房が弁区よリー段高 く作 られ, 1+8と 配された蓮

子の大きさも皆同じであつて,外縁も 6281と 同様に斜縁になる。これに対し,B以下は平板な複

弁八弁蓮華文に 6281の 面影をとどめるのみで,そ の他の点は大きく異なる。すなわち内区が著し

く縮少し,中房もまた小さくなる。中房が弁区と同一平面におかれ,そ こに 1+6と 配された蓮子

の うちで,中央の 1個が大きく作られる。また外緑 と内縁 との境にある圏線が太いこと,内縁に配

された珠文が小さいこと,外縁が厚い直立縁に近いことなども, B以下がAと 異なる点である。B

Iょ 6282の 中で最も多いもので, 2葉に分離した蓮弁は短かい。Dlよ Bについで多数で,面径が最

も小さい。 ただ蓮弁はBの ように分離せず連なつている。 E・ Fは Bよ り中房が小さく,蓮弁は長

くなるが,全体にBよ り粗雑な文様を有する。瓦の作 りをみると,Aは 6281と 同じように瓦当が

薄 く, 瓦当 と丸瓦の接合都は指で押さえただけのものであるが, B以下は瓦当が厚 く作られ, 瓦

当裏面は接合部をもへ らで削つているので接合部には接が生じ, 接合線は台形 となる (PL 44)。

6282の 類例は,東大寺,大安寺,唐招提寺,秋篠寺,法華寺,高麗寺,山背国分寺
***な どでも知

キ なおこの瓦の玉縁付近には,使用のさい打ちかい

た痕跡がある。この打ち欠きと瓦の作 りの特異な点

から隅瓦として用いられたものとの説もある。

*十 軒丸瓦の外縁はその断面形により(1)内 面が直立す

るもの②内面が内傾するもの,(3)内 面が内傾するが

上面がないもの, の三種に大男」するこ卜とができる。

ここでは(1)を 直立縁,ωを斜縁,(3)を 三角縁と名づ

けておく。

■キ■6133に ついては,保井芳太郎『南都 七大寺古瓦紋

様集』鹿鳴荘 「 .・
3,PL.46 保井芳太郎『大和上

代寺院志』大和史学会 昭 7 PL 29参照。

6225平 城宮式については滞辺文和「平城宮址発見

の古瓦に就いてJ『綜合古瓦研究一夢殿第18冊 特輯

号』鶴故郷舎 昭13 6235-Bに ついては『興福寺

食堂発掘調査報告』 (奈文研学報 7) H● 34 PL.22

以下興福寺例はすべてこれによる。

6281Cに ついては足立康,岸熊吉『藤原宮址伝説地

高殿の調査 1・ 2』 (日 本吉文化研究所報告 2,11)昭

■,16,以下藤原宮跡の例はこれによる。

6282に ついては石田茂作『古瓦図鑑』大塚巧芸社

昭 5 PL.48,岩 井前掲書 PL.27,梅原末治「高麗

寺「lLの 調査」 (京都府報19)昭14 角田文衛「山背国

分寺J『困分寺の研究』考古学研究会 昭13参照。

なお以下高麗寺および山背国分寺の例は,すべてこ

れによる。
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られている。

6284は ,6282と 同じように界線にかこまれている分離した複弁を内区に 8弁配している。6282

と異なる点は,6282の蓮弁が平面的に表出されていたのに対し,本型式のものは蓮弁にかな りの反

転がみられ立体的に表わされている。Aと Bに分けることができるがいずれも瓦当裏面は接合部ま

でへらで整えている。類例は大安寺ぅ額安寺などにある。 6291〒Aは ,内区が外区内縁よリー段高

く作 られた瓦で,内区に 8弁の複弁蓮華文を配している。外縁は幅広い斜縁であるが,上面中央に

1条の凸線がめぐつているらしい。これと同型式のものは唐招提寺で採集されている。

6301-Cは反転がかな り強い複弁を 8弁内区に配している。 径の大きな中房は弁区よリー段隆起

し,その中に 1+5+10と 蓮子を三重においている。この型式の瓦は興福寺式と呼ばれる興福寺創

建時のもので, 6ABO区 出上の瓦の中では時代の決定できる攻少い ものの一つ であ る。6303,

6304-A, 6307は ,ぃずれ も線鋸歯文殊文縁複弁八弁蓮華文で後述の 6311と 似ているが,中房が

6311では弁区よリー段低いのに対し,こ れらでは一段突出している。6307は 間弁がなく,6304-A

は間弁が界線 とな り各弁は分離している。6303の類例は西大寺,秋篠寺,横井千坊廃寺で知られ,

6304は唐招提寺から出上している。6306-Bは 6284と 主文はよく似ているが,中房が弁区と同一

面におかれ,蓮弁に反転が殆んどない点に特徴がある。また瓦当裏面の接合部は指で押さえただけ

t この点も 6284と は異なる。類例は大安寺ぅ唐招提寺,法隆寺などにある。63■―A・ Cは複弁

八弁蓮華文で,蓮弁は反転がかな り強 く各弁の間には間弁を配している。外区は 2条の圏線にかこ

まれた内縁の珠文帯 と線鋸歯文を施した外縁からなる。 Cは蓮弁の反転がAよ り弱 く,平板なもの

である。6311は 6ABO区 の出土数が少なかつたが, 6AAQ区 で数多 く検出されている。同型

式のものは興福圭 唐招提乱 檜隈寺,額安寺などからも出土している。 631許Bは,大きな蓮子

を一個入れた中房 と, 厚 く反転の強い 4弁の複弁を配した小形の瓦である。 文様の手法, 瓦の作

り,土質などは, 6311と はば同じである。類例は, 中山寺や山城国分寺などで発見されている。

6316は 平板な複弁八弁蓮華文 とみられるが, 界線で単弁ふ うの 2弁をかこんで複弁にしたような

ものである。6320は ,復弁 くずれ とみられる単弁が 24弁配された内区と,殊文を施した内緑,凸

鋸歯文を施した外縁からなるもので,類例は,唐招提寺・高麗寺・山背国分寺などで検出されてい

る。*

B軒 平 瓦 (PL.41～ 43,別表3)

軒平瓦は19型式33種に分類することができる。出土個体数および各部の寸法は別表 3に示したと

お りである。

6575は重圏文軒平瓦でこれと組になる重圏文軒丸瓦も平城宮跡で採集されている。**6641-B・ E

は偏行唐草文を主文とし, 6281と 組合 う瓦で, 同型式のものは藤原宮跡で多 く検出されている。

6663は従来 6225と 共に平城宮跡で最も多 く発見されているが, 6ABO区では少数しか採集出来

F 6284については石田前掲書 PL 46,保井芳太郎

『大和古瓦図録』鹿鳴荘 昭 3, PL 17参 照。

6303に ついては保井『南都七大寺古瓦紋様集』PL.

45,岩井前掲書 PL.22。 6306Bに ついては岩井前

掲書 PLン 2Э 6311については岩井前掲書 PL.22

,0

保井『大和上代寺院志』PL.29参照。6133に ついて

は岩井前掲書 PL 22保 井『大和上代寺院志』PL.

29参照。6313-Bに ついては岩井前掲書 PL.27参

照 。

Ⅲ* 溝辺前掲書
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なかつた。 4種に分けることができるが, Cが最も多い。 瓦の作 りをみると4種 とも直線顎
*で, 均整唐草文

瓦の下面の紀叩目文の方向が多少異なり,Aは横位の叩文だが,他はみな縦位の叩文である。類例

は唐招提寺, 中臣寺, 横井千1/7廃寺などで知られている。 6664は 6311と 組合 う瓦で, 6663と

同形の 3回反転する均整唐草文を有するが,6663の 外区が界線であるのに対し,6664は 殊文であ

る。細部の差異により6種に分つことができるが,いずれも段顎を持つている。下面の組叩日は,

Aは斜位, Cはすべて横位 (PL.44), Dは縦位である。 Fに は縦位のものと横位のものと両方あ

り,縦位の組叩日は磨消されている。これは横位のものが上下両面とも磨消されていないのと対照

的な現象である。類例は興福寺,大安寺,薬師寺,西大寺,法隆寺,法起寺などの諸寺から発見さ

れている。6665,6666は 6664に 似た文様,作 りであるが,文様の硬化しているのをみれば 6664よ

りも若千時期の下るものであろ う。

6682も また 3回反転する均整唐草文であるが, 前述した型式の中心飾が輪廓線であらわされた

太い花頭形であるのにたいし,こ の型式では細い花頭形が線刻であらわされている。この瓦には,

段顎を持つものと,曲線頚を持つものとがある (PL.42)。 前者は上面の布目を磨消しているのに対

し,後者は磨消していない。下面の縄叩日は両者 とも縦位である (PL.4つ。作 り,文様などからみ

て,6664に近い時期のものと思われる。 類例は唐招提寺,大安寺,西大寺, 高麗寺などでも検出

されている。631許Bと 組む 6685は ,6682の小型 ともいえるもので,類例は元興寺,岡寺,山背

国分寺からも発見されている**。 6691-Aは 4回反転する均整唐車文で,顎は 6682の後者 と同じ

曲線顎である。下面の縄叩日の磨消法は,瓦当面付近では横位に丁寧に消しているが,それより後

は ところどころ雑に消している (PL.4つ 。類例は興福寺,唐招提寺,山背国分寺,高麗寺などで知

られている。 6694は 4回反転する均整唐草文だが各単位が連続していない。 瓦の上面,下面 とも

磨消しているようである。 類例は薬師寺にもみられる。 6702は 外区がな く,内区を言↓する界線の

外に素文の外縁がつけられている。 上面には糸切痕 とみられる条痕***が
布 日と共に残 り,下面は

粗 く磨消してお り,縦位の組叩目が残つている (PL 44)。 67201よ昭和 3年に宮跡東北で発見された

濤 (SD 050)か ら, 完形品が採集されている。****三葉形の中心飾 と3回反転する均整唐草文を配

し,顎はゆるやかにたかまつている曲線顎であつて,後でのべる 6721と よく似ている。この点か

らも 6721に 近い時期のものとおもわれる。 6721ィよ唐草文が 5回反転するのとぅ 脇区に殊文がな

いこと, 上下外区の殊文が数多 く小さいことの諸点が 6720と 異なる。6721は 6732と ならんで,

軒平瓦の中では出土量が多い。種類も多 く, 8種に分けられいずれも瓦の上面には布 目が残つてい

る。下面の組叩目の方向は斜位で磨消さないものが多いが,磨消したものも少数ある。磨消の有無

は種類の差 と関係がないようである。なお,Gで 上面に糸切痕 とみられる条痕の残るものが 1例あ

* 軒平瓦の顎は,瓦の縦断面でみると3種に大別で

きる。(1)は平瓦の下面の線が尻から瓦当面まで直線

的にのび,②は下面の線が,瓦当面に近いところで

下方に大 きくまがつて瓦当面に続き,(3)は下面の線

が瓦当面付近で直角におれまがつて段を作る。石田

茂作簿士は(1)を 無顎②を到頸,踊顎,(3)を深頸,中

顎 と名づけられているが『古瓦図鑑解説』, ここで

は(1)を直線顎,働を曲線顎,(3)を段顎 とよぶことに

する。

キ* 6663に ついては保井『大和上代寺院志』PL.66,

岩井前掲書 PL.38参 照

6664に ついては奈良国立文化財研究所『平城宮跡

伝飛鳥板蓋宮跡発掘調査報告』 (奈文研学報 10)昭

36,岩井前掲書 PL.34参照

6682に ついては岩井前掲書 PL.37参照。

6685に ついては保井『大和上代寺院志』PL.21

岩井前掲書 PL.37参照。

キヽ*原 口正三『河内船橋遺跡出土遺物の研究』 (大阪

府文化財調査報告8)昭 33。 P,46で粘上を切つた

時の糸切痕としている。

‥*十 岸熊吉「平城宮遺溝及遺物の調査」 (奈良県史

蹟名勝天然記念物調査報告13)昭 7。
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る。類例は西大寺ぅ高麗寺から出土している。

67321ま 6235と 組合い, 東大寺式 と通称されるもので, 類例は東大寺,興福寺などで多 く見出

される。西大寺西塔跡における調査の結果,奈良時代終末期のものであることが切らかにされてい

る。6732の 中ではAが最 も多 く検出されてお り,*厚手の大形品で, 曲線頚をもち上面には粗い布

日と糸切痕が,下面には縦位の紀叩目が残されている。 Bは落差の大きな曲線顎を持ち,瓦の厚さ

は全体にAよ り薄い。瓦の上面に布 目が残つていることはAと 同じであるが,下面の縄叩日の方向

が大部分横位である。 Cは文様細部の変化もさることながら,土質がA・ Bと まつた くことなつて,

胎土中に砂粒が多 く含まれている。6763は文様・土質 。作 りが 6732に 近いものである。6760は

内区が外区よリー段低 く,上面には布日と糸切痕が残 り,下面の縄叩目は斜位である (PL.4o。 類

例は興福寺からも出土している。 また同系のものには緑釉がかけられたものも採集されている。**

67611よ 6760と 同じように直線頚をもち瓦の上面には布 日と糸切痕がみられるのに対し, 下面の

組叩日は磨消されている。同型式のものは高麗寺にみられる。

6739,6718,6791は 小さな破片で, 全体がよくわからないが, いずれも奈良後期後半のもので

あろ う。 6801は ,中心に「修」の字を入れた飛雲文で,平安時代に下るものと思われる。 同型式

のものは, かつて平城宮跡で発見され, 唐招提寺や高麗寺からも出土している。 な消「修」の字

はゥ第 1次調査で検出された平瓦にみえる「修」 と同じ意味のものとおもわれる。

C道 具 瓦・尊

道具瓦 としては鬼瓦・英斗瓦 。面戸瓦がある。鬼瓦 (PL.44)は 鬼形の全像をあらわしたもので,

完形でな く現存部分の全長 39.5cm,厚 さ 6.5cmで ある。 この他に同文の小片が 2個採集されて

いる。釘孔は,現存部分では腹部にあたる円形の中央に 1カ 所しかないが,小破片の 1個では額の

中央にもあつて,おそらく2カ所に釘孔があつたとおもわれる。類例は薬師寺,唐招提寺などでも

知られていて,大阪府西琳寺,伴林廃寺出土のものの先行型式であるといわれる。***

英斗瓦は 1例であるが,かつ うの平瓦を焼成前に半載して周囲を整形 したいわゆる半英斗
****で

ある。 凹面には布 目が残つているが, 凸面は縦に磨消している。 全長 40.lcm, 幅はせまい端で

11.2cm,広 い端で 13.2cmで ある。 なお藤原宮跡からも同様な半英斗が出上している。面戸瓦は

蟹面戸が 1例検出されたが,破片であるので大きさを明らかにしえない。藤原宮跡,難波宮跡から

も面戸瓦は出上している。*****

導には,大きさに 2種あ り,方 29.5cm,厚 さ8.6cmの ものと,それを縦に半載したとおもわれ

る長さ 29.5cm,幅 14.6cm,厚 さ 8.6cmの ものとがある。 これ らは天平尺で方 1尺, 厚さ3寸

とそれを半我した大きさのものとに一様に作られたものとみられる。なおこれ らの導は, 6ABO―

C地区で数多 く出土したが, これらは SB 205の感土層の中に含まれてお り, 年代の古いものと

いえる。その他丸瓦 。平瓦を多数採集したが,未整理のため詳細を明らかにしえない。ただ丸瓦は

すべて玉縁を有するものばか りであ り,平瓦はその大半が下面の紀叩目が縦位で,横位のものはほ

* 現在6732を , 9種 に細分しているが,平城宮跡で

はそのうち 4種が検出されている。

キ* 鈴木又一氏蔵 藤岡了一「奈良 。平安時代の施釉

陶」 (世界陶磁全集2)昭 36。

料半藤仄一夫「 日鮮古代屋瓦の系譜」 (世界美術全集

2

2)昭 36。同「屋瓦の変遷」 (世界考古学大系4)昭 36。

‐器 木村捷二郎「本邦に於ける堤瓦の研究」 (仏教

考古学論叢)昭 16Э

キ・ 器*難波宮址顕彰会『難波宮址の研究1-4』 昭31-

36。

尊
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とんどみられなかつた。また平瓦には桶巻作りのものと一枚作りのものとがある。

3土   器

遺物で最も多数をしめるものは土器である。土器には土師器・須恵器 。黒色土器・施釉陶器があ

り, 他の遺物と同様に大部分は土躾 (例 SK 219)や濤 (例SD 126)や掘立柱抜取穴 (ケI SB 143)な

どから出土する。これらの遺構から出上した遺物は,遺構の性質に応じてその意義に軽重の差はあ

るにせよ,一括遺物である。特に編年的研究がなお不十分な古代の土器において, このことは研究

を進めるうえに重要であると考え夕上器の報告は遺構単位にまとめておこなうことにした。そのう

ち,SK 219出上の一群は,考察のところでも述べるように質量の両面で他の群の基準となりうる

ものであるから,最初にこの一群を報告し,それをもとにして他におよがこととした。記述を始め

る前に,土器の分類呼称法について述べておこう。土器はその形態,色調,土質などから分類する

ことができる。分類した土器をどう呼がかということには多 くの問題がある。*そ れを客観的に表現

するには,瓦類のように完全な記号によることが最も望ましいが,現在の研究状況では,完全な記

号化は非実用的なものに堕するおそれが多い。そこで従来の呼称を一部とりいれ,類別された器形

を杯A・ 杯B……,甕 A・ 甕B……, と呼び,その各々で大小の関係にあるものを杯 AI・ 杯AII…

…, と細分することにした。このように同一記号のもとにまとめた同一系列の上器のうちで,手法

などの点でさらに分類が可能なものを a・ b・ cの記号をつけて区別した。料したがってこれらの記

号は上器の系列を示すものであるが,時間的な順序や形態変化の方向を示すものではない。

A SK 219出 土土器 (PL.45～48,201～ 250。 1～26)

平城官の土
器

土器の呼称

この上壊は埋没の絶対年代が推定される′くのみでなく,出土遺物の保存状態が良好で,細部の観
 む監 紫

出

察や数量的な処理が可能であつた点も特徴としてあげることができる。土師器は一般に,埋没中に

色調が変化し,器体も風化して崩壊寸前の状態になるのが多いが,こ の土残の上師器は,破損はし

ているが保存良好で,ほぼ原状に近いかと推定される状態で検出された。 このように質的にも量的

にも優秀な資料であるから,やや詳細に記述し,他の上器群の記述の基準にすることとした。

土器は土師器 と須恵器と少量の黒色土器からなる。キ**

土師器   杯 A・ 杯B・ 椀A。 椀C・ 皿A・ 盤・蓋A・ 高杯A・ 重A・ 鉢A・ 甕A・ 甕 B・ 甕C  土師器

・鍋A。 かまどAの器形がある。

a ttAI(201～ 204) 口径 19.5cm,高 さ 4.8cm****の 日縁部の開いたやや浅い土器で,外面

の整形手法によつて a(PL 52 1,4)・ b(同 2)。 C(同 3)・ d(同 7)の 4種にわけられる。*****AIa

* 小林行雄・原口正三「吉器名考証」 (世界陶磁全   口を使用せず, 須恵器はロクロ挽である。 なお
,

集 1)H召 33。 今回の出土品でも杯 AIbが墨書によ  『氏r城宮跡』 (埋蔵文化財調査報告 5)文化財保護委

員会 昭32 の遺物の項の上器特に上師器の技法の
つて奈良時代には境又は始 と二様に呼ばれていたこ

記述ではかなりの事実誤認があるようである。とがわかる例 (PL.53-1,の がある。

洋 例えば 皿 AIb は皿Aな る器形で,宝字末年頃   土器番号201～ 345は土師器,1～■8は須恵器。

には国径 22 5 cmほ どの大型の一群の系列に属する  ■■** 土器の口径,高さは特に記さないかぎり測定可

土器で, b確形手法で仕上げられたことをしめして   能なものの平均値である。

いる。

*ユ 特記せぬかぎ り,土師器の成形は ,

*半料*杯 A・ 椀A・ 皿A類 の整形手法による類別 a・

手握ねでロク   b・ C・ dは ,共通してお り同手法をしめしている。
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食器各種  (201)は底部内面 と口縁部内外面を右廻 りに横になで

て仕上げ (PL.5外9),底都外面は木葉の圧痕がつき成

形時の凹凸のままで調整していない。 AIb oOの は,

AIaの底部外面をへらで削つて仕上げたもので,底部

内面と口緑部外面は AIaと 同様右廻 り横になでてい

る。 AIc(203)は外面のへ ら削 りの仕上げが底部にと

どまらず, 口縁端部までおよんでいるもので,内面は

a・ bと 同様である。AId(204)は,AIbの外面を, 日

緑部は横に底面は格子 日にへ ら磨きしたものである。

へら磨きはやや粗い。内面は他 と同様横になでる。こ

の杯 AIを類別できる点は, この 4種の外面の整形手

法のみであつて,日 縁部外反度や,端都のつ くりなど

で認められる各個体のわずかな差異は類別の基準とな

りうるほどのものでない。なお,焼成後口縁部に径 4

mmほ どの 1孔を穿つたもの cOの が 4例ある。

b ttAI(205～ 208) 杯AIょ り器高がわずかに低

く, 口径 19.3cm高 さ 4.lcmである。整形手法は杯

AI とほぼ一致し, a.b・ dの 3種にわ i―lられ,各々

杯 AIの a・ b・ dに対応する。外面全面へ ら削 り手法

(C手法)の ものはな く,大多数は杯 AIb類 に属す

る。なお, 日縁端部に油煙様黒色4/2質が付着し,灯火

器に用いたと考えられる1例 208が ある。

c ttBI(212)  口縁部の開いた深い器体で, 底

部のやや内側に薄 くて低い高台のつ くものである。内

外面を右廻 り横になで,その上を口緑部外面は丁寧に

横にへら磨きして仕上げている。

d tt Bm Oo9～ 211) 杯 AI形の上器の底部に厚

手の断面 4角形の低い高台のつ くもの■ 内外面を右

廻 り横になで1口縁部外面をやや粗 くへらで磨いてい

る。 口径 21 cm前後,高さ 5.0～ 5.5cm程度である

が,大きさは均―でない。また日綴部が直口になるも

の (210)や , 口縁端部が外反するもの (211)な ど,細

部にもかなりの違いがある。口巖部直下に焼成後内外

から小孔を穿つた 1例 209が ある。

e tt AI c25～ 227)  小さな平底とわずかに内彎

しながら開く口縁部からなるやや深い器形で口径 15.3

cm,高さ 5。lcmである。整形手法は 1種類で,内外

面を右廻 りに横になでたのち,外面をへら磨きして仕

εZ

生ab 7 Sk 219出土土器個体別数量表

黒 色 土 器
|
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上げたもので,へら磨きは口縁部 と底部にわけて施し, 口縁部は横に 4度 で一めぐりするのを通則

としている。 日緑部 (226,1例)や底部中央 (225,2例)に 1小孔を焼成後内外から穿つているも

のがある。

f ttAI(228～ 23の  椀 AIよ りやや小型 (口 径 12.9cm高さ 42c→ だが,整形手法その他では

ほぼ一致する。底部は平底からさらに上げ底風になつたものがある。灯火器に用いた痕跡をとどめ

る3例がある。

g ttC(231～ 233) まるい底都と, 屈曲しながら垂直に近 く立つ日縁部を持つもので,内面と

口縁部外面は右廻 りに横になで,底部外面は成形時の著しい凹凸や指紋をとどめたままで,へ ら削

りなど仕上げのあとを一切とどめないのが特色である。大きさや底部の彎由度,口 縁部のたち方な

ど器形にはかなりの違いが認められるが,個体数 (8個体)も 少いので,細分しない。 なお, 灯火

器に用いた 1例がある。

h tt AI(219～ 22つ  口径 22.4cm,高さ 2.9cmの大きな浅い器形で, 外面の整形手法で a.

b・ Cの 3類にわけられる。この類別1ま 杯 AIと 一致する。AIa o21・ 222)は ,杯 AIaと 同じよう

な木葉底のものである。口縁部は鸞曲しない。AIb(219。 220。 223)は ,杯 AIbと 同じ手法で夕底部

外面をへら削 りしたものである。この類には,日縁部が外反鸞曲し,端部で粘上を始 りかえしている

一群があり (219・ 220,PL.52o,こ の群にのみ口縁部内面に放射状,底部内面にラセン状のやや粗いヘ

ら磨き暗文がつけられたものがある 019,3例 )。 しかし, 8割ほどのものは口縁部はあまり彎山せ

ず,端部では粘土が内側におりかえされたもの,ま るく直日となるもの,内方へ傾斜する面となる

ものがある。*こ の AIbは AIaの底部外面をへら削 りしたもので,へ ら削 りが不十分で,木葉痕

がわずかに認められる例がある。AIc o24)は , 内外面を横に右廻 りになで,外面を原則的に口緑

端部までへら削 りしたもので杯 AIcと 手法が一致する。 口縁郡は外彎せず,端部まで削るのでむ

しろ内彎する傾向があり,端部では粘土を内側へお りかえし, まるくなでつけるのを通則としてい

る。 Afa,AIbは一般的に暗褐～青灰色で胎土も密であるが,AIcは赤褐色系の色調を示し,胎土

もやや粗いものが多い。

i tt AI(213～ 218) 口径 17.7cm,高 さ 3.2cmと 小型であるが,他の点は皿 AIと共通する

ところが多 く,同様に整形手法からa・ bocの 3類にわけられる。AIa(213・ 214)は ,木棄底のも

のである。tt AIの うちで内面に贈文を施した唯 1例である213は この類に属し,日縁部内面に放

射状,底部内面にラセン状の暗文がつけられている。 AIb(215。 216)は 皿 AIb同様底部外面をヘ

らで削つて仕上げたものである。Atta,AIbを 通じて, 日縁部はあまり彎曲せず,■6の如 く外鸞

するものは例外的である。口縁端部も普通内側へ傾斜する面となる。AIc(217・ 218)は皿 AIcと 同

じく口縁端都まで外面をへらで削 り,底部と口縁部の境界は明瞭でない。日縁端部は内外からつま

んで横になでて薄 く仕上げるのが通則だが,粘土を内方へおさえこむ例もある。色調ぅ質の点で皿

AIで見られた a.bの暗梱～青灰色で密なものと,茶 IF」
持赤褐色系でややざらついた胎土からなる

ものとの違いはこの皿 AIの a・ bと cの間でも認められる
°**な お AIb類には口緑に小孔を穿つ

たもの 1例,灯火器に用いたもの4例がある。

半 口縁部が外反彎山するものと他のものとをわける

には中間的なものもあつて,適当な基準がない。ま

た,両者の違いは機能的なものとは考えられないこ

とでもあり,一応同類としてあつか うことにした。

キ*こ の差果は生産地のちがいによるものでないかと考

えている。第Ⅵ章 C土器参照。
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j 盤 (B?) 横になでた上に内面は放射状に粗い暗文を施し,外面は横にへら磨きした小破片

が 2片ある。器形や大きさは不明だが厚さと破片の曲率から見て,盤の一部分 と考えられる。
*

k ttAI(234・ 235) 上面をわずかに押えてくばませたつまみのつ く頂部からまるく縁部 にい

た り, 緑部は粘土を内側へお りかえしてなでつ l―lる か 断面三角形に仕上げたもので, 直径 22 cm

前後である。235の 宝珠形のつまみは例外に属する。内外面は横になで,さ らに上面は頂郡と縁部

にわけてへら磨きする。上面のへら磨きは,中央のつまみを中心として四角に相対する辺を同時に

磨き,ついで縁部は横方向に全月を 6度ほどにわけて磨 くのを通則とする (PL.5210)。 .こ の器は

高台のつ く杯B類の蓋になるものであろう。

1 蓋 AIり36) 直径 16 cmほ どで,蓋 Arよ り小型である点を除 くと,蓋 Aと 同じである。

しかし,対になるのは,椀 Aの類と考えられる。

m 高杯 AI  復原径約 31 cmの 杯部の断片であつて, 上面は横になで, 下面はへら磨きした

ものである。脚部その他についてはわからない。*キ

n 高杯 AI(239。 240) 平らな杯都と縦にへらで削つて面取 りした脚都をもち,脚部断面は239

で8角形, 240は ■ 角形となる。 杯部下面と脚裾部上面は全周を 5～ 6回にわけて横にへらで磨

き,脚部内面は横に荒 く肖1る。240の杯部上面には,外から順に連弧状,放射状, ラセン状の暗文

がめぐらされている。239には暗文はない。

O ttA(237) 鉄鉢と通称される器形t 内彎する日緑部をもち,底部は平底に近い丸底で,

不安定である。内面全体と外面上半は黒灰色を,下半は茶IF」 色を呈し,土質はやや粗いが,いがし

焼きで表面は緻密になつており,他の上師器とはかなり類を異にしている。***

p ttA(238) 厚手粗質の上器で, 内面は横になで,外面は荒 くへらで削 り,削 り目が明瞭に

残つている (PL.526)。 日縁部は内面を底都と別に強 く横になでて段状となることが多い。外面に

煤の付着するものがあるが,特に火熱を受けた形跡は認められない。

q ttA(242～ 24の  短 く外反する口縁都と, 器高中央附近に最大径の位置するまるい体部の甕

で,体部内外面は刷毛日で, 日縁部は横になでて仕上げている (PL.5212)。 口縁部の上面に横の

刷毛日の残るものもある。口縁部の横なでによつて,基部外而は凹彎し,体部との境に稜線ができ

る。日縁端部は外面を横になでて,粘上が上へはみでたような状態になる。外面には煤が付着し,

体部下方の表面が崇↓離したものが多 く,火熱を受けたためとおもわれる。暗褐色を呈し,土質は良

好である。 大きさに大小があつて, 口径 18 cm前後の AI(242)と 15 cm′まどのAⅢ (243・ 244)

にわけられるようである。

r ttB(245・ 246) 日径 27cm程度の大型の器体に把手がつ く点のほかは,糸田部の手法,色調

などで斐Aと ほぼ一致する。体都両面につ く把手は, 2等辺 3角形を呈し,その両辺で粘上を外側

へおりまげたもの (245)と 丁寧になでつけたもの (246)と あり,いずれも器壁に挿入し上方へお り

まげてつけられ,器壁との間はわずかの空間しかない。外面には煤が付着し,下半都表面が崇J離し

たものが多い。

s ttC(247,248) 短く外反する口縁部と長手の体部からなる甕で, 247は巻上げ技法の痕跡

* 284ま たは船橋B地点の躍A(原口正三『船橋遺

跡の遺物の研究』 (平安¥園考古学 クラブ研究報告

第2)昭33(以下『船橋 I』 と略称)第 15図 304,

305の 破片であろ う。

師

料 船橋B地点高杯 CIb(『 船橋 I』 第15図 322,323)

の類であろう。

料*いがし焼きである点は黒色土器に近いが,それに

通有なへら磨きがな く,色調。胎上にも差異がある。
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をとどめ, 口縁部内外を横になで,体都は縦に刷毛日で仕上げる。 刷毛日は甕 A・ Bと は異なつて

やや粗い (PL 56 13)。  暁成温度が低いのか黄褐色, やや軟質であつて,胎土も粗質で粒子が大で

ある。外面の下 4分 ノ3ほ どに煤がつ く。ほば同じものが他に 1個体ある。248は 口径が胴径より

大で,外面は縦に刷毛日で仕上げ, 内面は縦に荒 く削つている。体都下半を久 く。灰褐色でやや硬

く,胎土も密である。外面には煤がつ く。

t ttA 049) 浅 く胴郡の張らないもので, 細部の手法では甕 A・ Bと 同じである。 器体が浅

いので外面の刷毛目の方向は一定でない。茶褐色で,胎土は細砂を含む。外面にわずかに煤が付着

するが, この個体を鍋としてどの程度火にかけて用いたかやや疑問がある。

u かまど 050) 政頭砲弾形の一側面を大きく切取 り, その切開日の周辺に幅広の庇を取 りつ

け,両側面中央に円子とを穿つたものと復原される。背面の頂部から胴都中央附近までと,正面右側

庇裾部と,左側庇から円孔部周辺の 3破片のみである。円孔の位置から見て,おそらく把手はつか

ないと考えられる。巻き上げ技法の痕跡をとどめ,外面は縦に,内面は横に刷毛目がつ く。内面に

は多量の煤が付着する。

黒色土器 (241)  椀が2個体ある。 内面と口緑部外面が漆黒色で,外面下部は茶褐色を呈し,  黒色土器

内面の端部 6mmほ どを残して下方は横に丁寧にへらで磨き,外面も粗く磨いている。

須恵器   杯A・ 杯 B・ 皿A・ 蓋A。 蓋 B・ 蓋 C。 蓋D・ 高杯・壷A・ 盤A・ 鉢A・ 甕A・ 甕B   須恵器

の器形がある。

a tt AI(6) 口径 18 cm,高 さ 3.5c mほ どで,外傾する口縁部と底都の境は稜をなし,底部

下面にへら切痕をとどめる。*

b tt AIV(5) 深い器体の底部 と口縁部との境はへらで削つている。

C ttB(1～4) 杯Aの底部のやや内側に低い高台のつくもので,大きさで Ы (3,0,BI ② ,

BⅢ (1)と 分類することができる。 うち 1と 2は灯火器に用いた痕跡がある。

d ttA(7・ 8) 短 く外反する口縁部と下面にへら切痕をとどめた平らな底部をもち,日縁部と

底部の境は明瞭な稜 となる。大きさは一定でない。

e ttA(10～ 13o18) 屈曲する縁郡と平らな頂都からなり, 上面中央がわずかに隆起したつま

みがつ く。頂部の仕上げ削りはやや粗い。青灰色硬質のものが多い。特に大型のAI(18)と その他

の AI(10～ 13)にわ1/jられる。AIは杯Bの蓋になるものであるがぅ内面に墨が付着し,中央部分

の表面が磨減していて,硯 として使用されたと考えられるものもある。**

f ttB(14～ 17・ 19) 縁都は屈曲せず,頂部もまるいもので,平 らなつまみがつ く。 頂部の仕

上げ削りは丁寧である。 ttAと 同様に大型のBI(19)と その他の BI(14～17)に大別できる。縁端

部を見ると,断面が 3角形に近く鋭 くおわるもの (17)と まるくにがくおわるもの (14～ 16。 19)が あ

り,前者は青灰色硬質であるのに対し後者は暗梱色やや軟質で胎土に細砂を含んでいる。この両者

は細分せねばなら7EXも のかもしれない。***

g ttC(9) 嶽部は屈曲せず, 頂部は平坦であつて,縁端のまるいつまみのつ くもので,やや

* 底部外面の渦巻状の痕跡で, ロクロ台から切離し

た際のものと考えられ,へ ら切痕と仮称するЭ

器 この類の蓋を硯に使用した例は,船橋遺跡や飛鳥

板蓋宮伝承地の出土品にもあつて,古代に広 く行わ

たていたものと考えられる。『船橋 I』 p.36『平以

宮跡・伝飛烏板蓋宮跡調査報告』 (奈文研学報10)

昭36 p. 26

*キ十この差はおそらく生産地の違いによるものである

まいか。蓋Aは蓋Bの青灰色硬質のものに近いが,

胎土がより密である。

7
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小型 (直径12 cm前後)である。縁端部をお りかえしてまるくなでつけるのが特色である。青灰色硬

.質 である。

h tt DIoの  平らな頂部に垂直に近い縁がつ くもので,壼類の蓋である。

三 高杯  径 7cmほ どと復原しうる脚部の脱離痕をとどめた杯部底部の小破片で,高杯 と推定

しうる程度で詳細は不明である。

, 壷A Cl) 通常鉄鉢と呼ばれるもので,内彎する日縁部と鈍角の尖底からなる。青灰色を呈

す るが,外面上半が暗調で下半が明調になつているのは重ね焼きを示すものであろう。

k ttA(22) 平底で,大きく開 く日縁部を持つ大型の器形であるが,ロ クロによる水びき技法

で成形している。なお, この器にSK217出 上の 1片が接合した。

1 鉢A(23) 口縁部の破片のみで,全形を知 りえないが,「す り鉢」の一部分であろう。*

m 甕 (24～26) 巻き上げ技法で成形した大型の器形である。 日縁部が外反し端部を下へお りま

げた りして, やや手を加えた甕 A(2■ 26)と , 日縁部が直口でひき上げたままあまり手を加えな

い甕 B(25)に 2大別できる。26の 口緑部外面は青色を呈し焼成前に酸化鉄を含んだ泥土をぬつた

ものらしい。**内面の叩文は26では丁寧に消されている。25は,灰白色やや軟質で胎土に砂粒を含

み,他の青灰色硬質のものと異なる。

B SK 217出 土 土器  (PL.47,27～ 3の

土師器と須恵器がある。須恵器盤Aの 回縁部片が SK 219の 22に接合し,遺構も同様な土城で

あつて,SK 219と 同時同性格のものといつてよい。土師器には杯A・ 椀A・ 皿Aがいずれも I・

Iと もに,蓋AIo高杯AI(断面10角形の脚筒部片)・ 甕AI・ 甕 Bな どが数個体ずつあるが,SK 219

のものに完全に一致するので省略する。 なお,杯 A・ 皿AにはboC両手法のものが認められる。

須恵器には SK 219に みられぬ瓶や甕 Cがある。瓶29は,球形の器体に長い日顕都 と高台がついた

もので, 日頭部基部は 2段構成
料*で

ぁる。 ttC30は 長手の器体に屈曲した口縁のつ くもので,底

郡を久いている。外面は平行叩日,内面には当型の周縁による円弧形の痕跡がある。胎土,色調は

斐 B25に類似する。その他に杯 B(20・ 蓋AOつ 。琵Aがある。

c SG 180 出EL土器  (PL.48～ 50,251～ 263・ 31～44)

聖票
部出土  保存状態が悪 く,細部や手法の観察は困難であ り,記載のないものは整形手法の不明なものであ

る。土師器では,杯 AI(bP)051・ 252)。 椀 AI(257)。 椀 AI(258)・ 椀 C(259。 260)・ 皿 AI(b?)

o56)・ 皿AIb o5つ 。皿 AI(c?)055)は 器形及び判明する技法では SK 219出 土土器 と一致する

が,異つたものに杯 C(253)。 椀 A弧 (26の 各 1例, 椀 B(261)2例 , 皿 B(263)1例がある。杯

Cは浅 くて,日縁部の彎曲に特色があ り,椀 AⅢ は AIょ りさらに小型であるが, ともに整形手法

はわからない。椀 Cは底部外面をへらで削 り, 口縁部は横になで,外面はその上をへらで磨き,内

*「す り鉢」の名称は績山浩―「手工業生産の発展」  ては,構崎前掲論文にしたがつて,頸部基部までい

(世界考古学大系3)昭34に 見える。          つきにひきあげそれに口頸部をつける2段構成 と
,

絆 裕崎彰―「土器の発達」 (世界考古学大系 4)昭   肩部までひきあげたものに粘土板をあてがつてふさ

36p.135に 述べられている「大型塞の表面に黄土   ぎ,そ れに開口して口頸部をつける3段構成とにわ

(酸化鉄)や泥土をぬる」手法である。        ける⑤

帯*こ の種の瓶の頸部と肩部の接合部分の手法につい

σ8
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面は日縁部に放射状,底部にラセン状の暗文がある。皿 Bは小型で, 日縁部が屈曲する。底部外面

は成形後仕上げない a手法らしい。他に断面 8角形の高杯 AIの脚筒部片や,外面に刷毛日のつい

た甕の破片がある。

須恵器には杯 AI(40)・ 杯 AI(38。 39)・ 杯 AⅢ (37)・ 杯 BI(36)・ 杯 BI(34)・ 杯 BⅢ (33)。 杯

BI▼ (35)・ 皿B(41)・ 蓋 AI(32)。 蓋 AⅢ (31)・ 蓋 DI(42)。 瓶 03・ 4つ と甕の破片があ り,杯 A

・ B類の口緑部 と底部の境界が稜にならず,ま るくなるものの多いこと,蓋 DIの縁端部の粘土の

つまみあげ部分がかな り高いことが注意される。

D SK 220出 」土上碁:(264～ 266)

保存状態は良好で,土師器には杯 AIb l個体・椀 AI(264)1個 体 。椀 A12個体・椀Cl個体・

皿 AIb l個 体・皿 Alb(265)5個 体・皿 AIc 2個 体 。甕 AI(26の 1個体があ り,須恵器には杯

B11個体 。杯 B11個体・皿Bl個体 。蓋 A11個体 と甕がある。 須恵器はすべて小破片である。

E SD 126-B出 土 [上群

'(PL.48・

50,267～ 272・ 45～56)

調査地域の北端に近 く東西に走る浩中から出土した土器群で,保存状態は良 くない。土師器には

杯 AI(bP)067)・ 椀 AI(269)・ 皿 AIb(271)。 皿 AI(cP)G72)・ 皿 AI(b?)・ 皿 AIcと 断面

9角形の高杯 AIの脚筒部片がある。271の 日緑部内面には放射状暗文が認められたが,底部上面

のラセン状暗文は確認できない。268は黒色土器でち 内面と日縁部外面は漆黒色を呈し,横にへら

磨きされているらしく,底部外面は茶褐色となる。須恵器は,環状の変形つまみのついた蓋A195)。

蓋AⅢ (46。 47)・ 蓋 Cと蓋 DIの小破片・杯 AI(49)。 杯 BI(50・ 51)・ 杯 BI(5o・ 杯 BⅢ (52・ 53)

皿A C8)・ 甕A(5の 。甕 B(55)が ある。甕A56は 肩部が張 り,稜になることが注意される。

F SK 107出 」主上番

'(PL.49・

50,273～ 285・ 57～ 67)

礎石を埋没した土壊から検出した土器群で,色調は変化しているが,保存状態はやや良好である。

土師器では, 杯 AId(273)。 椀 AI(283)・ 椀 AI(277)*・ 椀 C(275・ 276)・ 皿 AIb o81・ 282)o

皿 AIb o79)。 皿 AIc(280)と 甕 Bの小破片があ り,SK 219に みられるものと同様である。その

他に杯AIb o74)。 盤 A(284)。 高杯 AⅢ o78)・ 甕 A198の がある。274は端部の屈曲する口縁部

の内外を横になで, 底部下面は他のへら削 り底のように削 り痕が平面 (PL.52フ 。3)と ならず,へ ら

の幅の狭い部分を当てて削つたものらしく,lCm幅 ほどの凹面をなす細い削 り痕 (PL.525)**を

とどめている。 284は直径 41.5cmの大型の深い器形で, 外面は横に丁寧にへら磨きしているが

内面の整形手法は不明である。***278は 断面11角形のやや長い脚部を持つ小型の高杯で,杯部下面

は横にへら磨きしているがぅ上面に暗文はない。 285は 日径 20 cm前後の大型の甕で,把手はつ

かない。なお,椀 Cには灯火器に使つたものがある。 須恵器は少量で,杯 AⅢ (6の 。杯 BI(58)。

杯 BI(5の・杯 BⅢ (60・ 61)・ 皿 (66・ 67)。 蓋 AI(5の 。蓋 AⅢ (6の 。蓋 DI(65)。 壺 B(64)と 壷A

および瓶の小片がある。

キ 椀 A卜 AⅡ は外面の保存不良でへら磨きを確認で  *十*外面のへ ら磨きと器形からみて,鉢でなく盤とし

きないが器形からみてへら磨きしたものであろう。   て饗膳に用いた器 と推定される。『船橋 I』 第15図

半* この種の痕をとどめるへ ら削 り手法は,船橋 B地    304,305と 同様な機能をもつたものであろう。

点,飛鳥板蓋宮伝承地出土土器にも認められる。

第 Ⅱ期の溝
出土土器

礎石埋没羨
出土土器



南限境界濤
出土土器

平城宮発掘調査報告 1

G SD 106出 」主上碁革 (PL.48・ 50。 51,286。 68～73)

SD 106の 底に近い埋没土中から出上した土器は, 録存状態が悪 く,土師器で全形を知 りうるも

のは皆無に近 く, 皿 AIc 286が 完形に近い唯一例 といつてよい。 須恵器で注意されるものに,杯

BI(70～ 72)。 重A(68)・ 壷 B(69)・ 甕 B(7の があ り,そ のうち尖底をもつ68は,灰白色やや硬質

の胎土は緻密なものであつて,おそらく愛知県猿投山古窯群の製品であろう。*731よ やや軟質の胎土

の粗い土器で,内外の叩日もかな り粗木である。

H SK 134出 土土 器 OL.48～50,287～ 299・ 74～79,PL.114)

小土痰から一括した状態で土師器24個体分,須恵器 7個体分が発見されたが,欠損したものが多

くぅ廃乗された時すでに破片で失われた部分があつたものであろう。土師器は保存状態 tよ不良で,

整形手法をほとんど確認することができないがぅ 杯 AI(b?)(287・ 288)2。 杯 AI(b?)(289)1・

椀 AI(294)2・ 椀 AI(293)2・ 椀 C092)2・ 皿 AIb(297)1・ 皿 AI(c?)(298)1。 皿 AIb

(29の 3・ 皿 AIc(291)3。 盤A?の 口縁部小破片 。蓋 AI(295)2。 蓋 A11・ 蓋 BI(296)1・ 甕

AI(299)2がある。須恵器は杯 AI(78)。 杯 BⅢ (77)。 蓋 AI(74)・ 蓋 AⅢ (75)・ 蓋 DI(76)。 壷

C(79)が あ り,蓋 AIが 2個体の他は 1個体ずつである。

I  SB 143,194-B 出ユ五上器  (PL.51,80～ 87)

掘立柱抜取穴から検出された須恵器で SB 143では 81・ 86が東14南 1,82が東 13南 1,84・

85・ 87が東 1南 1,SB 194 Bで は80が東 7南 1,83が東 8南 1の各柱穴から出土した。81では端

部のお りかえされた筒形の日顕部の中央に浅い凹線が 2条めぐり,ま るい体部には外方へ摩んばつ

た高台がつ く。肩部は口頸部基部までいっきにひきあげずに一度粘土板で開口部をおおいそれに口

頸部をつけた 3段構成 となる。肩部上面にはもと灰釉が施され,窯中で消失した痕跡をとどめ,灰

釉土器であつたと考えられる。 灰白色堅緻な胎上である。 この上器は, 器形 。灰釉・胎土などか

ら,愛知県猿投山古窯群の製品であることが判切 し た。 82は肩郡がはつて稜のある瓶であって,

3段構成である。胎土は灰色の堅緻なものでゥ肩部 と頸部の外面に薄緑色の自然灰釉がかかつてい

る。この上器は,器形・胎土などからみてぅ岡山県寒風古窯群で製作されたものであろ う。
**83は

やや小型の丸い体部に 3段構成で口頸部がつき,低い高台がつ く。85は 口頸部までいっきに引きあ

げて成形した 2段構成のもので,糸切底に高台がついてお り,84の ような口縁部になるものであろ

う。 86の平瓶は把手の 4角 な基部を残す体部の約半分の破片で, 口縁都 と把手の大半は不明であ

る。87は外面にΠロロをとどめず,内面の当型も特殊であ り胎土に多量の細砂を含み,粗質である。

キ 愛知県猿投山古窯群の製品については,裕崎彰一

氏の御教示を得た。なお,川原寺出土品『川原寺発

掘調査報告』 (奈文研学報 9)PL.55131は 器形そ

7θ

の他でこれとほぼ一致するものである。

料 岡山県寒風古窯群の製品については山田英輔氏

の御教示を得た。

第 IV期建
物柱穴出土
土器

J  SB l16 出土土 器  (PL.48～ 51,300～ 314・ 88～ 92)

第I-3期建  SB■ 6の雨落溝特に東溝から, 土師器・須恵器がかな り出土したが,床土に近 く不安定な状態
物雨落濤出
土土器   におかれていたため,保存は良 くない。上師器では,杯 AIc(304・ 305)・ 椀AIc(306・ 30り・皿AIc



第 V章 遺 物

(309～ 311)。 皿 AIc(31リ カミ圧倒的に多い。 これらでは,整形手法を確認しうるものがすべて口縁

端部まで外面を削るC手法であ り,全体的に器高が低 く,さ らに端部をつまんで横になで,端部外

面が凹面になるものの多いことが注意される。313は手法は不明だが,やや深い器体 と口縁部の外

反程度からみて皿 AIと は別の系列に属するものかもしれない。高台のつ く杯 BI(302・ 30の はこ

れまでにはみられない中型の土器で,外面は横にへらで磨 くのが原則である。この杯 B類に伴 う蓋

AI(300。 301)は,全体を 4分割しその各々で口縁端まで一度に磨 く手法のもの(PL.5211)で ある。

重 B(308)は ,須恵器董B(64・ 69)を模したと考えられる器形でぅ外面は丁寧に横にへらで磨いて

いる。甕 AⅢ (31つ は保存悪 く, 外面の刷毛目などを観察すべ くもないが,口 縁部の屈曲度はやや

注意をひ く。火熱を受けて赤化している。 須恵器には,杯AT(91)・ 皿 B(90)。 高杯 (88・ 89)・

董C(92)が ある。高杯は皿形の杯部に太い脚部がつ くもので, 89は青灰色で胎土が密であるのに

対し,88は暗灰色のやや粗い胎土で,おそらく産地が違 うものであろう。88の 脚都にはしば り技法

による粘土のねじれあとが認められる。

K SK140出 土 [上群

'(PL.49～

51,315～ 322・ 93～102,PL■ 1・ 2)

この上療からは,完形に近い多量の上師器特に食器類が少量の須恵器を伴つて出土した。各器形

の組合せやその数量的関係などで興味ある事実を示す資料 と予想されるが, 日下整理中であ り,完

了後に詳細な報告を行 うこととして, ここでは代表的なものについての簡単な説明にとどめる。

土師器には,杯 AIc

(31の 。移せAIc(317)。

椀 AIc(319)・ 椀 Bc

(318)。 IllL AIc (322)・

皿 AIc(321)が多数を

しめぅ これらはすべて

C手法であるが, 口嶽

端部直下が凹彎するも

のが多いので,*その凹

彎部が削れずに残るこ

とがある。tt BI(316)

ィょ SB l16例より器体

が浅い。320は 口縁内

外を横になで,底都外

面は成形時の凹凸のままで整形せず, 内面には粗いラセン状の暗文がある。須恵器は杯 BⅢ (94)・

皿B(98)力 あ` り,蓋AI(97)は器体の厚さが均―で,縁都の屈曲が内外面でほば平行してお り,蓋

DI(96)・ 蓋 DI(95)で は縁端部のつまみあげがない。 99は底部に小孔を焼成前に穿つた浅い皿形

の特殊なものである。高杯 (100)は 杯部の破片で,透孔のある径 4cmほ どの脚部のつ くことがわ

かるのみであるが,灰白色の堅緻な胎土は82に類似し,おそらく岡山県寒風古窯群の製品であろう。

■ この日縁端部直下が凹彎する傾向は,成形時に横

になでる部分が,外面ではせまくなつて口縁部上部

のみに留まる傾向と関連するものと考えられる。

多量の完形
土師器の出
土

Fig■ 5 SK140上 器出土状態実測図



南土塁の濤
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平城宮発掘調査報告 I

平瓶93は,断面矩形の平らな把手 と端部が外方へまるく曲げられた広い口頸部が,高合つきの肩部

が稜をなす平らな体部につ くもの全 体部と把手の上面には淡緑色の灰釉が厚 くかけられている。

灰白色堅緻な胎上で,器形・灰釉・胎土 。色調などから愛知県猿投山古窯群の製品であることは疑

いない。その他に甕 B(102)・ 甕 C(101)が ある。1021よ胎土焼成 ともに特に良好な土器である。

L SK148出 」主上群|(PL,48,49,341～345,PL lⅢ3)

土師器■個体 と須恵器 1片があるが,完形になるものは少い。土師器は,杯 AIc(34の 1・ 椀AIc

(342)3・ 皿 AIc(345)3・ 皿 AIc(344)3で,すべて外面を口縁端部まで削るC手法のものであ

る。341は皿 AIに近い。須恵器片は高杯脚部の透孔周辺の一部かともみられる小破片である。

M SA109出 土土器 (PL.48～ 50・ 54,323～ 339・ 103～118)

主 として北浩内の堆積土中から検出されたもので, 保存状態は悪い。 土師器, 黒色土器, 須恵

器,施釉陶器がある。 土師器の大部分は,杯 AIc(323・ 32つ 。杯 BI(327・ 328)。 椀 AIc(337)。 椀

AIc(336)。 皿 AIc(329～ 331)・ 皿 AIc G32・ 333)か らな り, C手法が圧倒的である。しかし,杯

AI類の 325や皿 AI類 ?の 334は, 日嶽都が鸞曲し,外面はわずかに上部を横になでるのみで,以

下は仕上げをしない。蓋には AI(326)と BI(33の 乃ミある。 高杯 AI(338)は ,下面を荒 くへら磨

きした杯部に断面 7角形の長大な脚部のつ くものである。この他に,円盤状の浅い器体に高さ lcm

ほどの高台のつ く皿や,甕 A類の破片などが少量ある。甕A類には叩日のあ る破片が 1個体分 あ

る。黒色土器では,低い高台がつきその附近の外面のみ茶褐色でその他は漆黒色を呈する杯339や ,

内面 と口縁端部外面のみ漆黒色を呈し,外面に煤が付着した甕がある。須恵器は,杯 AI(■0)・ 杯

BI(109)。 杯 BI。 杯 BⅢ (10o。 皿A(1■・112)。 蓋 AI(10の 。まるい頂部をもつ蓋 BP(107)・ 蓋

DI(103・ 100。 変形のつまみがつき縁部の短い蓋 E(105)と ,ろ くろのみずびき技法で成形 した

115と まきあげ技法による114がある盤。みずびき技法による鎌 C(113)。 まきあげ技法の甕A(■つ

甕 B(118)甕 C(116)がある。 蓋類のつまみは中央が隆起して宝殊形になるものが多い。 109の 下

面中央に墨書の「麦」があ り,118の 日縁部外面にへら書の文字がある。

施釉陶器(PL.542～のには, 白茶色軟質の胎上で白 。緑・褐の三彩釉を内外にかけた蓋形土器片

71(2)。 須恵質に近いがやや軟質で灰色の胎土に淡緑釉を内外にかけた切高台の椀片 1(5)。 同

じような胎土, 釉だが平底になるもの 1(4)と 同様な胎土にやや濃い淡緑釉を内外にかけた椀片

1(3)と , 砂粒を混入した赤褐色やや硬質の厚手 (lcm)の器壁の片面に黄褐色の釉をかけた破

片 1(6)がある。*

N 平城官廃絶後 の土器

以上で平城宮に関連した遺構から出土した土器群のうち整理の完了したものについて報告したの

であるが, このほかに平城宮以後の時代の遺物が少量ある。特に著しいものを次に述べよう。

SA 109北溝附近の床土近くから愛知県猿投山古窯群製の灰釉皿 (Fig.16巧)が土釜類を伴つて

出土している。灰白色の胎土で淡緑色の灰釉が上面にかけられたものだが,灰釉はほとんどが象J離

+ 6ABμ A地 区から灰色軟質の胎上に淡緑釉を内外にかけた緑釉土器椀 (PL.547)ヵ ミ出上している。

7Z



Fig.16 平城宮廃絶後の上器実測図

している。SE 168で,最後に改造された井戸(C)の底部の堆積泥土中から,黒色土器 3・ 土師器

3(Fig.16)を検出した。黒色土器椀 (1)は 内面 と外面端部が漆黒色を呈し,内面は口縁部と底部

にわけて横に密にへら磨きしている。 外面は凹凸のままである。土師器皿 (2,3)は ともに硬質で

胎上の粗い茶褐色の土器で,外面は一切仕上げない。上釜 C)は砂粒を含んだ茶褐色のややもろい

土器で, 口縁部と鍔部の破片のみである。

O墨 書 土 器 類 (PL.53・ 5⌒1)

土器に文字を記したものが■点ある。墨書 9点・へら書 2点乱 土師器 7・ 須恵器 4である。出  墨書土器

土地点は SK 219の 6点カミ最も多い。

第 V章 遺 物

1「弁境勿他人者」 SK 219出 土の上師器の杯 AIb 202の 口縁部外面に横位置に右から

左へ墨書したものである。「境」は土器の呼称の 1つである。*文意は「境を弁別し,他人のものと

するな」といつたものであろう。**

2「弁始勿他人取」    1と 同じく SK 219出 土の土師器杯 AIbの 口縁部外面に墨書した

ものであるが, この上器では, 最終字「取」のやや後方に径 0.5cmほ どの小孔が穿たれている。

1と は第 2字***と 第 6字が異なるが,文意はほぼ同じであろう。1と 2は同器形でありながら「境」

「始」と2通 りに呼称していることは興味深い。

3 「男」(3字)。「麻呂」。「麻」力 (3字)・「再」ヵ SK 219出 土の上師器椀 AIの内

面に墨書したもので,荒い筆致である。同一文字の反復で習書であろうか。左端は麻昌,中央上か

ら床 。男 。男 。再,右上から麻・男・麻 (上から消す)と ある。「麻」と「男」の重複からみると,

先に「男」を書き,後で「麻」を記したものである。

4表   「津」(6字 ) 裏  「□□□」「神」(5字)。「灌」(2字 )

SK 219出 土の上師器皿 AIcの 内外面に塁書したもので,内外ともに数文字の反復であ り,習書

であるう。外面は「津」が 6字あ り,内面は右に「濯」2字,左に神が 5字たてにならんで書かれ,

神の上に太 く3～ 4文字ほどあるがわからない。

5 「広」 SK 219出 土土肺器皿 AIa 213の 底部外面中央に墨書で 1字「広」 と記 され

*古記録に散見するが, 1例をあげれば宝字 2・ 7の   る。しかし,後者では「サハリ」と訓があり,「サ

東寺写経所解 (大 日古4-278)に麦境 とみえる。    ハ リ」は朝鮮語の「サパル」 (陶 器の鉢の意)に通

■卜 弁を動詞とせず,「弁塊」と熟して読むのも一案   ずるもので,お そらく関係あるものと考えられ, こ

だが,意味が不明である。              の墨書土器例も通常用器であつて,あ えて祭器 と考

料■「始」は延喜大学寮式釈尊条と貞観儀式践lT大 嘗   える必要はあるまい。

祭儀項河内国新造器中にみえる。いずれも祭器であ
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ている。
*

6「秋□」    SD 126出 土須恵器杯 A154の底部外面に墨書があるものだが, 1部が失

われていて第 1字「秋」がわかるのみである。

7「麦」     SA 109北 溝出土須恵器杯 A1109の 底都外面中央に塁書で 1字「麦」 と記

されている。

8「平安」    SK 238出 土須恵器蓋Aの上面中央から外側へたてに「平安」の 2字を墨書

したものである。

へら書土器 9「 □鳥」    SK 107出 土土師器 (皿AⅡ P)の 底部破片外面に焼成前にへら書したもので

あるが,上字は不明で下字のみ「蔦」 とわかる。

10「奉」     SA 109北 浩出土須恵器甕 B l18の 口縁都外面に焼成前にへら書したもので

ある。

11「□□□□□□」    SK 219出 土土師器鍋 A249の体部上部に横に墨書したものだが,

墨が うすれて判読できない。(PL.541)

4 金属製品その他

A金 属 製 品 eL.5の

万年通宝  万年通宝・神功開宝  万年通宝銭 2枚, 神功開宝銭ユ枚が SB 145西妻中央附近の第 1期 と第
神功開宝

Ⅲ期の整地層の境でさしに通したような状態でまとまつて検出された。

万年通宝銭はいずれも「年」字の第 4画が横になつたいわゆる「横点万年」銭である。神功開宝

銭のうちに 8枚は「功」字のつ くりが細長い「刀」で第 4画の末端が撥ねあがらないいわゆる「長

刀神功」銭に属し(下 2段),1枚は「功」字のつ くりは「刀」だが第 4画の末端が撥ねあがつたいわ

ゆる「撥神功」銭であり(上左2), 1枚 は「功」字のつ くりが「力」となつたいわゆる「力功神功」

銭であるが (上左1),他の 1枚は銹が著しくて類別できない (下右2裏 )。

鉄釘   金属製品としてはその他に, SA 109ゴ ヒ濤 。SK 140な どから出土した鉄釘などがある

が,いずれも断片であつてみるべきものはない。

B繊 維 製 品 (PL.55つ

麻布    床布片が SK 238か ら出上している。方約 14 cmの もの乱 折 り重なつて検出された。西村兵

部氏の調査によると次の女Hく である。

この麻布は平織のものである。全体的にみて,経糸は緯糸より細手である,経糸はかなりつよく張って真

直ぐに通っているが,緯糸は撓曲して,布の断面からすれば経糸は直線にならび,緯糸は経糸の間を蛇行し

ている状態である。このことは緯糸をとおすにあたって,引張るちからの弱いことをしめしている。経緯糸

はともに左撚 り(S撚 り)がかかっているが,経糸の撚 りは緯糸のそれより強い。糸の密度は経緯糸ともlCm

間に平均22本がかぞえられ,奈良時代の調庸布,衣服にみられる麻布と同程度の密度であり,瓦の面にみら

れる布目から推される麻布の密度は平均 7～10本であるから, これは倍以上の混みである。 経糸の太さは

0.5mm位のものが多く,03～0,35 mmの ものもかなりみら,化 る。緯糸は 05mmの ものから0,7な いし0.8

十 大阪府柏原市船橋遺跡出上品のうちに,椀形土器底部外面中央に墨書「広」のあるものがある (PL.5卜6)

7イ
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mmのものにわたっている。経緯によって撚 りに強弱のある点, また経糸が緯糸にくらべて細くなっている

点は本麻布の特徴である。

C 漆  製  品 (PL 56-1)

網状漆製品が SK219の 灰色砂質土中から出土した。布目順郎氏の断面観察によると,(PL.5619

10～20μ 程度の黒褐色の黒漆の層(A)のなかに,主体が黄ないし黄褐色のニカフ状物質からなり植

物繊維 (苧麻?)が散見される部分 (B)と かなりの空所 (C)が認められる。おそらく,床繊維をニ

カワまたは生漆で固めた紐で経緯交互に O.3cmほ どの間隔をおいて編んだ曲面の網を黒漆 でなり

かためたものであるが,断片のためもとの形態,大きさは不明である。周縁部にあたると推定され

る部分は 0,7cm′まどの幅の漆膜となつて残存しているが,芯部は消失している。形状網目の大き

さなど正倉院蔵の冠断片*と ほぼ一致するものである。

D 木  製  品 (PL.55,Fig.17・ 18)

木製品の大部分は SK 219から出土し,その他に SK 217・ SK 218か ら少量の木片と檜皮が検

出された。また SK 219か らは前述した木簡のほかに,杓子・箸・ 曲物底板や,本炭 。たきぎ。木

片・檜皮などが出土している。

a 杓子 (PL 55 1,Fig.171) 全長 29.6cm,幅 1,3cm,厚 さ 0.5cmの 長方形で扁平な板の

一半を削りせばめて柄を作 り出し,他端の隅をまるく削 りおとして先端としたものである。先端は

両面ともに磨滅しよく使用されたことを うかがわせる。材はヒノキである**。

b 箸 (Fig,17弓～5) 長さ 25,4～20 cmで, 断面 6乃至 8角形に削 り,一端を細 くしたもので

ある。材はヒノキである。

Fig 17木 製 品 実 測 図

* 正倉院北倉所蔵の御冠残閉 (題 箋番弓 205)で
,

勝宝 4年 (752)4月 9日 の大仏開眼の際に聖武天皇

光明皇后が着用になつたものと推測されている。

帝室博物館編「正倉院御物図録J3る 第51図

キト 木製品の材質は小原二郎氏の御教示による。

網状漆製品
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曲物底板

木炭

たきぎ

平城宮発掘調査報告 Ⅱ

C 曲4/2底板 (PL.55Q F造 .1を6)

直径 10。lcm,厚 さ 0.6cmの 円板乱  材は

ヒノキである。

d その他 2(PL.55翌 )は下半を両 側 か ら

削 り尖らせ,上端より 9cmの ところに径 0.2

cmの小孔を穿つた付札形のも の で あ り, 8

(PL.558)は 幅 3.9cm,厚 さ 0.6cmの ヒノキ

の板の一端につまみ状の突起を削 り出したもの

で,他端は折損している。 9は幅3.Ocm,厚 さ

0.8cmの やや三味線胴形に近い断面 を した長

方形の材でぅ一面には鋭利な刃物による傷痕が

ある。一端は折れているが,現在長 25.Ocmで

ある。材はスギである。両者いずれも用途は不

明である。

e 木炭 (Fig 18) 約 300個 出上してお り,

その うち 7割弱はいわゆる「なら炭」「かし炭」

と呼ばれるカシ属の樹木を原料 とした もの (左

上)が しめ, 2割 強はンイ属の樹木(上左2)を ,

1割弱はニン属の樹木を原料 としたもの (左下)

である。また,ア カマツと思われるマツ属のも

Fig,18 木 炭 。た き ぎ

のが 2片ある。

f たきぎ (Fig.1の  木材を細か く縦割 りしたたきぎが約1000本出上した。 ほぼ方 2cm,長 さ

35～40 cmほ どのもので,方 0.6cm,長さ 15 cm程度の割 り暦 ともい うべきものも含まれている

が,比較的大きさが均―なものが多い。半数以上は焼けこげた痕跡があ り,おそ らく燃料 としたも

のであつたと考えられる。 なお,たきぎの中には原材における加工痕跡を留めるもの (Fig.18右 4)

がある。 2本のスギ材 と1本 のマキ材のほかはすべてヒノキ材である。 ヒノキ材の年輪は脈が大き

く間隔が密で,原料はかな り太かつたと推定される。あるいは建築廃材を割つたものであろう。

その他に木片が約 200片 出土してお り,肖1つ た り,鋸引きした時の切暦 と思われる。焼けた痕跡

は認められない。大部分の材はヒノキで,ス ギは 4片にすぎない。檜皮はいずれも断片であ り,原

形の大きさのわかるものはないが,現存晶で最大長は 55,2cm,最大幅は 6.Ocmである。 屋根葺

材 と推定されるが,釘孔などは認められない。

E自 然 遺 物 (PL.57,別表 2)

SK 219か ら果実・種子・葉・樹枝の自然遺 /1・2を検出した。 日下整理中であるが, これまでに種

またはおおよその所属が決定したものは 35種 (】 u表 2)である。果実 。種子などの小型の自然遺物

は28種ある。丹信実氏の整理結果によると,フ ジの種子力除 くほかは有用植物で,食用 とな りうる

ものが23種ある。すなわち,澱粉料植物 としてハンバ ミ・ クリ・ イナイガン・ シラカシ・ トチノキ

・ ヒンがあり,果菜 としてウリ類,果樹 としてクル ミ類 。アンズ類・ ヨダイモモ・スモモ・ カキノ

7δ
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キ等が数えられる。自然遺物のうちで最も数多 く出上したクル ミ類は泊料植物であり,食用に供す   クルミ

ることが出来るが,ア ブラギリとともに灯用その他工芸料としても使用できる。クルミ類にはナガ

グル ミ・オニグルミ。ハリサキオタフクグル ミ・ ミブナシオタフクグルミ・ ヒメグルミ・テウチグ

ル ミの 6種がある。*いずれも核果は縦割 りされ,油脂をふくんだ胚乳を摘出使用したことを示して

いる。そのうちには核先端を欠 くものや核外面に焼痕のあるものもある。また,今回の出土品中に

チヤの種子と,ネ ツカアンズの核果がみられたことも注意すべきことである。後者は熱河産のもの

と全 く一致しており,従来知られていたマンシユウアンズ 。そウコアンズとも異なるものである。

樹枝は 7種を数えることができる。小原二郎氏の同定によると,シ イ属のものが最も多 く, ヒノ

キ・ カシ属のものがこれにつく
｀
。カン属のものとしてイチイガンの葉が検出されている。これらの

樹木が当時の植生の主体をなしていたと思われる。

* クル ミ属は本邦植物分布生態上, クリ帯の代表的

な落葉樹で,その堅果は変化性に富み,大 きさ 。核

の形状・核面の般及び核壁の厚さ等は一定しない。

今回の出土品は 6種 としたが詳細に検討すると,現

今北米東都地方残存野生種であるバターナットBut‐

ternutに 似た化石種のバタグル ミJuglanS Cinerea

Lり ごく普通の樺 太・】ヒ海 道・本 州・四 国 及 び

九州に分布す るオニグル ミ 」uglans mandschrica

WIAXIM,Var.aCuta KITAM。 (=」・ ailanthifolia

CARR.,(=J,Sieboldiana MAXIM.,nOn GoEPPERT.)

お よび ナガ グル ミ JuglanS Sieboldiana MAXIM.

var.shinanoana MAKINO(J.StenOcarpa MAXIM.)

あるいは中国原産栽培種であるテウテグル ミ (菓 子

胡桃)と 称せられる JuglanS regia L.var.orientalis

KITAM.に連なるものもあつて,極めて興味深い。

オニグル ミの変異用に属する種 と認められるものに

カ ラフ トグル ミ Juglans Sachahnensis (MIYABE

et KuDO)KoMAT., ゴエ フォ ニ グクレミ Juglans

mirabunda KoIDZ.,ト ガリオニグル ミJuglanS Al‐

lardiana DoDE, コシボソグフレミ Juglans COarctata

DoDE 及び 」uglans Lavallei DoDE の 5種類カミ

ある。またテウチグル ミとオニグル ミとの間種と認

められる Juglans Avellana DoDE及 び Juglans

notha REHDERに似たものもある。 これらオニグ

ル ミ系統のもののほかに古来栽培されて来たとメグ

ル ミ(1名 メグル ミ)。 オタフクグル ミと称せられる

Juglans lnandschurica MAXIM. var. cordiforanis

KITAM.nOn WANGENHEIM=J.Subcordiformis

DoDE)お よびその変種があり, ヒメグル ミとオニ

グル ミの間種,す なわち雑種 と認められるものもあ

る。
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1遺

遺跡の性質からすれば, この一郭が宮城内に配置された官衛の一区劃に当ることは,容易に考え

られる。その場合,最 も問題となる点は,建4/4群 としてのまとまりで,個々の遺構については,建

物がすべて簡単な掘立柱式であるために,建築的な考察を必要とする部分は少い。建物群のまとま

りには,その敷地の区き」が重要であるが,今回の調査では道路や宅地のために,そ うした境界部を

ほとんど発掘しえなかつた。したがつて,考察は現段階での仮説の域を出ないことをあらかじめ断

つておきたい。

A 建物 の規模・構 造

今回の報告に取 り上げた建物の数は,30棟であるが,建物は第 1～ Ⅲ期に 6回にわたつて建築さ

れ,何棟かずつ一群 となつて存在していたもので,第 1-2期 と″期の関係を除けば,各時期ごと

に完結し,造営時期の異なつたものが併存したことはない。建物の規模も各時期毎にかな りの特色

をもつているが,それは改めて記す として, ここではごく一llt的 な事項のみについて述べ よう。

建物はすべて掘立柱式で,地盤に掘込んだ穴に直接柱を立てたものであるが,中に 1例のみ柱下

に礎盤を挿入していた。 SB 211が それで,深 さ 50 cm程 の掘 りかた内に,方約 40 cmの 不整形

で上面平坦な石が据えられていた。*柱穴は身舎の本柱では,80～ 120 cm程のほぼ正方形で,深さ

も 70～100 cm程度が普通である。柱穴内には旧柱の残存するものもわずかに見られたが,大部分

は腐朽してしまい,ま た掘 り取られたものもある。痕跡によつて知られた旧柱はすべて丸柱で,身

舎柱の太さは径 30～38 cmま で,建物の大小につれて各種あつた。建物の平面では,身舎の周囲 4

面に廂をもつたものは30棟 中 1例のみで (SB 200,), 2面 廂の例が 6棟 (そ のうち SB 201に は南面に孫

廂がある), 1面廂の例が 3棟で,残 り20棟は廂をもたない。したがつて,建 4/2の 大部分が切妻造 り

で 4面廂の 1例 のみはおそ らく寄棟造 りであつたろ う。身舎はごく小規模な建物 1例 (SB 135)を除

けば,すべて梁間 2間であつた。**ま たその桁行柱間は13間が最大で 1例 (SB 143)あ るほかは 9

間 (SB 176)1例・ 7間 14例・ 6聞 2例・ 5間 10例 。4間及び 3間各 1例である。 身舎の柱間寸尺

は桁行,梁行共に10尺の等間としたものが最も多 くて16棟あ り,桁行10尺で梁行を 8.5～ 9.5尺 とし

た 3棟をこれに加えると,桁行 10尺等間の例が全体の%を 占めている。***こ の他桁行柱間寸尺を

9尺等間 (SB 236の み9.5尺)と し,梁行を 8～ 10尺にとつたものが 5棟,桁行を7.5～ 8尺等間で梁

行も 7.5～ 8尺 としたものが 5棟であつつた。以上すべての建物が桁行柱間寸尺を等間としている

■ SB 143で は,棟通 りの柱位置のみ掘立柱にせず,

小さな礎石を用いたらしいが, これは間仕切に関係

した補助的な柱で,主体部は擢立柱であつた。

78

料 第 7次調査の SB 293は 梁間 3間である。

キ料 柱間寸法は完数を用しヽることが普通なので, ここ

でも天平尺を用いて記載する。

弥

柱穴の状態

平面の種類

柱間の寸尺
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点は実用性を重視した明解な意匠の現われとして注目される。*

廂には梁行柱間寸尺を身舎と等しくしたものと,それより広 くしたものとの2種類がある。これ

を表示すれば Tab.8の とお りで, SB 176,200,177-A,186A,201の 5棟が前者に, 他の5棟

が後者に属する。

Tab.8廂 付 建 物 柱 間 寸 法 一 覧 表

X南北廂寸法が異なる。

Tab.8に よつて,前者の 5例がいずれも建物の全ての柱間寸法を等間にとつたものであること,

後者には身舎の桁行と梁行柱間寸法に差のあるものがあ り, また廂は身舎の 1梁間より3～3.5尺

広 くしていることなどが知 られる。

廂の柱穴には,その大きさや深さが身舎 とほぼ等しいもの (SB 200。 17を A・ 186A・ 201・ ■6)も あ

るが,一般にはやや小さく浅い。これは廂柱が身舎柱 よリー般に細いため,柱穴もそれにしたがつ

たと解されるが,その中でも特に小さく浅い例としては SB 176。 182・ 191の 3棟がある。例えば

SB 176は身舎柱穴が方約 85 cm深 さ 60 cmで あるに対して,廂柱穴は方約 55 cm深 さ 30 cm

ほどであ り, SB 181・ 191 も廂の柱穴は方約 60 cmである。 しかし,柱穴の大小が廂の構造と

廂の柱穴

* SB 135 1棟 のみ桁行 3間 の中央間をやや広 く取つているが, これはごく小規模で例外である。
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どのような関係があるのかは全 く不明である。*床をもつていたと思われる建物は SB 17o・ SB 180

-AoSB■ 6の 3棟であるが,床束痕と考えられた棟通 りに並が小柱穴が, いずれも本柱列にはな

く,その中間に配置される点は異例である。**し かしこれら3棟がそれぞれその時期の中心建物で

あることをみても,板敷であつた可能性は十分にあり,こ うした床束配置もあつたと考えられる。建

物内にあって床束と類似した小柱穴によつて構成されるSB 171(170の 内)や SB 192(191の内)も ,

その性格はよく分らないが,こ れと床束とは一連の工作らしくあるいは棚のようなものであつたか

もしれぬ。なお以上各建物の造営尺をみると,別表 1で明らかなように 297 cm(0。 98尺)を単位と

したものが最も多いが, 他に 300 cm(ほ tゞ現尺)や 295 cm(0,973尺)も ある。また出土した瓦類

が比較的少ない点からみて,こ れらの建物は瓦葺ではなく,檜皮葺もしくは板葺であつたと思われ

る。 SK 217・ 219の 土装中や SB 143柱穴埋土中に檜皮が相当量埋没していたから, 檜皮葺 と考

えるのが要当であろう。建物の規模に比べて柱径が割合小さい点も, この推定を裏付けるものであ

る。

B道 路 と 区 書1

1・ 」地区の性格  この地区にある第 I期までの遺構は,東西両区に連続する濤のみで建物は

ない。第Ⅲ期になると,こ の地区は柵で細長 く区劃されたらしく,そ の間に建物が 2棟あり,遺物を

埋没した土壊も柵内に範囲が限られている。そのために, この部分は道路のような性格をもつてい

たと判断されたが,も う少し糸H部を検討してみよう。平城宮の南北中心線がほぼこの地区の中央を

通ることは,現在の地形から判断されるが, 今回検出された遺構で第 1期 の SB 176東側柱列と

SB 205西側柱列,及び第 1-2期の SB 177東側柱列とSB 209の 西側柱列がこの想定線に対し

て対称となる。tt SA 233も 同じく想定線に対称と仮定すれば,今回発掘しえなかつた道路下にも

西側の柵があつてよいことになり,両柵間の距離は 14.5mと 推計される。ところで,想定される

西側の柵をも合めて柵とその両脇の建物の配置をみると,柵は建4///」 群の境界として実に適当な位置

にあたるものであるが,実際には造営期が異なるから併存したことはない。すると第 1期及び第 1

-2期にも,こ の柵 (第 Ⅲ期)に似たものがあつたのではなかろうか。もしこの仮定が成立つとすれば

ここに第 1期 。第 1-2期 。第Ⅲ期を通じて,幅 14.5m(天 平尺50尺)程の道路状空閑地があつたと

考えられる。しかしこの想定は第 I-1期にあてはまらないらしい。それはこの期の石敷濤(SD130)

がこの地区を通過するだけではなく,***それに SD 244が重なり,ま た南端の溝 SD 106も SD

244の 西端で中断するというこの地区のみに見られる特殊状況が存在するからである。第 Ⅱ-1期

建物 SB 170と SB 200が ,前述の宮城中心線とは対称にならず,両建物妻柱間の中点が約 6m東

キ 廂 の構造を大きく分ければ種を桁上で身舎種 と連

結 して,屋根面を一流れにしたものと,身舎軒下に

廂樺を入れてここで屋根に段ができるものとの 2種

類がある。また身舎が丸1柱 とした場合,廂柱を身舎

と同じく丸柱 としたものと,角柱 としたものとがあ

る。 これらは廂を身舎に対してその一部として扱 う

か, またはもこしのように軽 く扱 うかの差で,建物

の機能 も廂の構造によつて多少変化する。今回の調

査では小さな廂柱六で1日 住の形状が判明するものが

なかつたので, こうした構造上の問題には全 くかれ

B0

られない。

料 床桁を桁行方向に配せば床束と本柱位置とは必ず

しも一致する必要はないが,普通はこれをそろえて

いる。平城宮でも第 3次調査によつて検出された 6

AAQ―A地区の SB 163お ょび SB 164は 棟下で桁

行柱通 りと一致する位置に床束を配する。

キ■十 北端のSD 126も この地区を通過するが,そ の中

にこの地区内の部分のみ埋没時にやや大きな玉石を

埋めこんでいた。
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へ寄ることも注意される。 SD 244の規模や性格が明らかでないので確言しがたいが, この時期

の中心線は東寄にあり, SD 244が その中央部にあたるのではあるまいか。そしてこの北にはやは

り空閑地が取られていたものと思われる。l14列 で区劃された第Ⅲ期の状況が最も明瞭であるが,い

つの時期でもこの地区付近が東西区を分ける性格をもつていたことは想定して誤らないであろう。

6ABO区の周辺  第 7次調査までの段階では 6 ABO区 の遺構は, 東西両区を通じて,全

体が一連のものと解されるが, これを周辺と比較すると, 大体 6ABO区 の中だけで一区書」の建築

群となるらしい。前述した IoJ地区はその中での道路状空閑地であるが, 6ABO区 周辺には他地

域との境界があつたものとおもわれる。調査が周辺にまで及んでいないから, このことを引確には

し難いが,現状では次のように判断される。地形からみれば現在 6ABO区 の西方は佐紀池で, こ

の付近から西は急激に下がつている。この地形の下が りに注目するとこれらの遺構群の西限は現在

の佐紀池の東堤付近とみられる。北限として注目すべきは,SA 233が 6 ABO区 に北接する 6ABN

区まで延びず,こ の地区には現在までに全く遺構の存在をみない点である。後述(第Ⅶ章 1)するよう

に, 宮城周辺に存在した条坊の道路を検討すると】ヒ京極路より1町南の小路の線が丁度 6ABN区

の南部にあたる。するとここに平安宮古図でみるような宮城内で官衛地域を区劃する道路があつた

のではなかろうか。 SD 126は 第 1-1期に, この道路に関係した濤であつたと思われる。東限に

ついては全く知見をもたないが, これは I・ 」地区を中心として東西ほぼ対称の敷地であつたと仮

定すれば 6 ABO区東端付近にあたる。*

南限については, 6ABO区南辺に数条の溝もしくは土塁の存することが最も注 目され, この付

近に境界線が設けられていたことが想定される。第Ⅳ章で記したように,南接する 6ABP区で発

見された東西に長い遺構は宮域中心で分断されずに続き, 6ABO区が I・ J地区 (官域中′の で東西

に区喜↓された状況と異なつている。 また現在一条通 りが 6ABO区 と 6ABP区 の間に存在し, 旧

境界上に設けられたような様相を呈している。これらのことから南限はこの付近にあったと考えら

れる。この南限の境界には時期によつて移動があつた。すなわち第 1期はSD 105,第 1-1期には

SD 130と SA 106,第 1-2期から第Ⅲ期には SA 109である。これらのうち最も北にあるのは

SD 130で,南端の SA 105と の距離は約 20mある。このうち並存したと思われるSD 130と SA

106の 間隔が約 18mある点は注意され,こ の間が道路であつたとも考えられる。第 1-2期以降

は土塁が SD 130よ り約10m南に寄るが, SA 109は南の 6ABP区遺跡の北境と推定されるの

で, この場合には道路はなかつたものであろう。南限に道路があつたか否かは, 6 ABO区 と南の

地区との関連で,かなり重要な問題となるが,今回の調査では宅地や道路のためにこれ以上を切ら

かにすることはできなかつた。しかし時代によつて区劃をかぎる境界の移動が行われたことがわか

り,宮城内の建築群の配置を考える上に重要な事実を提供した。

C 造営期別建物群の特色

ここでは第 7次調査までに知られた 6ABO区全体の状況から, 各造営期の遺構の特色について

現段階での一応の結論を記しておきたい。

官衝の境界

区劃の移動

第 I期  1建 物数が少 く (5棟)そ の分布は比較的狭い。特に西方区では西半分を低湿地のまま 敷地の制約

* この東端の水田下の上屑は地元耕作者の言によれ

ば,特に乗い上らしい。地域を区劃するための大き

な構があつたのではなしヽかと想像される。

8ど
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で放置してお り,敷地の利用が不十分であつた。 2建物は 9間 ×4間 (SB 176), 7間 ×2間 (SB

205)な ど長大なものがあ り,そ の柱間寸尺も10尺でかな り大きい。* ただし SB 176。 SB 205共に

10尺は平均値t各 柱間寸尺には多少の広狭があるし,ま たは方位がわずかに異なる。これは造営

が多少粗雑であつたことを示すのであろう。 3建 物の配置では, SB 176と SB 205の側柱列

が宮城中軸線に対して対称 となるだけで,それらは南北にかな りずれ, 全体 としての対 称 性 は弱

い。 4 以上の点からすると, この時期には 6ABO区 が東西 2群に分れていたとしても各群の独

立性は弱 く,むしろ全体 として 1区言1であ り,**建 4/7Jの配置にも南西部が低い地盤であつたために

敷地が制約され,統一的な計画を持たなかつたものと解される。

計画的配置  第H-1期  1全 域におよが盛上によつて敷地は広大になつた。 しかしまだこの時期には建物
建物と井戸

の数は少い (3,D。  2建 物の規模は第 1期 より小さくなつたが,質的に向上した。特に SB 200

は 4面に廂が付き寄棟造 りと思われ,ま たこれとセットになつて背後に SB 212が付属する。 SB

170も 南北に廂があ り床張であつた。***3建 物の配置では SB170と SB 200の南側柱列をそろ

え,ま たこれらの南前方にはそれぞれ井戸を設けるなど,東西両区を対称に扱つた明瞭な計画性が

うかがわれる。 4し たがつてこの時期には東西 2群に分れて,各区言!が建物 と井戸の組合せで成

立していたと想定される。ただし両区が全 く同じ比重ではなく,東方区の方がより重要であつた。

5 なおこの期の境界線が宮城中軸線より東へ寄つていたらしいことは,前に述べたが, これはま

だ東西両区が独立した 1区劃 として成立つておらず, 6 ABO区 全体の機能を便宜的に分割した程

度にとどまることを示すのではなかろうか。

Fig。 19 第1翌 期遺構配置図

て穐習甲惨
M斃1坊

‐

官衡の整備
と拡張

部 争
亭 8       詢

一

第 H-2期  1南 限の土塁登南に移し,敷地はさらに広 くなった。 建物の数もかな り多 く (13

棟), それらがほとんど敷地一杯に配置される。 2 建物は SB 194の梁間寸法を除いてはすべ

て10尺間に統一され,桁行 5間・ 7聞・ 13間 など大きな規模のものばか りである。****3 その配

置は各区劃ごとに正殿 ともいうべき中心建物を置き (SB 186・ 201)そ の周囲に切妻造 り建物を配置

する形式で,しかも東西両区でほぼ対称 となる。***** 4 建物配置や柱間寸尺ばか りでな く柱穴

* 柱穴は身舎で万 2.5～ 2.8尺柱径は 10尺程度の割合

細いものと推定される。

** 西方区だけをとつてみても,建物が少いので官衛

として独立した一区であつたとは考え難いЭ

*淋 柱穴は SB 170が 身舎で方 2.7～ 2.9尺 ,SB 200は

方3.5～ 4.0尺 ,柱径は前者で1.1尺,後者で1.2尺 と推

定される。

骸

十■掛 柱人の大きさは方 3.5～ 4.0尺,柱径は 1.2～ 1.3

尺と推定される。

十**** 宮城中軸線から SB 186東 F_l柱 列までの距離

108尺 とSB 201西 側柱列までの距離99尺 との差は,

SB 177に西廂がついたことによつて生じたもので

ある。なお41 SA 120と 304と は第Ⅲ期のものである

が,こ の対称性によくあてはまることが注目される。

Ｎ

Ａ
二
Ｅ
Ｒ
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の形状や寸法などの細部に至るまで,東西両区に共通した統一性があり,全体が一貫した計画によ

つて成立つている。明瞭に両区に分割された点は,前期よリー歩進めて機能による区書!割が計画当

初から意図されたことを示す。 5 西方区の建物のみは第 I-2′ 期に改造されるが,こ れも両区

が全 く独立していたことを示している。 6 なお,中心建物が前期の SB 200お よび 170を うけ

継いだ位置にある′ミは注目すべきで,両期の建4/2は機能上に一連のものであつて,第 I-2期は第

1-1期を拡大整備したものと解される。

第H-3期  1 建物数は第 1-2期 とあまり変らぬほど多 く (12棟),そ の範囲もほぼ全域に広

がつている。 2 しかし個々の建7/Jの規模は小さくなり,桁行 5間 のものが最も多い。その柱間

寸尺も7.5～ 9尺で,10尺間の建物はない。また廂を持つた建物が多いが, 廂柱は あまり太いもの

ではなく夕* 全体として第 1-2期の建物より木ホHく , こじんまりとした感がある。 3 建物の

配置は,個別的には近接するもので柱通 りをそろえているが,全体では整然としない。前期にあつ

た正殿と付属屋といつた相互関係はないようで,東西両区の対称性もほとんど考慮されていない。

4 建物の区書↓は,一応東西両区に分れるが,それが 1群 とならずに 3～ 4棟程度が寄 り集まつて

1区言Iをなし,それが何組かある形をとつている。 5 以上の建物の規模や配置は第 Ⅱ-2期 と

かなり相違しているが,こ れは第 1-3期の造営計画が前期を全 く踏襲しなかつたことを示す。前

述のように第 Ⅱ-1期から第 1-2期への移行が連続的であるのに,こ こで全 く不連続となる点は

注目すべきであろう。

第 HI期  1 敷地の造成は全域におよんでお り土壊などは広範囲に分布しているから, この時

期の建物も存在したはずであるが,中央区の2棟しか発見できなかつた。あるいは小さな礎石を用

いていたものが,耕作によつて全く痕跡を残さないのであろうか。**

以上の各時期の建物群を最初に述べたように官行の一区劃として考えた場合に,次のような問題

が起る。まず第 1期 と第 Ⅱ-1期では建物の性質にかなりの相違があり,特に丼戸の有無はこの敷

地の機能上に大きな変化があつたことを思わせる。そ うすると官衛区としては同一でも,こ の両期

では官行の機能が異なつていた可能性があり,具体的にはここに前後で異なつた官衛が位置してい

たのではないかと考えられるのである。tt I-1期 と第 1-2期の間にはこうした問題はなく,後

者が前者を継承拡大したと思われる点は既に記した。ところが第 I-2期 と第 1-3期の建物群を

比較すると, ここでまた両者の建築的性質が全 く異なることが分る。しかしこの場合には井戸を中

心とする建物群全体の機能は,そのままうけつがれ,個々の建4/2の 規模や配置が変化すると解され

る。これが占地した官衛の移転変更によるか,同一官衝内での時代による機能変化かについては後

述するが,現段階では後者の場合と考えている。なお第Ⅲ期と前期との関係は, この期の建物がほ

とんど検出されなかつたので,不現といわざるをえない。

建物群の配置でこれに類似した遺跡を他に求めると,奈良市法蓮町奈良高等学校校庭発見の掘立

柱建物群があり,第 I-2期群とよく似ている。***奈高遺跡もその性格が刀らかではないが,同じ

く奈良時代に属する両者の類似性は,官衛建築のあ り方を示すものとして注目されてよいであるう。

・  柱穴はいずれもやや小さく (身合方2.5～ 3尺)柱径

も 1.1尺前後である。

** 第 8次調査地域には,第 Ⅱ期に属するものではあ

るが小礎石を用いた建物がある。

*十*「奈良高等学校々庭における掘立柱建物遺跡」(大

和文化研究2-5)昭29, この遺跡は京域外に当るが,

一条通 りのす ぐ北にある。建物の配置から寺院跡と

は考えられず,写経所もしくは倉庫の如き官衛的性

格をもつたものと思われる。

西方区の改
築

分割された
配置

礎石使用か

機能の変化

類似の遺構
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2遺

A 木   簡

SK 219か ら出土した41点の木簡は 7型式に分類されたが,そ のなかで原形の引際なものは 4型

式19点 である。ここでまずこれらの木簡の形状 と記載内容を比較検討してみよう。

請求伝票   601型式は短餅形に成形して墨書したもので,物資の支給を請求する伝栗として用いたものと,

(1～の,その他のもの (7～9)と にわl‐lら れる。前者は差出した官司名,支給を求めた7/J資 の品目数,

発信月日の順に記載するのが通則で,発信者の前に,「謹通」「謹啓」と冠辞を記したもの,発信

月日を省略したとおもわれるものなどもある。支給を求めた物資は木簡 2・ 3を除けばすべて食料

品であ り, これらの木簡は諸官司から食料の支給を求めた伝票で,請求宛先に残されたものである

う。以下これらの内容について問題となる点を若千考察してみたい。

木簡 1は,法華寺から竹波命婦御所の用料として小豆 。醤・木醤・酢の支給を請求したものであ

るが,上の 4種はさらに大床所の用途 (色 或は醤と小豆)と それ以外にわかれる。法幸寺は当時高

野天皇の御在所で,天平宝字 6年 5月 保良宮から帰つて,こ の寺に入 り,*以後しばらく留 まられ

た。法華寺は宮寺ともよばれたように皇室と深い関係があつたから,天皇の御所として臨時に利用

されたものであろうが,入寺直後に出家している事情もあわせ考える必要がある。**こ のような天

皇 と法華寺との関係からすれば,その側近に侍した女官等は形式上,一応寺の管轄下に入つたもの

と思われる。竹波命婦はのちに称徳天皇時代に掌膳であつたので,***宝字 7～ 8年頃も膳司に関係

した女官と推測される。とすれば,竹波命婦御所は,後宮の膳司的なものであるうか。しかし正式

の官職名がなく竹波命婦御所と記されているため,竹波命婦を含めた女官等の食糧をも請求したも

のとみられ,天皇供御に関係する機関とするよりは,平安時代初期以降の史料にみえる「女官厨」

のような所とも考えられる。****こ の点で竹波命婦御所と大床所の関係が問題になる。大床所につ

いてはさきに天皇の供御物を調えるところと推定したが,*****さ らに限定していえば,内膳司内の

「御膳所」のような性格をもつていたのではあるまいか。******こ のことと竹波命婦御所を膳司的

なものとする考えを結びつければ,大床所は命婦御所に包摂され,特に天皇御膳のものを調達する

一機関となる。寺が請求し,こ れを命婦御所が受け,さ らにその一部も大床所の用料にあてるとい

う, この木簡の請求型式からして,上にのべたような寺―竹波命婦御所一大床所の系列は十分考え

られるところである。しかし命婦御所を女官厨的なものとすれば,大床所はこれとは独立したもの

となろう。この考え方からすれば,命婦御所が天皇の供御物を含めて請求した理由が説明されねば

* 続紀 宝字 6年 5月辛丑条             家としては類乗符宣抄巻 6弘仁 3年12月 28日 宣旨が
工* 同 同年 6月庚成条                早い例であり,官司所属の厨の史料は平安時代初期
*H・Ar同 景雲 2年 6月茂寅条             以降に見 られる。これらと全 く同じものが奈良時代
*キ** 続後紀 承和 9年 3月 丁酉条  「女盲別当」   に存在したか否か不 llEで あるが,少 くともその先駆

とをま「女官厨別当」のことであろう。延喜式巻12中   的形態のものが存在していたのではなかろ うか。
務 (女儒厨), 巻18式部上,巻35大炊,巻50雑式   料キ■ゃ 第 V章  1木簡  参照

太政官厨家は三代実録天安 2年12月 13日 条,侍従  キ*器キ* 延喜式巻39内 膳司 年料項

厨は類乗符宣抄巻10弘 仁13年正月20日 宣旨,単に厨

Sを

物
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ならないが,竹波命婦が両者を兼ねて監督したとすれば, これもあり得ることである。以上 2つの

考え方によつて, この木簡の請求先も二様に推定される。第 1の後宮膳司的なものとする仮定に立

てば,当然天皇供御の調達機関である内膳司へ請求したと考えられるし,*第 2の女官厨 とすれば大

膳職へ請求したとすべきであろう。工*こ の点は 6ABO区の官衛名を決定する重要な鍵となるもの

であるが,いまはいずれとも決し難い。

木簡 2の差出部署主殿寮は灯燭や薪類を主管するが,***こ こから他へ「火」を請求することは何

等かの儀式に関連するものかどうか記録上は明確でない。単純に火種を求めたとすれば,宛先とし

て常に火を用いる大膳職,大炊寮,内膳司などが挙げられるが,他の官司でも差支えはない。

木簡 4には,「□□□□所」とあ り, これが請求者である。官司内には,例えば内膳司の「御膳

所」 。「煮雑羮所」 。「英舒所」 。「潰菜所」のように,職掌に応じたいくつかの下部機構があつ

たが,**料 この「□□□□所」もその種のものであろう。戟寮司の下にある「所」が,所轄の官司

の手をへずに,直接他の職寮司に物資の支給を求めることは考え難い。この木筒の宛先は,所属す

る職寮司そのもの, もしくはそれに属する他の「所」であろう。

木簡 5・ 6は常食の支給を請 うたものである。 6は文字を僅に残すのみであるからひ とまず お

き, 5を中心にして考えることにしたい。差出部署の部分は久けており, どこから出したものかは

不明である。職員令集解を見れば,常食は通常飯を指すものとあるが,春米などを摩くむ場合もあ

る。*****そ の支給量は官職によリー定しないから,「三斗」をもつて差出人を推定することも不可

能である。令によれば飯・春米・雑穀の支給はいずれも大炊寮の所管であり, この木筒の宛先は大

炊寮と考えられなくもない。しかし大炊寮から一括支給を受けた職寮司に対し,その官司内部から

分給を請 うたものとも考えられる。したがつてこの木簡 5。 6の宛先を決定することは困難である。

なお裏面は上方の文字が消えてお り,意味を掴み難いが,「副飯□送」とあることにより,こ の「常

食」は飯ではなく白米(春米)を指すものと考えられよう。 601型式で伝栗以外のもののうち,木簡

9は万葉仮名で書かれているが歌謡とも散文ともきめられない。他と比較してきわめて薄 く, これ

は伝栗その他として用いられた木簡を削つて再使用した 1例 と考えられる。木簡に万葉仮名を記し

た点はゥきわめて珍らしく,木簡の用途がかなり変化に富むことを示すものといえよう。

601型式の木簡の比較資料には, 正倉院南倉の雑札 6点や,秋田県払田柵出土例,*半
*料*神奈川

半 天皇供御料は,大膳職から月料の形で内膳司に渡

され,そ こで管理された。しかし高野天皇が法華寺

に入 られた時、御膳を掌つたのは内膳司ではなく,

竹波命婦御所であり, これは内膳司から一応独立し

たものと考えられる。したがつて高野天皇供御料を

内膳司にではなく,直接大膳職に請求することが全

くなかつたとはいえない。しかし一応令の管掌によ

つてぅ宛先は内1善 司とする方が蓋然性が高いと考え

られるが, このころの政1脂 の複雑さからいってもい

ずれともきめがたい。なお後考をまちたい。

淋 宝宇 4年 6月 25日 奉造丈六観世音菩薩料雑物請用

帳には,讐司から末替・醤・酢を請けてお り (大 日

本古文書 4-p.421),大膳rFaか らは塩その他を請け

たことが記されている。これによれば,当時大膳職

から讐などを掌るところが独立して一つの司となつ

ていたかとも考えられる。しかし回年 8月 3日 後一

切経料雑物納帳によれば大膳職から醤 。末讐を請け

たむねが記されており (同 14-p.425), 醤司がこ

の時大膳職から独立した官司であつたとは考 え難

い。したがつて木簡 とが醤・末醤・酢を請求してい

るからといつて,特に宛先を番司と考える必要はな

・半* 職員令主殿条

*十 器 延喜式巻39内 膳司,な お大膳職にも「醤院」・

「菓子所」等がある (同 巻33大膳下)。

料*卜*職員令集解大炊寮条朱記によれば常食=飯 と考

えられるが春米・黒米その他の食料をも合めた場合

が少 くない。 (宝字 6年正月14日 造石山寺所食物用

帳一大日古5-p.5～33-そ の他)。

*樹料*『史蹟精査報告』第 3 文部省,p.35「件続

請取閣四月廿六日 寺寿生仙氏監」
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県下曽我 出土例などがある。
*正

倉院所蔵の 6点の うち「装束司牒」の 1例を除いた 5点はすべて晶

物にそえた札 と考えられ,**ま た払田柵の例は精の請取状 と思われる。このようにこの型式の木簡

の用途は多様であつたことが推察される。

形態に特色のある 603型式 5点は,上下端左右に切込みがあ り,そ の部分に紐痕がついていること

から,他の器物にしば りつけたものと推定される。記載内容をみると国郡名に続いて調の塩・雑役

の胡つ

`子

。中男作7/Jの □等の名があり,裏面に年月が記される。この 5点は,明 らかに地方からの

貢物につ l‐2た荷札である。この うち木簡10の みに郷・戸主名がみえ,他に久けていることは,賦課

単位が戸である調 と,郡単位の雑役・中男作物 との違いによるものである。裏面の年月は各国での

収納年月を示すものだが, これが実際の収納日かどうか疑わしい。正倉院所蔵の調の貢物につけら

れた紀年でも大部分が10月 であるから, この種の記載はかな り形式的であつた可能性が強いと思わ

れる。 603型式の比較資料には,三重県柚井遺跡から出上した同形品があり,似た用途のものであ

ると推定 される。
キ**604型

式は上端左右のみに切込みがあ りこの点で 603型式 と同じように他の器

物にしば りつけたものと考えられるが,一面に品名のみあつて他に記載はない。ウニは賦役令で調

の雑物の一にあげられてお り貢納時には当然荷札をつけたであろ うが, この木簡には地宅 。年月の

記載がないから,次の 605型式 と同じような平城宮内での保管に際して付けた木札と考えられる。

これ と全 く同一型式のものに,正倉院南倉第 260櫃 の雑牌がある。これは品名や所属場所だけを

記した付札である。
****こ

れに似たものは長方形または台形の頭部を圭頭・華頭 。方頭・我角頭な

どに作つた牙製 。木製の牌が経巻や献物類の付札として正倉院に多数みられる。*****

605型式は 4点あ り,柏 と海藻の品名を記すのみで他に記載がない。 604型式同様,保管の際の

付札であ り, 604・ 605型式の形態の違いは,録管方法の差異によるものであろ う。

606型式は短冊形ではあるが, 他とことなつて,きわめて大型であ り,孔を穿つて 2枚以上連鎖

してつかわれたとおもわれ,こ の点で用途など全 く考えつかない特殊なものである。

609型式は木簡の削 り暦で, これだけでは原形を判定することができない。しかしこのような削

り暦の存在は一度使用した木簡の文字の部分を小刀で削 りとつて再使用したことを端的にしめす も

イ 赤星直忠氏教示

・ キ 正倉院南倉に現存する601型 式の木簡は,次の通

り。

a勝宝 5年 3月 25日 装束司牒 (大 日本古文書12-p.

428)

b 同 5年 3月 28日 仁王会所注文 (同 12-p.429)

C (勝 宝)9歳正月27日 河内豊継鏑釜検納文 (同

13-p. 212)

d 5月 23日 河内豊継定坐火炉含検納文

e 宝宇元年閣 8月 10日 法華経疏奉請文案 (同 13-

p. 227)

f (年 月 日未詳)可返上筆経師歴名 (同 13-p.

240)

aは装束司から東大寺政所に宛てた牒であるから,

木簡1～6と 同様の機能を果 したものということがで

きる。 しかしbは仏像以下の注文であるが,文面か

らは他の官司などに宛てたものとは考えがたい。 C

は銅釜などの員数を改め納めた時の札で, これまた

他に宛てたものではなく,む しろそのものに添えら

8δ

れていた札 と考える方が妥当なようである。 eは一

見 したところ,法華経疏を肉喪に請 うた時の文書 と

い う考えも浮ぶが、勝宝 7年 5月 3日 写経所華厳経

請外島院帳 (大 日吉13-p.135以 下),勝宝 7年経疏

峡鎖等奉請帳 (同 13-p.192以 上)の各条項と比較

すると、文面は極めて類似している。 この両帳はと

もに他から借 りうけた経の控えともいうべきもので

この木簡は内裏への請求に,直接使用したものでな

く,何時誰の命で何処から請 うたもので使用責任者

は誰かを記して,経巻に覚えとして添えた木札 と考

える方がよさそ うである。 fも また文面からは,他
に宛てたものと考え難い。したがつて, b～ fの 5

点は木簡1～6の ような他に宛てたものでなく,物 に

添えた添札 と解したい。

キ*・  『二重考古図録』p.76
(守) (人 )

・ *** 「桜樹郷□部春口□□□―斜」

群料*『正倉院目録』

正倉院には付札 として木簡の他に紙箋, 布 箋 もあ

る。
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のとして注 目される。この中で木簡30は物価を記している点が,他のものとことなつている。

このように,木簡は牒など正式・略式の文書や付札 1荷札として事務処理のために,あるいはメ

モ風のものや習書のために用いられてお り,きわめて広範囲に使用されていたことが推察される。

さらにこれら41点 の木簡が,SK 219土壊で一括して出土したことから,以下に述べるようなこと

が考えられる。第 1に SK・ 219ヵ そヽの存在する 6ABO区 の官衡のごみ棄場であると考えられるか

ら,木簡の記載内容はこの地域に宝字末年に存在していた官行の決定に役立つものである。第 2に

紀年銘の存する木簡が 4点あるが,宝字 5。 6年に集中してお り,その他に記載内容から絶対年代

の推定できるものも宝字年間後半で, SK 219の埋没年代が推定される。 このことによつて,第

3に SK 219の埋没年代が,捨 の遺跡における層序から 6ABO区 の建物をはじめとする遺構群の

絶対年代決定の基準 とな り,遺構の相対的編年に絶対年代の一点を組みいれたことになる。また第

4に伴出した各種遺物の絶対年代が推定され,特に多量に出土した土器の場合にはこのことは奈良

時代土器研究にきわめて大きな意義をもつている。

さきに述べたように,木簡は当時きわめて広範に使用されていたと考えられる。このことは,正

倉院文書などに残された多量の記録が紙に記されていることにより木簡の使用などを注意しなかつ

たこれまでの常識を くつがえすものである。また,平城宮やこれ と関連の深い正倉院にみられるこ

とは中央諸官衝で使用されていたことを示すが, さらに平安時代前期を くだらない三重県柚井・神

奈川県下曽我 。秋田県払田柵の諸遺跡の出土例は全国的に 8。 9世紀頃地方官衛でも木簡による事

務処理が行われていたことを推定させる。

このような木簡を禾け用する事務処理がいつからわが国におこなわれたかは,今 回これを知るすべ

もない。しかし,大化前代の官司制の発展の中で,中央政府の書記官として大きな役割を果した帰

化人「史」がこの種の事務処理を行い得たことは十分推察できる。その後も,律令体制の整備にと

もなつて全国的に利用されるにいたつたものであろう。

木・竹簡は周知のように中国できわめて古 くから用いられていた。竹書紀年や長沙の戦国墓のそ

れはお くとしても,19世紀末以来の中央アジアにおける西欧 。日本の学者の調査により,多 くの漢

晋代の木衝が発見され9東洋史上に大きな寄与をなした。 なかでも 内蒙古自治区カラホ ト (居延)

を中心 とす る地域において発見された約 1万点の木簡は,文書・簿籍 。信札 。経籍など豊富な内容

をしめし,重要な史料価値をもつものてある。
*こ

れらの漢代の木簡は平均長さ23cm幅 1～ 1.5cm

ほどのものが一般的で,平城宮出上の 601型式はほぼ同じ大きさである。それにもまして興味深い

のは,彼地でもまたごみすて場から出上し,多数の削 り層をともなつていることである。この点で

平城宮の木簡も中国の木簡 とおなじ用法のものであつたことがしられる。ただ我国の例に経籍や冊

書などがみられないのは,それらには紙が使用されていたためであろう。また中国では漢晋代まで

の用例しか知られていないのに,わが国で 8・ 9世紀まで用いられていることが問題 となるが,隊

燈タ コータンその他の場所では, 8世紀末から9世紀にかけてチベット語で書かれた木簡が検出さ

れてお り,中国周辺地区では紙が入手しに くかつたこともあつて,中 国の前代の遺風を伝えたもの

であろう。
**平

城宮での木簡の出土は,かつて中国から移入された事務処理法の一つとして,木簡

がわが国で一般的に使用されていたことをしめした点で重要なものといえる。

『居廷漢簡甲編』

Literary Texts

木簡出上の
意義

中国の木簡
との関連

中国科学院考古学研究所編

古¥専千」乙種 8号)1959.

T.F.Thomas,『 Tibetan

(考     Documents Concerning Chinese Turkistan』

(Ruyal Asiatic Society,LOndon)1955
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瓦出土状況  今回報告する 6ABO区の発掘で出上した軒瓦は 307個である。この数は9 100α をこえる調査

面積 と検出された建4/2の数からみれば,非常に少い。
*ま た,出土状況は大正年間の宮跡保存工事の

際に現国有地周辺でみられたような密集した状態ではな く,**種々の型式の瓦が調査地全域にまば

らに分散した状態であつた。瓦の出土個体数のす くない理由の一つとしてぅ瓦葺でない建物の存在

を考慮せねばならないが,瓦が分散して出土するため個々の建/2yに ついて瓦葺か否かを判定するこ

とは困難である。ましてある特定の建物に用いられた瓦の型式決定  Tab.9

は不可能であ り,建物の造営時期を瓦の型式にもとづいて判定する

こともできない。

二組の軒瓦  軒丸瓦 と軒平瓦の組合せは出土状況から決定すべ くもないが各型

式の個然数の統計をみると (別表 3),軒丸瓦では 6282が 30.5%,

6133が 31.3%を しめ,軒平瓦では 6721が 30.9%,6732が 23.2

%と な り,計41型式の軒瓦の うちにこの 4型式のものが出土総数の

半数以上をしめている。他の37型式の大部分は消のおの 5%に もみ

たず, この 4型式で 2種の組合せを考えてもよいとおもわれ,***

外区文様の殊文の形状や土質などの類似から,6282 6721と 6133

-6732の 組合せを推定できる。この推定は出土状況からもうらづけ

ることができる。建物の柱穴や溝から発見した瓦を,その造営期別

に分類すると (Tab.9), 6282 6721は 第 1期に 7個ずつ出上し第 1

期以後は稀であるのに対し,6133-6732は 第 1期以後に多い傾向を

不 している。このことは 6282と 6721,6133と 6732が 組合い,

前者の組合せの軒瓦が後者よりも先行する時期のものであることを

示す ものと考えられよう。6732は 一般に東大寺式 と呼ばれ, 6235

と組合 うと考えられているものだが, 6235はわずか 3個体にすぎ

ず, 6ABO区 では 6732乃ミ6133と 組合 うものと考えられる。****

瓦当厚の変  22型式の軒丸瓦を通観すると,瓦当の厚さにかな りの差がある。
遷

それを瓦当の厚さに対する面径の比で表わし,*****その比 を 横 軸

に,縦軸に瓦の個体数をとつて,各型式ごとに頻度多角形を画いて

* た とえば川原寺では調査面積が約■Oα で■22個 の

軒瓦が出上し,興福寺食堂跡では30,の 調査から462

個出土している。

■* 上田三平「平城宮 llL調査報告」 (精査報告2)大 15

*キト出土個体数の統計によつて組合せを決定する方法

は飛烏寺,川原寺,興福寺などの調査で採用した。

**** それぞれの型式における組合せに関しては現在

では明らかにできない。ただ数量の上から, 6133-

A・ C と 6732-Aが , また 6282■B と6721-C が組

合 うのではなかろ うかと思える程度である。

***キ ■瓦の面径は一定しているが,瓦当の厚さをどこ

38

で計るかによつて比は大きく変化する。瓦当哀面か

ら外縁上端までを厚さとするのも一案であるが,外

縁は磨滅が甚しいので,そ の数値は不確実であるか

ら, ここでは瓦当裏面から中房面までの数値を瓦当

の厚さとする。 このような頻度表では各型式につい

てかなりの個体数がないと無意味で,10個 以上出土

しているものだけを取上げた。6311,6225は 6ABO

区では少数例しかないが,他の区では多 く採集され

ているのでそれを加えた。また各型式は幾つかの種

類に分れるが, ここでは 6311は Aを 6282は Bを 61

33は A・ Cを その型式の代表 とした。

瓦屋B

造営期別軒瓦出土個体数量表

(0は 1個体を示す)

6133-Ble

6225  1o

6281-clo

6282-Blo● o
6282-D100

6282-E10

6282-F10

6284  1o

6301-c

6304-A

6311-A

6311-c

6313-B

0  10  10●

0  100

6575

6641

6663-B

6664-A

6664-c

6682

6721-A

6721-c

6721-F

6732-A

6760

6761



みた (Fig。 2の。これによると 6225の瓦当

厚さの標準は 0.22,6311は 0.20, 6282は

0.20, 6133は 0。15に もとめ られ る。

このように 6133 が薄 く, 6225, 628盈

6311な どがそれより厚いことが明確に判定

できる。ここで参考に興福寺食堂調査で検

出した 6301-Aを表に加えると,その標準

が0.11付近にあることがわかる。 6301-A

は興福寺創建時すなわち和釦初年のもので

あ り,*6133はそれに組合 う 6732が西大

寺西塔の発掘調査で,*キ 宝亀初年のもので

第Ⅵ章 考

Fig 20 軒丸瓦瓦当厚指数型式別変遷図

あることが切らかにされており,Fig.20から8世紀始めから時代の推移とともに瓦当の厚さがま

し,6225で最高に達したものが,再び薄 くなりはじめ, 8世紀後半には 6133の ようになつてい

つた傾向が認められる。

瓦当厚さの変化に対応して瓦当と丸瓦の接合手法に差が認められる。 6301では接合部の内面に

粘上を薄 くおき,指で押さえたのみで,縦断面は引確な稜をもたず,横断面は半円弧となる。***63

11や 6225(PL.4つ  では指で押さえた後をへらで削りとり,縦断面には明確な稜がみられ,横断

面は半円弧となる。 6282(PL.4つ もへらで削りとるので縦断面に稜が生じるが,前述の3型式に

Fig.21 奈良市中山町瓦窯跡出土軒瓦

察

瓦当接合手
法の変遷

‐キ
ーＩ

Ｈ

Ａ

仲
‐

* 奈良国立文化財研究所「興福寺食堂発掘調査」(奈

文研学報7)昭34 なお, 6301-Aと 同型式の 6301-

Cは 6ABO区 からも3桐 出上しているが,そ の比

はAと 同じである。

1や卜 六岡来 。環野清「西大寺東西両塔」 (日 本建築学

会論文報告集54)昭 31

■半,卜 丸瓦に瓦当をつけることにより, 瓦当裏面から

丸瓦内面につらなる曲線 と,瓦当要面に丸瓦との接

合線が生じる。ここでは仮に前者を縦断面,後者を

横断面とよが。



瓦窯

平城宮発掘調査報告 1

比して,粘土を厚 くお くため縦断面は直角に曲らず鈍角になり,ま た横断面も台形になる。 6133

では指で押さえるのみだが,粘土を厚 くお くので縦断面は稜をもたない内彎する曲線となる。しか

し横断面は半円弧となる。

軒平瓦もまた型式によつて顎の形が異る。 8世紀始めの 6301と 組合 う 6671が幅の広い段顎を

もち,70年代の6732で は,文様・手法などからみて平安朝初頭のものと思われる 6801*と 同じよう

な曲線頚 となる。この 2型式の間においてよいと思われる 6664は 幅のせまい段顎をもち, 6721は

曲線頚 となつている。

平城宮に使用された瓦の製作地を考える場合,問題になるのは奈良市中山町で発見された瓦窯跡

である。現在までに平城宮跡北方の奈良山丘陵で43基の瓦窯跡が発見されているが,中山町には現

在確認されたもののみで 7基ある。この中山町瓦窯跡は西大寺所蔵の「京北班田図」にみえる「瓦

屋里」の位置と一致している。この祭跡では 7基の他にも広 く瓦の散布が認められ,採集軒瓦には

数種の型式があるし,平瓦にも桶巻作 りと一枚作 りの両者があることなどから, この「瓦屋里」で

はかな り長期にわたつて瓦生産が行われたと推定される。採集した軒瓦には, 6225 6663, 6284

-B,6307,6685(Fig.21)な ど平城宮跡出土と同型式のものが多 くみられる。平城宮に用いられた

瓦の一部がこの地で製作されたことは明らかであ り,そ の規模,生産期間の長さからみてこの瓦窯

群が当時の平城宮所用瓦製作の中心地であつたと推測される。**

C 土 器

土器の編年  前章の上器の報告では,13の 上器群の相互の関係については触れなかつたから,ま ずその点につ

いてやや詳細に考察してみよう。これらの土器群の年代の前後関係については,遺構の時期からあ

る程度の概念を得ることができる。***し かし,土器の変化を軸 とした土器群の相互関係と遺構の時

期が一致するか,土器の様式の相具によつて遺構をさらに細分しうるかといつたことがなお問題に

なる。この問題を解明するために各土器群に共通に存在し,器形の変化に時間的推移を反映してい

ると推定される土師器杯 AIを手懸 りに選び,それをもとにして土器群の時間的関係を追求してみ

ょう。 SK 219と SA 109の 出土土器を比較すると,土師器の杯 AIは日縁部の外傾度に差があ

り,それがおそらく時間的推移に比例しているであろ うことは推定できる。この変化をしめす指数

として,杯 AIの 日縁端部からおろした垂線と器高の%の高さにおける器壁との間の距離 (b)に

たいする器高(a)の百分比をみると (Fig.22),SK 219か ら SB l16ま での Aグ ループ (26～ 4の

* 6801は出土状況からみて平城上皇が平城に帰つた

時期のものと考えられる。

** 中山町が当時の官瓦窯の中心地であつたにちがい

ないとしても,それがいずれの官に属していたかを

現在では明らかにし得ない。

瓦から官名を明らかにできるのは 6801の みであつ

て,こ の瓦の中心飾の中央に書かれた「修」の字は,

修理職をさすものとおもわれる。修理職が少 くとも

平安朝のある時期には造瓦をもおこなつていたこと

は,寛仁 2年 (1018)の 太政官符に「修 理 職 瓦 屋」

の語がみえることから確かであるが,修理職の設置

されたのは弘仁 9年 (818)で ぁるから,大同年間に

はまだ存在していないことになる。けれども修理職

99

の前身と考えられる修理左右坊城使はすでに神護景

雲年間には存在していたとみられるので,680と が修

理輸あるいは修JHL左 右坊城使に属する官瓦窯で作ら

れたものと考えることができよう。ただ, これが平

安京の瓦窯で作 られたか奈良の地で作られたかは不

明である。なお藤貞幹の「好古日録」にみえる「修」

をもつた瓦は, 6801と 同じ型式のものとおもわれ

る。

*群 Tab.6に 示した 遺構の時期には,遺跡の重複関

係や層位でなくて,包含された土器の編年によつて

決定したものがある。なお,本節では土師器は特記

せずに杯 A,墓 Bな どと記した。
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Fig,22 土師器杯 AI日縁部比較図 Tab. 10

数表

土師器杯 AI口 縁部外傾指

ぞ歩1遺   構 1外傾指数

SK 219

SG 180

SD 126

SK 107

SK 134

SB l16

26′ vヽ30

34

33

36

30-34

35ハΨ40

SK 140   1    51-58

SA 109 1  56～ 58

SE 311-B1      55

!×
ЮO=鉤

と SK 140か ら SA 109ま での

Bグループ(51～ 5の に大別できる

(Tab,1の 。*も ちろんこの指数で

あらわされたような器形の 変 化

は, 通常漸進的なもので, この

ような区分にはか な りの主観性

をともな う。** まして,Aグ ル

ープ内の指数の差異が, その群

の時間的な違いを示す もの とは

簡単にいぇない。そこで,後 に

問題にする SB l16を一応除外

して, その他のAグループの上

器群を検討し,こ の指次 に よつ

て一括することの妥当性を調べてみよう。SK 219の 杯 AIの指数は26～30であつて,30以上を示

す他の上器群のものより小さい。このことは,年代的に先行する飛鳥板蓋宮伝承地出土杯 AI***

の指数を参考にしてみると (Fig,22),SK 219の ものが他の上器群に先行する1群であることを示

すと解しうるであろうか。

SK 219にみられ,他のAグループのものに稀な要素をあげると,木葉底手法 (a手法)と へら磨 木葉底手法

き暗文手法がある①木葉底手法は,杯 Aと 皿Aにあり, 185個体中13例で,最も普遍的な底部へら

削り手法 (b手法)の一工程前において製品化したものである。従つて特にこの手法による土器が時

間的にさかのぼるものとはいえないが,他の群に木葉底のみられぬ点は, この手法が古い技法の残

存によるものであることを示すものかもしれない。。****へ ら磨き暗文手法は,皿 Aと 高杯 AIに

手

鳥板蓋宮伝承地

上許
Ш判

下iSK219

‐上

下！

上

丁

上

SBl16

1Xm=∞

SE31lB

:XЮ。=関

土器群の二
大別

Aグループ
の検討

十 日縁の外傾度を示す指数は,日径乃至器高 に対す

る底径の比率によるのが理想的だが,底部 と日縁部

の境界が不明陳だから,で きるだけ底に近 くへら肖1

りの影響をあまりうけないと考えられる器高%の高

さにおける距離を底径に代用した。

キ■ この種の指数は原則 として完全に同一系列の上器

で,土器の相体的特色を排除するために,土器群を単

位 としたものをもととして考察されねばならない。

キキイ F飛鳥板蓋宮伝承地発掘調査報告』 (奈文研学報

10) 肝ョ36

*キ・ キ 船橋遺跡 B地点出上の杯 AIに木葉底手法が認

められる。船橋 B地点出土土器の多くは今回報告し

たものより古い時期に属し,木葉底手法による不調

整底枚法は時期的にさかのぼるものと推定される。

9了
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Fig.23 土 器 様 式 変 遷 図-1

SK219様式  廓AI 椀AH 皿AI

|

SBl16様式   I              I

暗文手法の
衰退

Aグループ
にみられる
古い要素

s B l16出
土土器

あるが,皿Aの 147個体中 4例,高杯Aの 1例を合せて 5例にとどまる。暗文装飾手法は,古 くは

皿類のみでな く,杯・椀の類にも必ずといつてよいほど採用されたものである。
*そ

れが SK 219では

1器形の うちで 3%にすぎないことと,器形的に限られ,かな り粗雑な施しかたであることは,そ

の暗文手法の衰退を示すものであろ う。また,その 5例の うちの 3例をもつ皿 AIでは,暗文のあ

るものが口縁部の外反彎曲するもののみである点も注意されてよいが,日縁部の外反鸞由する皿 AI

はわずかに17例にすぎない。**須恵器でも, 蓋Aの系列のものは他にもあるが, 蓋B・ Cの 系 列

ャよ SK 219以外にないことは注意する必要がある。
***

ここで他の群に目を転ずると, SG 180の 暗文のある椀 B261*キ *キ ゃ SD 126の暗文を伴い

口縁部の外反彎曲する皿 AIb 271ゃ, SK 107の古いと考えられる異なつたへ ら削 り手法の杯

AIb 274な どを,他には稀な古い要素として指摘することができる。 すなわち,特に SK 219

のみ古い要芸があるとは断言できない。そこで,上師器椀 AIで, 杯 AIと 同様な指数をとつて

みると,SK 219で は 30～38と な り,SK 217。 SG 180。 SK 107・ SD 106。SK 134ではすべてそ

の 30～38の範囲内にあつて,椀 Aと を基準にすれば, これらの上器群には差がないことになる。

以上のように, Aグループを構成する土器群は, SB l16を 除いて,その各々に古い様相をとど

める土器を含んではいるが,多 くは似かよつたものであつて,特に新しい要素を合むものを指摘で

きず, これ らの上器群が成立した時期はあまリヘだたつていないと考えられ よう。*****

つぎにAグループから除外した SB l16の上器群を検討してみよう。 この上器群の杯・椀・皿

の類の整形手法をみるとぅ 日縁端都まで外面を削る C手法のみである。他のAグループの土器群で

は,へ ら磨きで飾るのを通則 とした椀Aや, C手法が稀な杯Aの 系列の上器まで, この SB l16で

は C手法によつていることは注意すべきである。 C手法は,SK 219の 杯Aで38個体中 1例,椀Aに

* 例えば,大阪府船橋遺跡 B地点や 飛鳥板蓋宮伝 承

地の出上土器に多 くみられる。

掛 暗文手法を伴 う口縁部の外反彎山する皿A類が特

にBグループにみられぬのは,後述するC手法の全

面的採用 と無関係であるまい。

器* SA 109出土土器群に, 蓋 Bか とおもあれるも

のが 1例 (107)ぁ るが,SK 219の それと同系列と

断定するには疑間がある。なお, この蓋Aと BoC
については, のちに土器の生産地を問題にするとこ

"

ろで摩れる。

半*キ*『船橋 I』 第14図  270～27乳 『飛鳥板蓋宮伝承

地発掘調査報告』 (奈文研学報10)PL.26セ・3でぁ

り,時代の古い遺跡で多 く検出される器形である。

***料  これらの土器群が形成され始めた 時に ついて

は,そ の遣構の性格からも推定されるように時差が

あつたかも知れないが,明確に SK 219以前の時期

の一括の比較資料がない現状ではそれを指摘できな

い 。
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Fig.24 土 器 様 式 変 遷 図-2

血AH

* 後述する第 7次調査検出の井戸底 (SE 311■ B)出土

の上器群の蓋Aはすべてこの手法によつている。

** p.71註 1参照, この新しい不調整底手法は最初

杯BI

Fig 25 土器様式変遷図-3

SK219様式       高杯

土師器―1卜衣恵器

は皆無,やや多いEILAで 147個体中40個体

にすぎず,一方 Bグループでは圧悸1的多数

がこの手法によつている。さらに,杯 BI

(302・ 303)は , Bグループに多 くみられる

器形であ りながら,なおBグループのもの

より深いlLH向 にあることや,蓋 A(300・ 301)

の上面のへら磨きが頂都と縁部を分けて磨

く2段磨きの方法でなく,後に盛行する 1

段磨き手法のものであることも,*第 1グル

ープのなかの他の上器群にみられぬ新しい

要素としてあげることができる。また,椀

AIIの器高が 3.8～3.6cmであつて, SK

219の 4.6～ 4.Ocmと 第 2グループでの 3.4

～3.3cmの 中間にあることや杯 AIの指数

に 40があることも, この上器群の編年上

の位置を示すものといえるであろ う。この

様に SB 166の 上器群の成立時期はAグル

―プの他のものよりお くれた段階にあると考えられる。

Bグループは夕内容の豊富な SK 140や SK 234な どの上器群が未整理なので,詳細な考察は後

日にゆずるが, このグループを構成する土器の二,三の手法上の特色をあげると,ま ず土師器の供

膳形態では外部全面へら削 りの C手法が圧倒的で,へ ら磨きで土器を飾ることは杯 B,それ と対にな

る蓋Aや高杯など特定の器形に限られている。しかし,小型の器形では, 320の ように外面は日緑

部を横になで,底部は成形時の凹凸のまま残す手法があらわれる。**こ れはこれまで C手法がとら

Bグループ
の特色

から土器の器壁を薄 く作 り,薄 く削る必要をなくす

ことと関連するもので,起源的〔古い不調整底 と関

係なく,遺物でもかなり明瞭に区別できる。

S E 31lB様 式
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れていた他の器形にもややお くれて採用される手法の先駆 ともい うべきもので,Aグ ループの不調

整底のように木葉底になるものでない。衰退した暗文手法では, ラセン状のもの (320)が あること

が注意される。しかし,放射状のものを欠いてお り,放射状暗文とラセン状や連弧状暗文が組合せ

になるのを原則 としている古い暗文手法 と明確に分離される。
*ま た,各器形をみると,大きさの画

一性が失われ,形態的にみて系統的な位置の不明確なものがみられるようになる。また,例えば土

師器高杯の脚高や須恵器蓋の宝殊形のつまみなど,器形や細部の手法でAグループと異なる多 くの

要素を指摘できる。杯 AIの指数はこれらの要素の編年上の位置を代表したものといえる。

このように,13の 土器群が成立するのに 3つの段階が認められた。すなわち,第 1段階には SK

219を代表として SK 217・ SK 220,SG 180。 SD 126・ SK 107・ SD 106・ SK 134が,第 2段

階は SB■ 6と SB 143・ SB 194 Bが ,**第 3段階には SK 140・ SK 148・ SA 109が土器群と

して成立したのである。

この 3段階は,遺構の造営期にもほば一致し,第 1段階は第 1-2期 までであろうし,第 2段階

は第 1-2・ 3期にぅ第 3段階は第Ⅲ期 と対応している。現状では,遺跡で決し難い遺構の時期区

分における位置を上器で推定することはできるが,遺跡で決定された遺構の造営期をさらに伴出土

器によつて糸H分するにはいたつていない。各段階の絶対年代についてはラ第 1段階は SK 219に よ

つて天平宝字 7年がその存続年代の一点となる。 また第 3段階の土器は, 第 7次調査で 6ABO区

で検出された井戸 (SE 311動 底から出土し,平城上皇没年 (824)に ごく近 く埋没 され た と推定

される一群の土器に類似するが, これまで述べた土器の変化の傾向からみて,それより新しいもの

とすることのできる要素はなく,第 3段階の下限をここにお くことができる。したがつて第 2段階

はその中間に年代を求められ よう。

次に, この 3つの段階の上器を 3つ の様式として把握し,その各々の上器型式の変化過程を述べ

るべきであるが,すでに触れた所 と重複する点も多いのでラ各様式の典型的な土器の変遷図をかか

げて,記述にかえることにする (Fig.23翌の。***

出土土器の年代を一応決定したので,次にその性格について二,三述べてみよう。これまでの考

察では,土師器が中心となつている。 SK 219を みると,出土土器 401個体中土師器が 83%を し

め,須恵器は17%にすぎない。他の土器群も,ほばこれに近いか,むしろ須恵器の比率がより低い

場合が多い。これを畿内の一般住居跡の例と比較するため,出土土器の大半が奈良時代に属する大

阪府柏原市船橋遺跡の場合をみると,****6割余が土師器で,須恵器が 4割に近い個体数を示して

いる。土器の考察で土師器が中心となるのは,その主流が土師器であることによるのであ り,逆に

須恵器の寡少性を平城宮出土土器の特色の一つにあげることができる。

上師器の内容をみると,煮焚のための器が ■.4%であるのに対して食事のための器が 87.3%を し

める。先の一般住居跡の例では,前者が46%後者が35%と なる。この点で注意されるのは,平城宮

の上師器には,貯蔵用の形態である壷類が皆無に近いことである。壷類は,甕・杯類とならが土師

* 黒色土器や瓦器の 暗文はこの新 しい技法の系列に

つらなるものである。

群 SB 143・ SB 194に ついては,他 と比較する適当

な器形を欠 くが,須恵器杯B(80)か らみて,第 2

段階に属せしめるのが妥当と考えられる。

**半 この 3様式は主要な土器群を出した遺 構番号に

ょって, SK 219様式・SB l16様 式・SE 31lB様

θ
`

式と仮称する。変遷図もこの 3遺構の出土土器を中

心 として作成した。

*料* 特記せぬ限 り,幾内一般住居跡の比較資料とし

て大阪府精原市船橋遺跡B地点の遺物『船橋 I』 の

データを用いる。ただしゥ船橋遺跡を単純に一般住

居跡とみなすのは問題があるが,他に適当なものが

ないからやむをえない。
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器の基本的な器形の一つであ り,主に須恵器がはたしている貯蔵の機能をもつものである。*それを

久 くことは家族のような小人数の単位を対象とした小量の貯蔵が不必要であつたことを 示 し て い

る。このことは煮焚のための甕類と,食器である杯・椀・皿等 との比率 とも無関係でない。平城宮

跡の土器群では一般住居跡に比して甕類が少い。しかし,甕 Bl個 の容量は杯Aの数十個にあた り

一時に多量の食物を調製してこれを盛 りわける場合には,煮焚の器の最大限の能力に応じた多数の

饗膳の器が存在しうるものと考えられ,甕類と食器との比率がこの程度であつてもよいのではなか

ろうか。平城宮のように,多人数の饗応がなされる場では,土器の組合せが,小人数の日常の食生

活を原則 とする一般住居とは異つた点があるのが当然であろ う。あるいは煮焚の少い食物を供した

と推定することやゥ煮焚のために土器以外の他の材質の器,例えば鉄釜などの存在を考えることに

よつても,煮焚の器と食器の比率を解することができるかもしれない。やヽずれにせよ,土器は平城

宮と一般住居の生活内容の違いを反映しているものとみなすことができよう。

土師器の 87.3%を しめる食器の うち 9割ほどは杯A・ 椀A・ 皿Aである。個体数は杯A38,椀A

73,皿 A147と な り,ほば 1:2:4の整数比をなしている。もちろん灯引皿として食事以外の用途に

使つた り,小子とを穿つて特別の使用法を想定させた り,墨書して個人用器たることを示しているも

のがあることと,杯 A・ 椀 A。 皿Aを さらに大小の器形にわけた個体数が整数比をなさないことか

らみて, この比率は特定の饗宴における食器の組合せを示すものでな く,食器のなかの各器形の数

量的関係の趨勢を示すものと考えられるべきである。 ともあれ,食器の圧停↓的多数が数器形からな

ることは多人数を前提 とした画一的な饗膳方式を考えることによつて理解できよう。

このような特殊な消費の場である平城宮へ, どこで製造された上器がどのように供給されたのだ

ろ うか。この問題の解決には,生産地の出土品と比較研究することが第一条件であるが,特に土師

器は困難であ り,なお明確に解答出来ない。しかし,土師器,須恵器を通じて,器形 。色調・土質

などの点であきらかに共通する多数のもののほかにやや異なつたものが少数ながら存在する。その

うちには,愛知県猿投山古窯群 (68o81・ 93)や岡山県寒風古窯群 (82・ 100)で製作されたことの

判切しているものがある。
キ*土師器でも甕 247・ 248は ,器形・土質の点で他のものと類を異にし,東

国的様相をもつものといえよう。これらの少数の特殊品のほかは,おそらく畿内の平城京の周辺地

域の製品であろ う。その供給が 1カ 所の生産地からではないことは,例えば須恵器蓋Aと 蓋 Bの器

形や手法の違いから明らかである。また, SK 219の 土師器皿Aにおける40個体の C手法のものは

土質 。色調・細部の手法から, a.b.d。 手法のものと異なつていて,生産地が違つている可能性が

ある。この場合,時代のお くれる土器群に C手法のものが圧倒的になることは,特定産地の製品の

みが供給され るようになつたか,あ るいは他の産地でもC手法がややお くれて採用されていたのか

はなお決し難い。しかし, このような数力所の生産地からの供給といつた考え方が成立するには,

特に土師器の場合にこれまで軽視されがちだつた専業工人の存在を前提にしなければならない。そ

の製品を平城宮へ供給する過程については,当時の手工業生産のあ りかたと直接に関連してくる問

題 となる。特殊な消費の場であつた平城宮は,現段階ではなお資料不足であるが,将来この問題解

決に絶好の資料を提供するであろう。

* 例えば,船橋B地点の壺A・ 把手 付壷などで, そ

こでは土師器の 2割ほどをしめている。

,ト キ 24・ 30・ 102な ども異色あるもので, 将来は特定

の生産地の製品であることをあきらかにできるであ

ろ う。現在判明している両古窯群がいずれも延喜式

の須恵器貢進国にあることは興味深い。

食器と煮焚
のための上
器

画一的な饗
膳方式

土器の生産
地
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3造営期の年次 と官行の比定

A 造営期の年次

この問題は当然平城宮全域との関連で考えるべきもので,現段階では未だ決定的な判断を下しえ

ない。後述するように宮城の中枢部である朝堂院や内裏の位置が変化し,それにつれて諸官行の配

置にも移動があつたと思われるので,その前後関係を把握する必要があるが,調査は未だそこまで

及んでいないからである。

年次決定の手掛 りとなる主な事項は次のとおりである。 a木簡出上の上躾 SK 219は第 1-2

期建物がその埋土上に建つから,それ以前と判現するが,第 1-1期の当初にはなかつたものであ

る。すると第 1-1期 と1-2期の中間に木簡埋没の年代「天平宝字 7・ 8年頃」が入る。b第Ⅲ期

盛土層の下で,万年通宝 (宝字4年鋳)及び神功開宝 (神護元年鋳)銭が出土したから, この期の上限

は,神護元年 (765)よ り下る。c井戸 31卜Aに万年通宝と神功開宝,井戸Bに隆平永宝 (延暦15年鋳)

が含まれていた。井戸枠の技法や伴出した他の遺物からみて井戸Aは奈良時代終末期まで使用され,

井戸Bは平安時代に属するものと判断される。Bは Aの改造であるが,そ の規模がかなり大きな点は

同時に建物の改修もあつたことを思わしめる。なおAは一度廃乗され, Aと Bが連続していない点

は注意を要する。 d土器は編年上 3群に分かれるが,その第 3段階のものは第Ⅲ期遺構と井戸 31

1-Bと に共通して出土する。すなわち第Ⅲ期は前記 bよ りさらに限定され,平安時代に属すると

考えられる。 e第 2段階に分類された土器は第 Ⅱ-2期建77Jを撤去した時の柱抜取穴や, 第 1-
3期建物 SB■6の 雨落濤中に包含されており,編年上は第 1段階 (宝字7年頃)と 第 3段階(下限は

天長2年頃?)の 中間に位置する。井戸 31■Aか ら出上した土器も第 2段階のものに最も近似して

ヤヽる。

以上によつて,第 1-1期 と第 1-2期の中間に宝字 7・ 8年がはいることおよび第Ⅲ期が平安時

代でこれは当然大同4年の平城上皇還都と関連するものであろうことは粥らかである。また第 1-

3期が奈良時代の終末期頃と考えられる点もほぼ問題はない。そこでもう少しこの年次を限定しえ

ないであろうか。この場合まず注目すべきは第 1-2期にその 1部を改修した 2/期があることで,

これからするとⅡ-2期の存続期間はある程度 (と いっても10年程度)*長かつたと考えられる。全 く

機械的に,第 1-2期を許容される上限である宝字 7年に,第 Ⅲ期を大 同 4年 と仮 定 してみる

と,そ の間は46年ある。第 1-3期をその中間とすると,延暦初年にあたる。 しか し第 1-3期

を延暦と考えるのは次の点でかなりの無理が生ずる。 a延 暦元年に平城宮造宮省が廃上され,延

暦 3年には長岡遷都の勅が発せられた。 bしたがつてこの時点で造営が行われたとすれば, 留守

司の如きものと考えざるをえないが,**そのためにわざわざ新営工事が行われたとは考え難い。 C

もし留守司が引続いておかれたとすれば,井戸 311でAか らBの間に中断する期間があることを説

明しにくい。d第 1-3期は建7/」 の数や面積からしてもかなり大規模な造営で,そ の点では第 正一

キ 伊勢神宮の式年造替の期間は, 大体掘立 柱建物が

痛みはじめる時期 と一致する。

キ* 延暦10年 に長岡京へ諸門を移し,同■年 2月 には

つδ

諸衛府 を して平城旧宮を守護せ しめているか ら, こ

の頃 まで留守司の知 きものがあつた ことは確実 であ

る。
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2期に決しておとらず, この点でも留守司のための建物とは考え難い。*eな お第 I-3期を更に

下して平城上皇の造営とすることも,前記中断の事実や土器の編年によつて否定される。

すると第 I-3期は延暦以前と考えたいが,宝字 7年から延暦元年までは19年 しかない。これは

第 I-2期を最上限まで上げての仮定であつて,第 1-2期を更に下して考えることもできるが,

そ うすると第 1-3期を奈良時代中に入れることが一層困難になる。したがつて第 Ⅱ-2期はでき

るだけ宝字 7年に近い方が都合がよい。ここで注意されるのは, SK 217・ 219で木簡と共にかな

りの量の檜皮が出土した事実である。この上壊の性質を明確に限定することはむつかしいが,おそ

らく大掃除を行つた際のごみ溜めと見ることができる①この際に檜皮が混入することを重視すれば

それは建物の改修時である可能性をもつている。すると第 1-1期建4/Jを 取 り片ずrI,そ のごみを

埋めて直ちに第 I-2期建物を建てたと云えないであろうか。これを記録と関連させれば,続紀に

見える宝字 4。 5年の改修が, こうした官衛地区ではややおくれて宝字 7年に行われ,それが第 H

-2期に相当するのではあるまいか。

第 1-2期を宝字 7年とすれば,第 Ⅱ-3期までの間は15年前後となるが, これを逆に前にとる

と第 1-1期は748年前後と推定される。これは天平20年頃であるから,天平17年の平城還都後の

造営とすれば,前記宝宇年間の改修とよく似たおくれを示す状況となる。すると第 1期は恭仁宮遷

都以前と考えられ,平城宮el建時の造営に属することとなる。但し,その実年代は催造使の任命に

も見られるように,必ずしも和銅年間とは限らず,官衛の如き付帯部分であることからしても,か

なりおくれたものと推定される。以上の年次を整理すれば次のとお りである。**

Tab。 ■ 造 営 期 年 次 比 定 表

第 1-2期

第 Ⅱ-1期

第 1期

造 営  期 I期 第 Ⅱ-1期 第 1-2期

推定造営年次 和 釦 末年 カ 天 平 20年 頃 天平宝字 7年

第 1-3期
 1 

第  Ⅲ 期

宝 亀年 間 カ 大 同 4年 頃

謡鍵写号亀吾圭峯 和 釦 倉1建 天平17還都後
の改修

天平宝字4・ 5

年の改修
記録に見えず

平城上皇還都
の造営

B 官行 の比定

木簡がこの地区にあつた官衝によつて廃乗され,その官衝名を考察する最も重要な手がか りとな 官衛の叱定

ることは既に記した。その点でこの木簡の最大の特色は食料品に関するものが圧倒的に多いことで

その数tよ総数41点のうち14点にのぼる。***と ころで木簡は用途によつて a7/J資 (こ こでは1点を除

き食料)の支給を求めた伝票 b調などの荷木L c品 目表示の付1/1札 に分けられるが, これを使用

する機能から云えば, aは物資の請求 bは物資の収納・貯蔵 Cは整理・貯蔵のためと考えられ

る。するとこの木簡に関連する場所は,食料品の収納 。整理・貯蔵及びその支給を行 う官衝であつ

* 価々の建物の規模や配置が大きく変る点は すでに

第 1節 でふれたが, この変化は同種の官衛内でのも

のと思われる。

*( 以上は, 1 この地区には創建当初か ら,建物が

作 られた (宮城内でも重要な位置を占めているから

その可能性は十分にある)2 各時期ともに臨時的

な建物ではなく,一定期間中官衡建築としての機能

を果したという2点を前提にしているので, これが

成立しなければ年次の比定そのものが大きく変つて

しまうことになる。

半*( この数は品目が記されてそれが食料 品 とあかる

ものだけの個体数であるが,前後関係よりみて当然

食料品と思われるものや,食料品と密接な関連のあ

る「長女柏」などもこれに加えると,記載のや 判ヽ

然 とする木簡中食料品関係のものが約 7割を占めて

やヽる。



職
司

膳
膳

大
内

各造営期の
官衛の比定

平城宮発掘調査報告 Ⅱ

たと推定される。さらに木簡中には加工品である醤 。木醤が含まれているから, この官衝では食料

の調理・加工も併せ行つたと考えてよい。この地区で井戸が重要な位置を占めていることも, これ

と無関係ではないであろう。こうした機能を総括的にはたした官衛としては,宮内省に属する大膳

職 。大炊寮,内膳司がある。平安時代では他に諸官衛に直属した厨房もあるが, これは奈良時代か

らあつたか否かは不明であり,また平安宮古図をみてもその規模はた較的小さかつたらしい。この

うち大炊寮は米などの主食を取扱い,木簡中の大部分を占める冨1食品には直接関係しないので,今
の場合は除外され, また諸官司の厨房も発掘遺構の規模や位置によつて否定してよいと思われる。

するとこの官司は大膳職か内膳司の二者にしばられてくるが, これをさらに限定するのは現段階で

ははなはだ難かしい。その理由は次のとおりである。 a木 衛中にこの限定に役立つものは請求伝

票しかないが,その中でも木衛 1の竹波命婦御所に関するもの以外は請求先をきめにくい。 b木
簡 とも二通 りの考え方が成 り立ち,大膳職か内膳司かを決し難い。 c遺 構の配置や,相対位置に

よる考察は,今回の調査が官衛地域に対する最初のものなので平城宮内での比較資料を全 く久いて

いる。 d平城宮と平安宮とでは朝堂院を始めとして,官衛の配置にもかなりの相違があり,こ の問

題に関しては平安宮古図による類推はあてはまり難い。

しかし本章 1で記したように第 1-2期以降には 6 ABO区 と南接する 6 ABP区 との間に道路

がなかつたと思われる点は注意すべきで,も しこの想定が正しく,また土塁に囲まれる 6 ABP区

が関野貞の推定するごとく内裏であつたとすれば, ここが内裏と密接な関係にある内膳司であつた

可能性が強 くなるのではあるまいか。

ここで推定された官衛は,木簡が第 1-1期の終末に関連するので,当然その時期のものとなる

が第 I-1期 と第 I-2期は遺構の性格で一連 とみられるから, この官行は第 1-1・ 2両時期に

通じてあてはまる。第 I-3期は建物の配置や規模が大きく変化するが,井戸 3■―Aか ら嘆 所」

と墨書した甕が出土したから, この時期にも食料を調理する官衛であつたと思われる。すると大膳

職もしくは内膳司は,第 I期を通じてこの地区にあり,そのうち2か ら3期の間に何等かの機構の

変化があつたものと想像される。なお第 1期には井戸がなかつたことを重視すれば, この時期の官

司は第 I期 とは異なつていたと思われる。なお第Ⅲ期は平城上皇に関連するもので,前期の平城宮

の官衛と同じ構成とは断言できない。検出した建物もわずか 2棟で,その性格は全く不明である。

この地区にあつた官行は大膳職 。内膳司のいずれにせよ, これを木簡の出上した東半区のみに限

らず, 6 ABO区全域をしめる 1官衛と考えたい。 延喜式によれば, 両官衡ともに「羮所」のよ

うに「所」を称したいくつかの下部機構をもつてお り,それに要する建4/2も かなりの棟数に及んだ

と想像される。平安時代の記録をそのままあてはめることはできないが,最初にあげた収納から支

給に至る各段階でやは り相当規模の建物や敷地が必要であつたと思われる。それが2ブ ロックに分

割されていたとしても差支えないであろう。

以上はいわば現段階での仮説で,今後調査の進行とともに改定を加えてゆきたい。しかし, この

地区の調査が始めて平城宮官行の実体を明らかにしえたことおよびそこに位置した官行がほば想定

しうることなどは大きな収穫であつた。また官衛の位置や機構が,時期によつて変化すると推定さ

れる点も今後の検討を要する重要問題であろう。

%



1 平城官の四至 と条坊

平城京は朱雀大路を中心に,東西おのおの9条 4坊の左京と右京にわかれ,左京にはその東に 2

条から5条にわたつて4条 3坊の外京が設けられていた。*平城京の条坊制については,すでに多 く

の先学の業績があり,京城の四至や京内道路の幅員が考究されてきたが,種々の解釈があつて未だ

結論をえない状況にある。現在幸いにも平戒京の大半はまだ水田地帯として残つており,旧条坊の

痕跡はかなり粥瞭に道路や畦畔で追跡できる。航空写真などでみると往時の条坊の道路が糸H長 く続

く水田列として残つているものもあつて,その旧位置や幅員を推定できる。ここではこのような条

坊の痕跡をもとにして先学の業績を参照し,平城宮跡周辺から条坊の諸問題をとりあげたい。

平城京の地割は,大宝令の小尺を測地尺として1800尺 で計画され,各坊の町はすべて方 400尺で

あると説かれていた。ところが近来の研究で大路の幅員には広狭があり,さ らに平安京と同様ある

部分では条坊間にも大路が存在するらしいことが判つてきた。その結果,条坊地割の寸法と大路・

小路・町の通計とは一致しなくなるものもあり,旧来の説と矛盾が生じてきた。これを検討す るに

は,一坊大路・二条大路 。防間大路 (平安京壬生大路に当る)な ど,他の大路よりも,すべて広い幅員

の大路を含む左京右京各一坊が,最適と考えられる。

A条 坊 の 地 割

平城宮跡の東西に接して南北に細長 く続 く水田列がある。これは航空写真でみると,旧京の殆ど

全域にわたつて続き,明瞭に一坊大路の形跡を残すものである。宮城は東西を一坊大路,南を二条

大路で限られるが,東西の一坊大路間の距離を求めると平城宮の東西幅すなわち2坊分の実距離を

知ることができる。この場合条坊地割が朱雀大路を含むか,或は朱雀大路両側から東西に設定され

たかを,併せて検討できることになる。この両水田列の距離を,文化財保護委員会作製の平城宮跡

1000分 ノ1地図で計測すると,外畔間 3600尺, 内畔間 3380尺であつて, これから宮域東西幅は

3380尺,一坊大路幅員は 110尺ほどになる (PLAN l)。

宮南の一坊を同様航空写真でみると,朱雀大路,一坊大路やこれに換まれる一方の4町 3路の形

跡が,水田畦畔から明瞭に認められる。ここで注目されるのは,一坊内にある3路のうち中央の路

は幅が広く, これが坊間大路と確認できることと,ま た町の形状が正方形にならず, とくに朱雀大

路に隣接する町にこの傾向が著しいことである。それらの東西幅を現地で水田 1筆ごとに略測する

と, Fig.26に 示したような値になる。坊間大路が条坊地割の中心にあると仮定すると,宮跡東部

* 「律書残篇」(改定史籍集覧27)に 左京条九防JfF六 ,

右京条九防対三の記載が挿入されている。 この京は

他の記載事項から平城京 と考えられ,誤記でないと

すれば,平城右京には 3坊分条坊が設けられなかつ

たかもしれない。現状では旧右京四坊は大部分が条

防の痕跡すらも認めがたい。

平城京概観

一坊大路跡

坊聞大路の
存在



測地尺と現
在尺との比

1800尺の地
害!

平城宮発掘調査報告 I

の朝堂院跡は,中軸線を

坊間大路中心,すなわち

条坊地割中心に一致させ

たと考えられる。*1000分

ノ1宮跡地図上で,昭和

30年発見の大極殿回廊や

諸堂跡を示す土壇から朝

堂院中軸線を求め, これ

と宮城東西幅を 2分して

得た平城宮中軸線との距

離を計測すると880尺 と

なる。地割が1800尺で計

画されたと仮定してこれ

をその半分の 900尺 とす

ると,測地尺と現在尺と

の比率は 0.978と なる。

この比率で宮跡東西幅

を測地尺に換算すると,

3380■ 0。978-3456.0す な

わち3456尺 とな り,宮域

Fig。 26 平城宮跡東南付近条坊痕跡

東西幅は1800尺で想定した地害」寸法より小さく,そ の差は1800× 2-3456-144(尺)と なる。しかし

一坊大路の外側間の距離 3600尺を換算した 3681尺 は,地割寸法より81尺大きい。この結果から,

地割線は宮域中心すなわち朱雀大路の中心と,一坊大路の中心よりやや外方,道幅のほぼ 3分ノ2

の位置にあたることになる。またこの値には朱雀大路幅員の 2分 ノ1が含まれるので,京の地割は

未雀大路の両似1か ら設定されたものでなく,むしろ大路中心からの設定と考えられる。

以上は 1800尺を規準とする地割が行われたとしての考察で, これを他に及ぼしてゆ くと次のと

お りである。まず南北方向は宮域の北限が確定しない現状では,平城宮跡を基準にすることが出来

ない。しかし二条についてはすでに大岡実による東大寺転害門心 (一条大路心)か らぅ旧二条大路南

縁石垣までの実測値があ り, 1837.1尺 と知られる。これを先の数値によつて換算すると1880尺 と

なる。
**そ こでこれを地割線を一 。二条大路心とみると,南北方向では80尺 の差が生ずる。この差

は二条大路南半の幅員で,二条大路は 160尺 と計算される。同様三条についても,大岡実の興福寺

旧境内の南北の実測値があつて,1646尺 と知られるので,***前記の二条の実測値を加えて,一条大

* 次節でのべるように宮斌中央区は第 1次, 東方区

は第 2次の朝堂院に比定される。第 1次の朝堂院は

朱雀大路中心と中軸線を揃えるので,第 2次 のもの

も正面の坊間中央路中心に中4H線を一致させたと考

えられる。しかし坊間大路を示す水田の中心線の延

長は,現状では正しく朝堂隣跡中軸線 と一 致 し な

い。 これは水国の東西幅が 120尺 ほどあるためで
,

坊間大路幅を 100尺 とみて,中心線と中軸擦が一致

′00

すると仮定した①なお朱雀大路の幅員はFig。 26に 示

した水田からは 260尺ほどとみられるが,南の水田

はこれより広 く平安京同様 280尺の幅員とみるべき

であろう。

キ・  大岡実「平城京二条大路と束京極路J(建築史 1

-1)昭 14

料*大岡実「興福寺建築論」 (建 築雑誌505)昭 3

(数字の単位は山尺 )



Fig 27 平城富周辺条労復原図

キ 現地形で認められる三条大路跡の水田は, 平城宮

に接する部分では,南北幅が特に広 く170尺 ほどで

あり,東一坊大路跡より束側の水日では 160尺 ほど

になつている。宮正面のみは広 くされていたようで

第Ⅶ章 平城宮の諸問題

路中′いより三条大路北縁までの距離を求め

れば 3483.1尺 , これを換算して 3562尺 と

なる。三条大路中心が地害↓線とすると

1800× 2-3562-38(尺 )差があ り,三条大

路の幅員が76尺 となる。

以上の一坊 と二 。三条の計算から,条坊

地害Jを1800尺 とみるのは妥当であ り, 1町

を 400尺 とすると三条大路の計算値を参考

にして,大路80尺小路40尺 とみなせよう。

このことから Fig.27に示すようにぅ条坊

を限る大路が地割線上に 2a cO尺 )で計画

され,一坊大路・二条大路はさらにこれを

平城宮域の側に,等距離 b(=a)で拡げら

れ,それぞれ120尺,160尺 の幅員をもつよ

うになつたと考えられる。*す なわち大路で

幅の広いものは,計画数値80尺 のどちらか

に,道幅を広げた結果 と考えるのである。

条坊を限る大路が80尺 より広い幅員で設

ある。

** 大岡実,浅野清「大安寺南大 F日 中門及び回廊の発

掘」「薬師寺南大門及び中門の発掘」 (日 本建築¥
会論文集50)「西大寺東西両塔」 (同 論文報告集54)

大路・小路
の1隔員

道路幅員の
町への影響

けられると,地割寸法が各条坊に一定である以上は,当然条坊内の町に影響を及ぼす ことになる。

宮南の一坊では,二条大路に南接する町が Fig。 26で認められるように,南 の 3町より南北幅が狭

いのはこのためであ り, また前述のように一方の東西方向は中間に大路が設定されたため,町幅に

広狭があるのが明瞭に認められる。大路の幅員が町に及が最 もよい例は朱雀大路両協の町で,最大

の幅員の路に接する町が最小の幅となる。

この1800尺 の地割を,一坊 と二・三条以外で検討してみると,次のようになる。最近,大安寺南
 機翼

寸法の

大門ぅ中門,西大寺東西両塔,薬師寺南大F写,中門など京内寺院の一部が発掘されてその位置が確

定した。**寺院の中軸線は条坊に規制されるので,奈良市作製の 3000分 ノ1都市計画図上でこの位

置を計測し,条坊地割を検討できる。発掘によつて得られた大安寺伽藍中軸線は,平城宮中軸線よ

り5730尺東にあ り, これを換算すると5859尺 となる。伽廷中軸線は三坊大路の 1町東の小路中どい

と一致するので,想定地割寸法は 1800× 3(坊)+40(大路半)+400(町)+20c/1ヽ路半)=5860(尺 )で,実

測値 とよく合致する。また西大寺東西両塔の中Jい,すなわち西大寺伽藍中軸線は,平城宮中軸線の

4620尺西にあ り, これを換算すると4724尺 となる。伽藍中軸線は三坊九～十二坪の中′いと一致する

ので,想定地害↓寸法は 1800× 2(坊)+40(大路半)+400× 2.5(町)+40× 2c/1、路)=4720(尺 )と な り,

両者はほぼ合致する。 一方薬師寺伽藍中軸線は, 平城宮中軸線から3100尺西にあつて,換算する

と3170尺 となる。伽藍中軸線は,一坊大路の 3町西の小路にあると仮定すれば,想定地害J寸法は,

=θ

f



外京の地割

条坊間大路
の問題

平以宮発掘調査報告 [

1800(坊 )+40(大路半)+400× 3(町)+40× 2.5(小 路)-3140(尺)と な り, これでは 30尺の差がで

きる。*以上は東西距離であるが,南北方向では薬師寺南大門,大安寺南大門の基壇前面と宮跡南端

間の距離が計測され, これは7040尺,換算すると7198尺 となる。宮城南端から六条大路北縁までの

計画寸法は, 80(二条大路半)+1800× 4(坊)-40(大路半)=7240(尺)で, これも約40尺の差が出来

るが,門の前面が大路より後退していたであろうから, これでは細かい検討はできない。

なお外京の東西地害J寸法は1800尺 ではない。興福寺金堂′bすなわち興福寺伽藍中軸線と大安寺伽

藍中軸線 との距離は5410尺で,換算すると5532尺 となる。興福寺中軸線は七坊五～八坪の中Jい にあ

るとすると, この中で外京のみの寸法は,5532-〔1800-(40+400+20)〕 =4192(尺 )と なる。これ

を1800尺の地害Jで 2坊 1坪半として計算した結果, 1800(坊 )× 2+40(大路半)+400× 1.5(町 )

+40(小路)=4280(尺)と 比べると夕全 く合わない。これは外京の東西方向の計画寸法が,1800尺 よ

り小 さかつたことを示すもので,興福寺周辺の条坊痕跡によつても同様な結果が得られる。その原

因は使用尺度の相違か,ま たは大路 。小路の幅員が狭かつたものであろう。いずれにせよ外京設定

の時期が遅れることを示すと考えられる。**

条坊間の大路については,主 として中世の田畑券文によつて現在―・二条や一 。二坊にその存在

が知 られている。***こ のうち水田の畦畔によつて,明瞭に条坊におよが条 。坊間の大路が認められ

るものは,宮南の左右各一方の坊間大路のみであつて,他のものは確認できない。条坊地割寸法は

坊間大路の存在になんら制約されず,何れの条坊でも等しい寸法であるため,距離測定からは大路

の存在を確認することができず,現在では文献によるか,その痕跡を留める水田の形状によらざる

をえない。宮東の一 。二条では,宮跡付近の水田の形状からは坊間の 3路すべてが,大路のように

広い幅員で認められる (PL l,Fig.26)。 しかしこれ を追求しても, 法華寺以束では大路の痕跡を

求めることができない。

二条の条間大路については二・三の問題がある。「東大寺修理所修理注進状」 (東南院文書)に中

御門大路の記載があ り,条間大路が外京にも存在したことが知 られる。一方地害Jを一定 とみるとす

でに述べたように, この大路に隣接する町は 400尺平方より小さな面積でなければならない。正倉

院文書紀朝臣勝長家地相換券文には,外京の二条五坊七町は 1町 2段 124歩 o00尺平方)と記或さ

れ矛盾が生ずる。また東大寺中御門に相当するいわゆる焼門の位置は,大岡実の実測によつて転害

門心より855。3尺南 と知られる。とすれば中御門大路は地割の中′いに位置しないことにな り疑問で

ある。なお坊間大路については右京九条二坊,左京四条一坊では文献上否定的なものもあ り, また

坊間の中央にない大路が,右京三条一坊に存在することなどがあつて判然としない。或は利用度の

高い小路のみは,大路に拡張されたのであろうか。****

*こ れは現在考えられているいろいろな条功寸法を用

いても,う まくゆかなとヽ。楽師寺は条坊 とずれて建て

られた らしい。

*半 興福寺の伽藍中軸線は大路 6丈小路 3丈 のlm員で

計画された条坊によく合致することが今迄知 られて

きた。 しかし外京の東西方向の地割をそ う認 め て

も,な お寸法に差がある。興福寺の伽藍中軸線が,

この基準の異なる外京の条坊に合致する以上,興福

寺の造営は外京設定以後となる。興福寺の供養や維

摩会が和銅 7年に行われていることから,外京の設

定は和銅年間とみられよう。

ど0ク

キ掛 田村苦永「平城京条坊機IPIの 諸問題」 (史逃 と芙

術22-9)昭 2盈 大井重二郎「平城京条坊大路以外の

六大路の確認と京極道路の再計算について」 (続 日

本紀研究4-8。 9)昭 32。

*卜・ キ 東大寺文書「薬師寺僧慶意田地処分状」に,右
京九条二坊八坪西小略,東大寺文書「藤井姉子田地

処分状Jに左京四条一坊七坪東少路とある。 これか

らはこの坪に接する坊間の路は小路のようにみられ

る。また西大寺本検注目録「西大寺四王 堂 免 田 等

事」に右京一条三房一坪南大路とあつて,坊間中央

路の他にも大路が考えられよう。
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B 平城 官 の地 割

宮城東西距離は前述のように地割線よリー坊大路幅員の3分 ノ2を減じたものであつて,一坊大

路幅員を 120尺 とみたため,(1800-80)× 2=3440(尺)と なる。

南北距離も南限は二条大路のためせばめられているが,北限も北京極路で同様せばめられたとす

ると宮城の広さは 3440尺四方となる。

宮城には朝堂院,内裏,各省官衛が存在し,それらを画す る道路の存在が考えられるが,平安宮

古図にみられるような宮城内の路は現在の地形から明らかに指摘することはできない。発掘で判明

した道路遺構は, 6ABO区 中央の官衡群を画する幅50尺ほどの南北路で, この位置は 宮域中軸線

上にある。また,6ABN区 南端部は地山が南よりも一段高 くな り,こ の部分ではなんらの遺構も発見

されないため,東西に通ずる路 と推定した。この位置は南北地割の 4等分線上に相当する。なおこ

の他に地域を画する遺構 として,昭和 3年発掘の 6 AAB区に玉石積の溝が知られている。濤が発

見された場所は南北に林H長 く連続する水田t この水田列は宮域中心にまでおよび,朝堂院と東一

坊大路の間の宮域北半地域を 2分する位置にあるが,地害J寸法 とは直接関係しない。なお,現在国

有地となつている朝堂院跡についてその構成 と地割の関係をみると,南門,中門,大極殿前F]のそ

れぞれ前面は南北地割の 4等分線上に位置する。この諸門 と道路 との関係は,平安宮古図に見られ

ないもので,官内建物群の全体計画を考える上に注意すべき点であろう。

上記の要旨を列拳すると次のとお りである。

1 平城京の条坊は1800尺 の等間隔で方 H長に地割され,地害」計画では条坊大路の幅員の広狭は考

慮されなかつた。 2条坊大路は地割線上に設定された。 3幅員が広い大路を設定するに当つては

本来計画された条坊大路の片側ないし両側に拡げられた。 4幅 員が広い大路に隣接する町は,大路

の影響で町の広さが縮少された。 5五 ～七坊のいわゆる外京では,南北方向と東西方向は地割の

寸法が異なる。南北方向は一～四坊の延長なので問題ないが,東西方向の地割の違いは,外京設定

時期の遅れることを示している。

平城京条坊制の正確な数値は,旧京全域にわたる
'山

形測量によらない限 り結論は求められず,今

後の問題 として残 さざるをえない。 とはい うものの,平城京の大路の位置や幅員は平安京 と近似し

ている。大きな差異は町の広さが一定でないことで,そ の他は延喜式に示される京程を平城京にも

適用してよいのではないだろ うか。平安京条坊制は町の面積を一定にし,北辺坊を整備したもので,

全 く平城京条坊制の発展形式 と解されるのである。

2 官内諸建造物の機能 と位置

A 文献にみえる建造物群

ここでは文献にみえる平城宮関係の殿,院,苑 ,

理分類してその機能 と宮内位置を考えてみる。

宮  城  門

宮城の周囲には宮塔がめぐらされ (宮衛令宮瑞条),

門などを宮城門,内裏,朝堂および諸官衛に整

その外辺には溝が掘られていた (同条古記)。 宮

ど0∂

宮城の広さ

宮城内道路



宮城十二門
号

平城官の宮
城門

平城宮発掘調査報告 1

増 4面にはそれぞれ 3門ずつあ わ せ て 12の大F]が存し (宮衛令宮閤門条古記),門前に橋を渡 して

(営繕令京内大橋条古記),宮城外に通じていた。宮城十二門のことはすでに飛蔦板蓋宮にみえるが (皇

極紀4・ 6),十二門の存在を確証できるのは,わが国都城制に飛躍的な発展を言」した藤原宮において

である。宮城門はまた外門とよばれ,門部が守衛する。これに対して,宮城内には衛門府 と衛士府

が防守す る宮開 (中門), 兵衛府が主当する閤門 (内門)があつて (宮衛令宮閤門条古記), 内裏を中心

に 3重の構造をなしていた。

宮城十二門には固有の門号がつけられ,平安営の場合には拾芥抄 (宮城部第19)に よると,東面北

から陽明・待賢・郁芳,南面東から美福・未雀・皇嘉,西面南から談天・藻壁・殷富,北面西から

安嘉 。偉甕・達智とよばれた。 ところがこれらの門号は,弘仁 9年に唐風の 2字を用いる美称に改

められた もので 感己略弘仁9。 4・ 庚辰),それ以前はそれぞれ山,建都,的 (県犬養),壬生,大伴 (朱

雀),若犬養,玉手,佐伯夕伊福部,海犬養,猪使,丹治比 と氏名を冠するものであつた。
キ
平城宮の

場合もこの氏名を冠す門号であつたことは,の ちにみるように続紀の実例によつて証明される。氏

と門号の関係については従来,拾芥抄 (同上部)の記述から各氏族がそれぞれの門を造営したものと

考えられてきたが,最近の研究によつて氏族造営説はつFせ られ,門号 となつた各氏族は実は大化前

代以来の天皇近侍氏族で,令制では宮城内の守衛にあたる衛門府門部に系譜を引 く氏族であること

が明らかにされ,改新のプロローグをなした入鹿誅滅事件,いわゆる乙巳の変に際して, これ ら氏

族が板蓋宮の大門を防守した功労を顕彰して附したものとする見解がとられるに至つている。**

平城宮十二門の うち,文献にみえるものは,朱雀門 (続紀和銅 8・ 正・朔,天平 6・ 2・ 朔,天平 16・

3・ 丁丑,儀制令儀文条古記), 建部門 (大 日古12-392), 中壬生門 (続紀神護 2。 5・ 戊年), 的門 (続紀

宝亀3・ 12。 乙亥)の 4門である。 朱雀門は宮城南面の中央に位する宮城正門で, 十二門中最も重要

な外門である。元日朝賀に際して鼓吹騎兵がこの門の左右に陳列し,天皇がこの門に出御して,京

中の大歌垣を観覧しているなどの続紀の事例がそのことを証切している。儀制令儀支条 古 記 に も

「元 日未雀に飾馬を陳列する許に, 藤原右大臣 (武智麻呂)の儀支を立つ」 とあるから, 元会朝賀

の儀式に朱雀門は久 くことのできない重要なものであつた。平安宮の場合も同様でその 委 細 は 貞

EFL儀式 (巻第6元正朝賀)に よつて知 られ る。 い うまでもな く,元朝俵式は天皇大極殿に出御して

朝堂で行われるものであ り,朱雀門はいわばその延長 として利用されるのである。朝堂 と未雀門の

こうした機能上の対応関係を考慮すると,平城宮跡で朝堂を東方部に推定した従来の説は再検討す

る必要が生ずる。朱雀門の記録が天平16年以降に見当 らない点からすれば,記事の省略を考慮する

としてもなお,それがかつて朝堂正面の関であ り, これ以後朝堂の位置に変更があつて,機能的に

以前の重要性を失つた事情を示すのではなかろ うか。 (後述参照)

建都 F弓 は正倉院文書に右大臣 (藤原豊成)以下13人が この門に参向したとみえるものである。その

年時を大 日本古文書の編者は,勝宝 4年としているが,た しかなことはなお不 Hjlであ り,何のため

の参向か も明らかでない。 ところで建部門の位置であるが,本来は平安宮待賢F]の位置ぅすなわち

* 県犬養 F日 は一条兼良「年中行事秘抄」所引「弘仁

陰陽寮式」群書類従 6)に みえ,佐伯有清は弘仁式

所載のF且号を恭仁遷都から景雲 3年 までのものとし

た。「宮城十二 F日 号と古代天皇近侍氏族」 (続 日本紀

研究2-4)5)。  大伴門が朱雀門にかわつた時期は不

明であるが,宋雀門の初見が和銅 8年 であることか

どθを

らすれば,あ るいは平城宮ではじめて改号された F電

であろうか。

** 川勝政太郎「平安宮十二門に関する問題」 (史述

と美術15-6),井上薫「宮城十二 P日 号と乙巳の変」

(続 日本紀研究 1-7),山 田英雄「宮城十二門号に

ついて」 (続 日本紀研究1-10),佐伯有清前掲論文
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東面中央であるが,弘仁式,貞観式の逸文から佐伯有清が復原したところによると,*恭仁宮以来景

雲 3年までの平城宮は東面の門号位置に移動があ り,建部門は本来の的門=郁芳門の位置すなわち

東面南端に位するのである。勝宝 4年のものとすれば丁度その間にあたるわけである。つぎに中壬

生門。これがもし壬生門と同じならば,平安宮美福門の位置,すなわち南面東の開である。それな

らば何故「中」の字を冠するのか。拾芥抄で東,南,西各面の中央 F弓がまた「中御門」 とよばれて

いることからして,「中」を中央の意味に解することはきわめて自然である。 ところが続紀による

と,中壬生門の西に官人百姓の訴陳を聴 く場所を設けたとあるから, この門は宮城の北面か南面以

外には考えられないことにな り,おそらく南面東の門と推定される。したがつて「中」の字は位置

の意味からは解けず,別の解釈が必要になつて くる。南面東門とすれば,東側朝堂の正 面 に あ た

る。さきに朱雀門についてのべたように,朝堂の正面F]は朝俵に際して重要な機能をもつものであ

つて,こ うした事情が「中」の字をつけた理由ではなかろ うか。

的F]は平安官郁芳門 と同位置 とすれば,東面の南端の門である。続紀によると,宮城内にあつて

的門に通ずる東西の路に,太政官弁官曹司の南門が開いていたことがわかる。この的門と弁官曹司

の位置は平安宮の場合もほば同じである。

朝 堂 関 係

朝堂は諸司百官が,一堂に会して朝儀を行 う場所である。北域に天皇の高御座を設ける大極殿の

一郭を付し,南面には捲えの場 =朝集殿の一院を配し,こ の間に朝儀の場 としての12堂があつて以

上 3つ の部分からなつている。宮城内諸建築物中内裏 とともに,最も重要なものであることはい う

までもない。そこでまず朝儀の具体的な内容を続紀について調べると次のようである。
      賢薪

式の

即位および大嘗会の饗 2 元日朝賀および饗

蕃客 (外使・隼人)謁見および饗  4 正月の節宴 (7日・16日 <踏歌>,17日 <大射乃至内射>)

その他 イ 読経 (1代 1度の住王。大般若経の講読,天平9年度着流行につき最勝王経転読)

口 授位 (神亀6・ 3・ 甲午,延暦2・ 2・ 壬子)

ハ 宣詔 (天平元・8・ 癸亥<改元>,宝宇6・ 6。 庚茂<高野天皇詔>,天応元・4・ 癸卯)

二 特別な宴 (神亀4・ 1い 己亥<基王誕生>)

つぎに律令の規定および集解註釈書について朝堂の儀の内容を検討しよう。衣服令には大祀 。大

普・元 日の三大儀式に際して,五位以上が着用する礼服の詳細な規定が見えている。また同令武官

朝服条には,特別に「会集等日」の月R装がきめられている。この「会集日」を義解は「元 日及乗集

井春客宴会等」とし,穴説は「大祀,大学,元 日および宮衛令の儀伏を立てる日」 としているが,

儀伏を立てる日とは宮衛令元 日条に「元 日,朔 日,若しくは乗集すること有らん,お よび蕃客の宴

会辞見には,皆儀伏を立てよJと あるのを指す。儀伏を立てる儀式のすべてが,朝堂で行われると

は限らぬにしても,さ きの続紀の用例に徴して,それらが多 く朝堂儀であることはまちがいない。

右にあげたものの うち,朔 日すなわち告朔儀のことは俵制令文武官条に,前月の公文 (いわゆる告朔

文)を五位以上が朝庭の案上に送 り着け, これを大納言が進奏するとあるから,朝堂でおこなわれ

たことは明らかで, 続紀にその例を見ないのは, 毎月の常例行事 として省略したものに他な らな

摩 %〕 羅 :窪 3蚕蒙 嘉 9〔籟 ♪

(北)山  田  県犬養門  山 門  陽明門

(中)建 部門  山  門  建都F] 待賢門

(南)的  門  達 部 F目   的 門  郁芳門

70,

１

　

３

　

５

* 佐伯有清は弘仁式の場合,大寒の前夜に束面の関

につけられる土牛童子像の色が,の ちの貞観式・延

喜式 とことなつていることから,門号に移動があつ

たことを推定され,つ ぎのように整理された。
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帝ヽ 。

天平10年頃にできた大宝令の註釈書古記はさきの宮衛令元 日条で,朝堂儀式をその儀式内容によ

つて次の 3つに分類している。

1,元 日……五議を装い,鉦鼓あ り。

2春 客宴会辞見,左大臣以上任授・……艦を立つるも巖 。鉦・鼓なし。

乳 五位以上授……瞬な く直に帯伏威儀。

これによつて平城宮における朝堂儀式の一端を うかがい知ることができよう。

以上の事例によつて,平城宮の朝堂が,常の行事や臨時の大事に際して朝俵,饗宴のいずれにも

使用されたものであることがわかるが,平安富においては弘仁年間豊楽院;武徳殿などが新しく造

営されて,饗宴・騎射が朝儀そのものから分化し,それぞれ固有の殿舎をもつようになつた。この

ような両者の差異は,実は奈良朝,平安朝の政治のスタイルを反映するものであろ う。

つぎに大極殿,朝堂関係の用語を個別的に検討してお く。

a.大極殿閤門 (大極殿南門,南門)と 重閤門 (重閣中門) 平城宮の大極殿が 諜原宮と同様朝堂

院に対し南面を閉じて一院をなす構造であつたことは,平安宮の場合 と異なる大きな特色である。

大極殿南面の正門は続紀に大極殿閤F弓,単に閤門,あるいは大極殿南門,単に南門とみえているも

のがそれにあたる。その用例をみると,隼人奏楽観覧 。大害会宴・正月の節宴に際してここに天皇

が出御するものである。これに対して重閤門,あるいは重閣中門はその用例がいずれも5月 5日 の

騎射であること,騎射が行われる場所は他の例では,松林苑や甕原の南野桝であ り,正月17日 の大

射 (あ るいは内射)が朝堂院で行われているのと対照的であること, さらに「重閤」ないし「重閣」

とい う門の構造に注 目すると,平安宮の会昌門あるいは応天門に相当するものではなかろ うか。**

なおこの他に重閣中院なるものが,宝亀 4年正月 7日 の節宴に利用されているが,同 日の節宴の他

の例から推して,朝堂院一郭の謂であろ うか。

b.大極殿南院 。南院・南聞  南聞は霊亀元年 (大射), 大極殿南院は勝宝 3年 (踏歌宴)に 1

例ずつみえ,単に南院は,勝宝 3年 (七夕宴)。 宝字元年 (奈良麻呂の乱につき畿内百姓本寸長以上に諸)の

2例みえる。南聞は大射の行われた他の例からすると朝堂院の別称であろ う。霊亀元年のことだか

ら,ま だ朝堂院の体裁を整えていなかつたものに,こ のような表現を用いたのであろ うか。大極殿

南院,南院 も朝堂院一郭を指すらしいが,こ の用例がいずれ も孝謙朝のものであることに注意した

い。孝謙朝の内裏・朝堂の利用が不安定なものであつたことは,第 1章にものべた通 りであるが,

宝字元年は丁度大宮改修のために,田村宮に移御していた時期のものであ り,勝宝 3年の 2例は当

時朝堂に何等かの改修が行われたと思われる時期である。かかる時期の朝堂院一郭を,あえて南院

・南聞と称したとすればはなはだ興味深いものがある。

C.中朝 。西朝  中朝は天平 2年 (正月7日 節宴), 西朝は霊亀 3年 (隼人奏幻 にそれぞれ 1例

ずつみえる。「朝」は朝堂 と解するのが自然で,隼人の奏楽は朝堂でおこなわれるのが通例である。

d.太政官院 と朝堂  太政官院は,の ちにのべる弁官曹司を含む太政官の官衛であ り,また太

政官坊 ともよばれる。 (続紀宝字元・7・ 戊午)

太政官院は大嘗の斎事のおこなわれる場所でもあ り,淳仁 。光仁・桓武のいずれの時 もここでお

* 続紀天平 9・ 6・ 朔日条に「廃朝す,百官官人疫

を患らるるを以てなり」 とある。この朝儀は告朔の

ことであろ う。

どOδ

キ* 福山敏男はこれを大種殿間関と同一に考えている

が,そ の用例の差果に着目するなら,い かがである

うか。『大極殿の研究』p.25
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こなつた。 平安宮では,朝堂院 (八省院)に斎場を造るのが通例で, 貞観儀式には微細にわたつて

その儀式次第が記されている。したがつて平城宮では朝堂とならんで,大嘗の斎事を行うかなりの

規模の太政官院一郭が存在していたと推定され,平安宮古図によつて知られる太政官の規模とは相

当異なつていたものとおもわれる。いずれも長岡宮の例であるが,太政官院に百官の朝座が設けら

れ,その周囲に築垣がめぐらされていたことなども(続紀延暦5,7・ 丙年,同 4・ 8・ 乙酉),平城宮の太

政官院の規模・機能を知る上に参考になる。その位置はあとにのべる弁官曹司を含むものであるか

ら,朝堂の東南にあつたものであろう。

内裏はい うまでもな く,天皇の常の御所である。しかしそれは単なる天皇常住の殿舎ではな く,

後にみるように授位,賜宴,外使接見の行われる政治の場所でもあつた。続紀,万葉集などに「内

裏」 と記され る ほ か,「御在所」「中宮」「中宮安殿」「中宮院」「中宮西院」「東院」「東内」

「東常宮 (南大殿)」 「西宮前殿」「西宮寝殿」「内南安殿」などとみえているものも,内裏そのも

のの別称,或は内裏内の殿舎を示す とおもわれる。これ らの個別的な検討はすでに関野貞が『平城

京及大内裏考』によつて一応果していることであるが,個々の点については異論もあ り,近来の発

掘の進展で得 られた新知見もあるので,今一度それぞれの用例を検討し,なかでも各々がどのよう

な関係にあるかを中心に,問題を整理しつつ述べてみたい。

a。 中宮と内裏  中宮は養老 7年を初見に,勝宝 6年に至るまで都合22回続紀にみ え る。
*こ

のうち 3例を除 く19例は,天平12年正月以前,すなわち恭仁遷都 以 前 に 限られる。その19例につ

いて利用内容を検討すると,授位,賜宴,春客献4/J,読経など種々の行事に使われているが,そ の

中で目立つた傾向として,天平元年以降元日の賜宴に 6度使われていて,そ の画一的な利用がみら

れるのである。中宮の宴は侍臣に賜わるものであるが, これ と対をなして,そ のほかの五位以上お

よび蕃客は朝堂で饗せられる。元 日の饗宴に際して賜宴を うける身分によつて中宮 と朝堂が使いわ

けられているのである。このような一般的な中宮使用例からすれば,恭仁京から還都後の 3例 はい

ずれも特殊なものである(読経 2,宮子崩)。

ところが天平18年以降は上にのべたような用例の中宮は記録上から消え,かわつて内裏の用語が

一般的になる。天平12年以前にも内裏の用語が全 くみられないわけではないが, この例はわずか 5

例でしかも特殊な用例なのである。
**恭

仁遷都を境に,内裏関係の用語に中宮→内裏の変化がみら

れることは興味深いことである。御在所の意味もこの時期以前は内裏と同義に用いられているのに

対し, 以後は一時的な行宮御在所の義にかわつている。
***続紀の編纂者が用語を統一することな

く,以前の記録をそのまま採用した 1つ の例であろう。

中宮については, これを宮子皇太夫人の御所 とする説 もあるが,****上 の用例からするならば,

内裏 と同一の機能を有する殿舎 とすべきであろう。後にみる東院・東内 。東宮 。西宮に対して宮城

内中央に位す ることからよばれた「内裏」と考えるべきである。

求 「中宮院」5,「中宮西院Jl,「中宮供養院J llま

含まず。

*キ 神亀元 (大嘗賜宴), 神亀3(玉来生ず), 天平元

(光 明立后宣勅),天平3(政務に関する宣勅),天平9

(新 羅使不ネしにつき官人に意見を陳べさせる)。

掛+続紀神亀 3,3・ 辛巳条,天平元 。3・ 癸巳条,

天平12・ 9・ 戌子条にみえる御在所は内裏 と同義で

あ り,感宝元・闘 5。 丙辰条,勝宝 4・ 4・ 乙酉条,

宝字 5・ 正・丁西条では,御在所をいずれも一時的

な天皇居所の意に使つている。

キ**十 大井重二郎「平城宮の中宮,皇后宮 と西宮につ

いて」 (大和文化研究4-4)

裏内

中宮



中宮院

東宮

東院

東内
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b。 中宮院 と中宮  中宮が恭仁遷都以前に特徴的な「内裏」の称呼であることをのべたが,中

宮院は逆に天平17年以降にのみみられるものである。すなわち天平17年 5月 平城還都に際して,御

在所 とした ところが中宮院であるのを初見として,そ の後 5例みえている。このうち天平18年正月

に太上天皇 (元正)の御在所を中宮西院と呼んだ例 (万葉集)を除けば,残 りの 4例が全て宝字 6年

5月 以降の,淳仁天皇の御在所 として示されている点はきわめて特徴的である。そこで考えられる

こととよ① 中宮院がみえるのはいずれも平城宮が改造中, または改造を要する落着かない時期であ

ること。 (2)中 宮の如き「内裏」観念がそこにはみられず,朝儀・賜宴が催されることもな く,全

く天皇の御在所のみになつて,機能的に縮少化する傾向がみられることである。

C。 東宮 。東院・東内 。西宮  東宮が皇太子の居所であることは,東宮職員令にHrl示 されてお

り続紀の唯―の事例,神亀 5年 8月 丙戊条の「東宮」も,基王の居所であることから問題はない。

そして, これが天皇の御在所に対する方角からよばれた称呼であることも,東宮職員令集解の「御

子の宮,御所の東に在る故に東宮と云 う也」 (穴説)な どによつて明らかである。

東院は続紀勝宝 6年正月 7日 条 (五位以上賜宴),神護 3年正月18日 条 (宣詔),同年 2月 14日 条 (出

雲国造神賀事), 同年 4月 14日 条 (東院玉殿新成,群臣乗集), 景雲 3年正月17日 条,景雲 4年正月 8日

条 (次侍従己上賜宴)と 6例みえるが, これらはいずれも孝謙 。称徳朝のものである。そして孝謙朝よ

りは称徳朝に多 くみえるが, 東院玉殿が称徳朝に新造され, その利用の仕方も, 正月節会の侍臣

(或は次侍従)以上に対する賜宴など,かつての中宮, 或は後の内裏の機能 と全 く同じであることな

どが注意される。なおこの東院が宮城内に存在したか否かは東内・東院を含めて問題 となるが,宮

城内と考えられる理由は次のとお りである。

続紀では天皇が宮城内の殿合に出御の時は「御」 と記し,宮城外に出幸された場合は「幸」と記

して使いわけるのを一応の原則 としたらしい。*東院で「幸」 としているのは,神護 3年 2月 14日 の

出雲国造神賀事奏上の 1例のみで,他はすべて「御」 とす る。国造神賀について続紀で奏上の場所

を明記するものが他に 1例あ り (勝宝2・ 2o癸亥), この場合は大安殿であつた。 したがつて,先の

1例 も内裏乃至内裏関係の殿舎で行われたとすべ く,東院を宮城外に求める必要は認められない。

東院に関しては事例中唯一つ, 孝謙朝に属する勝宝 6年正月 7日 の記事が, 万葉集 e301)の 詞

書にもみえる。 これには「 7日 ,天皇太上天皇 (聖武)皇太后 (光明子), 東常宮の南の大殿に在 り

て卑宴する歌」 とあつて,東院がまた東常宮ともよばれたことをしめしている。東常宮がさきの皇

太子の居所東宮に通じるものであ り,孝謙が聖武太上 。光明皇太后とともに東常宮に在つて,正月

節宴に奉歌を うけている様子は, 皇太子時代の居所 (東宮)を即位後 も常の御所 としたことを想像

させる。そして称徳朝にはさらにこれが改修発展して,のちにのべる西宮とともに,内裏の一翼を

にな うにいたつたのであろう。なお平城宮の東宮殿舎は,和銅 7年に立太子した元明 。元正朝の首

皇子 (聖武)に までさかのぼるものであ り, おそらく霊亀から養老にかけての時期に造営をみたの

ではなかる うか。**

東内は続紀景雲元年12月 乙西条 (造東内次官任命), 同 3年正月丁丑条 (御東内始行吉祥悔過)の 2例

のみで,称徳朝にのみみえる。景雲元年から2年にかけて造営が行われれ, 3年正月にいたつて竣

* 天皇が宮城外に出幸された場合は例外なく「幸J

であるが,「御」は必ずしも宮城内とは限らない。

例えば天平14・ 2・ 朔,皇后宮に幸したあと, 3月

20日 には皇后宮に御して五位以上を宴しているなど

′θB

の用例 もある。

掛 東宮を内裏内殿舎とすることは当時の皇太子の珀

位を考えると無理であろう。
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工した東内においてはじめて吉祥悔過を行なつたものであろう。*東 内と東院の関係は不切とするは

かはない。

西宮は称徳朝にのみ固有の宮殿であつて,続紀によると5例みえる。**こ れらの利用例をみれば,

最桝の例は元日朝賀に際して,天皇が西宮前殿に出御したものであるが,元朝の常例は大極殿出御

であり, もし大極殿が存しない場合は廃朝される前例があるから,***こ れは前後にその例をみゑ特

殊なものである。その他の例は,さ きの東院と比較すれば,やや奥向きの行事に利用されたものと

解され,法王道鏡が大臣以下の元日拝賀を西宮で受けているのも「内裏」としては副次的なもので

あつたからであろう。道鏡の法玉宮においても節日に賜宴が行われていることから考えれば,称徳

朝における西宮は,機能的に東院と法玉宮の中間に位するものであり,称徳崩御の場所が西宮寝殿

であることも, これがさきの中宮院と似た性格のものであつたと推定する理由となろう。

なお,その宮城内の位置は関野貞のいうように,宮城内西方に「大 り宮」の字名を残すあた りと

考えられるが,また内裏として拡張発展した東院に対して,かつての中宮院が,西宮とよばれたと

も考えられるから, どちらか決しがたい。

d,大安殿 。中安殿・内安殿・内南安殿  これらがいずれも内裏内殿舎を指すこと,大 。中・

内がそれぞれ平安宮内裏の紫庚殿・仁寿殿 。常寧殿に比定されるとする通説は妥当な解釈とおもわ

れる。これらのうち, 内南安殿は勝宝 7年 8月 13日 の癖宴の場所として, 万葉集 (4452)の 詞書に

みえるもの。大安殿は続紀の神亀2年以降の例にみえるが, うち 3例は天平14年正月から17年正月

のすなわち恭仁・ 甲賀宮にかかわるものである。なお勝宝 2年元日の朝賀と,同年 2月 4日 の出雲

国造の神斎賀奏事の2例は,当時滞在中であつた難波宮の大安殿であるかもしれない。残る4例は

確実に平城宮のもので, 冬至難宴 1,踏歌宴 2,無遮大会 1(天平17。 8。 15,平城退都の直後)な ど

多 くの節宴に使用されているが,恭仁・紫香楽宮においても七日宴 名 踏歌宴 1,な どに使用され

ている。したがつて,大安殿で行われた元日受朝は特例に属し,大安殿を大極殿 と同一とすること

はできない。中安殿は元明太上崩御の場所 としてみえるのが唯―の例であつて, これがのちに仁寿

殿に相当するという通説の重要な根拠をなしている。内安殿は,養老 5名 神亀 4年,宝字 3年
,

4年の4回みえるが (続紀),養老 5年の伊勢斎内親王任命を除いて,いずれも重要事態にのぞみ,

主典以上の官人を集めて詔勅を賜わ り,あ るいは授位を行つている。このように,機能的にはむし

ろ「大極殿」に相当するが,やはり内裏内殿舎とすべきであろう。

ところでこれら内裏内殿舎とおもわれる安殿関係の記事は,大安殿は勝宝 6年まで,内安殿は宝

字 4年正月まででなくなる。これを宝字年間の内裏改修に関係づければ,大安殿・内安殿 。中安殿

はいずれも宝字以前の旧内裏にかかわるものであろう。宝字の改修以後で大安殿 (南殿,正殿)に相

当するものは「前殿」である。ここでは宝亀7年 8年の元日の宴,16日 の節宴,遣唐使節刀賜与が

行われており, 前後の記事に徴して,「内裏」の前殿であることは切らかである (別表5参照)。 称

呼の上からいえば,さ きにみた称徳朝の西宮前殿にその系譜をひくものであろうか。

キ 吉祥天悔過のことは景雲元 ,正・乙未条に諸国国

分寺において正月 8日 から7日 間おこな うべきこと

を命じているのを初見 とするが,宮中においておこ

なわれた最初がさきの景雲 3年正月のも の で あ ろ

う。東内は宮城内閣過道場 として造営されたもので

あろうか。

** 宝字 9・ 正・癸巳条 (前殿,受朝), 神護 3,8
・乙酉条 (寝殿,設斎),景雲 2・ 11・ 壬辰条 (前殿 ,

新嘗窒楽),同 3・ 正・壬申条 (前殿,法王道鏡に拝

賀),同 4・ 8・ 癸巳条 (寝殿,称徳崩)

*特 別表 5参照。

西宮

内裏内殿舎
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諸  官  衛

a。 (太政官)弁官曹司  宝字元年7月 庚戊条 と宝亀3年 12月 乙亥条にみえる。後者はさきに宮城

門のところでのべたように,弁官曹司の所在を推定しうる貴重な記事である。すなわち,弁官曹司

は,宮城東面南端の的門に通ずる路に南門を開き,朝堂東回廊のほぼ中央部に接してその東側に位

置していた。この位置は平安宮内の太政官 とほぼ一致する。

b.中務南院  勝宝 5年正月癸卯条にみえ,元日賜宴に使われている。普通一般の元 目宴は,

内裏あるいは朝堂が用いられているから,こ の場合は特例である。

C.武部曹司  宝字 5年正月丁酉条にみえ,小治田宮から還幸なつてぅ ここを御在所 としたと

ある。当時平城宮が改作中であつたための処置であろ う。

d。 大蔵省 (節部省) 養老 5年・天平10年 。宝字 8年 。宝亀3年・同6年 。延暦元年の 7例みえ

る。位置を直接示すものはないが,宮城内,宮城外を判定する一つの手がか りとして,さ きにも使

つた「御」「幸」の用字を検出すると,天平10年が「御」 とあ り,宝亀3年 。7年のものが「幸」 と

なつている。わずかの例であるが,いずれも平城宮改作前後の安定した時期のものであ り,朝堂の

移建によつて官衝の配置がえも行われたと推定されるから,天平頃に宮城内に存したのが,宝亀に

宮城外へ移建されたのではなかろうか。なお,倉には雙倉・長蔵などの種類があ り,「北行東第二

雙倉」とあることからすれば,南北 2列以上に並んでいたのであろう。

e。 その他 |■

―
lt学 僚 雲元 。2・ 丁亥)・ 左右兵庫 (天平元・4・ 朔)。 兵庫南院東庫 (天平元。12・ 庚

成)。 図書寮 (宝字8。 10。 壬申)。 図書蔵 (宝字元・7・ 庚成)・ 靭負御井 (宝亀3・ 3・ 甲申)な どがみえる。

この うち大学は「幸」 とあるから宮城外らしく,図書寮・蔵は明らかに宮城内であるが,そのほか

は不切である。

そ  の  他

a。 南苑 (南樹苑) 南苑は続紀神亀 3年 3月 幸巳条を初見 として,天平19年 までに16回みえる

が,天平末年でたえることは,恭仁遷都以前の平城宮にかかわる苑であることを示している。天平

19年には,本来内裏あるいは朝堂などで行われるべき元日宴会の他,授位 。騎射 。仁工経講読など

に用いられている。 これは恭仁遷都により荒廃に帰した内裏・朝堂が,遠都後まだ使用にたえなか

つたための臨時禾1用 と考えられる。これを除 く天平12年 までの南苑用例をみると,冬至などの節宴

8回その他 3回である。関野貞は南苑を宮城内の中央都,内裏の南域に比定されたが,節宴の内容

から今少し小規模なものと考えてよいのではあるまいか。南樹苑 と別称され,曲水宴にも使われて

いるから,水に関係ある場所であつたのであろ う。あえて南苑の位置を求めるならば,中央内裏 と

朝堂の間,あるいは場所は不明だが,同様なことに使用される松林苑の南であろうか。天平19年以

後に南苑がたえることは,以後の宮城内改造でち この地域が他のものにかえられたためであろう。

b.松林苑 。松林宮・北松林  天平元年 3月 癸巳条を初見に,いずれも天平年間に 5回みえる。

曲水の宴に 2回, 5月 5日 騎射宴 (端午節句)に 2回 , 正月17日 (大射宴)に 1回使用されている。

さきの南苑同様の機能をもつた苑で,泉水のえられる場所であつたろう。北松林とあるから内裏の

北方であることはまちがいないが,宮城内であるか否かは不明である。この苑の記事が天平年間で

限られているのは,南苑 とともに注意をひ く。

C.その他  西池宮 (天平10・ 7・ 癸酉),蔦池塘 (神亀5。 3・ 己亥), 内嶋院 (宝亀8・ 3・ 乙卯)な ど

がみえるが, これ らの位置や実体はあきらかでない。

′′0



第Ⅶ章 平城宮の諸問題

B 平城宮大内裏の復原

宮城内の諸殿舎の配置を決定するのは,い うまでもな く宮城の中央に大きく占地する朝堂と内裏

である。関野貞は,朝堂を十二堂と大極殿の土壇を切瞭にとどめる宮城東 よりの地域に,ま た内裏

を朝堂 と推定した地の西北,東大宮 。大宮などの字名を残している宮城全体の正面北域の高燥地 と

した。この関野の復原は, これまで一般に認められてきたところである。

しかし第 I章に摩れたように,関野の推定した内裏の南域,すなわち宮城中央正面の一郭に,東

方の朝堂推定地 と同様な土垣およびその痕跡が東西にならんでいる。これを関野は平安宮豊楽院の

先駆的なものとして文献にみえる南苑にあたるとされたが,*こ こが朱雀大路の正面,平城宮の中心

の一郭であり,上壇が整然 とならがことから, この地も朝堂であつたと考えられないであろうか。

従来の調査,特に昭和30年の大極殿回廊東南隅の調査結果で,東の朝堂推定地域が和銅創設期にさか

のば りえないことがわか り,東の朝堂が必ずしも平城宮の当初計画によるものでないと考えられる

にいたつた。
料 この東 と中央の両地域の東西幅を測ると,東の地域は 185m,中央の一郭は 215m

で中央の方が広い。これを藤原宮の朝堂院が 225mであること,**キ平安宮の復原数値が 160mで

あるのと比較すると,中央のそれは藤原宮にきわめて近 く,東はそれと平安宮の間に置かれるべき

ものと考えられる。

第 2次朝堂
院・内裏

東西幅

第 1次朝堂院      690

第 2次朝堂院      600

第 2次内 裏      600

藤原宮朝堂院      780

* 関野貞「平城京及大内裏考」p.153～4

群 国有地になり芝地に整備される以前は, この地も

すべて東西に細長い水口がありその中に土壇がなら

び, この点で現在の中央区と同じ景観であつた。

・ *キ 『藤原宮址伝説地高殿の調査-2』 (日 本音文化研

究所報告■)

南北幅

1650

堂間東西距離

560

450

650            -―

1940           600 (単位,尺 )

このことから平城宮内の中央と東の2地域は,前後に時期を異にして造営されたとみるべき遺構

であり,中央が和釦倉1設以来の第1次のもの,東の朝堂は第2次的なものと考えられてくる。

文献からこの点を検討してみると,前述のように朱雀門は恭仁遷都以前にのみみられるから, こ

の間は朝堂が宮城の中央にあつたと考えられる。これに対して東朝堂の正面門が「中壬生門」とし

て史料にあらわれるのは称徳朝である。

内裏についても,最近の発掘で,関野の推定した宮城正面北域のほかに,東朝堂に北接する地に

それと対になる状態で,内裏と推定できる特殊な築地回廊をめぐらす一郭の存在することが切らか

になつた。この築地回廊は昭和29年の発掘であきらかにされたように, 2回 にわたる掘立柱の廊状

遺構に,重複して建てられているから,平城宮としては後の時期に置 くべきものである。ここは文

献的にも東宮ないし東院の延長線上に考えられ,それを称徳朝に内裏として拡充発展させたものと

すれば,遺構の状況と矛盾しない。

朝堂・内裏について第 1次 と第 2次のものが想定できるとすれば,移建をあえてしなければなら

なかつた理由,ま たその時期,そ して中央部の第 1次朝堂が移建された跡の処理などが,あ らため

て問題になる。さらに内裏・朝堂の移建が,宮城内北域の 3期 5次におよが官衝群の造作とどのよ

うに関連するのかも検討を要する問題であろう。

どヱ
=
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諄轟
移建の  朝堂の移建のおこなわれた時期は 1 天平末年,2 勝宝年間,3 宝字年間の 3つが 考 え られ

る。 1は,天平17年の平城還都後,大極殿を新造した際に移したとするもの。しかし文献的にはそ

/  の徴証はほとんどない。南苑および松林苑が天平末年で消えることを宮城内の全体的な改造にかか

わるものとすれば,或はこの時期に朝堂の移建が行われたとすることもできるが, これらの苑の消

滅を移建 と直接結びつけるには飛躍がある。 2は孝謙即位直後から宝字元年まで大極殿の記事がみ

られず,そ の間大安殿やその他の記事があつて,朝堂の改修を憩わせる状況による。孝謙の皇太子

以来の居所東院の前面にみずからの朝堂を造営したと想定するのだが, これも文献上に切らかな徴

証はみられない。 3は文献上に宮城内改造を切瞭に伝える記録があ り, この時唐招提寺に東朝集殿

の施入があるので,少 くとも朝堂に大々的な改作の加えられたことが確められる。また大極殿に相

当する機能をもつ安殿関係の記事で,大安殿は勝宝 6年に内安殿は宝字 4年でみられなくなるから,

あるいtよ これらが朝堂の大極殿に改作されたのではないかとも推定される。この時期の改作は勝宝

8年の聖武太上崩御,宝字 4年の光明皇太后崩御にともなうものであるから,新しい宮城内の構成

ブランがこの時に考えられたとするのは,きわめて自然である。しかし宝字の改修が淳仁天皇を擁

立した仲床呂の主導によつておこなわれたこと,淳仁天皇は廃帝まで明らかに中宮院を居所 とした

ことから, 中宮 (内裏)と の関係を強調すれば, 宝字の改修に東へ朝堂を移したとするのにはやや

無理があるのではなか

ろ うか。以上の 3説は

いずれ ともきめ うるも

のではないが,現段階

では束の朝堂院出土屋

瓦の様式から 1・ 2説

は 3よ りも妥当性があ

ると考えられる。

次に内裏移建の時期

については,束院が孝

謙・称徳天皇に特別関

係のある御所で, これ

を拡大発展させたのが

称徳朝であることはさ

きにふれた。宝亀年間

の宮中行事をみると,

例えば宴会などの吼

5位以上の官人を内裏

に,以下の官人や蕃客

を朝堂に饗する仕方が

多 く現われるが, これ

は内裏と朝堂が位置的

にきわめて密接な関係

ヱF2

内裏移建の
時期

□
□

田
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□
□

口
□
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にあつたことを示している。 東の地域に内裏 (東院)と朝堂が大極殿を媒介として組み合 う構成に

完成したのはこの時期であろう。大極殿東南回廊の改作 (礎石の取替え)を宝学年間とすることもで

きるが,様式から宝亀年間に下るとみられる RT‐6732型式軒平瓦が多量に出土することからも,

この時期の改作 と考えるのが自然ではなかろうか *

それでは第 2次朝堂移建後,中央の第 1次朝堂跡はどう処理されたであろうか。現在の地形から

みて移建後に官衡などが建てられた とは思われず,そのまま放榔されていたとも, これが宮城内の

中央域を占める点で考えがたい。周知のように平安宮には中央の朝堂の西にはぼ同規模の豊楽院を

設け,朝儀が朝堂で行われるのに対して饗宴はこの場所でおこなわれた。両者を併立させる構想が

いつ, どのような理由で生まれたかはなお検討を要するが,或は平安宮豊楽院にさきだつて,平城

宮において中央 と東の 2度にわたる朝堂が造営された事情 と関係するのかもしれない。
**

次に宮城内に配された諸官衛の位置 と,こ れより推測される点についてかれてみたい。まず文献

の上で官行の位置がほぼ推定できるのは太政官弁官曹司で, この位置は,平安宮太政官の占地には

ば等しい。また天平年間に宮城内に存した大蔵省が,宝亀年間には宮城外に移されていたのではな

いかと推測されることもすでに記した。大蔵省は平安宮においては,宮城中央の北都,北辺坊に相

当する位置におかれているが,平城宮でも北方にあつたのではなかろ うか。平城宮には一条より北

の部分はなかつたとす るのが通説であるが,***大蔵省が宮城外に移されたとすれば,そ こは北辺坊

にあた り,こ の時新たに北辺部が作 られた可能性がある。今回の 6ABO区 の調査で,宮城北部の

官衡群の整備発展されはじめる時期が,宝字 7年以降と判明したが, この時期に大蔵省の移転を合

んだ官衝の大規模な造営工事がおこなわれ,宮城が北に拡張されたのではなかろ うか。前述した平

城・平安両京における条坊計画の関連からみて,平城宮にも或時期に北辺部分があつて,平安宮が

それを踏襲したと考えられるのである。

また発掘資料によつて,官行の位置が想定されるものは,今回の調査による大膳職もしくは内膳

司があるが,今一つ昭和 3年の調査で出上した墨書土器から推定される官行がある。この上器は 6

AAB区 の溝から検出されたもので,「宮内省」,「内掃司」などの記載があ り, この地域にかつ

て宮内省に関係する官衛があつたことを示している。調査が溝に限られているので, この官衛の規

模や位置は判らないが,今回調査した地区と合わせて,内裏の北方一帯は官衛地域であつたと推定さ

れる。太政官の位置が宮城の東南にあ り,北方に官衛群が配置されることに加えて,第 1章-2でふれ

た地形や n」I畔の形状を考慮すると,平安宮古図にみえるように,宮城の東。西・北の外緑にそつて,

諸官行が配されていたものであろう。しかし朝堂・内裏で両宮城にかな りの相異点がみられるよう

に,個々の官衛の規模や位置は必ずしも平安宮 と同じではなかつたと考えられる。以上は現段階で

の一応の想定で,そ の実証はすべて今後の発掘調査にかかつているが,内裏や朝堂だけでな く周辺

の官行に至るまで発掘可能である現状は実に貴重なもので,その点では平城宮跡が我国都城中でも

唯―のものと云つてよい。この遺跡の発掘調査の重要性が改めて強 く認識されるのである。

* この問題は『平城宮跡第 1次発掘調査報告』でも

簡単にかれた。

キ* 平安京において豊楽院が完成 し,利用されはじめ

るのは弘仁年間であるが,延暦18年 正 月 に「聖楽

院未だ功を成さず」(後紀)と あるから,す でに平安

宮の初朗から豊楽院の構想がみられる。続日本後紀

承和2,3年 の記事では豊楽院の諸堂が朝堂ともよば

れたらしい。

十料 喜田貞苦「平城京及大内要考評諭」 (歴 史地理12

-5)は佐紀池に北接した御前池中に,平城宮北大垣

の痕跡を示す土塁が在存したことを報告している。

この遺構に注目すれば平城宮に北辺坊のないことが

想像できる。

官城内諸官
衛の配置
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付章 遺跡遺物の分類標示方法

平城宮跡のような大規模な遺跡を長期間にわたり発掘調査を行 う際には,検出される遺構と遺物

を明確に分類標示する方法を事前に決定しておくことが, もつとも緊急にして肝要なことである。

その方法は,発掘進行中の遺構の記録・遺物の処理にあたつて簡略でしかも適確なものであること

が望ましい。その点でぅ既往の分類標示方法は実際の要求を充すに不十分な点が多い。当研究所で

は新たに当面する研究調査の対象に適合した方式をつ くり,一連の寺院 。宮殿遺跡の発掘調査で揉

用した。平城宮跡の発掘調査においてもその方式を用いたが, ここではこれまでと違つて,特に広

大な地域を対象とするため,調査報告においても一部この分類標示方法を記述に用いざるをえなく

なつた。そこt本 報告書の理解をたすけるためにその解説が必要となつたので, これを機会にこ

こで当研究所の遺構・遺物の分類標示方法の大略について述べることにした。

l 遺跡の標示方法

遺跡の標示方法では遺跡名称の標示とその遺跡の中での局部的な地点の標示が問題となる。第 1

の遺跡箸称の標示では,平城宮とか飛鳥寺とかの固有名称を用いればよいのであるが,実際には調

査によつて出上した多数の遺構の記録と遺物の処理登録を正確迅速に行 うには,字画の多い漢字の

使用は不適当である。特に,土器や瓦の細片に遺跡名を漢字で記入するのは困難である。当然,国

有宅称を簡略化することが考えられるが,当研究所のように多数の遺跡から出土した多量の遺物の

処理を前提とする場合では,例えば平城宮の衝略化として「平」 1字を用いた場合  平 安 宮や平

隆寺 な ど と混乱する。それをさけることな考慮すると「平城」の2字は必要で, これでは簡略化

の意味はない。当然そこで遺跡名称を数字またはアルファベットで標示することが考えられる。*こ

の場合でも,遺跡名称を最高 4字程度までで標示するのが望ましい。

遺跡を記号で標示するには,それを分類する必要がある。分類には当初10進分類法を考えたが,

全国的な規模ですべての遺跡に通じた10進分類は 4桁の数字では不可能に近い。**そ こで,数字 1

字とアルファベット3字を併用し,17万余の遺跡名称の分類標示を可能とすることにした。

この場合第 1頂は数字で遺跡の所属する時代料*を
あらわし,以下はアルファベットで,第 I項

はその種類と所在地域をあらわし,次の第Ⅲ・Ⅳ頂を各遺跡の固有記号とすることにした(Tab lり。

例えば 6AGFは平城京内右京 3条 1坊をしめし, 5BASは飛薦寺, 6BKFは 興福乱  7CTJ
は東寺, 5DSTは四天王寺, 6EHLは碁磨国分寺, 6FNHは新治廃寺, 6KKZは観世音寺,

6POYは小治田安万呂墓, 6SAIは奈良市荒池瓦窯 (興福寺鳥居瓦屋), 6TYDは茨城県薬師寺台

瓦窯, 6UTKは 筑前国分寺瓦窯を標示している。

平城宮跡は,総面積 100んα ときわめて規模が大きく,諸寺院遺跡などの数倍ある。そのため 4

桁の記号 1単位で全域をあらわすと,次に述べる遺跡内の一局部地点を標示する記号を 4桁程度に

* 当研究所では後述するようにすべての遺構・遺物

の記録はハンドソー ト・パンチカードで整理してい

る。この場合数字やアルファベ ットによる記号化が

必要となる。

** たとえば首墳や貝塚では全国的には万の単位を必

ど′翠

要 とするであろうし, さらにそれを他の種類の遺跡

と区別するにはさらに桁数が大になる。

→料 遺跡が前後数時代のものの重複である場合は,そ
の遼跡の命U建 された時代または最初にその遺跡の発

見の端緒 となつた遺構・遺物の時代による。



付章 遺跡遺物の分類標示方法

Tab.12 遺跡名標示の項目別内容分類表

外     国
(中 国・朝鮮等)

先 組 文 時 代

組 文 式 時 代

弥 生 式 時 代

古 墳 時 代

飛 鳥 時 代

奈 良 時 代

平 安 時 代

鎌 倉 時 代

室 町 以 降

宮殿・官aF3・ 城llT

B

C

D

E

大

山

和
　
城

寺院
F

G

H

K

L 近

住居 M 束

集落 N 西

摂,河,泉

その他の近
畿

関東,束北

中   部

中   国

四国,九州

畿

日 本

日 本

製造所

S  近

T 束

U 西

畿

日 本

日 本

おさめられなくなる。そこで,平城宮跡の場合は,第 1・ Ⅱ項は他と共通するが,第 Ⅲ・ Ⅳ項の各

遺跡の固有記号のところで,第 Ⅲ項が平城宮全域を南北に細長 く分割した大地区 (東から A・ B・ C・

D)4区力標示し, 第Ⅳ項はそれをさらに 3んα以下に分割した地域を示すことにした。 このよう

にして,平城宮跡は,6AAA～6ADHの遺跡記号をもつことになる (PL,1)。  例えば 6ABO区

は今回報告した地域を含めた宮跡中央北寄 りの東西 220m南北 100mの範囲であり, 6AARは

現国有地内大極殿回廊東南隅付近である。

遺跡内の局部地点を標示する問題は,遺跡の発掘にあたつて, どのように発掘地域を区書1し標示
 覆狩騨

地

するかといつた問題と共通する。いいかえると,局部地点の大きさをどの程度にするかによつてそ

の標示方法も変つてくる。実際には対象とする遺跡の性格によつて区言1の大きさとその標示方法が

異つていて当然である。当研究所がこれまで行つてきた寺院跡や平城宮跡のように建築遺構類の検

出が主眼となる発掘においては,区劃 1単位を方 3mほ どにとると記録および出土遺物処理に便利

である。というのは,3mは天平尺の10尺に近 く,建物の柱間は一般に10尺前後につ くられている

ことが多いから,礎石や柱穴などを検出した場合に,柱間寸法を判定しやす く,ま たそれらが何区劃

にわたつているかをみれば建物の規模も容易に判定できる。すなわち,遺構の単位と発掘区書1の単位

をできるだけ一致するようにしたのが, この方 3mの区書↓である。平城宮跡では 6AAA～6ADH

の各地区のなかの水田にアルファベットをつけ, それを 3m・方眼で区劃し,南北軸を 1桁のアル

ファベット,東西軸を 2桁の数字*であらわすことにしている。これによると 6ABO BH 80地 区は

木簡の出上した地区であり, 6ABO SJ41は 第 2次調査で検出した東西に長い13間建物 (SB 143)

の西南隅の柱穴のある地区を示している。

・  例えば 6ABO区 を方 3mに区劃し,それを標示

するには理論上は,東西軸は 2桁 の数字で南北軸は

1桁 のアルファベットで十分なのだが,実際上は各

P近  畿

墳 墓 Q束 日 本

R西 日 本

‖第障Ⅳ項
一般にはアルフ

ァベット2字の

組合 せ に よつ

て,固有遺跡名

をあらわす

VI記e/4/2

W

X

W東 日 本
国郡衛

x西 日 本

交通関係 (関,降火等)

ZIそ の 他

水田単位にその区劃をまとめたは うが記録や遣物処

理に便である。 6ABO区 の水国別記号は Fig。 1に

ある。



平城宮発掘調査報告 Ⅱ

2 遺構の標示方法

遺構番号  遺跡第称の標示や発掘区劃設定とその標示の方法は発掘前の準備段階に決定しておかねばならな

い。それにたいして発掘の進行にしたがい,建物や溝など各種の遺構が検出されると,それを標示

する必要が生ずる。 それらは方3mの数区劃,大きなものにあつて数十区言1にわたるひろがりをも

つている。寺院跡のように金堂・講堂といつた名称が想定しうるものはよいが,類似した性質をも

つ遺構が多数重複して検出される平城宮跡などでは, これらの遺構を特定の名称や地区記号で呼称

することは不可能となり,遺構番号をつけることが必要となる。

遺構の標示方法には,大地区や各調査期にまとめてその各々で番号をつける方法と, 1遺跡に通

じた一連番号をつける方法 とがある。いずれも一長一短があるが,平城宮跡では後の方法を採用し,

全地域の遺構に検出順に一連番号をつけている。*ま た,同 じ所にほぼ同じ規模で改築された遺構は

同番号のあとにAoBoCを つけてわける。**さ らに,番号のみでは遺構の種類が不切なので,そ

れを示すアルファベット記号 (Tab.13)を番号の前に付して理解の便をはかることにした。具体的

には,遺構種類記号の前に遺構記号の標示であるSをつけ,例えば, SA 109は 第Ⅲ期の東西にの

びる溝を伴つた土塁状遺構をさし, SB■ 6は第 1-3期の南北棟 5× 3間建物であり, SK 219
は木簡出上の上城を標示することとなる。

3 遺物の分類と標示

遺物番号   大規模な発掘によつて出土する莫大な量にのぼる遺物の処理登録には事前に周到な準備を必要 と

する。さきの遺跡標示方法 もまたその必要から出発したものともいえるが,その他に遺物処理の最

小要件として遺4//2の実測・拓本 。写真などの記録台帳を作成せねばならi第 1に遺物番号が必要

となる。この遺物番号 としては,同一地区から出上した遺物には一連番号を付すことにした。例え

ば 6ABO BH80 R C101***1ま SK 219の 南半部のある地区から出上し, 第 1番 目に巷録した遺物

で,具体的には木簡10を さしている。

このように4録された出土遺物は,巷録整理の過程でそれぞ

れの形態や様式によつて分類することができる。この分類はす

べて4桁の数字で標示するのを原只1と している。****第 1項は

時代を標示し (Tab,1の,第 1～Ⅳ頂で細分をおこなう。

代表的な遺物である軒瓦についてその実際をのべてみたい。

軒瓦の分類では第 1項を除 く3桁の数字 1～999の うち, 1～

449が軒丸瓦, 501～899が軒平瓦, のこりの数字 が道 具 瓦

をしめす。道具瓦では 451～499が極先瓦9901～ 919が鴫尾,

Tab。 13 遺構・遺/1/J記号表

S―遺 構  I R
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

井

苑

畔
一

場

嫉

他の

Ｕ

Ｗ

Ｙ

繊 維 製 品

木 製 品

そ の 他

十 平城宮跡で第 1次 5カ 年計画以後に検出された遺

構は 101番からつけ始めている。なお, この方法で

は地域が離れていても発掘時が近いと遺構番号が接

近するし,そ の逆の場合もある。それによつてひき

おこされる不便を除くには,地域名や調査期名を冠

する方法もあるが現在は行つていない。

Ⅲ* 例えば 6ABO区 の第 1セ期の東西棟 5× 4間建

物 SB 186-Aは 改築されて 第 1翌′
期の SB 186 B

′イδ

となる。

十キ■「 RJは遺物記号の標示であつて,遺構記号の標示

「 S」 に対応するものである。

キ■キヤ 飛鳥寺,川原寺,興福寺の報告においては 3桁

の数字の整理番号をもちいて分類しj各寺々で独立

した分類番号を用いた。平城宮においては,種類も

100種 をこえるので全遺跡に共通する4桁の分類に

あらためた。

一遺 物

物 IM
N
P

戸 IQ

漆   器

金 属 器

自然 遺 物

土 製 品

石 製 品

瓦 ・ 尊

土製品は土祭その他で7L噂を含まず
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920～969が鬼瓦, 970～979が英斗瓦, 980～ 989が面戸瓦を標示する数字となる。軒丸・軒平瓦

については,瓦当面の文様を様式的に分類し,それぞれの様式の先後関係は無視して単純な文様の

ものから複雑なものへ と機械的に配列し,番号をつけた。すなわち,軒丸瓦では,重圏文,車状文

などの幾何学的文様を最初におき,つぎに蓬華文,宝相華文,獣面文,禽獣文の順に配列した。蓮

華文では単弁 。複弁・単復弁混合文の順 とした。単弁のなかでは素弁 。重弁・忍冬飾 りのあるもの

の順に,複弁では外縁の装飾によつて,素縁 。鋸歯文縁・殊文緑・重圏文縁 。珠文 +鋸歯文縁 。雷

文緑 。平行線文緑 。唐車文緑 。雲文縁の順に配することとした。lF平瓦では,茉文 。重弧文瓦 。変

形重弧文・重圏文をはじめにし,唐車文 。雲文の順に配列した。唐草文は忍冬・萄萄唐車 。偏行唐

草・均整唐車文の順にならべ,均整唐車文は中心飾の形によつてさらに細分している。このように

分類した軒瓦に番号を付したのが,本報告の瓦の記述で用いた遺物型式番号である。

本報告書では,木製品の うち木御についても同様な分類標示方法による類別記号老付した。
*そ の

他の遺物,特に多量にある土器類でもこの類別番号を必要 とする。原則 として,瓦類 と同様に 4桁

の番号でそれを示す方針であるが,現在ではなお土器の分類には問題が多 く,最も容易な器形によ

る分類の場合,機能的に類似したものが離れた り,ま たその逆の場合が生じやす く, 4桁の番号で

おさめた分類標示方法ではブF実用的なものとなるおそれが多い。そのため,本報告書では第 V章第

3節で述べたような土器分類標示法をとつた。

このように原則 として, 4桁 の数字の遺物類別記号は,遺物の各種類に共通する数字をもつこと

になる。それによる混乱をさけるために,遺物を主 として材質によつて分類し,そ れを示すアルファ

ベット記号を番号の前に付すこととした。具体的にはそのまえに遺物記号の標示であるRをつけ,

例えば,RT-6301は通称典福寺式の軒丸瓦を, RW-601は短冊形木価をさすことになる。イ*

4 遺跡遺物の記録

上述の遺跡 。遺物の標示方法によつて,実際に平城宮跡で

どのように遺跡 。遺物を記録しているかを記し,大規模な発

掘の記録方法の 1資料 としたい。

遺跡の記録は通常,実測・写真 。日誌の形でおこなわれる。

平城宮跡の調査では実測・写真による記録のほかに普通発掘

でとられる日誌式の記録は調査進行状況や事務的な事実の記

録のほかはとらない。 1地点の発掘中のデーケは時間単位で

ある日誌式の場合数力所不特定の場所に記録される。広範な

遺跡を長期にわたつて発掘する場合それは記録 として不満足

なものであ り,遺跡単位により記録する必要がある。遺跡の

記録単位は,局部地点標示である方 3mと している。具体的

に, 6ABO IG 84地区の記録カー ド (Fig,29)を例にとつ

て,遺跡記録方法を説現しよう。このカー ドはこの地区の遺

* 木簡の類別記号を 3桁 でとどめているのは,現在

の分類が将来なお細分され,それを標示することを

予定して第 4項を残しているためである。

Fig.29 遺跡記録カード

遺跡記録カ
ー ド

卜・ 本報告書では混乱のおそれがないので,遺物類別

記号の RT・ RWャょ省略している。

F′7



遺物記録カ
ー ド

平城宮発掘調査報告 1

Fig.30遺 物 記 録 カ ー

跡記録カー ドの第 1号で, この地区の調査は1960年 12月 18日 から12月 26日 にかけて主としておこな

い, 実測図・写真は研究所資料盗録番号 6ABO― v-15と 61望03～5にある。 遺 物 は RT-6801

が 3個体 と緑釉陶片 (☆ Fp)3個体がこれまでに登録されている♂遺跡の状況については,寺 の略

図を記入し,その出土状況や細部についての記述は裏面に記入している。これらの うち,地区7H,

検出遺構番号,調査月日を周辺でパンチする。このカー ドでは上右で 6ABOを ,右辺で IG 84を

上左で上記 4遺構を,左辺 と下左部で12月 18・ 21・ 26日 をパンチすることを示している。**したが

つて,月 日頂で全カー ドをソー トすれば,特定月日に調査した地区のカー ドがえられ,調査日誌の

代 りにすることができる。

つぎに遺物の記録方法を例 (Fig。 30)をあげて説明しよう。 このカー ドは, 6ABO LR 18区 か

ら1960年 8月 8日 に出土した RT-628歩Bを記録したものでゥ 瓦の拓本 と実測図をは りつけ出土

地区名,登録番号,出土年月日を記載している。さらに上辺で 6ABOを, 左辺で LR 18を,上

辺右端で遺物材質類別であるTを, さらに右辺で軒丸瓦であることと型式番号を,ま た同型式中に

おける種類をパンチする。したがつて,全 カー ドを地区項でソー トすれば,LR 18地 区で出上した

全軒瓦がえられ, 型式項でソー トすれば, 現在までにえられた RT-628かBをすべて選別するこ

とができる。上器その他の遺物についても同じ方浜で登録処理をおこなつている。

十 その他の遺物は日下整理 中で,漸次登録 してい く。

,許  このカー ドはハンドソー トパ ンテカー ドになって

いる。パンテカー ドシステムについては平 山健三他

どZ8

2名編『 パンテカー ドの理論と実際』昭32な どを参

照されたい。
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Rll表 1 表法

SB 167

SB 176

SB 205

6間 × 2聞

9× 4

7× 2

N―S

N馬

N―S

1770(6の 1 585oO) 方60cm

70 (40)

100

29.5・ 29.3

29.5・ 30.0

29.0

2652(90)11200(40)

I

1

SB 170

SB 200

SB 212

5× 4

7× 4

7× 2

W―E

WE

W‐

1485 (50)

1900 (63)

1900 (63)

1246o2)

1080(36)

600(20)

100(100)

130(130)

80

SB l12

SB 131

SB 143

SB 145

SB 177 A

SB 186-A

SB 194-A

SB 201

SB 206

SB 209

SB 213

SB l13

SB 166

SB 177-B

SB 186-B

SB 194-B

7× 2

5× 2

13× 2

5× 2

7× 3

7× 4

7× 2

7× 5

7× 2

7× 2

7× 2

6× 2

5× 2

7× 2

7× 2

7× 2

WE

W―E

W‐

Vヽ―E

N一S

W―E

WE

W―E

N―S

N―S

W―E

2079 (70)

1485 (50)

3939(130)

1485 (50)

2079cの

2079σの

2079 σO)

2079 (70)

2079gの

2079σの

2079 (70)

891$0)1 297(1の 100(80)1 29.7

1188(40) 1  297(10) 120(120) 1    29,7

1:::届

;|(警警薄|

100(100) 1    29,7

SB l16

SB 135

SB 146

SB 182

SB 191

SB 211

5x3

3xl

5× 2

5× 3

5× 2

5× 4

N一S

W‐

N―S

N―S

N―S

W‐

1360 (45)

788

1115(37.5)

1115(37.の

1188 (40)

1188 (40)

821 G7)

351

446 (15)

772 (26)

1158 (39)

1158 (39)

337(■)1 80$0) 30.2・ 30.6

29.7

29.7

29.7

29.7

337 (11) 1  60 (50)

356(11.5)1100(50)

裁831髄 ⑩

SB 236

SB 246

4× 2

5× 2

N―S

N―S

1128 (38) 1 534 (18) 29.7

29.71188(40)1446(15)

1桁
行Cm(尺)|

尺 ) 1廂
Cm(尺)1柱穴∽ )Cm/尺

「尺」は造営尺で,完数を用いたものと仮定した。

同一建物で桁行・梁行で多少差のあるものもある。

SB 2■ は北廂の梁間が南廂より広い

梁行Cm

どク0



別表 2

」uglandaceae
クル ミ科

″

Betufaceaeヵ バノキ科

Fagaceae

〃

//

Nyraphacaceae
とツジグ,科

Amygdalaceac
ナクラお「

//

″

″

″

″

//

Legminosae マメ科

Euphorbiaceae
タカトウダイ科

Hippocastaceae
トチノキ科

Theaceae  ツバキお|

Oenotheraceae
アカバナ科

Ebenaceae  ヵキ科

Cucurbitaceae
ウリ不斗

//

″

″

Cupressaceae

Pinaceae

ヒノキ科

マツ科

ブナ科Fagaceae

″

CercidiphyHaceae
カツラ科

Amygdalaceae
サ クラ科

QuerCus sp.

Sh工a sp.

ZUCCARINI

Prumus sp.

分布・ 原 産 地

本州 (中部地方)

樺太・北海道。本州・
四国。九州

邦内(栽培植物)

″

″

原産中国(栽 培植物)

北海道。本州・九州

北海道(西 南部)。 本
少H・ 四国。九州

本州 (関東以西)。 四
国・九州・台湾・中国

本州・四国・九州

原産亜州温熱帯

原産(日 本⊃栽培植

原産(満 州)栽培植

産 (日 本 ?)栽培植

産 (日 本 P)野生種 ?

産 (日 本 ?)栽 培植

原産(熱河)栽培植

原産(蒙古)栽培植

本州・四国。九州・

原産(中 国)栽培植

北 海 道 。本 州

九州・台湾 栽培植

北海道。本州。四国。

九州・朝鮮・満州・中国

本州・四国。九州
栽培植物

原産(熱帯)栽培植

″

原産 (印度)栽培植

栽 培 植 物

本州・四国 。九州

北海道(西南部)。 本
州‖・四国・九州

本州 。四国 。九州

落楽潤葉喬木

″

″

″

″

//

落薬潤葉灌木

落葉潤葉喬木

常緑潤葉喬木

多 年 生 水 草

藩葉iFS葉 喬木

″

″

//

//

″

″

落葉潤葉籐本

落薬濶葉喬木

常緑潤葉灌木

一 年 生 水 車

落栗潤葉喬木

一 年 生 草 木

″

//

″

常緑針葉喬木

″

″

常緑潤葉喬木

″

落葉濶薬喬木

//

S K 219出 上 自 然 遺 物 分 類 表

種 名 (学 名 。和 名) 性

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Juglans Anardiana DoDE
var.shinanoana KoIDZUMI ナガ グル ミ

」uglans mandschurica �IAXIMOヽVICZ
var.acuta KITAMURA   ォ ニ グル ミ

Juglans mandschurica h/1AXIMOwICZ var.
acutissima KoIDZUMIハ リサ キオ タ フクグル ミ

Juglans mandschurica hIAXIh/10ヽ AたICz var.
avellana KoIDZUMI ミゾナ シオ タ フ クグフレミ

」uglans mandschurica h/1AXIMOヽ VICZ
var.cordiformis KITAMURA ヒメ グフレミ

Juglans regia LINNAEUS  var.orientals
(DoDE)KITAMURA  テ ウテ グル ミ

Corylus helerophyHa FIscHER
var.Japonlca KoIDZUMI   ハ シバ ミ

Castanea crenata SIEBOLD et ZUCcARINI
ク リ

Cyclobalanopsis girba OERSTED イ テ■ ガ シ

QuerCus myrsinaefOlia BLUME   シ ラカ シ

Nelumbo nucifera GAERTN      ハス

Prumus Ansu KoMAROV ア ン ズ

Prumus �Fandshurica KocHNEマ ンシウアンズ

PrWttusと
糀 狩

ST°KES va4 an砦
夢 ィモモ

Prumus Perisca SToKES var. とメコダイモモ

Prumus salicina LINDLEYス モモ

Prumus sp. ネ ッヵアンズ

Prumus siberica LINNAEUS モウ コアンズ

Kraunhia noribunda TAUBERT
var typica MAKINO    フデ

Aleurites cOrdata STEUD アブ ラギ リ

Aesculus turbinata BLUME トチ ノキ

Thea sinensis LINNAEUS   チ ャ

Trapa natans LINNAEUS
var.bispinOsa MAKINO   ヒシ

DiOspyrOs Kaki LINNAEUS   カキ

Cucumis A/1elo LxNNAEUS var ConomOn

cu!キ 4甘告:ξI龍た黙誼推将浮嗣 ittaリ

h/1AKINO    マクフウ リ

Cucumis satirus LINNAEUS   キウリ

Cucumis sp ウリ属

Chamaecyparis Obtusa ENDLICHER ヒノキ

Pinus densinOra SIEBOLD et ZUCcARINI
アカマ ツ

Abies irma SIEBOLD et ZUCcARINI モ ミ

″

//

//

″

//

″

呆

種

呆 実

種

″

″

″

//

枝

″

″

″

″

//

//

19

0

19

3

20

3

4

1

2

1

11

8

0

0

0

19

4

66

2

0

0

0

0

0

0

0

Cercidiphyllun■ japonicum SIEBOLD et

カシ属

シイ属

カ ツ ラ

サ ク ラ属

本州・ 四国・九少N

′2Z



別表 3

(T―単弁 F―複弁

HK fFl行唐車文

6127

6131-A

6133-A

6133-B

6133C

6133-D

6133-F

6133-G

6133-H

{抄
/

∞ Ⅲ病 →て|.

軒 丸 。軒 平 瓦 分 類

S―珠文 K―圏線。界線 LV―線鋸歯文

単位 Cm)

直
　
　
径

13 5

瓦

1+8

1+5

1+6

1+6

内     区

壽1華 1奎 1弁 1弁

11 0

表

RV凸鋸歯文 」―重圏文 U―飛雲文 KK―均整唐車文

当

区
広 車』

玉
　

縁
　
長

全
　
　
　
長

Ｋ
を
Ｗ

個 体 数

Ｉ
・
Ｊ
地
区

Ａ
ｉ
Ｃ
地
区

‐・７

廟

９．３

‐

‐

‐

・８



計

Ｉ
・
Ｊ
地
区

Ａ
ｉ
Ｃ
地
区

Ｋ
ｔ
Ｗ
地
区

6282-B

6282-D

6282-E

6282-F

1+6 8613 1

1+6 6412

1+6 7612 1 1 LV

1+6 9213 14 LV

6284-A

6284-B

6291-A

6301-C

た56

15 3

16.2

160

1+6 8313

ヽ
　　　
　　
ヽ
　
　
　
　
　
出

１
　
　
　
　
　
１
　
　

　

　

　

＋

8212

8712 1. 1.

1+6 1

二十6 1. 1.

1+6 1 S24

S16?

S26

1 LV

6307

6311-A

1+6 92 2 1. 1 LV 1

:|

1

1

1+6 1 1 1

6311-C

6313-B

6316-A

6320

1+6 2 1 1

1

1+7 1

1 1

1諾 1住 ;引 (罫 (1:釧
1004

1+8

)は種類不明を加えたもの
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４

０

４

′́ψ

鶴

‐

‐

‐

５
‐

‐

、

‐

３

‐

‐

‐

‐

♂

０
．　
　
　
　
　
２
　
　
　
　
　
■

駄
‐
―

―

―

引

ャ

‐

１

６
‐

‐

‐

‐

９
／

１
　
　
　
　
　
　
　
ｎ
　
　
　
　
　
ｏ
　
　
　
　
　
ｌ

７

　

Ю

ｔ

ｌ

２

　

　

　

　

　

　

　

‐６

　

　

　

　

　

１

　

　

　

　

　

３

1

4

個 体 数

。
Ｊ
地
区

0

1

Ａ
を
Ｃ
地
区

0

0

ぞ

Ｗ
地
区

1

3

の
深
さ

脇
区
文
様

脇

　

幅

LV‐20

LV

K

K

下
外
区
厚

1

1

1

1

上
外
区
文
様

1,7

上
外
区
厚

内
区
文
様

内

区

厚

KK1 14

KK1 18

KK1 15

14

下

弦

幅

弧
　
　
深

上

弦

幅

多

3

5



06

7 1、

19

109

19

13

236

06(30の

19,3

(23の

個 体 数

S:)|`!:ぅ |(24)132(15の  992

計

Ｉ
・
Ｊ
地
区

３７
　
０

―

ノ
ー

ノ

４
　

　

　

　

　

　

　

３

　

　

　

　

　

　

３

Ａ
を
Ｃ
地

0

0

0

5

0

0

0

1

3

Ｋ
を

Ｗ
地

1

7

3

7

様
の
深

脇
区
文
様

脇

　

幅

Fβσ

29 2

区

下
外
区
厚

上
外
区
文

上
外
区
厚

16

( )は 種類不明を加えたもの

内
区
文
様

KK

KK

内

区

厚

6

ぞ
1厚

26 8

280

30 5

265

28 9

26 8

弧
　
　
深

6

上

弦

幅

番型 式

6721-D



男J表  4 平城宮主要殿舎の文献記載度数表

造
宮
卿

内
安
殿

大
安
殿

内

裏

西
　
宮

東

宮

中
官
院

中

官

朝

堂

大
極
殿

平城遷都

首皇子立太子建武)

催造司任命

知造難波宮事の任命

基王誕生

光明立后

官人に難波京宅地を班給

疫磨流行

阿倍内親王立太子倖謙)

恭仁京遷者[

平城点選都

|

7E
明

|

万

正

聖
　
武
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
仰

あ
　
　
　
・―
蓼

謙

３

４

５

６

７

１

２

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

６

７

８

９

・０

・１

・２

釦
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

　

　

老
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
　
　
　
　
　
　
　
平

和
　
　
　
　
　
　
　
　
霊

　

　

養
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
　
　
　
　
　
　
　
　
天

・７

・８

・９

郷

１

２

３

４

５

宝
宝疎

誹
天
天

大仏開限

00

00

●
0●

０

●

０

　

０

０

０

00

●

0

0●

0010●

0100

00100

00100



天平宝字

天平神護

神護景雲

一
ｏ

　

●

０

０

　

〇

一

孝
謙
―
―
―
仕
―
卜
下
―
―
ト
ー
淳
　
任
―
―
―
―
一―
―
―
称
　
徳
―
―
―
―
―
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
　
仁
　
　
　
　
　
　
　
一―
―
桓
　
武

６

７

８

１

２

３

４

５

６

７

８

１

２

１

２

３

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

１

１

２

３

亀

応
　
暦

天
　
延

聖武太上崩御

涙鶴霜戸荼琶旅査格菱
立太乱仲麻呂紫

阿弥陀浄土院の造営はじまる

仲麻呂太師となる,光朔皇太后崩御
小治田官移御

保良宮移御

平城遷幸

仲麻呂の変

中壬生門

由義宮遷幸
称徳天皇崩御

楊梅宮成る

長岡京遷都

凡例 1・ 資料は続日本紀 。万葉集による。

2.olツ はそれぞれの殿舎が記録に 1回あらわれたことを示す。

石
川
朝
臣
名
人

高
既
朝
臣
福
信

●

０

●

０

０

０

０

00●

0

0

０

　

●

　

０0

0●

0

0

●

0

0

0

0● 0

●0

０
０
０
”

０

　

●

　

０

大
極
殿

朝
　
堂

中

宮

中
官
院

東

宮

内
　
一異

大
安
殿

東
　
院

東

　
内

西
　
宮

宮子太皇太夫人崩御

//



房ll表  も 平 DRi官 殿 合 つ 主 な 利 用 事 例 一 覧 表

即  1位 大 嘗 会 オロ報質
節   H   裂    宴

死 目 正月七「ロ 置月十六日 正月
―
十七日 一月三

1日
五月五 日 七月t目 冬 至

３

一　

４

・　

５

　

８

　

７

鈍和

霊  鍵 1

2-

養  老 1

2

3

4

5

61

7

紳  亀 -1

2

13

4

S

守

，

９

４

５

む

７

８

９

‐０

・１

・２

４
・
望

１５

・６

・７
１

・９

節

天

●

'

鶏
催
催

「 太極殿」

靱
肺
●2

大極殴

磨醐

・

負 d団副殿廷

'綸

・ 8
1靱

●B
大極殿

大蘊殿

翻

⑭
曲
爾

韓

陛

申宮

睡
罐
醒
　
　
・睡

繭
鱚

中宮

地
磁

一軽
一
岬
櫨

鯉

・飴

申 門

申 宮

一鰹

鶴窒

南 聞

中 宮

言 殿

於 林

大極殿南門

鯵

軽鰈
朧

Ⅲエイ賜穆ゆ

ミ労 ′ハ ウ

⑭

南 売

藷
―
苑

犠籐

11・ 10

議

魏
　互勅

●le

内裏



棗軽峯1

天平神護 1

2

神護景雲 1

2

3

宝  亀 1

2

3

4

5

6

7

3

9

10

11

天  応 1

延  暦 1

2

3

(淳仁廃帝・
称徳重め

・ 15

極殿 (

1・ 21

太政官院

閤関前嵯
。25朝堂

11・ 13

太政官院

正月十六日

廃 (i,I岳彗計)

大安殿

大極殿

大極殿

〔廃〕新宮

嘩慈〕宮

大極殿

西宮前殿
(南)

大極殿

大極殿
。3

西宮前殿

大極殿

大極殿

大極殿

・6

内庭 *

罐綴⊃

磁勤
(○)(努冬)

内裏

朝堂

朝堂

大安殿

(覇
梅塁

賜動

「右大臣第」
(永 手)

(覇 蟹

聯妙

・庭 (覇 望

健巖卦

重閣E

(間)

隣凱皇太

大極殿

1・ 3

大極殿

廃

(覇 霊

凡 例 1.*は万葉集にみえるもので,以外の大半は続日本紀による。

2.欄 中の算用数字は月 。日 (例 えば元日朝賀で 1・ 2と あるものは正月 2日 に朝賀の行われたことを示す)。

3.〔廃〕は大極殿が存在しなかったための廃朝を指す①

4.○ は節宴の行われたことだけがみえ,その場所が明示されていないもの。

5。 「 」内のものは平城宮外のものを指す。

(瓢 壁
爆鋸筈

其
)

朝 堂

渉醐胸

「西大寺
法院」

「博多川」

「敬井御
井」

内嶋院

内裏

〇(曲 水宴)

(停止)

ど2つ
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PLANS

I.Topographical Map of Nara Palace Site.

II. Layout of Various Structures and Other Remains in Area

6ABO.

III. Whole Excavated」Area.

IVo  Map of A・ I Sections.

V.Map of C・ J Sections.

VI.Map of K・ ム江 Sections.

VⅡ.Map of K・ L Sections.

VIII. �[ap of M・ N Sections.

IX.Map of W・ Q SectiOns.

X.Map of O oR Sections。

XI.  Chronological Divisions of Layouts of Structural Groups.

XH.Detail of ttren SE168.

PL ATES

Aerial View of Nara Palace Site.

General Views of Area 6ABO: 1)General View, seen
from North. 2)N・ Q SectiOns,seen from North‐
west. 3)Souhern Half bf O Section, seen from
North.

Area 6ABO‐O:1)StruCture SBl16,seen from Northwest.
2)Same Structure,seen from South.

Area 6ABO‐O:Structure SBl16,seen from North.
Area 6ABO‐O:1)Superimposed Pillar‐ holes of Structures

SBl12・ 116 and Fences SA120・ 121・ 130, seen from

North。  2)StruCtures SBl16・ 131 and Cobble― paved

Gutter SA130,seen from East。  3)StruCture SB
135, seen fronl North.

Area 6ABO‐O・ Q・ W:1)StruCtures SBl16・ 131 and Cob‐

ble‐paved Gutter SA130,seen from West.2)StruC‐

ture SB143,seen from Northwest。
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Ｔ
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Ｖ

Ｖ
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VH.

VHI.

IX.

X.

XH.
XHI.

XIV。

XV.

XVI.

XVH.

XVHI.

XIX.

XI.

Area 6ABO― QoW:1)Structure SB143,seen from SOuth‐
east。  2)Same Structure,seen frOm South。  3)
Same Structure and Pit SK148, seen from SOuth。

Area 6ABO‐ N:1)General View,seen from SOuth。  2)
Wan SA109,seen from Northwest.3)Gutter SD
106, seen fronl Northeast.

Area 6ABO‐R:1)Structures SB131・ 145,seen from West.
2) Structures SB145・ 146, seen frolm SOuth。   3)
Structure SB146, seen from West.

Area 6ABO‐ V:1)General View,seen from North. 2)
Structure SB145,seen from West。 3)Wan SA109,
seen frOm Southwest.

Area 6ABO― O:1)Pit SK140,seen fЮm West. 2)Part
of Same Pit,seen from East. 3)Pit SK148. 4)
Pit SK134.

Area 6ABO‐ K・ LoW[:General View)seen fromヽ Vest.

Area 6ABO‐ K:1)General View, seen from Northeast.
2)General View,seen from SOuth.

Area 6ABO‐ K:1)Structure SB177,seen from Northeast.
2)Superimposed Pillar‐ hOles Of Structures SB176・

177.

Area 6ABO‐ K: 1) Structure SB177 and Pond SG180,
seen frOmヽ Vest。  2)Structure SB176, seen from
North。 3)Structures SB176・ 177,seen from SOuth‐

east.

Area 6ABO‐ K・ M:1)Structure SB194,seen from West.
2)Gutter SD126 and Structures SB191・ 194, seen
frOm West,3)Structure SB191 and Pond SG180,
seen from South.

Area 6ABO‐ KoL:1)Structure SB170, seen from West。
2)Same Structure,seen frOm Southwest.3)Super‐

iinpOsed COnditiOn Of Structures SB170 and SOuthern

Half Of SB176・ 177,seen from East.
Area 6ABO‐ K・ M:1)Structure SB186,seen from SOuth.

2) Same Structure, seen from SOutheast. 3)
Western Half Of Same Structure, seen fro■ l North.

Area 6ABO‐L: 1)General View, seen from Northeast.
2)Structures SB182・ 113, seen from North. 3)
Structure SBl16 and CObble‐ paved Gutter SA130,
seen frOm West.



お

XXI.

XXH.

XXHI.

XXIV。

XXV.

XXVI.

XXVH.

XXVHI.

XXIX.
XXX。

XXXI.
XXXH.
XXXIII.

XXXIV.
XXV.

XXXVI.
XXXVH.
XXXVHI.
XXXIX.

Area 6ABO‐L:1)Well SE168, seen fЮ m Northwest.
2)Wen SE168‐ C,seen from North。 3)We■ SE
168‐B,seen from Northeast.

Area 6ABO―L:1)Well SE168‐A,seen from North.2)
Same Wen,seen from Northeast.3)Square well
Frame(WOOd)SE168‐ A.
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NARA IMPERIAL PALACE
The site of Nara lmperial Palace, which existed fror1 710 to 784

A.D., is situated at Sakicho, Nara City, and is designated as a Special

IIistOrical 巨Ionument.  The palace was bu■ t in the lniddle of the north‐

ern border Of the capital, which 、vas estabished after the continental

model, measuring ive kilometers frOm north to south and six kilome‐

ters from east to 、vest.  The precinct of the palace is about one k■ o‐

meter square and in it the imperial doHicile, hans of state and other

government ohce buildings once stoodo  At present, about 10 per cent

of the whOle precinct is well preserved in turfed grOund, but the re‐

maining 90 per cent is mostly cultivated as paddy‐ teld,dotted with the

ruins of ground platforms and earthen wals.

The Nara]National Research lnstitute of Cuhural Properties has

undertaken the investigation 、vork of this palace site since the suHllner

of 1955, and the present pubication deals with the su■ llnarized result

of the 2nd (1959), 4th and 5th (both 1960)and 6th(1961)surVeyS,

conducted in an area of about O.8 hectare.

The excavated area is tentatively teコ med “Area 6ABO')and is
the northern end of the central part of the palace precinct.  The spade‐

work disclosed twenty‐ Ilve structures, four gutters, six fences and ear‐

then wans, some pits and several we■ s, one of which is exceedingly

large.   The lower ends of the pillars of an structures were inserted

into the ground, unhke the pillars of more important structures,which

、vere erected on base stones.  A ■�nute survey of the excavated area

shows that the ground was reclailned and levened three tilnes consecu‐

tively.   This enables us to divide the structural remains discovered

therein into three successive periods.   The superilnposed condition of

the pillar‐ hOles in the ■�ddle layer further enables us to subdivide

thenl into three shorter periods.  Hence all the structures fall into nve

chronological sequence dates, as shown in「 rable I.  �生oreover,unifor■ 1‐

ity prevails in the design and technique of the structures, and also

in the layout of each sequential period, and this fact seems to indicate

that the structures unearthed were the bu■ dings of governmenta1 0ttces.

The artifacts discovered fro■ l the area are roof‐ tユes, earthenwares,

copper coins, various metal and wooden obiects,fragments of lacquered



caps, hemp ciOth etc., but the mOst striking discovery was of forty‐ one
pieces of 10ng, narrow tablets Of wOOd used as 、vriting surfaces, re‐

covered from Pit SK219. 「Γhese 、vOOden tablets can be classined int。
ive grOups according to their shapes,with the exception of the damaged

and decayed Ones whose size and shape are unknown.  The irst is

a plain shp (Type 601).   The secOnd has a notch on each side
near the upper and lower ends(Type 603)。  The third has notches
near the upper end only (Type 604).  The fourth has its iOwer end

pointed (Type 605).  The flfth is twice as iOng as the others and has

a hole in the center and three holes near each end,frOm which it may

be presumed that they 、vere bound together by cords drawn through
the hOles(Type 606)。  Of eSpecial interest are the chips frOm used

tablets, which suggest that the tablets were reused after being erased

by chipping.  The direrence in shape seems to have had something to

do with their functiOns.  Tablets of Type 603 vere used, as their in‐

scriptiOns indicate, as iabels attached to packages Of 10cal fOOdsturs

collected as taxes in kind from people of distant provinces.  Tablets of

Type 604 and 605 were used also as labels attached to Or pushed into

packages of fOOdsturs, suppOsedly stOred in a kitchen Or warehouse.

The plain tablets were probably used as message shps or Omcial recOrds,

and sOme of them have inscriptions requesting various foOdstuFs. There

are plain tablets that have names of Omcials only, 、vhile others have
prose or verse written in ``Many5…gana'' characters,

There are two tablets that have dated inscriptions,One for 761 and

the other 762 A.D.  AnOther two tablets are datable by the cOntents

of their inscriptiOns, tO either 763 or 764 A.D.  Except for a few in―

stances, the inscriptions on these tablets are related tO fOOdstufFs, such

as rice, beans, walnuts, sea… weeds, sea‐ urchins, vegetables, saltぅ  soy,
vinegar and bean paste。

Paper ttras used in clerical、 vOrk Of government omces in the Nara
PeriOd, as is evidenced by the archives Of the Shδs6in Repository,but

the present discovery revealed the hitherto unknown fact that woOden

tablets were also used in less ilttportant business in the ofnces.   In

China wOOden tablets were used as、vriting surfaces in the ancient Han

and Chin Dynasties.  This usage spread gradually intO the surrounding

regions and the inds in Turfan in the west and the present discovery

in the east testify tO its survival even in the eighth and ninth centuries.

The date of these tablets provides reliable criteria fOr assigning to the

structures of PeriOd II‐ 2 a date Of shOrtly after 763-764A.D.,and fur‐

nishes an ad■lirable starting point fOr estabhshing a chrOnO10gical se‐



quence for both the groups of structures and for the earthenwares dis‐

covered with them.  The inscriptions vividly illustrate the diet of the

peOple of the Nara Period and seeHl to prove beyond a doubt that the

excavated area was originany occupied by the lmperial Household of‐

ices in charge Of cuisine.

Table I Chronological Sequence of Structures and Other Remains

hronoⅢ
In the Western Half of

Area 6ABO

B176
B167

In the Eastern Half of
Area 6ABO

G149

G180
El

D141
D126-A

D130
D106=

togical

uence

II-1

B170

Bl12 B177

D126-

A105
D106-B131B186■

B143B194=
45

Bl13 B177-
B166B186-

B194-

B146B182
B135B191
Bl16

A109
Al10
A120
A121

“A力 Fence and Wa■ . ``B"一Structure. “D"一Gutter. “E"―lVem. “G"―Pond.

“K''一Pit.

*Remains discovered in a later survey but not treated in the present pubhcation.

９

０

０

１

Ａ
Ａ

Ｋ

Ｋ

* B273

1* B268

E311-A
E272-A

E311-A*



面 ・図

２

　

．３

遺構にはすべて■連番号を付しその前に 1餅H■
重・ 碓 SBI.建物,SDitt SE:井 戸,‐ SG=苑

41P SKI土為 SX:不男の分繰譜号を標記する。

1遺構の■漁貌字は m.単位とす益

高さ基準■01 tk速蔵文化財発掘調査報告第二 F平

鱚 蠅―■あ41立INe.2の上面と一教する。
・  鰯 糸1鵞さ 第2鯵θ節箋LO-475 cln

第4ツ∋睡釜|と0-二&50萌―

繁る1雉
―LO■ Btt Cm.

第d次調査 LO一 dttcm



平城宮跡全域地形図

離
中

］駒

草
↑
．□

|＼t

株七ゝ

ヽ

″
・・・‘・
・・
，′・・，・．
・キ一

・
Ｐ
　

一



島為:あ

法

　

　

学
一　
　

寺



6ABO区遺構配置図 PLAN 2
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第 2・ 4・ 5・ 6次発掘全域実測図 PLAN 3
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A・ I地区実測図 PLAN 4
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K・ M地区実測図 PLAN 6
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M・ N地区実測図
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PLAN 9W・ Q地区実 則図
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0・ R地区実測図 PLAN 10
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遣構時期別分類配置図 PLAN ll
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